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第 1 章   
まえがき

 



1.1  まえがき

本書は、当機械を安全に、効果的に使用してい

ただくためのガイドブックです。

本書は、当機械の運転と整備の手順とそれを実

行するときに厳守しなければならない注意事項

を記述するものです。

ほとんどの事故は、基本的な安全規則を守らな

い運転・点検・整備が原因で発生しております。

当機械を使用していただく前に、必ず本書を読

み、運転・点検・整備の方法を十分に理解され

た上で使用してくださいますようお願いいたし

ます。

本書に従わなかった場合、重大な事故に結びつ

くことがあります。

警 告

この機械を不用意に使用すると、重傷もしく

は死に至ることがあります。

運転者および保守要員の方は、この機械の操

作または保守を行う前に本書をよく読んでく

ださい。

本書は、便覧として指定の場所に保管し、機

械を扱う全員の方が定期的に見るようにして

ください。

• 本書の説明を完全に理解されるまで、当機

械を使用しないでください。

• 常に本書を手元に保管し、繰り返し読んで

ください。

• 本書を紛失または損傷した場合は、速やか

に当社または当社販売サービス店に発注し

てください。

• 当機械を譲渡されるときは、つぎの所有者

に本書を必ず添付し譲渡してください。

• 本書の説明、数値およびイラストなどは、

本書を作成した時点での情報に基づいてお

ります。

機械の不断の改良により、整備基準、締め付

けトルク、圧力、測定方法、調整値、イラス

トなどは、変更されることがあります。

これらの変更は保守作業に影響を与えること

がありますので、作業を始める前に、当社ま

たは当社販売サービス店に相談し、最新の情

報を入手してください。

安全については、「1.2 安全についてのイン

フォメーション」および「第 2 章 安全編」に

説明してあります。
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1.2   安全についてのイ

ンフォメーション

本書および当機械の安全ラベルをよりよく理解

していただくため、安全のメッセージをつぎの

ように使い分けております。

危 険
死亡もしくは重傷とな

る差し迫った危険な状

況を示すものです。

また、危険の回避の方

法を明示しています。

警 告
死亡もしくは重傷とな

る可能性が高い危険な

状況を示すものです。

また、危険の回避の方

法を明示しています。

注 意
軽傷もしくは中程度の

障害、または機械の重

大な破損に至る可能性

のある状況を示すもの

です。

また、危険の回避の方

法を明示しています。

また、機械のために必ず守っていただきたいこ

とや、知っておくと便利なことをつぎの表示で

記載しています。

重 要
誤った取り扱いをし

た場合、機械の損傷

または寿命を短くす

る可能性のある場合

を示します。

☞
知っておくと便利な

情報です。

本書に示されている運転操作や点検整備の手順

および安全に関する注意事項は、当機械を指定

作業に使用する場合のみに関するものです。

当社は、すべてのお客様が当機械を使用する際

のあらゆる状況を予測することはできません。

そのため、本書および当機械に表示されている

注意事項は、安全に関する事柄をすべて網羅し

たものではありません。

もし、本書に書かれていない運転操作や点検整

備を行う場合は、安全に関する必要な対策をす

べてお客様ご自身の責任でお考えください。

なお、その場合も、本書で禁止されている作業

や操作は、絶対に行わないでください。
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1.3  機械の概要

1.3.1   指定作業

当機械は、主につぎの作業にご使用してください。

• クレーン作業

当機械は、ゴムクローラ式の走行台車 ( キャリア ) にブーム式クレーンを架装した移動式クレーンです。

作業現場内での自走による移動 ( 走行 ) と、定格総荷重以内でのクレーン作業を行うことができます。

なお、クレーンを遠隔操作することができる、ラジコン装置を装備しております。

1.3.2   機械の構成

(1) 走行台車部

(2) クレーン部

(3) 安全装置

本書は、機械の運転席に座った位置から機械の

進行方向 ( 前方 ) を見た状態を基本に前後左右

を決めております。

また、ブームの旋回については、機械を真上か

ら見て時計回りを右旋回、反時計回りを左旋回

とします。
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当機械の主な構成は、つぎのようになっていま

す。

［1］ 走行台車部

走行装置、エンジン装置、走行操作装置および

クレーン操作装置等で構成されています。

［2］ クレーン部

ブーム伸縮装置、ブーム起伏装置、旋回装置、

フックブロック、ウインチ装置およびアウトリ

ガ装置等で構成されています。

［3］ 安全装置

フック巻過警報・自動停止装置、過巻下防止装

置、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、玉掛け

ロープ外れ止め、警報ブザー、水準器、横転警

報装置 ( クレーン操作時 3 度、走行時 15 度以

上傾斜にて警報 )、走行レバーロック、走行・

アウトリガ・クレーン切換スイッチ ( 走行時の

クレーン作動を防止する )、アウトリガ安全装

置 ( アウトリガインターロック、クレーンイン

ターロック )、過負荷防止装置 ( 作業範囲規制

付 )、四色灯、傾斜センサ、アウトリガ未接地

警告、運転席保護などが装備されています。

1.3.3   機械の有する機能

［1］ 走行台車部

• 当機械は、クレーンとアウトリガを格納 ( 走
行姿勢 ) した状態の全幅がコンパクトに設計

されています。  
従って、より狭い場所に入り込むことができ

るようになっております。

• 2 本の走行レバーの操作により、前進、後進、

左右への進路変更はもちろん、信地旋回 ( ピ
ボットターン )、超信地旋回 ( スピンターン )
ができます。

［2］ クレーン部

• アウトリガ張出し、接地操作を運転席での操

作を可能にするオートスライドアウトリガを

装備しております。

• ブームの伸縮、起伏、旋回動作と、ウインチ

装置の作動によりフックブロックを上下移動

させ、定格総荷重内および作業範囲内におい

て、吊り荷を所定位置まで移動させることが

できます。

• ラジコン装置により、アウトリガの設置やク

レーンの各動作を遠隔操作することができま

す。

1.3.4   機械購入時の検査について

重 要

クレーン等安全規則では、当機械購入 ( 設置 )
時に遵守すべき規則を設けております。

第 62 条

事業者は、令第 13 条第 3 項第 15 号の移動式

クレーンを設置したときは、当該移動式クレー

ンについて、第 55 条第 3 項の荷重試験および

同条第 4 項の安定度試験を行わなければなら

ない。

( 第 55 条 3 項 )
前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷

重の 1.25 倍に相当する荷重の荷をつって、つ

り上げ、旋回、走行等の作動を行うものとする。

( 第 55 条 4 項 )
第 2 項の安定度試験は、移動式クレーンに定

格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、

当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な

条件で地切りすることにより行うものとする。
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1.4   運転の資格

警 告

• クレーン作業での労働災害が多発しており

ます。 
特にお客様にご理解していただきたいこと

は、労働安全衛生法で定められた小型移動

式クレーン運転技能講習修了者 ( 有資格者 )
で、経験の豊富な方でも災害に遭われてい

るという事実です。

• 本機械を運転する際は、本書に記載されて

いる安全事項を必ず守って作業を行ってく

ださい。

1.4.1   クレーンの運転に必要な資
格

本機械を運転し作業する方は、つぎのいずれか

の資格を取得した方に限られます。

該当業務 必要な資格

つり上げ荷重が 1 ト

ン以上 5 トン未満の

移動式クレーンの運

転の業務

移動式クレーン運転

士免許を受けた者

小型移動式クレーン

運転技能講習を修了

した者

☞ 本機械を使用して作業を行う場合は、資

格を証する書面を必ず携行してくださ

い。

☞ 表中の技能講習については、各都道府県

労働基準局・監督署またはその教育指定

機関が行います。 
また、実施日などは、各地の労働基準局・

監督署にお問い合わせください。

1.4.2   玉掛け作業に必要な資格

本機械の玉掛け作業をする方は、つぎの資格を

取得した方に限られます。

該当業務 必要な資格

つり上げ荷重が 1 ト

ン以上の移動式ク

レーンの玉掛け業務

玉掛技能講習を修了

した者

☞ 本機械を使用して玉掛け作業を行う場合

は、資格を証する書面を必ず携行してく

ださい。

☞ 表中の技能講習については、各都道府県

労働基準局・監督署またはその教育指定

機関が行います。 
また、実施日などは、各地の労働基準局・

監督署にお問い合わせください。

1.4.3   労働安全衛生法について

この法律は、労働基準法の「安全・衛生」の部

分を独立拡充させ、「労働者の危険または健康

障害を防止するための措置・施策」を中心に昭

和 47 年 10 月 1 日から施行されました。

皆様の安全のために、ぜひ守ってください。

一番大切なことは、あなた自身の「注意力」で

す。

いつも「安全運転」を頭に入れておいてくださ

い。

この法律の主な内容は、つぎの通りです。

• 労働災害防止計画の策定

• 事業場の安全衛生管理体制の整備

• 危険または健康障害防止措置の明確化

• 災害防止措置の技術上の指針、および望まし

い作業環境の標準公表

• 下請け関係にある職場の元方事業者 ( 親会

社 ) の安全責任、共同企業体、機械の貸与者

の労働災害責任の明確化

• 特定機械、および特定有害物の製造、使用の

規制強化

• 安全衛生教育の拡充

• 健康管理の拡充、特に有害事業に従事する労

働者に対して、健康手帳を交付し、離職後も

健康管理を行う

• 自主的な労働災害防止活動の推進

• 危険または有害な事業について事前届出制

運転の資格 M A E D A Mini-Crawler Crane
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1.5  クレーン用語の説明

1.5.1   用語の定義

［1］ 定格総荷重

ブームの長さ、角度に応じて負荷させることが

できる最大の荷重をいいます。荷重には、吊り

具 ( フック等 )、玉掛け用ロープ等の質量 ( 重量 )
を含んでいます。

［2］ 定格荷重

定格総荷重から吊り具 (フック等 )等の質量 (重
量 ) を差し引いた荷重で、吊り上げることがで

きる荷重をいいます。

［3］ 作業半径

旋回中心からフック中心までの水平距離をいい

ます。

［4］ ブーム長さ

ブームの根本ピンから先端ブームのシーブピン

までの距離をいいます。

［5］ 起伏角度

ブームと水平線との間になす角度をいいます。

［6］ 地上揚程

フックを最高 ( 上限 ) まで巻き上げたときの

フック下端から地上までの垂直距離をいいま

す。
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1.5.2   高地作業時における補正に
ついて

一般的に高度が上がるとエンジン出力は低下し

排気煙濃度が増加します。

当機械では高地でのエンジン性能・耐久性確保

のため、高地補正制御を適用しています。

高地補正制御により、排気煙濃度上昇は抑制さ

れますが、空気密度の低下により出力が低下し

ます。

そのため、標高 1000m 以上での使用はエンジ

ン出力・トルクパワーが低下して動作が不安定

になる場合があります。

［1］ 出力補正

高度上昇と出力低下の関係について、以下のよ

うになります。

高度
(m) 0 1000 2000 3000

(ft) 0 3280 6560 9840
定格出力の低下 (%) 0 10 20 30

［2］ トルク補正

高度上昇により出力が低下すると、最大トルク

にも影響を与えます。

最大トルクの低下について、以下のようになり

ます。

高度
(m) 0 1000 2000 3000

(ft) 0 3280 6560 9840
最大トルクの低下 (%) 0 20 30 35

［3］ 高地におけるミスファイヤ

高地でエンジン始動直後に高回転で運転する

と、空気密度と外気温度の低下に起因する着火

時期の遅れにより、ミスファイヤが発生しやす

くなります。

ミスファイヤを減らすためには、以下の対策が

必要となります。

• セタン価の高い (52 以上 ) 燃料を使用する。

• エンジンを中 ~ 低回転で十分に暖気する (5
分以上 )。

［4］ ソレノイドドライバの取り扱い

大気圧を検出するドライバがエンジンルーム内

のリザーブタンク横に装着されています。取り

扱いについて、以下の通り注意してください。

• 端子を手で触れたり分解したりしないでくだ

さい。

• 内部に高電圧を発生する回路がありますの

で、感電に注意してください。

• 防水構造ではありますが、水没や高圧洗浄は

避けてください。

• 大気圧センサ用の通気口を塞がないようにし

てください。
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第 2 章   
安全編



2.1  基本的注意事項

取扱説明書および安全ラベルに従う

• 本書および本機械の各部に貼り付けてある安

全ラベルをよく読んで理解してください。よ

く理解しないまま運転操作を行うと、誤った

操作を行い、人身事故や物損事故の原因にな

ります

• 本機械の正しい使い方および点検整備要領を

よく理解して、安全な作業をしてください。

• 本書および本機械の各部に貼り付けてある安

全ラベルは、常に判読できる状態にしておい

てください。  
読めなくなったり、紛失した場合には、当社

または当社販売サービス店に発注していただ

き、安全ラベルを元の位置に貼り付けてくだ

さい。

運転の資格

• 本機械の運転には資格が必要です。  
必ず資格を取得してから運転してください。 
運転資格については、「1.4 運転の資格」の

項を参照してください。

• 本機械を使用して作業を行う場合は、必ず「移

動式クレーン運転士免許証」または「小型移

動式クレーン運転技能講習修了証」を携行し

てください。また、玉掛け作業を行う場合は、

「玉掛技能講習修了証」を携行してください。

• 運転者の方は、事業所内で取り扱い方法等の

教育および訓練を受け、十分な運転操作技術

を身につけてから作業をしてください。

保護具着用と作業に合った服装

• ヘルメット、安全靴、安全帯は、必ず着用し

てください。

• 保護具は、各作業状況に合わせて必要なもの

を選び、必ず装着してください。

• だぶつく服、装飾品などは、操作レバーや突

起部に引っ掛かり、機械が意図しない動きを

起こすことがありますので、着用しないでく

ださい。

安全運転の心得

• 事業者や作業指揮者の指示や合図に従い、安

全を優先させた作業をしてください。

• クレーン作業の基本を守って作業をしてくだ

さい。

• 運転開始前や作業開始前には、必ず作業開始

前点検をしてください。

• 強風、雷、霧などの悪天候時には、作業をし

ないようにしてください。

• 過労、飲酒状態または催眠性のある薬を服用

した場合は、絶対に運転をしないでください。

• 運転操作・点検整備を行うときは、職場のルー

ル、安全に関する規則、操作方法の手順をす

べて守ってください。

• 運転時や作業時は、常に周囲の状況や歩行者

に気を配ってください。  
歩行者が不用意に近づいてきた場合は、作業

を一旦中止して、警告するなどの対応を取っ

てください。

• 運転中は、突発的な事態に備える心構えをあ

らかじめ持ち、すぐに対応できるようにして

ください。

• 本書に記載されている性能および用途を超え

た使用は、絶対に行わないでください。

• 定められた定格総荷重、作業範囲を守って、

運転をしてください。

• わき見運転、乱暴な運転、無理な操作は、絶

対に行わないでください。

• 運転席を離れる場合は、必ずスタータキーを

抜いてください。　
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賃貸や他の方が使用していた機械の使用

賃貸 ( レンタル ) した機械や他の方が使用して

いた機械は、つぎのことについて、書面をもと

に確認してから使用してください。

また、定期自主検査等の整備の状況についても、

検査記録表によって確認してください。

(1) クレーンの能力

(2) クレーンの整備状況

(3) クレーンの固有の癖や弱点

(4)  その他、運転する上において、注意すべき

事項等

(a) ブレーキ、クラッチ等の作動状態

(b) 照明、四色灯の有無および点灯確認

(c)  フック、ウインチ、ブーム、アウトリガ等

の作動状況

安全装置の装備の厳守

• すべてのガードやカバーが正しく装着されて

いるか確認してください。破損していたら、

すぐに修理してください。

• 安全装置は、使い方をよく理解して正しく使

用してください。

• 安全装置は、絶対に取り外さないでください。

常に正しく機能するように管理してくださ

い。

• 安全装置の使用を間違えると、重大な人身事

故につながります。

• 安全装置を過信して作業をしないでくださ

い。

作業は指示、合図に従って

• クレーンで作業する場合は、あらかじめ作業

指揮者および合図を決め、作業指揮者および

合図に従って作業を進めてください。

• 運転者から死角になりやすい場所での作業

は、特に作業指揮者の「指示」「合図」に従い、

慎重に運転してください。

• クレーン作業時は、ブームと走行台車本体の

間や起伏シリンダの可動部分のスキマに腕や

指などが挟まれる恐れがあります。  
運転者は、クレーンの作業半径内に人が立ち

入っていないことを確認してから、クレーン

を操作してください。

異常時に備えて

• 点検・整備を確実に行い、異常を事前に防ぐ

ように心掛けてください。

• 機械に異常を感じたときは、すぐに作業を止

めて安全を確保し、管理者にお問い合わせく

ださい。

• 二次災害防止の処置方法について、あらかじ

めその分担を決めておいてください。

• 機械から燃料や作動油が漏れている場合は、

絶対に機械を運転しないでください。管理者

に異常内容を報告し、燃料や作動油の漏れを

完全に修理してから使用してください。  
本機械の燃料は、軽油です。特に燃料漏れの

有無には、注意してください。
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• 機械から離れるときは、吊り荷を地面に降ろ

し、エンジンを止めてスタータキーを抜き

取ってください。

機械に異常があった場合の一時保管

機械に異常が生じて整備待ちで一時保管する場

合は、つぎの処置をして「故障により使用禁止」

であることを事業所全員に知らせてください。

• クレーン操作レバーなどに警告札の標示をし

てください。  
異常の内容、保管責任者名や連絡先、保管期

限等を明記してください。

• 駐車するときは、ゴムクローラにブロックで

歯止めをするなど、動かないようにしてくだ

さい。

• スタータキーは抜き取って、持ち帰ってくだ

さい。

消火器と救急箱の備え付け

万一の傷害や火災への備えとして、つぎの事項

を厳守してください。

• 火災に備えて消火器の保管場所を決めて設置

し、その使用方法について貼り付けてあるラ

ベルを熟読し、非常時の対応ができるように

しておいてください。

• 救急箱の保管場所を決めておいてください。

また定期的に点検し、必要に応じて中身の補

充をしておいてください。

• 傷害・火災事故時の処置方法を決めておいて

ください。

• 救急 ( 救急医、救急車、消防署など ) 連絡先

への通報手段を決め、その連絡先は所定の場

所に表示し、全作業員が連絡できるようにし

ておいてください。

作業は無理せず慎重に

• 急激なレバー操作や乱暴な運転はしないでく

ださい。

• 2 台以上のクレーンが接近して作業を行う場

合は、互いの接触による転倒等に注意し、慎

重に運転してください。また、必要に応じて

誘導員を配置し、接触事故の防止に努めてく

ださい。

• 作業中に異常や危険が生じたときは、すぐに

作業を中止して、危険を回避してください。

• 悪天候 ( 大雨、強風、雷、濃霧 ) 下では、作

業を中止してください。  
作業中止の判断は、作業計画の「作業中止判

断基準」および現場の作業指揮者の判断に

よって決めてください。
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改造はしないでください

当社の書面による承諾なしに機械の改造は、絶

対に行わないでください。

改造は、安全上の問題となりますので、事前に

当社または当社販売サービス店にお問い合わせ

ください。

当社に相談のない改造に起因する人身事故や故

障の責任は負いかねます。

燃料給油時の安全

• 本機械の燃料は、軽油を使用しています。  
燃料の種類を間違えないで、給油してくださ

い。  
間違った燃料を給油すると、エンジンが損傷

する原因になります。

• 燃料を給油するときは、必ずエンジンを止め

てください。  
エンジンを運転したまま燃料を補給すると、

こぼれた燃料が高温になったマフラなどから

引火する恐れがあります。

• 燃料の入れ過ぎは、こぼれて危険です。規定

のレベルよりやや少なくしてください。  
燃料がこぼれたら必ずきれいに拭き取ってく

ださい。

• 燃料の補給後、タンクキャップを確実に閉め

てください。

オイルに火気を近づけない

燃料・作動油・エンジンオイルなどに、火気を

近づけると引火の恐れがあります。つぎの事項

を厳守してください。

• たばこやマッチなどの火気を可燃物に近づけ

ないでください。

• 燃料やオイル缶のキャップは、すべてしっか

り締めてください。

• 燃料やオイルは、換気の良い場所に貯蔵して

ください。

• 燃料やオイルは、定められた場所に保管し、

関係者以外は近づけないでください。

• 燃料やオイルの補給中は、持ち場を離れない

でください。  
特に燃料の補給時は、前項の「燃料補給時の

安全」の項をよく守ってください。

• 補給中などにこぼれた燃料やオイルは、きれ

いに拭き取ってください。
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高温時の取り扱い

機械の稼働停止直後は、エンジン本体およびエ

ンジンオイル・冷却水・作動油が高温になり、

また作動油タンクの内部は圧力が蓄積されてい

ます。この状態でエンジンの点検を行ったり、

ラジエータのキャップを外したり、排油・排水・

フィルタの交換をすることは、やけどの原因と

なります。温度が下がるのを待ってください。

作動油タンクキャップの開放時は、つぎの手順

に従ってください。

1. 高温のオイルの吹き出しを防ぐために、エ

ンジンを停止して油温が下がるのを待ってく

ださい。

2. キャップを緩め、ゆっくり回して内部の圧

力を逃がしてください。

3. キャップを取り外してください。

 ( 油温の下がり具合を見るときは、作動油タン

クなどの表面に手を触れない程度に近づけて、

雰囲気温度で確認してください。)

アスベスト塵埃に注意

アスベストのほこりが含まれた空気を吸うと、

肺ガンになる恐れがあります。本機械には、ア

スベストを使用していませんが、本機械の作業

範囲内には、建築物の壁面や天井等にアスベス

トが含まれている場合があります。また、アス

ベストを使用している可能性がある材料を扱う

作業の場合は、つぎの事項に注意してください。

• 必要に応じて、所定の防じんマスクなどを着

用してください。

• 清掃する場合は、圧縮空気を使用しないでく

ださい。

• アスベストのほこりが空中に飛散しないよう

に、清掃時には散水してください。

• アスベストのほこりが含まれている可能性の

ある現場で機械を運転するときは、必ず風上

で作業してください。

• 作業現場や環境基準に関する所定の規則を厳

守してください。

クレーンによるけがの防止

重大な人身事故を招く恐れがありますので、つ

ぎのスキマに身体または身体の一部を入れない

でください。

• ブームと走行台車本体の間。

• アウトリガの受け皿と接地面の間。

• ブームおよびポストと起伏シリンダの間。

• ウインチドラムとワイヤロープの間。

• 各シーブとワイヤロープの間。

• クローラと地面の間。
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排気ガスに注意

屋内や換気条件が悪い場所で、エンジンを始動

したり、燃料・洗浄油・塗料類を扱うときは、

窓や出入り口を開けて換気を良くしてガス中毒

の危険を防止してください。

窓や出入り口を開けても換気が不十分な場合に

は、換気扇を設置してください。

2.2  運転に関する注意

事項

2.2.1   エンジン始動前

作業現場の安全確保

• 作業現場に危険がないか、事前に確認してか

ら作業を始めてください。

• 作業現場の地盤、路面状況を調べて最良の作

業方法を決めてください。

• 作業現場の傾斜は、できるだけ水平にしてか

ら作業を進めてください。また、砂じんがひ

どい場合には、散水をしてから作業を行って

ください。

• 道路上での作業は、誘導員を配置したり、囲

いを設けたりして「立ち入り禁止」とし、通

行する機械類と歩行者の安全を確保してくだ

さい。

• 作業現場に人が入らないように「立ち入り禁

止」とし、人が近づかないよう措置を講じて

ください。  
動いている機械に接近すると、接触による強

打や、挟まれたりして重大な人身事故または

死亡につながります。

エンジン始動前の点検

1 日の最初のエンジン始動前に、つぎの点検を

実施してください。

これらの点検を怠ると、重大な人身事故を招く

恐れがあります。

• 燃料やオイルの漏れ、エンジン・バッテリ周

りの可燃物の堆積などを点検してください。  
「5.1.1 作業開始前点検」の項を参照してく

ださい。

• 燃料量・冷却水量・作動油タンク油量・エア

クリーナの目詰まり・電気配線損傷・安全装

置、計器類の作動確認などを点検してくださ

い。  
「5.1.1 作業開始前点検」の項を参照してく

ださい。

• 操作レバー類が「中立」位置にあることを確

認してください。  
操作リンケージ類が十分な作動をすることを

点検してください。
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点検の結果、不具合があれば必ず修理してくだ

さい。

エンジン始動時の注意

• エンジンを始動する前に、ブームの旋回半径

範囲内に人がいないか、障害物がないか確認

してください。

• エンジンを始動するときは、警告のため、ホー

ンを鳴らしてから行ってください。

• スタータ回路をショート ( 短絡 ) してのエン

ジン始動はしないでください。火災の恐れが

あります。

2.2.2   エンジン始動後

エンジン始動後の点検

• エンジン始動後の点検を怠ると機械の異常の

発見が遅れ、人身事故や機械の損傷の原因に

なります。

• 点検するときは、障害物のない広い場所で

行ってください。また、機械の近辺に人を近

づけないでください。

• 機器の作動状況、機械の走行状況、アウトリ

ガの作動状況、ウインチの巻き上げ、巻き下

げ・ブームの起伏、伸縮・旋回などのクレー

ン作動状況を点検してください。

• 機械の音・振動・熱・臭いや計器の異常、エ

ア漏れ・油漏れ・燃料漏れ・水漏れなどを点

検してください。特に燃料漏れには注意して

ください。

• 異常を発見したときは、必ず故障箇所を修理

してください。  
未整備のまま使用すると、思わぬ人身事故や

機械の故障を起こす恐れがあります。

機械の発進時の注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、機械を動か

す前は、つぎの事項を厳守してください。

• 機械を下図のような「走行姿勢」にしてくだ

さい。

 
• フックブロックを格納しない状態で走行して

はいけません。

 - ブームを全伏、全縮状態にしてください。

 - フックブロックを格納位置に固定してくだ

さい。

 - アウトリガ格納状態にしてください。  
「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照して

ください。

• 発進する前に再度周囲に人がいないか、障害

物がないか確認してください。

• 発進するときは、警告のためホーンを鳴らし

てください。

• 本機械の走行操作は、必ず運転席に座って

行ってください。

• 本機械は、人や荷物を走行台車やブームに載

せて、走行することはできません。

• 走行時は、フックおよびアウトリガを格納し、

周囲の安全を確認してください。

• アウトリガを格納するときは、各ポジション

ピンを完全に挿入してください。

前後進・進路変更時の注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、機械を動か

すときは、つぎの事項を厳守してください。
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• 前進から後進または後進から前進に切り換え

るときは、早めにスピードを落とし、機械が

停止してから切り換えを行ってください。

• 前後進の切り換えや進路変更を行うときは、

ホーンを鳴らして周りの人に知らせてくださ

い。

• 機械の周囲に人がいないことを確認してくだ

さい。  
特に機体の前方には視界が遮られる範囲があ

るので、必要に応じて機械を停止し、前方や

周囲に人がいないことを確認してください。

• 危険な場所や見通しの悪い場所では、誘導員

を配置してください。

• 進行方向・進路変更方向に人が入らないよう

にしてください。

走行中の注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、機械の走行

中は、つぎの事項を厳守してください。

• わき見運転などをすると危険ですのでしない

でください。

• スピードの出し過ぎや急発進・急停止・急旋

回・蛇行運転は危険ですのでしないでくださ

い。

• 運転時は、必ず運転席に座って操作をしてく

ださい。

• 運転中に機械の異常 ( 音・振動・臭い・計器

の狂い・燃料漏れ・水漏れ・油漏れなど ) を
発見したら、直ちに機械を安全な場所に停車

して原因を調べてください。

• 急激な進路変更操作を行わないでください。

機械のバランスを崩したり、機械または近辺

の構造物を破損させる原因となります。

• 不整地を走行するときは、転倒しないように

できるだけ低速で走行し、進路変更するとき

は急激な操作は避けてください。

• 障害物は、できるだけ乗り越えないようにし

てください。

  

やむを得ず乗り越えるときは、できるだけ低速

で走行してください。また、機械が極端に傾く

(10 度以上 ) 障害物の斜め乗り越えをしないで

ください。

• 走行中は、他の機械および構造物との接触事

故防止のため、余裕のある距離を保ってくだ

さい。

• 水中での走行または浅瀬を渡るときは、まず

地盤の状態・深さ・水の流速を調べて、許容

水深 ( アイドラ (1) の中心まで ) を超えない

ようにしてください。

• 私有地の橋や構造物の上を通過するときは、

機械の質量に耐えられるか事前に確認してく

ださい。また、公道については、所轄道路管

理官庁に確認して、その指示に従ってくださ

い。

運転に関する注意事項M A E D A Mini-Crawler Crane

2-9MC305C-5



• 荷物を吊ったまま、走行しないでください。

傾斜地での走行に注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、やむを得ず

傾斜地を走行するときは、つぎの事項を厳守し

てください。

• 15 度以上の坂道は、転倒の危険があります

ので、走行しないでください。

• 傾斜地を走行するときは、機械を斜面に対し

て直角に向け、運転席が必ず機械の山側にな

る位置で操作してください。

• 傾斜地を走行するときは、転倒と横滑りに注

意してください。

• 傾斜地での方向転換、横切り走行はしないで

ください。一旦平地に降りてから迂回するな

ど安全走行をしてください。

• 草や落ち葉の上、濡れた鉄板の上は、わずか

な傾斜でも思いのほか横滑りします。  
機械が傾斜に対し、極力横向きにならないよ

うにして、スピードは控え目にしてください。

• 下り坂を走行するときは、低速度でゆっくり

走行してください。また、必要に応じてブレー

キ ( 走行レバーを中立 ) を効かせてください。

• 斜面の途中でエンジンが止まったときは、走

行レバーを「中立」位置にしてからエンジン

をかけてください。

不安定な地盤での転倒に注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、やむを得ず

不安定な地盤を走行するときは、つぎの事項を

厳守してください。

• 軟弱地には入らないでください。機械の脱出

が困難になります。

• がけ・路肩・深い溝の付近の地盤は不安定な

ので、できるだけ近寄らないでください。  
機械の質量や振動で地盤が崩れると、機械が

転倒したり、転落することがあります。特に、

雨上がりや発破後・地震後の地盤は崩れやす

いので、注意してください。

• 盛土の上、掘った溝の付近は不安定なので、

できるだけ近寄らないでください  
機械の質量や振動で崩れ、機械が傾くことが

あります。

積雪・凍結時の注意

重大なけがや死亡事故を防ぐため、やむを得ず

積雪地・凍結路面を走行するときは、つぎの事

項を厳守してください。

• 積雪地・凍結路面は、わずかの傾斜でも滑り

ますので、走行するときはスピードを控え目

にし、急発進・急停止・急旋回を避けてくだ

さい。特に上り坂、下り坂では滑りやすく危

険です。
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• 凍結路面は、気温の上昇とともに地盤が軟弱

になって、機械の走行などが不安定になりま

す。十分に注意してください。

• 寒冷時には、吊り上げ前の荷が地面または他

のものに凍結していないか確認してくださ

い。荷が地面または他のものに凍結している

のを知らずに吊り上げると危険です。

• 寒冷時には、手、指などで直接金属面に触れ

ないでください。  
厳寒時に機械の金属面に触れると、皮膚が金

属面に凍りつく恐れがあります。

• 機械の上に雪や氷などが積もっていると、安

全銘板類の判読が困難になりますので、取り

除いてください。特にブームの上にあるもの

は、落下する恐れがあるので、確実に取り除

いてください。

駐車時の注意

• 駐車する場合は、水平な路面で落石や土砂崩

れのない、低地で冠水の心配のない場所に止

めてください。

• やむを得ず傾斜地に機械を止めるときは、機

械が動かないようにブロックで歯止めをして

ください。

• 路上駐車するときは、他の通行する機械から

はっきり確認できるように、通行を妨げない

範囲で旗・防護柵・照明その他、注意標識を

設置してください。

• 機械から離れるときは、エンジンを停止して

ください。  
スタータキーは必ず持ち帰り、決められた場

所に保管してください。

寒冷時の注意

• 作業終了後、ワイヤハーネス・コネクタ (1)・
スイッチ類・センサなどに、水滴、雪、泥な

どが付着している場合は、拭き取り、覆いを

してください。  
浸入した水滴などが凍結すると、つぎの使用

時に機械が誤作動をして、予期せぬ事故の原

因になります。

• 旋回ギヤー、ブームおよびウインチ周りの除

雪、解凍をし、作業前に動きを確認してくだ

さい。

• 暖機運転を十分に行ってください。  
十分な暖機運転をしないで操作レバーやス

イッチ類を操作すると、機械の反応が鈍く、

予期しない事故の原因になります。

• エンジン始動直後は、エンジンの急激な加速

は避けてください。

• 操作レバーを操作して油圧をリリーフ ( 油圧

回路圧力セット圧以上に 昇させて作動油タン

クへ圧油を逃がす ) させ、油圧回路の油温を

暖めてください。機械の反応を良くして、誤

作動を防止します。
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• バッテリ液が凍っているときは、バッテリを

充電したり、エンジンを別の電源で始動しな

いでください。  
バッテリに引火する恐れがあります。  
充電または別の電源で始動するときは、バッ

テリ液を解凍させて、バッテリ液漏れなどが

ないことを確認してから行ってください。

2.2.3   クレーン作業時

作業開始前の点検

安全装置やクレーンの作動が正常であることを

確認してください。

• 無負荷にて、各操作レバー、スイッチ類を操

作して、異常なく作動することを確認してく

ださい。  
異常があれば直ちに修理してください。

• モーメントリミッタ、アウトリガ安全装置、

フック巻過警報・自動停止装置等の安全装置

が正常に働くことを確認してください。

モーメントリミッタ取り扱い上の注意

• モーメントリミッタは、周囲温度を下記の範

囲内で使用および保管してください。 
 ☞ 使用温度 :  -10~55℃　 
保管温度 :  -20~60℃

• 直射日光を避け、モーメントリミッタ本器の

温度が上記の範囲内を超えないようにしてく

ださい。

• 強い酸性やアルカリ性の雰囲気の場所は、で

きるだけ避けてください。思わぬ故障の原因

になります。

• モーメントリミッタ本器に物を当てるなど、

衝撃を与えないでください。  
ケースの破損により、故障や誤作動を起こす

原因になります。

• モーメントリミッタ本器のパネルシートを必

要以上に強い力で押したり、ドライバの先端

など鋭利な物で押さないでください。パネル

シートの破損により、故障や誤作動を起こす

原因になります。

• モーメントリミッタ本器のケースカバーを外

したり、パネルシートを外したり、分解など

はしないでください。ケースやパネルシート

の破損により、故障や誤作動を起こす原因に

なります。

モーメントリミッタ設定上の注意

• モーメントリミッタは、機械が水平であるこ

とを前提にして、モーメントを算出していま

す。  
機械を水平にしないでクレーン作業をする

と、定格総荷重が近づいても予報、警報を発

しません。  
必ず水準器を確認しながら、アウトリガで水

平に設置してください。

• クレーンを使用するときは、モーメントリ

ミッタのブーム角度表示、ブーム長さ表示、

実荷重表示がクレーンの動作に連動して、正

しく表示されていることを確認してくださ

い。正しく表示されていないまま使用すると、

正しい計測結果が得られず、誤作動や周辺機

器の破損などによる重大な人身事故の原因に

なります。

• クレーンを使用するときは、モーメントリ

ミッタのワイヤ掛数の設定とクレーンのワイ

ヤ掛数が一致していることを必ず確認してく

ださい。ワイヤ掛数が一致していない場合は、

モーメントリミッタのワイヤ掛数の設定を変

更するか、クレーンのワイヤ掛数を変更し、

必ずワイヤ掛数を一致させてください。ワイ

ヤ掛数が一致していないまま使用すると、正

しい計測結果が得られず、誤作動や周辺機器

の破損などによる重大な人身事故の原因にな

ります。

• モーメントリミッタで計測中に、不用意に設

定変更を行わないでください。正しい計測結

果が得られず、誤作動や周辺機器の破損など

による重大な人身事故の原因になります。
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クレーンは水平堅土上に設置

• アウトリガは、必ず水平で安定した固い地盤

に設置してください。  
アウトリガを接地しないでクレーン作業を行

うと、機械が転倒する原因になります。

• クレーン作業を行うときは、必ずすべてのア

ウトリガを設置してください。

• 崩壊の危険がある軟弱地、路肩や掘削穴の近

くには、アウトリガを設置しないでください。

やむを得ず軟弱地にアウトリガを設置する場

合は、すべてのアウトリガの受け皿の下に十

分な大きさと強度がある敷板を敷いて、必ず

地盤を養生してください。

アウトリガ設置状態の確認

重大なけがや死亡事故を防ぐため、アウトリガ

を設置するときは、つぎの事項を厳守してくだ

さい。

• アウトリガの設置時は、必ず水準器を見なが

ら、機械を確実に水平にしてください。クレー

ン作業の途中でも、時々は水準器を確認し、

機械を水平に保持してください。

• アウトリガは、原則として「最大張出」状態

に設置してください。  
やむを得ず「最大張出」状態以外で設置する

場合は、必ず定格総荷重表の「アウトリガ中

間張出」または「アウトリガ最小張出」の欄

の値を見て作業してください。

• アウトリガは、ゴムクローラが地上より約

50mm 程度浮き上がるように設置してくださ

い。

• すべてのアウトリガポジションピンが確実に

固定されていることを確認してください。

アウトリガ設置時の注意

• アウトリガを設置するときは、周囲に人を近

づけないでください。  
アウトリガの受け皿に足を挟まれるなど、重

大な事故を招く恐れがあります。
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• アウトリガを操作するときは、必ずオーバー

ライドスイッチを「OFF」の状態で行ってく

ださい。  
オーバーライドスイッチは、安全装置が故障

したときや荷重試験を行うとき、必要に応じ

て作動停止を解除したいときに使用してくだ

さい。  
なお、オーバーライドスイッチを「ON」に

すると、警報ブザーが鳴って知らせます。

頭上の電線に注意

• 機械を頭上の電線に接触させないでくださ

い。  
高圧線の場合は、接近しただけで感電する恐

れがあります。

• 感電は、玉掛け作業者が多く被害に遭ってい

ます。  
事故を防ぐために、つぎの事項を厳守してく

ださい。

 - ブームやワイヤロープが電線に接触する恐

れのある作業場では、電力会社と打ち合わ

せたり、関係法令に定められた措置 ( 監視

員を置く、電線に被覆管や注意札などを施

す措置 ) がなされていることを確認してか

ら作業してください。

 - ゴム底の靴・ゴム手袋を着用し、ゴムなど

で保護されない身体部分は、ワイヤロープ

や機体に触れないように注意してくださ

い。

 - 誘導員を配置し、ブームやワイヤロープ、

機体が電線に近づき過ぎないように、監視

させてください。  
その際、非常時の合図などを決めておいて

ください。

 - 作業現場の電線の電圧は、電気会社に問い

合わせてください。

 - ブームや機体と電線との距離は、下表の離

隔距離 ( 安全距離 ) を保つようにしてくだ

さい。

電線の電圧 最低安全距離

低　圧

( 配電線 )
100･200V 2m

6,600V 2m

特別電圧

( 送電線 )

22,000V 3m
66,000V 4m

154,000V 5m
187,000V 6m
275,000V 7m

500,000V 11m
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帯電事故が発生したときの処置

帯電事故を起こしたときは、慌てないで落ち着

いて、以下の手順で処置してください。

1. 連絡  
電力会社か関係管理会社へ直ちに連絡し、

送電の停止や緊急処置などの指示を受けて

ください。

2. 機械周辺からの工事関係者退避  
機械周辺にいる作業者など工事関係者を退

避させ、二次災害を防止してください。  
機械が帯電したために、玉掛けロープや案

内ロープなど保持していて感電した作業者

がいる場合は、自力で脱出させてください。 
このとき、決して助けようとしてはいけま

せん。二次感電災害を起こします。

3. 緊急措置  
機械が帯電したために、感電した作業者が

いて緊急を要する場合は、以下の順に処置

してください。

1. 機械が操作可能な場合は、速やかに機械

を操作し、接触あるいは帯電原因の範囲

から機械構造部を遠ざけてください。こ

のとき、送配電線が切れる恐れがありま

すので、注意してください。

2. 機械を完全に帯電原因から脱出させ、機

械が帯電していないことを確認し、感電

していた作業者を救出して、すぐに病院

へ運んでください。

4. 事故後の処置  
事故後は、そのまま再使用しないでくださ

い。思わぬ事故の原因や故障を促進します。 
当社または当社販売サービス店にお問い合

わせください。

高出力電波発信場所でのクレーン作業時の

注意

レーダーやテレビ、ラジオ放送用アンテナなど

の高出力電波発信装置付近でクレーン作業を行

うと、クレーン構造部がこの電波を浴び誘導電

流が発生し非常に危険です。また、メカトロニ

クスに狂いが生じる恐れがあります。

このような場所で作業するときは、機体と地面

の間にアースを設置してください。また、玉掛

け作業者は、フックやワイヤなどに触れて感電

する恐れがありますので、ゴム長靴、ゴム手袋

を着用してください。

気象情報に注意

• 雷のときは、落雷の危険がありますので、ク

レーン作業を中止し、すぐに荷を降ろし、ブー

ムを格納してください。

• 吊り荷に風を受けると荷は振れ、機械が不安

定になり危険です。風で荷が振れるときは、

すぐに荷を降ろし、ブームを格納してくださ

い。

• 瞬間最大風速 10m/s 以上の場合は、クレー

ン作業を中止し、すぐに荷を降ろし、ブーム

を格納してください。

• 瞬間最大風速 10m/s 未満の場合でも、吊り

荷が大きければ大きいほど、吊り荷の位置が

高ければ高いほど、ブームが長ければ長いほ

ど、風の影響は大きくなります。十分に注意

して作業をしてください。

• 鉄板などの風の当たる面積が広い荷を吊って

いる場合、ブーム前方、後方および側方から

の風は、機械の転倒やブームの損傷を生じさ

せる恐れがあります。十分に注意して作業を

してください。

• 地震発生時は作業を中止して、収まるまで

待ってください。 
 ☞ 次の表は、風速と風の影響の目安を表し

たものです。気象通報での風速は、地上

10m における 10 分間の平均風速 (m/s)
です。
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風力 風速 (m/s) 陸上の状態

0 0.3 未満 煙は真っ直ぐ昇る。

1
0.3~ 

1.6 未満
煙がたなびく。

2
1.6~ 

3.4 未満
顔に風を感じる。

3
3.4~ 

5.5 未満

木の葉や細かい枝が絶え

ず動く。

4
5.5~ 

8.0 未満

砂ぼこりが立ち、紙片が

舞い上がる。小枝が動く。

5
8.0~10.8 
未満

葉のあるかん木が揺れ始

める。池や沼の水面に波

がしらが立つ。

6
10.8~ 

13.9 未満

大枝が動く。電線が鳴る。

傘は差しにくい。

7
13.9~ 

17.2 未満

樹木全体が揺れる。風に

向かって歩きにくい。

8
17.2~ 

20.8 未満

小枝が折れる。風に向

かって歩けない。

9
20.8~ 

24.5 未満

人家にわずかな損害が起

こる。瓦がはがれる。

10
24.5~ 

28.5 未満

樹木が根こそぎになる。

人家に大損害が起こる。

11
28.5~ 

32.7 未満
広い範囲の破壊を伴う。

玉掛け時の注意

• 荷を吊り上げる前に、つぎの事項について確

認をしてください。  
確認をしないで荷を吊り上げると、荷の落下

や転倒などの重大な人身事故を招く恐れがあ

ります。

 - 定格総荷重表の数値を守ってください。

 - 荷の重心位置を吊ってください。

 - フックブロックのワイヤロープが垂直に

なっているか確認してください。

 - 地切り後、荷の巻き上げを一旦停止して、

荷が安定しているか確認してください。

• 玉掛けし荷を吊り上げるときは、フックブ

ロック部の玉掛け用ワイヤロープ「外れ止め

装置」がきちんと掛かっているか、必ず確認

してください。「外れ止め装置」が掛かって

いないと、フックブロックからワイヤロープ

が外れ、荷の落下による重大な事故を招く恐

れがあります。

• 荷を吊るときのワイヤロープの角度が大きい

と、同じ荷重の荷でもワイヤロープにかかる

力は大きくなり、ワイヤロープが切断する恐

れがあります。ワイヤロープに無理な力がか

からないように、玉掛け作業は十分考慮して

行ってください。

• 2 つ以上の荷を同時に吊り上げないでくださ

い。  
吊り具が他の吊り荷に当たって損傷したり、

吊り荷が動いて不安定になり、転倒するなど

重大な事故を招く恐れがあります。  
たとえ、定格総荷重の範囲内であっても、一

度に 2 つ以上の荷を吊り上げないでくださ

い。

• 長尺物を吊り上げるときは、荷が安定せず危

険です。  
このような荷の場合は、「はかま」を使用し

て縦吊りするか、荷の両端にロープを取り付

けて吊り荷の安定を図ってください。

ワイヤロープの取り扱い注意

• ワイヤロープは、時間とともに疲労しますの

で、作業前に毎回点検し、交換基準に達して

いる場合は、すぐに交換してください。  
同時に、ブーム先端のシーブやフックブロッ

クのシーブを点検してください。シーブが傷

んでいると、ワイヤロープの傷みも早くなり

ます。

• ワイヤロープは当社が指定するものを使用し

てください。

• ワイヤロープを取り扱うときは、必ず革手袋

をしてください。

運転に関する注意事項 M A E D A Mini-Crawler Crane

2-16 MC305C-5



• つぎのようなワイヤロープを使用してはいけ

ません。

 - ワイヤロープの 1 ヨリの間において、素

線 ( フィラ線を除く ) の数の 10% 以上の

素線が切断しているもの。

 - ワイヤロープの直径の摩耗が、公称径の

7% を超えるもの。

 - キンクしたもの。

 - 著しい形くずれまたは腐食のあるもの。

 - 熱や火花 ( スパーク ) の影響を受けたもの。

クレーン作業時の注意

• クレーン操作前には、必ずオーバーライドス

イッチが「OFF」の状態にあることを確認し

てください。  
オーバーライドスイッチを「ON」の状態に

したままクレーンの操作をしないでくださ

い。  
スイッチは、安全装置が故障したときや荷重

試験を行うとき、必要に応じて作動停止を解

除したいときに使用してください。  
なお、オーバーライドスイッチを「ON」の

状態にすると、警報ブザーが鳴って知らせま

す。

• アウトリガを「張出」状態に設置しないとク

レーン作業はできません。また、クレーン作

業中、アウトリガの受け皿が浮き上がった場

合にも、クレーン作業は中断します。アウト

リガを「張出」状態に確実に設置し、クレー

ン作業時、機械が揺れるような操作や作業を

避けてください。

• 機械の性能を超えた作業は、転倒や折損等の

重大な事故および故障の原因になります。ク

レーン作業は、定格総荷重表に基づいて行っ

てください。

• 吊り荷走行は、絶対に行ってはいけません。  
クレーンが転倒し、重大な人身事故を招く恐

れがあります。

• クレーン操作は、ゆっくりと行ってください。 
急激なレバーおよびアクセル操作は、荷振れ

や落下、周囲に衝突するなどの危険がありま

す。特に旋回操作は、低速で行ってください。

• 荷の落下、荷との接触等の危険がありますの

で、作業半径内や荷の下に人を近づけないで

ください。重大な人身事故を招く恐れがあり

ます。また、作業半径は、荷を吊るとブーム

のたわみによって増しますので、これを考慮

して作業を行ってください。

• 視界の悪い場所や天候では、無理にクレーン

作業をすると危険です。  
暗い場所では、作業灯や他の照明設備などを

配置し、明るさを確保してください。  
悪天候 ( 雨、霧、雪など ) のため視界が悪い

ときは、作業を中止して天候が回復するのを

待ってください。

• クレーンを使っての作業員の昇降など、主用

途以外の使用を行ってはいけません。

• 巻過防止装置の警報ブザーが鳴ったときは、

すぐにウインチレバーから手を離してくださ

い。フックブロックの巻き上げが停止します。

その後、ウインチレバーを「下」( 前方に押す )
に操作して、フックブロックを巻き下げてく

ださい。また、ブームを伸ばす操作でもフッ

クブロックが巻き上がります。ブームとフッ

クブロック間の距離は、十分な余裕をとって

クレーン作業をしてください。
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• ブームを伸ばすと、フックブロックは巻き上

げられます。  
ウインチレバーを「下」( 前方に押す ) に操

作して、フックブロックを巻き下げながら

ブームを伸ばしてください。

• 作業中、過負荷になってしまったときは、ウ

インチレバーを「下」( 前方に押す ) にして

ウインチを巻き下げ、荷を降ろしてください。 
急激にブームを起こしたり、伏せたりしない

でください。転倒による重大な事故を招く恐

れがあります。

• 温度変化に伴って、各シリンダの作動油の体

積は変わります。  
荷を吊ったまま停止しておくと、時間の経過

にしたがって油温が低下して作動油の体積が

減少し、ブーム起伏角度が小さくなったり、

ブームの長さが縮んだりします。  
このようなときは、適宜にブーム起伏操作お

よびブーム伸縮操作を行って、補正してくだ

さい。

• 荷物を吊ったままでは、運転操作位置を離れ

ないでください。  
機械から離れるときは、一旦荷を降ろしてく

ださい。

• フックブロックを使用しないときは巻き上げ

ておいてください。  
荷の周辺の作業者が空荷のフックブロックに

当たる恐れがあります。

作動油の温度に注意

作動油の温度が 80℃を超えると、高圧ホース

やシール類が熱で損傷し、噴き出した作動油で

やけどする恐れがあります。

作動油の温度が 80℃を超えたときは、温度が

下がるまで作業を中止してください。

高揚程でのフック巻き上げ・巻き下げ操作やア

クセルを吹かした状態でのクレーン作業を連続

して行うと、作動油の温度が上がりやすくなる

ので、とくに注意してください。

ウインチ操作時の注意

• 吊り荷の下へ作業員を立ち入らせないでくだ

さい。

• 荷を吊り上げるときは、吊り荷が地面を離れ

た「地切り」状態で、必ず一旦止めてくださ

い。荷の安定、荷重等の安全を確かめた後、

荷を吊り上げてください。

• 横引き・引き寄せ・斜め吊りを行ってはいけ

ません。クレーンが転倒したり、破損する恐

れがあります。

• フックブロックを巻き上げ過ぎると、ブーム

に衝突してワイヤロープが切断し、フックブ

ロックや荷が落下して重大な事故を招く恐れ

があります。フックブロックを巻き上げ過ぎ

ないように十分注意してください。
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• 荷を吊り上げるときは、ワイヤロープや吊り

荷が木や鉄骨等の障害物に接触しないように

注意してください。  
万一障害物にからんだときは、無理に吊り荷

を巻き上げないで、引っ掛かりを直してから

巻き上げてください。

• ウインチドラムのワイヤロープは、乱巻状態

のままで使用しないでください。乱巻にして

おくと、ワイヤロープが損傷して寿命を縮め

るだけでなく、ワイヤロープが切断し、重大

な事故を招く恐れがあります。  
つぎの注意事項を守って、ワイヤロープが乱

巻を起こさないようにしてください。

 - フックブロックを地面に接地させないでく

ださい。

 - 地下作業などでフックブロックを長く降ろ

すときは、ワイヤロープはウインチドラム

に必ず 3 巻以上残してください

• ワイヤロープがねじれてフックブロックが回

る場合には、ねじれを完全に除去してから作

業してください。  
「5.3.2 ウインチワイヤロープがねじれた場

合の処置」の項を参照してください。

ブーム操作時の注意

• ブーム操作レバーの操作は、できるだけゆっ

くり行ってください。  
特に荷を吊っているときの急激なレバー操作

は、荷が振れて機械に大きな衝撃を与え、ク

レーンが破損したり、機械が転倒する危険が

あります。

• ブームを伏せると作業半径は増し、吊り上げ

ることができる定格総荷重は少なくなりま

す。ブームを起伏させながら作業するときは、

ブームを最も伏せたときの荷の質量 ( 重量 )
が、オーバーロードにならないように十分注

意してください。

• ブームを起伏操作、伸縮操作させて、荷の横

引き、引き込み作業は禁止されています。絶

対に行わないでください。

• ブームを伸縮操作するときは、フックブロッ

クの巻き上げを確認しながら、注意して行っ

てください。

• ブームを伸ばすと作業半径は増し、吊り上げ

ることができる定格総荷重は少なくなりま

す。ブームを伸縮させながら作業するときは、

ブームを最も伸ばしたときの荷の質量 ( 重
量 ) が、オーバーロードにならないように十

分注意してください。

旋回操作時の注意

• 旋回をするときは、周囲の安全を確かめ、ホー

ンを鳴らしてから旋回してください。

• ブーム起伏角度が小さい場合は、運転者や本

機械にブームが当たらないように注意してく

ださい。

• 旋回レバーの操作は、できるだけゆっくり

行ってください。スムーズに起動し、低速で

旋回し、静かに停止するようにしてください。 
特に荷を吊っているときの急激なレバー操作

は、荷が振れて機械の安定が失われ、クレー

ンが破損したり、機械が転倒する危険があり

ます。

• 旋回操作による荷の引き込み、引き起こしは

禁止されています。絶対に行わないでくださ

い。
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• 荷を吊り上げるときや旋回するときは、ワイ

ヤロープや吊り荷が木や鉄骨等の障害物に接

触しないように注意してください。  
万一障害物にからんだときは、無理に吊り荷

を巻き上げないで、引っ掛かりを直してから

巻き上げてください。

• アウトリガの張出状態によっては、旋回操作

時にブームがアウトリガに当たり、クレーン

が破損したり、機械が転倒する危険がありま

す。  
旋回操作時には、ブームがアウトリガに当た

らないように注意してください。

共吊り作業は原則として禁止

2 台以上のクレーンを使用して、一つの荷を吊

り上げる共吊り作業は、禁止されています。

共吊り作業は、重心の偏りによる機械の転倒、

吊り荷の落下・ブームの破損などにつながる危

険性の大きい作業です。

やむを得ず作業する必要がある場合は、使用者

の責任において作業計画を立て、十分な打合せ

を行い、作業方法および手順を作業者に周知徹

底させた上で、作業指揮者の直接指導のもとに

慎重な作業を行ってください。

その上で、つぎの注意を守ってください。

• 使用するクレーンは、同一モデルを使用して

ください。

• 吊り荷に対して、十分余裕がある機種を選定

してください。

• 合図者は、必ず 1 名で行ってください。

• クレーン操作は、単独操作を原則とし、旋回

操作はしないでください。

• 玉掛作業責任者は、特に経験豊富な者 1 名

を指名してください。

地下揚程のある現場での作業

• 地下作業などでワイヤロープを巻き下げると

きは、ウインチドラムに最低 3 巻き以上の

ワイヤロープが残るようにしてください。本

機械には、安全装置として過巻下防止装置が

装備されていますが、安全装置が機能しなく

てもよいように、十分注意してください。

• 合図を徹底してください。

• クレーン操作は、特に慎重に行ってください。
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2.3  輸送時の注意事項

積み込み、積みおろし時の注意

• 機械の積み込み・積みおろし作業は、危険が

伴いますので、特に注意してください。

• 機械の積み込み・積みおろし作業は、水平で

路盤の強固な場所を選んでください。また、

路肩との距離を十分にとってください。

• 道板の角度は、15 度以下で使用してくださ

い。また、道板の間隔は、ゴムクローラの中

心に合わせて設定してください

• 機械の積み込み・積みおろし時は、機械を必

ず「走行姿勢」にし、アウトリガロータリ部

分にポジションピン (4 本 ) を確実に差し込

んでください。  
「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照してく

ださい。

• 機械の積み込みは、必ず後進で行ってくださ

い。前進で行うと転倒の危険があります。

• 積み込み・積みおろしは、エンジン回転をロー

アイドリング ( 低速回転 ) にし、低速走行で

ゆっくり操作してください。

• 道板は、幅・長さ・厚さを十分に強度があり、

安全に積み込み・積みおろしのできるものを

使用してください。  
道板のたわみ量が多いときは、ブロックなど

で補強してください。

• 機械が道板上で横滑りしないように足回りの

泥などを落としてください。道板上のグリー

ス、オイルや氷等の付着物を取り去り、きれ

いにしておいてください。  
特に雨の日は、滑りやすいため十分注意して

ください。

• 道板上では絶対に進路修正をしないでくださ

い。進路修正する場合は、一旦道板から降り

て方向を直してください。

• トラックの荷台の上で方向転換操作をすると

きは、足場が不安定ですので、ゆっくり操作

してください。

• 機械の積み込み後、機械が動かないように角

材をかませて、ワイヤロープなどで確実に固

定してください。  
「5.4.1 積み込み、積みおろし方法」の項を

参照してください。  
「5.4.3 積載時の注意事項」の項を参照して

ください。
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輸送時の注意

輸送するときは、関係法令にしたがって安全に

行ってください。

クレーンによる積み込み、積みおろし時の

注意

機械をクレーンで吊り上げて積み込み・積みお

ろしするときは、つぎの事項に注意してくださ

い。

• 機械を吊り上げるときは、ブーム上面のブラ

ケット類を使用しないでください。

• 機械を吊り上げるときは、アウトリガロータ

リの穴 (4 箇所 ) に吊り具 (1)( シャックル等 )
を取り付け、ワイヤロープ (2)(4 本 ) をフッ

ク (3) に掛けてください。

• 吊り上げに使用するクレーン、ワイヤロープ

(2) および吊り具 (1)( シャックル等 ) は、機

械の質量 ( 重量 ) に対して、十分強度のある

ものを使用してください。 

• 機械を吊り上げるときは、必ず機械を「走行

姿勢」にし、アウトリガロータリ部分にポジ

ションピン (4 本 ) を確実に差し込んでくだ

さい。  
機械の重心位置は、機械の姿勢が「走行姿勢」

状態で決められています。  
「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照してく

ださい。

• クレーンを使用して機械を運搬するときは、

下図のような運搬用具を使用し、安全に作業

してください。

 ☞ 推奨吊り具

 - ワイヤロープ ( 前 2 本 ) :   
JIS13 号ロープ相当以上　φ 12.5 ×長さ

2150mm(破断荷重7.5t以上 )片端アイロッ

ク・片端呼び 12A 形シンブル付き

 - ワイヤロープ ( 後 2 本 ) :   
JIS13 号ロープ相当以上　φ 12.5 ×長さ

1650mm(破断荷重7.5t以上 )片端アイロッ

ク・片端呼び 12A 形シンブル付き

 - シャックル :   
BC または SC の呼び 14( 破断荷重 7.5t 以
上 )
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2.4  バッテリ取り扱い

時の注意事項

バッテリの取り扱い注意

バッテリ液には希硫酸が含まれ、また、水素ガ

スも発生して取り扱いを誤ると人身事故や、火

災の原因になりますので、つぎの事項を厳守し

てください。

• バッテリにたばこなどの火気を近づけないで

ください。

• バッテリを扱う場合は、必ず保護めがね・ゴ

ム手袋を着用してください。

• バッテリ液が衣服や皮膚に付着したときは、

すぐに多量の水で洗い落としてください。

• バッテリ液が目に入ったときはすぐに水で洗

い、至急医師の治療を受けてください。

• バッテリ液を誤って飲んだときは、すぐに多

量の水もしくはミルクまたは、生卵もしくは

植物油を飲み、至急医師の治療を受けてくだ

さい。

• バッテリ上面など清掃するときは、湿ったき

れいな布でふいてください。ガソリンやシン

ナなどの有機溶剤・洗剤を使用してはいけま

せん。

• バッテリキャップはしっかり締めてくださ

い。

• バッテリ液が凍っているときに、バッテリを

充電したり、エンジンを別の電源で始動して

はいけません。バッテリに引火する恐れがあ

ります。

• 充電または別の電源で始動するときは、バッ

テリ液を解凍させて、バッテリ液漏れなどが

ないことを確認してから行ってください。

• バッテリの充電は、必ず機体から取り外して

行ってください。

ブースタケーブルを使用しての始動時の注

意

ブースタケーブルの接続方法を間違えると、火

災の原因となりますので、つぎの事項を厳守し

てください。

• エンジンの始動は 2 人で行い、1 人は走行操

作盤側の運転操作位置に立って行ってくださ

い。

• ほかの機械を使用して始動する場合、正常機

械と故障機械が接触しないように注意してく

ださい。

• ブースタケーブル接続時、正常機械・故障機

械ともに、スタータスイッチを「OFF」( 切 )
の状態にしてください。

• ブースタケーブル接続時に逆接続を [(+) と
(-)、(-) と (+) を接続 ] しないでください。
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• 取り付けは (+) 端子から行い、逆に取り外し

は (-) 端子 ( アース側 ) から行ってください。

• 最後のアース接続は、故障機械のバッテリの

(-) 端子に接続してください。  
「5.7.4 ブースタケーブルを使用しての始動」

の項を参照してください。

• ブースタケーブルを外すときは、ブースタ

ケーブルのクリップ同士の接触や、クリップ

と機械の接触を避けてください。

バッテリ充電時の注意

バッテリを充電する場合に取り扱いを誤ると

バッテリが爆発する危険があります。本機械お

よび充電器に添付の取扱説明書に従って、下記

の事項を厳守してください。

「5.7.3 バッテリ充電時の注意事項」の項を参

照してください。

• 充電器は風通しの良い場所に運び、バッテリ

キャップを取り外してください。水素ガスを

拡散して爆発を防止できます。

• 充電するバッテリの電圧に合わせて、充電器

の電圧を調整してください。電圧の調整を間

違えると充電器の過熱発火による爆発の原因

となります。

• 充電器の (+) 充電クリップをバッテリの (+)
端子に、つぎに (-) 充電クリップをバッテリ

の (-) 端子にしっかりと固定してください。

• 充電電流は、バッテリの定格容量の 1/10 以

下の値、急速充電の場合は、バッテリの定格

容量の値以下に設定してください。

• 充電電流が過大になると、液漏れや液枯れに

よる引火爆発の恐れがあります。
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2.5  整備に関する注意

事項

2.5.1   整備前の注意事項

故障連絡

当社の取扱説明書にない整備を行うと、思わぬ

故障の原因になります。

当社または当社販売サービス店にお問い合わせ

ください。

洗浄してから点検・整備

• 点検・整備をする前に機械を洗浄し、機械に

ごみが入らないようにすると共に、安全に整

備できるようにしてください。

• 整備する機械が汚れたままの点検・整備は、

不具合箇所の発見を難しくするだけでなく、

ごみや泥が目に入ったり、スリップして転倒

し、けがをする危険があります。

• 洗車するときは、つぎの事項を厳守してくだ

さい。

 - スリップ止め付きの靴を使用し、足場のぬ

れによる滑り転倒を防止してください。

 - 高圧スチーム洗車機を使用するときは、保

護具類を着用してください。高圧水に触れ

て、肌が切れたり、泥などが飛び目に入る

事故を防止してください。

 - 電気系統 ( 各種センサ・コネクタ (1)・受

信ボックス類 ) に水を直接かけないでくだ

さい。電気系統に水が入ると作動不良を起

こし、誤作動の原因となることがあり危険

です。

作業場所の整理・整頓

作業場所は、邪魔になるような工具・ハンマな

どは片付け、グリース・油など滑りやすい物は

拭き取って、安全に作業できるように整理・清

掃してください。

作業場所を乱雑にしておくと、つまずき・滑り

などで転倒して、けがをする恐れがあります。

共同作業は指揮者の指示で

機械の修理、または作業装置の取り外し・取り

付けの作業を行うときは、作業を指揮する人を

決め、その人の指示に従ってください。

共同作業時は、作業者間の意思伝達の食い違い

による、思わぬ事故を起こす危険があります。

適切な工具の使用

破損もしくは劣化した工具の使用、または使用

目的以外で工具を使用しないでください。整備

作業に合った工具を使用してください。

頭のつぶれたタガネ、ハンマの破片などが目に

入ると、失明の恐れがあります。
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照明器具の取り扱い

• 燃料・オイル・バッテリ液などを点検する場

合は、防爆仕様の照明器具を使用してくださ

い。防爆仕様の照明器具を使用しないと、引

火し爆発の危険があります。

• 暗い場所で照明器具を使用しないで作業をす

ると、けがなどの恐れがあります。必ず照明

器具を使用してください。  
暗いからといって、ライタなどの火気を照明

がわりにしないでください。火災の危険と、

バッテリのガスに引火して爆発する恐れがあ

ります。

点検・整備はエンジン停止

• 点検・整備する場合は、必ず「水平で強固な」

「落石や土砂崩れのない」「低地で冠水の心配

のない」場所に機械を止めて、ブームを全縮・

全伏し、エンジンを停止してください。

• 各クレーン操作レバーを前後方向に 2~3 回

繰り返し操作して、油圧回路の残圧を抜いて

ください。

• ゴムクローラが動かないように、歯止めをし

てください。

• 整備に従事される方は、動いている部分に身

体や服が触れないように注意してください。

火災発生の危険防止

整備時は、燃料・オイル・バッテリなど引火す

る危険のあるものも取り扱いますので、つぎの

事項を厳守してください。

• 燃料・オイルなど燃えやすい油脂類は、火気

から離して保管してください。

• 燃料やオイルの補給中は、持ち場を離れない

でください。

• 部品などの洗浄油は不燃性のものを使用し、

軽油やガソリンなど引火の恐れのあるものは

使用しないでください。

• 点検・整備しながら、タバコを吸わないでく

ださい。タバコは決められた場所で吸うよう

にしてください。

• 燃料・オイル・バッテリ液などを点検する場

合は、防爆仕様の照明器具を使用し、ライタ・

マッチなどを照明代わりに使用しないでくだ

さい。

• 電気接続部の緩みや損傷によりショート ( 短
絡 ) を起こし、火災の原因となります。作業

開始前点検時に点検してください。

• 点検・整備場所の近くに消火器のあることを

確認しておいてください。
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2.5.2   整備中の注意事項

関係者以外の立入禁止

整備中は必要な作業員以外は立ち入らせてはい

けません。また、必要に応じて監視員を置いて

ください。

特に研磨や溶接作業・打ち込み作業時は注意し

てください。

点検中、異常を発見したときの処置

• 点検中、異常を発見したときは、必ず修理を

してください。  
不具合を修理しないで使用すると、人身事故

の原因になります。

• 故障の内容によっては、当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

工具・部品を機械内に落とさない

• 点検窓やタンクの給油口を開けて点検する場

合は、ボルト・ナットおよび工具類を機械の

中に落とさないでください。物を落とすと、

機械の破損、機械の誤動作の原因となって、

事故につながる恐れがあります。  
万一落ちたときは、必ず取り出してください。

• ポケットの中に、点検に必要な物以外は入れ

て置かないでください。

騒音注意

周囲の騒音が大きいと難聴になったり、聞こえ

なくなる恐れがあります。

エンジン整備作業など、長時間騒音にさらされ

る場合、耳カバーまたは耳栓を着用してくださ

い。

エンジン運転中の整備は 2 人以上で

事故防止のため、エンジン運転状態での整備は

しないでください。

やむを得ずエンジン運転状態で整備する場合

は、つぎの事項を厳守してください。

• 1 人が運転席に座り、いつでもエンジンを停

止できる状態で、互いに連絡を取り合ってく

ださい。

• 回転部分の近くで作業する場合、巻き込まれ

る危険があるので特に注意してください。

• 操作レバー類には触らないでください。やむ

を得ず操作レバーを動かすときは、必ず相手

に合図をして安全な場所に退避させてくださ

い。

• オルタネータ駆動ベルトなどに、身体や工具

が触れると切断されるので、絶対に接触しな

いようにしてください。

機械の下での作業時の注意

• 機械は、水平で強固な場所に駐車して、ブー

ムを全縮・全伏してください。

• 機械の下から整備するときは、アウトリガを

最大に張り出して、機械を浮かせてください。

この際、機体の前後の下に支持台 ( ウマ ) を
入れ、機械を安定させてください。

機械上での作業時の注意

• 機械上での整備作業は、足場の整理・整頓を

して転落しないようにし、つぎの注意事項を

厳守してください。

• 油・グリースをこぼさないでください。

• 工具を散らかさないでください。

• 歩行時の足元に注意してください。

• 機械の上から絶対に飛び降りはしないでくだ

さい。  
機械への昇降時は、踏み台を使用し、身体を

手と足の 3 箇所 ( 両足と片手または両手と片

足 ) 以上で確実に保持して行ってください。

• 作業に応じて保護具を使用してください。

整備に関する注意事項M A E D A Mini-Crawler Crane

2-27MC305C-5



• スリップによる転落、あるいは転倒などの人

身事故の防止のため、ブームやアウトリガお

よびマシナリカバーの上は、絶対に乗らない

でください。

燃料・オイル補給中の注意

燃料・オイルなどに火気を近づけると引火の恐

れがあります。

特に燃料は軽油を使用していますので、つぎの

事項を厳守してください。

• 給油中は、エンジンを停止してください。

• 給油中は、タバコを吸わないでください。

• こぼれた燃料・オイルは、すぐに拭き取って

ください。

• 燃料・オイルのキャップは、しっかり締めて

ください。

• 換気の良い場所で、燃料・オイルの補給作業

を行ってください。

• 燃料やオイルの補給中は、持ち場を離れない

でください。

ハンマ作業時の破片に注意

ハンマ作業時は、保護めがね・ヘルメットなど

の保護具を着用して、真鍮棒などをハンマとの

間にかまして打撃してください。

ピン・ベアリングなどの固い金属部品に打撃を

与えると、破片が目に入り負傷する危険があり

ます。

溶接補修時の注意

溶接を行うときは、設備の整った場所で行うと

ともに、溶接は有資格者の方が行ってください。

溶接時には、ガス発生や、火災・感電などの恐

れがありますので、無資格者の方は絶対にしな

いでください。

溶接の有資格者の方は、つぎの事項を厳守して

ください。

• バッテリの爆発防止のため、バッテリ端子を

外してください。

• 溶接箇所の塗装は、ガス発生防止のために、

はがしてください。

• 油圧機械類や配管類、あるいはその近くを加

熱すると、可燃性の蒸気や噴霧が発生して引

火する危険があります。加熱は避けてくださ

い。

• 圧力のかかった配管やゴムホースを直接加熱

すると、突然切れることがあります。防火覆

いをしてください。

• ラジコン制御器、モーメントリミッタ表示パ

ネルや変換器の配線コネクタを切り離してく

ださい。

• 保護具を着用してください。

• 換気を良くしてください。

• 可燃物を片付け、消火器を準備しておいてく

ださい。

• 電装品付近にはアースをとらないでくださ

い。電装品が故障する恐れがあります。
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バッテリ端子を外す

電気系統を修理する場合や電気溶接を行う場合

は、バッテリの (-) 端子を外して電気の流れを

止めてください。  
「5.7 バッテリの取り扱い」の項を参照してく

ださい。

ゴムクローラの張り調整時の注意

• ゴムクローラの張り調整装置の内部には、グ

リースが封入されています。グリースは、ゴ

ムクローラの張力によって高圧になっていま

す。つぎの注意事項を守らないでグリースを

抜くと、グリースバルブが飛び出して重大な

事故を招く恐れがあります。

• 張り調整用のグリースバルブは、1 回転以上

ゆるめてはいけません。グリースバルブが飛

び出す危険があります。

• 張り調整を行う場合は、グリースバルブの正

面に身体を置かないようにし、危険を回避し

てください。  
「6.7.4.3［1］ ゴムクローラの張り点検・調整」

の項を参照してください。

高圧ホースの取り扱い注意

高圧ホース類からオイルが漏れると、火災や作

動不良による人身事故の原因になります。

ホース類の損傷・ボルトの緩みなどを発見した

ときは、作業を中止して当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

• 高圧ホース類の交換には、熟練した技術が必

要です。また、ホースの種類・サイズによっ

て、締め付けトルクが決まっています。  
お客様での修理はやめてください。

• 以下のような状況が発見されたら、その部品

を交換してください。

 - ホース口金の損傷または漏れ。

 - 被覆部の擦傷や切断およびワイヤの強化層

の露出。

 - 被覆部が部分的に膨張している。

 - ホースの可動部に「ねじれ」または「つぶ

れ」の兆候がある。

 - 被覆部に異物の埋設。

 - ホースの口金の変形。

高圧油の注意

高圧の配管・ホースを点検・交換するときは、

油圧回路の圧力が抜けていることを確認しない

と、人身事故につながります。

つぎの事項を厳守してください。

• 圧力が無くなる前に、点検・交換作業を行わ

ないでください。

• 保護めがね・革手袋を着用してください。

• 配管・ホースの漏れがあるときは、配管・ホー

スまたはその近辺や地面が濡れています。配

管の亀裂・ホースのひび割れ・膨れが考えら

れますので、必ず当社または当社販売サービ

ス店にお問い合わせください。
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• 小さい穴からの高圧油の漏れは、皮膚や目に

当たると皮膚に穴が開いたり失明する危険が

あります。  
高圧油により皮膚や目に重大な傷害を受けた

場合には、滑水で洗い落とし、至急医師の治

療を受けてください。

高温時の注意

エンジン稼働停止直後は、エンジン、各部オイ

ル、排気系マニホールド・マフラなどが高温に

なっています。

この状態でキャップを外したり、排油・排水・

フィルタ交換などの整備を行うと、やけどする

原因になります。

温度が下がるのを待ち、本書に記載されている

手順に従って、点検・整備を実施してください。

• 「6.7.4.2 エンジン始動前の点検」 : 冷却水量

の点検、エンジンオイルパン油量の点検、作

動油タンク内油量の点検

• 「6.7.7 250 時間ごとの整備」 : エンジンオイ

ルおよびエンジンオイルフィルタカートリッ

ジの交換

• 「6.7.8 500 時間ごとの整備」 : 作動油リター

ンフィルタの交換、作動油サクションフィル

タの交換

• 「6.7.9 1000 時間ごとの整備」 : 冷却水の交

換・内部洗浄、作動油タンク内オイルの交換

点検・整備後の確認

点検・整備項目の実施もれ、整備した箇所の機

能・動作確認などを実施しないと、予期せぬ不

具合が発生し、人身事故につながります。

つぎの事項を厳守してください。

• エンジン停止時の確認

 - 点検・整備箇所の抜けがないか。

 - 点検・整備箇所が間違いなく行われている

か。

 - 工具・部品類が落ちていないか、特に内部、

レバー関係のリンク機構に挟まると危険で

す。

 - 燃料漏れ ･水漏れ・油漏れ・ボルトの締め

忘れなどがないか。

• エンジン運転時の確認  
エンジン運転時の確認は、「エンジン運転中

の整備は 2 人以上で」の項を参照して、安

全に十分注意してください。

 - 点検・整備箇所の作動は正常か。

 - エンジン回転を上げて油圧に負荷を掛けた

とき、油漏れなどないか。

廃物処理時の注意

人や動物が住む地域の環境汚染を防ぐため、つ

ぎの事項を厳守してください。

• 下水道・川などに廃油を捨てないでください。

• 機械からのオイルは、必ず容器に排油してく

ださい。  
けっして地面に直接排油しないでください。
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• オイル・燃料・溶剤・フィルタ・バッテリな

どの有害物を処分するときは、適用される法

規・規則に従ってください。

整備に関する注意事項M A E D A Mini-Crawler Crane

2-31MC305C-5



2.6  安全ラベルの貼り付け位置

これらのラベルは、いつもきれいにしておいてください。

紛失した場合は、再度貼り付けるか、新品と交換してください。

下記に示す、安全ラベル以外にもラベルがありますので同様に取り扱ってください。
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[3] 103-4895600

[4] 103-3507600
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[8] 349-3191700 [11] 103-4895900 

M C 3 0 5 C

3 9 7 0 k g
+ 1 4 0 k g

+ 3 0 k g8 5 0 kg  ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ
1 . 5 ｔ ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ + 2 5 k g

[9] 349-4413600 [12] 103-4551200

[10] 103-4895800 (2 箇所 ) [13] 349-4414000
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[14] 103-2250600

[21] 350-4403400 [30] 359-4482100
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[26] 4674072 (3 箇所 ) [41] 551-40380

[28] 103-4550700 (2 箇所 ) [45] 329-4293800 (4 箇所 )

[46] 300-4294000 (4 箇所 ) [47] 329-4294200
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[52] 103-4553600 (4 箇所 ) [50] 327-4288200

[54] 4675461 [55] 386-4001401

[56] 359-4476900 [60] 103-4546400

安全ラベルの貼り付け位置 M A E D A Mini-Crawler Crane
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[61] 103-4546800 [57] 103-4546300

[58] 103-4546900
[59] 103-4546500

[63] 103-4546700 [73] 103-4551600

安全ラベルの貼り付け位置M A E D A Mini-Crawler Crane
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[74] 349-4533500 [76] 353-4449800

[77] 103-4559000 (2 箇所 ) [78] 359-4476800

[82] 553-4267700

安全ラベルの貼り付け位置 M A E D A Mini-Crawler Crane
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第 3 章   
諸元編



3.1  主要諸元表

装　置・項　目 MC305C-5

質量・寸法

機械質量 3970kg
全長×全幅×全高 4110mm × 1280mm × 1695mm
遊動輪・起動輪中心間距離 1750mm
クローラ中心間距離 980mm
クローラ幅 300mm

性能

最大定格総荷重×作業半径 2.98t × 2.5m
最大作業半径 12.16m
最大地上揚程 12.52m

巻上装置

方　　式
斜板式アキシャルピストンモータ、

遊星歯車減速式、摩擦板式ブレーキ

フック巻き上げ速度 13.5m/min　( ドラム 4 層目、フック 4 本掛 )
巻き上げロープ IWRC　6 × WS(26)　0/0　B 種　φ 8 × 73m

伸縮装置

方　　式

順次伸縮油圧シリンダ 3 本 + シーブ内蔵型ワイヤロープ伸

縮装置 1 基

( 油圧自動ロック装置付 )

ブーム形式
5 角形断面、油圧自動、5 段　

(2・3 段目 : 順次伸縮、4・5 段目 : 同時伸縮 )
ブーム長さ 3.695m~5.945m~8.145m~10.315m~12.485m
伸縮ストローク / 伸長時間 8.79m/26sec

起伏装置
方　　式 複動油圧シリンダ (2 本 ) 直押式　( 油圧自動ロック装置付 )
起伏角度 / 時間 0~80 度 /14.5sec

旋回装置
方　　式

ボールベアリング支持、油圧モータ駆動、

減速機 : ウォーム + 平歯車減速式、ブレーキ : ウォームセ

ルフロック

旋回角度 / 速度 360 度連続 /25ec　(2.4min-1)
アウトリ

ガ装置

方　　式 張出・接地 : 油圧シリンダ直押式　( 油圧自動ロック装置付 )
最大張出幅 ( 前 )4504mm × ( 左右 )4888mm × ( 後 )4396mm

走行装置

方　　式 油圧 2 速モータ駆動、無段変速、ブレーキ内蔵式

走行速度 前・後進　0~2.8km/h
登坂能力 23 度

接地圧 58.2kPa(0.59kgf/c ㎡ )

油圧装置

油圧ポンプ 2 連式可変容量ピストンポンプ　(13cc/rev × 2)
定格圧力 20.6MPa(210kgf/c ㎡ )
作動油タンク容量 56 ℓ

エンジン

型　　式 ヤンマー　3TNV80F
形　　式 立形直列 3 気筒、水冷、4 サイクル ( 特殊過流式 )
排気量 1.226 ℓ (1226cc)
定格出力 ( 連続 ) 15.2kW/2500min-1(20.7PS/2500rpm)
使用燃料 / 燃料タンク容量 軽油 /40 ℓ

バッテリ 型　　式 65B24R　(DC12V × 1 個 )

主要諸元表 M A E D A Mini-Crawler Crane
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装　置・項　目 MC305C-5

安全装置

フック巻過警報・自動警報装置、過巻下防止装置、荷重指示計、油圧安全弁、油圧自動ロッ

ク装置、玉掛けワイヤロープ外れ止め、警報ブザー、水準器、横転警報装置、走行レバー

ロック、走行・アウトリガ・クレーン切換スイッチ、アウトリガ安全装置 ( アウトリガイ

ンターロック、クレーンインターロック )、過負荷防止装置、四色灯、傾斜センサ、アウ

トリガ未接地警告、運転席保護

オプショ

ン装備
白ゴムクローラ、850kg サーチャフック、1.5t サーチャフック、プロテクションバー

主要諸元表M A E D A Mini-Crawler Crane
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3.2  仕様寸法図
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3.3  アウトリガ張出寸法図
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アウトリガ張出寸法図M A E D A Mini-Crawler Crane

3-5MC305C-5



3.4  定格総荷重表

［1］ ワイヤロープ 4 本掛け時定格総荷重表

★定格総荷重は、吊り具等 ( フック質量 :30kg) の質量を含んだ荷重を示しています。

アウトリガ最大張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 2980 2.70 2270 4.00 1080 4.50 790
3.00 2390 3.00 2120 4.50 985 5.00 660
3.50 1990 3.50 1680 5.00 880 6.00 520
4.00 1710 4.00 1440 6.00 770 7.00 430
4.50 1490 4.50 1260 7.00 670 8.00 380
5.00 1340 5.00 1110 8.00 570 9.00 340
5.62 1160 5.50 990 9.00 500 10.00 310

-- -- 6.00 880 9.99 435 11.00 280
-- -- 7.00 730 -- -- 12.16 260
-- -- 7.82 630 -- -- -- --

アウトリガ中間張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 2980 2.70 2270 4.00 1060 4.50 780
3.00 2360 3.00 2090 4.50 950 5.00 650
3.50 1960 3.50 1680 5.00 860 6.00 500
4.00 1680 4.00 1420 6.00 750 7.00 410
4.50 1380 4.50 1240 7.00 630 8.00 360
5.00 1140 5.00 1070 8.00 490 9.00 320
5.62 950 5.50 950 9.00 410 10.00 290

-- -- 6.00 800 9.99 350 11.00 260
-- -- 7.00 610 -- -- 12.16 250
-- -- 7.82 520 -- -- -- --

定格総荷重表 M A E D A Mini-Crawler Crane
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アウトリガ最小張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 2980 2.70 2270 4.00 1060 4.50 780
3.00 2350 3.00 2090 4.50 950 5.00 650
3.50 1800 3.50 1680 5.00 860 6.00 500
4.00 1430 4.00 1370 6.00 680 7.00 410
4.50 1140 4.50 1120 7.00 530 8.00 360
5.00 950 5.00 910 8.00 420 9.00 320
5.62 790 5.50 790 9.00 340 10.00 290

-- -- 6.00 670 9.99 300 11.00 240
-- -- 7.00 510 -- -- 12.16 210
-- -- 7.82 430 -- -- -- --

［2］ ワイヤロープ 2 本掛け時定格総荷重表

★定格総荷重は、吊り具等 ( フック質量 :30kg) の質量を含んだ荷重を示しています。

アウトリガ最大張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 1480 2.70 1480 4.00 1080 4.50 790
3.00 1480 3.00 1480 4.50 985 5.00 660
3.50 1480 3.50 1480 5.00 880 6.00 520
4.00 1480 4.00 1440 6.00 770 7.00 430
4.50 1480 4.50 1260 7.00 670 8.00 380
5.00 1340 5.00 1110 8.00 570 9.00 340
5.62 1160 5.50 990 9.00 500 10.00 310

-- -- 6.00 880 9.99 435 11.00 280
-- -- 7.00 730 -- -- 12.16 260
-- -- 7.82 630 -- -- -- --

定格総荷重表M A E D A Mini-Crawler Crane
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アウトリガ中間張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 1480 2.70 1480 4.00 1060 4.50 780
3.00 1480 3.00 1480 4.50 950 5.00 650
3.50 1480 3.50 1480 5.00 860 6.00 500
4.00 1480 4.00 1420 6.00 750 7.00 410
4.50 1380 4.50 1240 7.00 630 8.00 360
5.00 1140 5.00 1070 8.00 490 9.00 320
5.62 950 5.50 950 9.00 410 10.00 290

-- -- 6.00 800 9.99 350 11.00 260
-- -- 7.00 610 -- -- 12.16 250
-- -- 7.82 520 -- -- -- --

アウトリガ最小張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 1480 2.70 1480 4.00 1060 4.50 780
3.00 1480 3.00 1480 4.50 950 5.00 650
3.50 1480 3.50 1480 5.00 860 6.00 500
4.00 1430 4.00 1370 6.00 680 7.00 410
4.50 1140 4.50 1120 7.00 530 8.00 360
5.00 950 5.00 910 8.00 420 9.00 320
5.62 790 5.50 790 9.00 340 10.00 290

-- -- 6.00 670 9.99 300 11.00 240
-- -- 7.00 510 -- -- 12.16 210
-- -- 7.82 430 -- -- -- --

定格総荷重表 M A E D A Mini-Crawler Crane
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［3］ ワイヤロープ 1 本掛け時定格総荷重表

★定格総荷重は、吊り具等 ( フック質量 :30kg) の質量を含んだ荷重を示しています。

アウトリガ最大張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 750 2.70 750 4.00 750 4.50 750
3.00 750 3.00 750 4.50 750 5.00 660
3.50 750 3.50 750 5.00 750 6.00 520
4.00 750 4.00 750 6.00 750 7.00 430
4.50 750 4.50 750 7.00 670 8.00 380
5.00 750 5.00 750 8.00 570 9.00 340
5.62 750 5.50 750 9.00 500 10.00 310

-- -- 6.00 750 9.99 435 11.00 280
-- -- 7.00 730 -- -- 12.16 260
-- -- 7.82 630 -- -- -- --

アウトリガ中間張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 750 2.70 750 4.00 750 4.50 750
3.00 750 3.00 750 4.50 750 5.00 650
3.50 750 3.50 750 5.00 750 6.00 500
4.00 750 4.00 750 6.00 750 7.00 410
4.50 750 4.50 750 7.00 630 8.00 360
5.00 750 5.00 750 8.00 490 9.00 320
5.62 750 5.50 750 9.00 410 10.00 290

-- -- 6.00 750 9.99 350 11.00 260
-- -- 7.00 610 -- -- 12.16 250
-- -- 7.82 520 -- -- -- --

定格総荷重表M A E D A Mini-Crawler Crane
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アウトリガ最小張出状態

ブーム① / 
ブーム① + ②

ブーム① + ② + ③ ブーム① + ② + ③ + ④
ブーム① + ② + ③ +

④ + ⑤

作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)

作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)
定格総荷重

(kg)
作業半径

(m)

定格総荷

重

(kg)
2.50 750 2.70 750 4.00 750 4.50 750
3.00 750 3.00 750 4.50 750 5.00 650
3.50 750 3.50 750 5.00 750 6.00 500
4.00 750 4.00 750 6.00 680 7.00 410
4.50 750 4.50 750 7.00 530 8.00 360
5.00 750 5.00 750 8.00 420 9.00 320
5.62 750 5.50 750 9.00 340 10.00 290

-- -- 6.00 670 9.99 300 11.00 240
-- -- 7.00 510 -- -- 12.16 210
-- -- 7.82 430 -- -- -- --

定格総荷重表 M A E D A Mini-Crawler Crane
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3.5  作業半径 / 揚程図

3.5.1   作業半径 / 揚程図の見方

警 告

• 作業半径 / 揚程図は、荷を吊っていない状

態における本機械の作業半径、ブーム角度

および地上揚程の関係を示したもので、ブー

ムのたわみなどは含まれ　ていません。

• 作業半径 / 揚程図の (4) の状態は、「 マーク」

の半分が 3 段目ブームより出た状態を示し

ます。

1. 下図の A 点はブーム角度を、B 点は地上

揚程を表しています。

A 点と B 点の作業半径は同じです。

2. 「作業半径 / 揚程図」は、無負荷の状態を

表し、ブームのたわみは含まれていません。

荷を吊った場合、実際にはブームがたわみ、

作業半径が若干広がります。

作業半径が広がると、定格総荷重の値は小

さくなりますので、実際にクレーン作業を

行うときは、「作業半径 / 揚程図」より余

裕を持った作業計画を設定してください。

3.5.2   定格総荷重表の見方

注 意

• 定格総荷重表は、水平堅土上の値です。

• アウトリガの設置状態や地面の状態によっ

ては、機械が転倒することもあります。十

分に注意して作業をしてください。

• 定格総荷重表は、実際にブームに負荷がか

かったときのたわみ量を含んだ作業半径に

基づいた値になっています。

• ブーム (3) を少しでも伸ばしたときは、「ブー

ム (1)+(2)+(3)」の欄の性能内で作業をして

ください。

• ブーム (4) を少しでも伸ばしたときは、「ブー

ム (1)+(2)+(3)+(4)」の欄の性能内で作業を

してください。

• 「 マーク」が半分以上ブーム (1) より出た

ときは、「ブーム (1)+(2)+(3)+(4)+(5)」の欄

の性能内で作業をしてください。

• 作業半径が表中の「作業半径」欄の値を少

しでも超えるときは、つぎの「作業半径」

欄の定格総荷重で作業をしてください。

• 定格総荷重は、吊り具等 ( フック質量 :30kg)
の質量を含んだ荷重を示しています。

• アウトリガの張出状態「最大・中間・最小」

に合わせた荷重表の値で作業をしてくださ

い。

定格総荷重表は、ブームの長さによって、吊り

上げることができる最大の荷重を作業半径ごと

に示しています。

作業半径/揚程図M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ ブームの長さ

定格総荷重表の上欄の「ブーム (1)」「ブーム (1)+(2)」「ブーム (1)+(2)+(3)」「ブーム (1)+(2)+(3)+(4)」「ブー

ム (1)+(2)+(3)+(4)+(5)」は、つぎの図の状態を表しています。

1. 「ブーム (1)」: ブームをすべて格納した状態。

2. 「ブーム (1)+(2)」: ブーム (3)、(4)、(5) をすべて格納し、ブーム (2) を全伸した状態。  
ブーム (2) を少しでも伸ばしたときも、この欄の性能で作業をしてください。

3. 「ブーム (1)+(2)+(3)」: ブーム (4)、(5) をすべて格納し、ブーム (2)、(3) を全伸した状態。  
ブーム (3) を少しでも伸ばしたときも、この欄の性能で作業をしてください。

作業半径/揚程図 M A E D A Mini-Crawler Crane
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4. 「ブーム (1)+(2)+(3)+(4)」: ブーム (2)、(3) を全伸し、ブーム (4)、(5) を中間伸長 (「 マーク」がブー

ム (3) から半分出た状態 ) した状態。 
ブーム (4)、(5) を少しでも伸ばしたときも、この欄の性能で作業をしてください。

5. 「ブーム (1)+(2)+(3)+(4)+(5)」: すべてのブームを完全に伸ばした状態。 
ブーム (4) の「 マーク」が半分以上ブーム (3) より出たときも、この欄の性能で作業をしてくだ

さい。

作業半径/揚程図M A E D A Mini-Crawler Crane
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3.5.3   作業半径 / 揚程図

作業半径/揚程図 M A E D A Mini-Crawler Crane
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第 4 章   
名称編



4.1  各部の名称

4.1.1   機械各部の名称と説明

(1) ブーム

(2) ブーム伸縮シリンダ ( ブーム内部 )
(3) ブーム起伏シリンダ

(4) ウインチ

(5) ポスト

(6) 四色灯

(7) サブコントローラ (TTC30X)( ポスト右側

面カバー内部 )
(8) アウトリガ接地シリンダ

(9) アウトリガ張出シリンダ ( ボックス内蔵 ) 
(10) アウトリガ

(11) 旋回装置

(12) ゴムクローラ

(13) 走行操作部

(14) クレーン操作部

(15) 運転席

(16) インスツルメントパネル

(17) フックブロック

(18) メインコントローラ (TTC540)( リアカバー

内部 )
(19) 作動油タンク ( マシナリカバー内部 )
(20) 燃料タンク ( マシナリカバー内部 )
(21) 巻過防止装置

(22) 走行モータ・スプロケット

(23) トラックローラ

(24) アイドラ

(25) キャリアローラ

(26) 前照灯

(27) 前方カメラ
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［1］ ブーム (1)

5 段の伸縮機構のブームです。

［2］ ブーム伸縮シリンダ (2)

ブームに内蔵されている伸縮用のシリンダで

す。

［3］ ブーム起伏シリンダ (3)

ブームを起伏させるためのシリンダです。

［4］ ウインチ (4)

モータとドラムからなり、ウインチワイヤを巻

取り・巻出しする装置です。

ウインチの操作方法ついては「5.1.16 巻き上

げ、巻き下げ操作」の項を参照してください。

［5］ ポスト (5)

作業機を搭載する旋回部のフレームです。

［6］ 四色灯 (6)

機械の動作状況により赤色・黄色・緑色・青色

のランプが点滅・点灯します。

ラジコンと通信が確立している場合は青色のラ

ンプが点滅します。

［7］ メインコントローラ (TTC540)(18)、サブ

コントローラ (TTC30X)(7)

機械のコントローラです。

詳細は「4.1.12 コントローラ」の項を参照し

てください。

［8］ アウトリガ接地シリンダ (8)、アウトリガ

張出シリンダ (9)、アウトリガ (10)

4 基からなり、機械を水平に安定させるための

装置です。

アウトリガの設置方法については「5.1.13 ア
ウトリガの設置操作」の項を、格納方法につい

ては「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を

参照してください。

［9］ 旋回装置 (11)

作業機を旋回させる装置です。

［10］ 走行モータ・スプロケット (22)、トラッ

クローラ (23)、アイドラ (24)、キャリア

ローラ (25)

走行するための走行装置です。

［11］ 走行操作部 (13)

機械の走行操作を行う部位です。

走行の操作方法ついては「5.1.5 機械の走行姿

勢」から「5.1.8 機械の進路変更」までの項を

参照してください。

［12］ ゴムクローラ (12)

走行するためのゴム製のクローラです。

ゴムクローラの張り調整については「6.7.4.3
［1］ ゴムクローラの張り点検・調整」の項を参

照してください。

［13］ クレーン操作部 (14)

クレーン操作を行う部位です。

［14］ 運転席 (15)

オペレータが搭乗する装置です。

詳細は「4.1.8 運転席」の項を参照してくださ

い。

［15］ インスツルメントパネル (17)

各種操作スイッチとモニタを搭載しています。

詳細は「4.1.5 インスツルメントパネル各部の

名称と説明」の項を参照してください。

［16］ フックブロック (17)

荷を吊り上げるためのフックブロックです。

［17］ 作動油タンク (19)

油圧機器を作動させるための作動油を入れるタ

ンクです。

［18］ 燃料タンク (20)

原動機を作動させるための燃料を入れるタンク

です。

［19］ 巻過防止装置 (21)

ウインチワイヤの巻過ぎを防止する安全装置で

す。

装置の詳細については「4.1.7.2［4］ 巻過防止

装置」の項を参照してください。
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［20］ 前照灯 (26)

前方を照らす作業灯です。

［21］ 前方カメラ (27)

前方を映すカメラです。

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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4.1.2   走行・クレーン操作部各部の名称と説明

(1) 旋回レバー

(2) ブーム伸縮レバー

(3) ウインチレバー

(4) ブーム起伏レバー

(5) アウトリガ操作盤

(6) アクセルペダル

(7) インスツルメントパネル

(8) 走行ロックレバー

(9) 右走行レバー

(10) 左走行レバー

各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ アクセルペダル (6)

エンジンの回転数や出力の調整を行うときに使

用します。

• ローアイドリング :    ペダルから足を離して

ください。

• フ　ル　回　転 :    ペダルをいっぱいに踏

み込んでください。

 ☞ 作業に必要なエンジン回転数の位置まで

ペダルを踏み込み、作業を行ってくださ

い。

［2］ 旋回レバー (1)

クレーンのブーム・ポストを旋回させるときに

使用します。

• 左旋回 :   レバーを前方 ( 左 ) に押してくださ

い。

• 中立 :   レバーから手を離してください。  
レバーは「中立」位置に戻り、旋回

が停止します。

• 右旋回 :   レバーを手前側 ( 右 ) に引いてくだ

さい。

［3］ ブーム伸縮レバー (2)

クレーンのブームを伸縮させるときに使用しま

す。

• 伸長 : レバーを前方 ( 伸 ) に押してください。

• 中立 :   レバーから手を離してください。  
レバーは「中立」位置に戻り、ブーム

の伸縮が停止します。

• 縮小 :   レバーを手前側 ( 縮 ) に引いてくださ

い。

［4］ ウインチレバー (3)

クレーンのフックブロックを上下させるときに

使用します。

• 巻き下げ :   レバーを前方 ( 下 ) に押してくだ

さい。

• 中立 :   レバーから手を離してください。  
レバーは「中立」位置に戻って自

動的にブレーキが効き、フックブ

ロックの巻き上げ、巻き下げが停

止します。

• 巻き上げ :   レバーを手前側 ( 上 ) に引いてく

ださい。

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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［5］ ブーム起伏レバー (4)

クレーンのブームを起伏させるときに使用しま

す。

• 伏 :   レバーを前方 ( 伏 ) に押してください。

• 中立 :   レバーから手を離してください。  
レバーは「中立」位置に戻り、ブーム

の起伏が停止します。

• 起 :   レバーを手前側 ( 起 ) に引いてくださ

い。

［6］ 走行ロックレバー (8)

走行レバーが動かないように「ロック」すると

きに使用します。

• ロック : レバーを右側に押してください。

• 走行 : レバーを左側に押してください。

 ☞ 走行ロックレバーの操作は、左右走行レ

バーが「中立」位置の状態で行ってくだ

さい。

［7］ 左右走行レバー (9)、(10)

機械の前後進、停車、旋回および走行速度を調

整するときに使用します。

• 前進 :   左右のレバーを同時に前方に押

してください。

• 中立 :   左右のレバーから同時に手を離

してください。  
レバーは「中立」位置に戻って

自動的にブレーキが効き、機械

はその場で停止します。

• 後進 :   左右のレバーを同時に手前側に

引いてください。

• 左折 :   左のレバーから手を離し、右の

レバーを前方または後方に操作

してください。

• 右折 :   右のレバーから手を離し、左の

レバーを前方または後方に操作

してください。

• 超信地旋回 :   左右のレバーをそれぞれ反対方

向に操作してください。  
左右のクローラがそれぞれ反対

方向に回転し、超信地旋回 ( ス
ピンターン ) ができます。
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4.1.3   アウトリガ操作盤各部の名称と説明

(1) No.1 アウトリガスイッチ

(2) No.2 アウトリガスイッチ

(3) No.3 アウトリガスイッチ

(4) No.4 アウトリガスイッチ

(5) 作業切換スイッチ ( 走行 / アウトリガ / ク
レーン )

(6) 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )

［1］ 作業切換スイッチ ( 走行 / アウトリガ / ク
レーン )(5)

警 告

• 作業切換スイッチ ( 走行 / アウトリガ / ク
レーン ) を「走行」位置に操作するときは、

必ずクレーンを格納し、機械を「走行姿勢」

にしてください。「走行姿勢」にしないで走

行すると、機械が転倒して重大な事故を招

く恐れがあります。

• アウトリガまたはクレーン操作を行う前に

は、必ず走行ロックレバーを「ロック」位

置にしてください。 
走行ロックレバーが「ロック」位置になっ

ていないと、作業切換スイッチが「アウト

リガ」位置または「クレーン」位置に切り

換えられていても、走行操作ができてしま

い重大な事故を招く恐れがあります。

• 作業切換スイッチ (走行 /アウトリガ /クレー

ン ) を「クレーン」位置にしてクレーン操

作を行うときは、必ずすべてのアウトリガ

を確実に設置してください。アウトリガの

設置が不十分な場合は、アウトリガ安全装

置の機能により、クレーン作業はできませ

ん。

• 作業切換スイッチ (走行 /アウトリガ /クレー

ン ) を「アウトリガ」位置にしてアウトリ

ガ操作を行うときは、必ずブームを格納し

てください。ブームの格納が不十分な場合

は、アウトリガ安全装置の機能により、ア

ウトリガ操作はできません。

機械の作業状態 ( 走行 / アウトリガ / クレーン )
を切り換えるときに使用します。

• 走行  :  スイッチを左側に倒してくだ

さい。機械の走行が可能にな

ります。

• アウトリガ :  スイッチを中央位置に倒して

ください。アウトリガの操作

が可能になります。
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• クレーン :  スイッチを右側に倒してくだ

さい。クレーンの操作が可能

になります。

 ☞ 下表は、作業切換スイッチの操作位置と

その動作可能装置の関係を示します。

• 作業切換スイッチ (走行 /アウトリガ /クレー

ン ) が「走行」位置では、走行操作のみが作

動します。

• 作業切換スイッチ (走行 /アウトリガ /クレー

ン ) が「アウトリガ」位置では、下表のアウ

トリガ操作とモーメントリミッタが作動しま

す。  
アウトリガを操作するときは、必ず走行ロッ

クレバーを「ロック」位置にし、クレーン格

納状態にしてから行ってください。また、ク

レーンの各操作レバーに触れないように注意

してください。

• 作業切換スイッチ (走行 /アウトリガ /クレー

ン ) が「クレーン」位置では、アウトリガ操

作以外の下表のすべての装置が作動します。 
クレーンを操作するときは、必ず走行ロック

レバーを「ロック」位置にし、アウトリガを

すべて設置してから行ってください。

作業切換スイッ

チ操作位置

クレーン装置 ( ○ : 作動する　× : 作動しない )

走行操作
アウトリガ

操作

クレーン操

作

ラジコン モーメント

リミッタクレーン アウトリガ

走行 ○ × × × × ×

アウトリガ × ( 注 1) ○ × × ○ ○

クレーン × ( 注 1) × ○ ○ ○ ( 注 2) ○

注 1:  走行ロックレバーを「ロック」側に操作することにより、走行操作を規制しています。  
「ロック」側に操作していないと、走行レバー操作時、機械が走行します。

注 2: ラジコン送信機が「アウトリガモード」のときのみアウトリガ操作が可能です。
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［2］ 作業切換スイッチ (アウトリガ起伏 /伸縮 )
(6)

機械の作業状態 ( アウトリガ起伏 / 伸縮 ) を切

り換えるときに使用します。

• アウトリガ起伏 :   スイッチを左側に倒してく

ださい。アウトリガの起伏

が可能になります。

• アウトリガ伸縮 :   スイッチを右側に倒してく

ださい。アウトリガの伸縮

が可能になります。

［3］ アウトリガスイッチ (1)(2)(3)(4)

アウトリガの接地、格納操作をするときに使用

します。

アウトリガは 4 基 ((1)~(4)) あり、それぞれの

アウトリガを単独または同時に操作できます。

1. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
がアウトリガ起伏位置の場合

• 入 :   スイッチを上方に倒してください。ア

ウトリガ接地シリンダが縮小し、アウ

トリガが格納できます。

• 中立 :   スイッチから指を離してください。ス

イッチは「中立」位置に戻り、アウト

リガ接地シリンダの伸縮が停止しま

す。

• 出 :   スイッチを下方に倒してください。ア

ウトリガ接地シリンダが伸長し、アウ

トリガが接地できます。

2. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
がアウトリガ伸縮位置の場合

• 入 :   スイッチを上方に倒してください。ア

ウトリガ張出シリンダが縮小し、アウ

トリガインナーボックスが格納できま

す。

• 中立 :   スイッチから指を離してください。ス

イッチは「中立」位置に戻り、アウト

リガ張出シリンダの伸縮が停止しま

す。

• 出 :   スイッチを下方に倒してください。ア

ウトリガ張出シリンダが伸長し、アウ

トリガの張出ができます。
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4.1.4   アウトリガ安全装置

4.1.4.1   アウトリガ安全装置の働き

アウトリガ安全装置は、下表のようなインターロック機能を持っています。

インターロック機能 インターロック機能の説明

1 ア ウ ト リ ガ イ ン

ターロック

ブームが格納状態 ( ブーム最縮状態、ブーム最伏状態および旋回格納状態 )
で、アウトリガロータリを張出側 ( 外側 ) に回転させてポジションピンを

確実に挿入しないと、アウトリガが作動できません。

• ブーム最縮状態は、長さ計によって確認します。

• ブーム最伏状態は、角度計によって確認します。

• 旋回格納状態は、旋回部のセンサによってブームが旋回格納位置に停

止しているか検出します。

2 クレーンインター

ロック 1
4 基のすべてのアウトリガが張出状態に設置 ( 張出および接地 ) されてい

ないと、アウトリガーモードからクレーンモードに切り替えてもクレー

ン作業 ( 伸縮・巻上・巻下・起伏・旋回 ) ができません。

アウトリガ張出状態の検出は、下記の構成になっています。

• アウトリガロータリのポジションピン部に検出スイッチを装着し、ポ

ジションピンが張出位置に差し込まれているか検出します。

• アウトリガインナーボックス内部に検出スイッチを装着し、インナー

ボックス先端部と受け皿間に装着した検出ピンによって、受け皿が浮

いていないか検出します。

3 クレーンインター

ロック 2
クレーン作業中に「隣り合った２基以上のアウトリガの浮き」を検出し

た場合、クレーン作業が一部制限 ( 縮・巻下以外禁止 ) されます。

このとき四色灯の赤色が点滅し、警報ブザーが鳴動します。

• 操作レバーを中立状態へ戻した際に「隣り合った２基以上のアウトリ

ガの浮き」状態が解消されていれば通常のクレーン操作が可能になり

ます。

• 操作レバーを中立状態に戻してもアウトリガの浮き状態が解消されな

い場合は、一度ブームを格納してアウトリガを設置しなおす必要があ

ります。

危 険

「隣り合った２基以上のアウトリガの浮き」状態になった場合、クレーンを安全側操作 ( 縮・巻下 ) し
て着地させ、状態を回避してください。

安全側操作による状態の回避が不可能な場合は、オーバーライドスイッチを使用して状態を回避する

必要があります。

オーバーライドスイッチは「4.1.7.6 オーバーライドスイッチ」の項を参照し、注意事項を守って使用

してください。
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重 要

• アウトリガを張出状態に設置した後、アウ

トリガ操作盤内の作業切換スイッチ ( 走行 /
アウトリガ / クレーン ) を「クレーン」位置

にすると、クレーン作業が可能になります。 
クレーン作業中、4 基のアウトリガの中 1
基でもアウトリガの接地検出条件 ( 上表 2
項参照 ) から外れると、四色灯 ( 赤色 ) が点

滅します。

• クレーンを格納状態にした後、アウトリガ

操作盤内の作業切換スイッチ ( 走行 / アウト

リガ / クレーン ) を「アウトリガ」位置にす

ると、アウトリガの設置操作および格納操

作が可能になります。

• アウトリガを張出状態に設置したにもか

かわらず、アウトリガ操作盤内の作業切

換スイッチ ( 走行 / アウトリガ / クレーン )
を「クレーン」位置にしてもクレーン作

業ができない場合は、アウトリガ安全装

置の各部調整不良や故障が考えられます。 
当社または当社販売サービス店にお問い合

わせください。

• クレーンを格納状態にしたにもかかわらず、

アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ (走
行 / アウトリガ / クレーン ) を「アウトリガ」

位置にしてもアウトリガの設置操作および

格納操作ができない場合は、アウトリガ安

全装置の各部調整不良や故障が考えられま

す。当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

4.1.4.2   アウトリガ未接地警告 ( 四色灯 :
赤色 )

4 基のアウトリガの中、1 基でもアウトリガが

確実に接地されていない場合、四色灯の赤色が

点滅して知らせます。

 ☞ アウトリガが 4 基接地されている場合

でも、車体の傾きが大きい場合は四色灯

の赤色が点滅します。この場合、クレー

ン操作はできません。
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4.1.5  インスツルメントパネル各部の名称と説明

(1) モニタ

(2) ホーンスイッチ

(3) エンジン非常停止スイッチ

(4) 予熱ランプ

(5) スタータスイッチ
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4.1.5.1   スイッチ類の説明

［1］ モニタ (1)

機械の情報を表示したり、設定の変更をしたり

します。

［2］ ホーンスイッチ (2)

ホーンを鳴らすときに使用します。

• ホーン鳴動 : スイッチを押してください。

☞ ホーンは、スイッチから指を離すと鳴り

止みます。

［3］ エンジン非常停止スイッチ (3)

機械に異常が発生し、緊急にエンジンを停止す

るときに使用します。

• ON :   スイッチを押してください。エンジン

が停止します。

• OFF :   スイッチを右方向 ( 下図矢印の方向 )
に回す、またはスイッチを手前に引い

てください。 
スイッチが元の位置に戻り、緊急停止

状態が解除されます。

☞ エンジンを緊急停止した後、エンジンを

再始動するときは、エンジン非常停止ス

イッチを必ず「OFF」位置に戻してから、

エンジンの始動を行ってください。

［4］ 予熱ランプ (4)

エンジン始動時の予熱操作時に点灯します。

スタータスイッチを「予熱」位置に操作したと

きに点灯し、その後数秒で消灯して予熱が完了

したことを知らせます。

☞ スタータスイッチの「予熱」は、予熱ラ

ンプが消えるまで保持してください。

［5］ スタータスイッチ (5)

注 意

作業終了時には、必ずスタータスイッチを

「OFF」( 切 ) 位置にしてください。

☞ スタータスイッチのキーをスイッチに差

し込むときは、カバーを左方向にずらし

てスイッチのキー穴が見えるようにし、

キーを差し込んでください。
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エンジンの始動および停止操作をするときに使

用します。

• HEAT( 予熱 ) :   寒冷時にエンジンを始動する

とき、この位置にしてくださ

い。

• OFF( 切 ) :   キーの出し入れができ、すべ

ての電気系統のスイッチが切

れ、エンジンが停止します。

• ON( 入 ) :   すべての回路に電気が流れま

す。

• START( 始動 ) :   エンジンが始動する位置で

す。  
エンジンが始動したら、キー

から手を離してください。  
キーは自動的に「ON」( 入 )
位置に戻ります。
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4.1.6   モニタ

4.1.6.1   始動画面の説明

1

2
3
4
5

6

7
8
9
0

 ☞ エンジン始動時には、気温やバッテリの

状態により、バッテリ電圧が急激に降下

することがあります。 
その場合、モニタの表示が一時的に消え

ることがありますが、異常ではありませ

ん。

• スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にする

と、始動画面が表示されます。

• 始動画面表示後に、操作ロックパスワードの

入力設定をしている場合は操作ロックパス

ワード画面が表示されます。

• 次にスタンバイ画面が表示され、ホーム画面

に切り替わります。

• 走行モードの場合、ホーム画面の表示が走行

画面に切り替わります。この画面表示のとき

は走行操作のみ可能で、クレーンやアウトリ

ガに関連する操作はできません。
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4.1.6.2   ホーム画面の説明

(1) 前照灯スイッチ

(2) ユーザーモードスイッチ

(3) フック格納 / ブーム格納スイッチ

(4) ブーム起解除スイッチ ( サーチャーフック

使用時 )
(5) クレーン高速切換スイッチ

(6) 水準器

(7) 時刻表示

(8) アワメータ表示

(9) 燃料計

(10) ラジコン接続表示

(11) アウトリガ状態表示

(12) モーメントリミッタ状態表示

(13) 警告表示

(14) エンジン / 電動モータ駆動表示 ( エンジン

電動併用仕様 )
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［1］ 前照灯 (1)

前照灯を点灯するときに使用します。

• 黄色表示 : 作業灯 ON
• 白色表示 : 作業灯 OFF

［2］ ユーザーモードスイッチ (2)

各種ユーザー設定をするときに使用します。

スイッチを押すとユーザーモードへ切り換わり

ます。

ユーザーモードの詳細は「4.1.6.3 ユーザー

モードの説明」の項を参照してください。

［3］ フック格納 / ブーム格納スイッチ (3)

フック格納またはブーム格納をするときに使用

します。

スイッチを押すとフック格納とブーム格納の選

択表示がでます。

［4］ ブーム格納スイッチ (3-1)
フック格納スイッチ (3-2)

それぞれの格納スイッチを押すことで格納作業

ができます。

格納手順の詳細は「5.1.21 クレーンの格納操

作」の項を参照してください。

［5］  ブーム起解除スイッチ (4) ( サーチャー

フック使用時 )

過負荷状態で起操作をするときに使用します。

スイッチを押している間だけ起操作をすること

ができます。

注 意

このスイッチはブーム伏操作中に過負荷の領

域に入って自動停止した場合のみ使用してく

ださい。

伸操作で過負荷の領域に入って自動停止した

場合は、縮操作で復元してください。

通常時、地切り操作時には絶対に使用しない

でください。

このスイッチを使用して地切り作業をした場

合、機械の破損や転倒など重大な事故を招く

恐れがあります。

☞ ブーム起解除スイッチは、サーチャー

フックモード時のみ作動します。
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［6］ クレーン高速切換スイッチ (5)

クレーン操作時、クレーンの作業速度を変更す

るときに使用します。

• Hi 表示 : 高速クレーンモード

• Lo 表示 : 低速クレーンモード

 ☞ クレーン作業速度を増速するときは、必

ずアウトリガ操作盤内の作業切換スイッ

チ ( 走行 / アウトリガ / クレーン ) を「ク

レーン」位置にしてください。

［7］ 水準器 (6)

機体の傾斜状態を表示します。

黄色い玉の位置によって機体の傾きと方向が分

かります。

［8］ 時刻表示 (7)

設定された時刻を表示します。

時刻は機械の使用状況によりずれる可能性があ

ります。ずれた場合、

「4.1.6.3［7］ 時刻設定 (2-7)」の項を参照して

設定し直してください。

［9］ アワメータ表示 (8)

現在のアワメータを表示します。

［10］ 燃料計 (9)

燃料タンクの燃料量を表示します。

［11］ エンジン / 電動モータ駆動表示 (14) ( エ
ンジン電動併用仕様 )

現在の機体の駆動状況を表示します。

• エンジン : エンジンモード

• 電動モータ : 電動モード

［12］ ラジコン接続表示 (10)

現在のラジコン接続状況を表示します。

• 点灯 : ラジコンが接続されています。

• 消灯 : ラジコンが接続されていません。

［13］ アウトリガ状態表示 (11)

現在のアウトリガの状態を表示します。

表示内容の詳細は「4.1.6.6 アウトリガ表示部

各部の名称と説明」の項を参照して下さい。
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［14］ モーメントリミッタ状態表示 (12)

現在のモーメントリミッタの状態を表示しま

す。

表示内容の詳細は「4.1.7.4 モーメントリミッ

タ表示部の説明」の項を参照して下さい。

［15］ 警告表示 (13)

警告を点灯して表示します。

表示内容の詳細は「4.1.6.4 警告・メッセージ

表示の説明」の項を参照して下さい。
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4.1.6.3   ユーザーモードの説明

ホーム画面でユーザーモードスイッチ (2) を押すと、ユーザーモードが表示されます。

(2-1)   フック掛け数切替

(2-2)   スイッチ操作音 ON/OFF 切替

(2-3)   ソフトウェアバージョン表示

(2-4)   エラー履歴表示

(2-5)   消耗品表示

(2-6)   言語切替

(2-7)   時刻設定

(2-8)   モニタ輝度調整

(2-9)   ホームスイッチ

(2-10) 表示ページ切替

(2-11) サーチャーフック切替

(2-12) SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替

(2-13)  走行アラーム ON/OFF 替 ( オプション )
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［1］ フック掛け数切替 (2-1)

危 険

ワイヤ掛数、フックの入力は、実際に使用し

ているワイヤ掛け数、フックを確認し、正し

く設定してください。ワイヤ掛け数、フック

の入力を誤ると、クレーン作業中、オーバロー

ドに近づいても予報警報や、ブームの自動停

止が行われず、クレーンが破損したり、機械

が転倒して重大な事故を起こす原因になりま

す。

フックを切り替えることができます。

☞ 実荷重が 0.3t 以上の場合、掛け数の切

替ができません。掛け数の変更ができな

い場合、実荷重表示が点滅して知らせま

す。

［2］ スイッチ操作音 ON/OFF 切替 (2-2)

スイッチ (2-2) を押すと、スイッチ操作音の

ON/OFF を切り替えることができます。

• ON :  スイッチ操作時に操作音が鳴ります。

• OFF :   スイッチを操作しても操作音は鳴りま

せん。

［3］ ソフトウェアバージョン確認 (2-3)

コントローラとモニタのソフトバージョンを確

認することができます。

［4］ エラー履歴表示 (2-4)

現在発生しているエラーまたは、過去に発生し

たエラーを確認できます。

• 赤字表示 : 現在発生しているエラー

• 白字表示 :  過去に発生して、現在は発生して

いないエラー

エラーコードの内容は「6.8.4 エラーコード」

の項を参照して下さい。

［5］  消耗品表示 (2-5)

消耗品の一覧と、次回交換までの時間を確認で

きます。

消耗品の一覧は「6.4 消耗部品」の項でも確認

ができます。
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消耗品を交換した場合は、調整スイッチ (2-5A)
の▲または▼で交換した消耗品を選択してくだ

さい。消耗品を選択したら交換スイッチ (2-5B)
を長押しして交換時間を更新してください。更

新すると、交換回数が 1 回カウントされ、残

り時間がリセットされます。

消耗品アイコン表示選択 (2-5C) で常時または

起動時を選択している場合、残り時間 30h ま

たは 3 日で黄色字・ホーム画面に白抜きアイ

コンを、残り時間 0h または 0 日で赤字・ホー

ム画面に赤塗りアイコンを表示します。

そのまま使用すると危険が伴ったり、機体へ悪

影響となりますので、速やかに交換してくださ

い。

☞ 消耗品アイコン表示選択 (2-5C) は常時

が推奨です。

- 常時 :   交換時期が近づいたり、過ぎた場

合、消耗品アイコンがホーム画面

に常に表示されます。

- 起動時 :   交換時期が近づいたり、過ぎた場

合、ホーム画面起動後 30 秒間の

み消耗品アイコンが表示されま

す。

- なし :   交換時期が近づいたり、過ぎた場

合でも、ホーム画面に消耗品のア

イコンは表示されません。

［6］ 言語切替 (2-6)

表示言語の切り替えとリセットができます。

• English :  表示言語が英語になります。

• 日本語 :  表示言語が日本語になります。

English

［7］  時刻設定 (2-7)

時刻設定、24/12H 表示、サマータイム ON/
OFF を切り替えることができます。

1. 時刻設定 
調整スイッチ (2-7A) の または で変更

したい日時を選択して、チェックマーク

(2-7B) を押してください。 
( 背景が白色の部分が選択されています。)
文字色が赤になったら編集が可能な状態と

なります。 
この状態で調整スイッチ (2-7A) の また

は で調整してください。 
最後にチェックマーク (2-7B) を押すと編

集完了となります。
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2. 24/12H 表示切替 
切り替えスイッチ (2-7C) を押すと、時間

の表示を 24 時間表示か 12 時間表示か切

り替えることができます。

3. サマータイム ON/OFF 切替 
切り替えスイッチ (2-7D) を押すと、サマー

タイムの ON/OFF を切り替えることがで

きます。

• ON :   時間表示を 1 時間早めて表示し

ます。

• OFF :  設定時間で表示します。

［8］ モニタ輝度調整 (2-8)

モニタの輝度を調整できます。

調整スイッチ (2-8A) の または で調整して

ください。

［9］ ホームスイッチ (2-9)

• 短押し :  1 ページ前へ戻ります。

• 長押し :  ホーム画面に戻ります。

☞ ホームスイッチ (2-9) の機能は、各確認

画面や設定画面にも同様に対応していま

す。

［10］ 表示ページ切替 (2-10)

押す毎に次ページの表示へ切り替わります。

☞ 表示ページ切替 (2-10) の機能は、各確

認画面や設定画面で複数ページある場合

にも同様に対応しています。

［11］  サーチャーフック切替 (2-11)

警 告

サーチャーフックは、実際の状態と必ず合わ

せてください設定を間違えると重大な事故を

引き起こす原因になります。

スイッチを押すと、サーチャーフックなし、

850kg サーチャーフック装着時、1.5t サー

チャーフック装着時を切り替えることができま

す。

• サーチャーフックなし :
装着していない場合に選択します。

• サーチャーフック 850kg :
850kg サーチャーフック装着時に選択しま

す。

• サーチャーフック 1.5t :
1.5t サーチャーフック装着時に選択します。
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［12］  SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替 (2-12)

警 告

巻過ぎ「ＯＦＦ」を選択するのはフックブロッ

クを取り外してサーチャーフックを使用する

場合のみとしてください。

フックブロックを取り付けてサーチャーフッ

クを使用する場合に「ＯＦＦ」にすると、巻

過ぎ防止装置が作動せず、フックブロックが

落下する危険があります。

サーチャーフック使用時の過巻防止装置機能の

ON/OFF を切り替えることができます。

• OFF :   巻過防止装置の機能を通常通り作動し

ます。

• ON :   巻過防止装置の機能を解除します。モ

ニタの巻過表示が常に緑色点灯しま

す。

☞ サーチャーフックを「SH」と省略して

表現している箇所があります。

☞ サーチャーフック巻過ぎ ON/OFF 切替

(2-12) はサーチャーフックのポジション

「SH1/SH2/SH3」を選択時のみユーザー

モードに表示されます。

［13］ 走行アラーム ON/OFF( オプション )
(2-13)

スイッチ (2-13) を押すと、走行アラームの ON
か OFF を切り替えることができます。

• ON :   走行操作時にアラームが鳴ります。

• OFF :   走行操作時にアラームが鳴りません。

☞ 走行アラーム有 / 無切替 (2-13) はサービ

スモードで「走行アラーム　有」の選択

時のみユーザーモードに表示されます。
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4.1.6.4    警告・メッセージ表示の説明

注 意

各種の警告モニタが赤色点灯したときは、すぐに作業を停止してください。その後、エンジンを停止、

またはローアイドリングにして該当箇所を点検し、適切に処置してください。

機械に異常が発生すると、モニタの警告表示部が赤色点灯します。

EMO

(1) 消耗品表示

(2) 異常表示

(3) エンジン油圧異常

(4) エンジン水温異常

(5) 充電量異常

(6) エラーコード表示

(7) 非常停止表示

(8) レバー中立異常表示

(9) 非常停止解除案内表示

(10) 非常停止解除スイッチ

☞ 警告表示、エラーコードが表示された場合には警告内容、エラー内容をよく確認してください。

エラーコードが表示されたら「6.8.4 エラーコード」の項を参照して、処置してください。
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［1］ 消耗品表示 (1)

消耗品の交換時期が近づく、または経過するこ

とで点灯して表示します。

• 黄色表示 :  消耗部品の交換時期が近づいてい 
   ます。部品の交換をしてください。

• 赤色表示 :  消耗部品の交換時期を過ぎていま 
   す。部品の交換をしてください。

警告表示が出た時は消耗品の交換を実施したの

ち、「4.1.6.3［5］ 消耗品表示 (2-5)」の項を参

照し、処置をしてください。

［2］ 異常表示 (2)

機体に異常が継続して発生していると警告表示

します。

同時にエラーコードなどが表示されますので確

認してください。

［3］ エンジン油圧異常 (3)

エンジン油圧系統に異常が発生していると警告

表示します。

運転中に点灯する場合は、エンジン油圧が低下

しています。すぐに運転を停止してエンジンオ

イルフィルタの目詰まり点検とエンジン潤滑油

量の点検を行ってください。

［4］ エンジン水温異常 (4)

エンジン水温系統に異常が発生していると警告

表示します。

運転中に点灯する場合は、エンジン冷却水温が

正常値を超えています。

すぐにエンジン回転数をローアイドリングにし

て、警告表示が消灯する ( エンジン冷却水温が

下がる ) まで待ってください。

その後、運転を停止してラジエータの水漏れ、

ラジエータコアの目詰まり、ラジエータベルト

の損傷や張りを点検してください。
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［5］ 充電量異常 (5)

充電系統に異常が発生していると警告表示しま

す。

運転中に点灯する場合は、充電系統が異常です。

すぐに運転を停止して、オルタネータベルトの

張りを点検してください。

［6］ エラーコード表示 (6)

現在エラーが発生している場合、エラーコード

を表示します。

エラーが複数同時に発生している場合は、ユー

ザーモードのエラー履歴表示で確認してくださ

い。

 ☞ 消耗品表示以外の各種異常が表示されて

いるときは、同時にエラーコードが表示

されます。エラーコードの内容は

「6.8.4 エラーコード」の項を参照し、

処置をしてください。

［7］ 非常停止表示 (7)

非常停止スイッチが押されているときに表示し

ます。

この表示が出ているときは、エンジンが作動し

ません。

［8］ レバー中立異常表示 (8)

以下の条件時に、走行またはクレーンの操作レ

バーのうちひとつでもレバー入力があるときに

表示し、同時に「ピピピ…」と音で知せます。

• スタータスイッチを「ON」位置にしてモニ

タの起動画面が表示されるときにレバー入力

がある。

• 非常停止解除をしたときにレバー入力があ

る。

• ラジコンで非常停止し、非常停止状態を解除

したときにレバー入力がある。

EAM39180

レバーを中立位置に戻
してください。

この表示が出ているときは、エンジンが作動し

ません。

表示が出たときは、レバー入力が無い状態で再

度操作を行ってください。
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［9］ 非常停止解除案内表示 (9)  
非常停止解除スイッチ (10)

ラジコンで非常停止スイッチが押されていると

きに表示します。

ラジコンの通信を確立させる、または送信機の

電源を切ると表示が消えます。

表示がされているときに機械本体側でレバー操

作する場合、モニタ右下の非常停止解除スイッ

チ (7) を押してください。

[ メッセージ表示 ]
機械の状態に応じて、モニタ画面に以下のよう

なメッセージが表示される場合があります。

• 複数のエラーが発生しています。

• アイドリング停止をお勧めします。

• 時刻設定を行ってください。

 ☞ モニタの設定により表示されない場合も

あります。 
表示有無の設定は当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

 ☞ 上記以外にもメッセージは存在します。

モニタ画面にメッセージが表示された場

合は、内容をよく確認し、メッセージに

従って対処してください。
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4.1.6.5   走行モード

(1) 前方カメラ映像 (2) 走行高速切換スイッチ

 ☞ 本項では「4.1.6.2 ホーム画面の説明」と異なる箇所について説明しています。

［1］ 前方カメラ映像 (1)

機械前方の画像が表示されます。 

［2］ 走行高速切換スイッチ (2)

走行速度モードの切り換えを行います。
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4.1.6.6   アウトリガ表示部各部の名称と説明

(1) アウトリガ接地ランプ 1
(2) アウトリガ接地ランプ 2
(3) アウトリガ接地ランプ 3
(4) アウトリガ接地ランプ 4
(5) アウトリガ張出ランプ 1
(6) アウトリガ張出ランプ 2
(7) アウトリガ張出ランプ 3
(8) アウトリガ張出ランプ 4

(9) アウトリガ長ランプ 1
(10) アウトリガ長ランプ 2
(11) アウトリガ長ランプ 3
(12) アウトリガ長ランプ 4
(13) ブーム格納ランプ

(14) 作業範囲表示

(15) ブーム旋回位置表示

(16) 操作者保護規制表示
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警 告

• 検出スイッチ類を取り外したり、分解修理し

ないでください。また、検出スイッチ類を元

の位置から他の場所に移設しないでくださ

い。

• 検出スイッチ類に物を当てたり、損傷を発見

した場合は、必ずアウトリガ表示部の各ラン

プの点灯、クレーンインターロック機能およ

びアウトリガインターロック機能の作動状態

を確認してください。異常があった場合は、

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

［1］ アウトリガ接地ランプ (1)~(4)

アウトリガが接地していることを点灯して知ら

せます。

• 緑色点灯 :
アウトリガの受け皿 (3) が接地したとき

• 赤色点灯 :
アウトリガの受け皿 (3) が浮いたとき ( 格納 )

☞ アウトリガの受け皿 (3) の状態は、イン

ナーボックス (2) 先端部の検出ピン (1)
とインナーボックス内部の検出スイッチ

により検出されます。

［2］ アウトリガ張出ランプ (5)~(8)

アウトリガが張り出していることを点灯して知

らせます。

• 緑色点灯 :
ポジションピン (2) が差し込まれたとき

( 張出 )
• 赤色点灯 :
ポジションピン (2) が抜き出されたとき

( 格納 )

☞ ポジションピン (2) の抜き差しは、アウ

トリガロータリ部の検出スイッチ (1) に
より検出されます。
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［3］ アウトリガ長ランプ (9)~(12)

アウトリガ長の状態を 3 段階で点灯、消灯し

て知らせます。

• 3 段階目まで点灯 :  
アウトリガ長が最大状態のとき

• 2 段階目まで点灯 :  
アウトリガ長が最大状態から少しでも外れ

て、2 段階目のランプが消灯する状態になる

までの間のとき

• 1 段階目点灯 :  
アウトリガ長が 2 段階目から少しでも外れ

て、最小状態のとき

［4］ ブーム格納ランプ (13)

ブームが格納されていることを点灯して知らせ

ます。

• 緑色点灯 :  
ブーム格納状態

• 黄色点灯 :  
旋回格納位置のみ格納状態

• 赤色点灯 :  
旋回格納位置・ブーム最伏せ位置が未格納状

態

［5］ 作業範囲表示 (14)

アウトリガの張出状態におけるクレーンの作業

範囲を表示します。

各作業範囲での吊り能力を青色点灯、黄色点灯、

橙色点灯、赤色点灯で表示します。

• 青色点灯 :  
最大定格総荷重で作業が可能

• 黄色点灯 :  
中間定格総荷重で作業が可能

• 橙色点灯 :  
最小定格総荷重で作業が可能

• 赤色点灯 :  
作業禁止

［6］ ブーム旋回位置表示 (15)

作業範囲表示に対して、現在のブームの旋回位

置を作業範囲表示と同じ色分けで扇状に表示し

ます。

アウトリガ操作中画面では常に消灯します。

［7］ 操作者保護規制表示 (16)

現在のブーム起角度とブーム旋回角度が、旋回

操作が制限される範囲にあることを点灯して知

らせます。

制限角度は「5.1.19 旋回操作」の項を参照し

てください。

• 緑色点灯 :   
ブーム起角度とブーム旋回角度が制限範囲外

のとき
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• 赤色点滅 :   
ブーム起角度とブーム旋回角度が制限範囲内

のとき

 ☞ 旋回規制範囲では、伏操作も禁止されま

す。
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4.1.7  モーメントリミッタ ( 過負荷防止装置 )

4.1.7.1   モーメントリミッタの構成

(1) モニタ

(2) オーバーライドスイッチ

(3) サブコントローラ (TTC30X)( ポスト右側

面カバー内部 )
(4) 四色灯

(A) 赤色灯 ( 負荷率 100% 以上警告灯 )
(B) 黄色灯 ( 負荷率 90~100% 未満予報灯 )
(C) 緑色灯 ( 負荷率 90% 未満作動灯 )

(5) ブーム長さ計 ( ブーム内 )
(6) ブーム角度計 ( ブーム後端側面部 )
(7) 圧力センサ ( 起伏シリンダ部 )(2 個 )
(8) 過巻警報検出器 ( ブーム先端側面部 )
(9) アウトリガ位置検出スイッチ

(10) メインコントローラ (TTC540)( リアカバー

内部 )
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4.1.7.2    モーメントリミッタの働き

危 険

• ブーム角度計、ブーム長さ計、圧力センサ

等の検出器を取り外したり、分解修理をし

ないでください。また、検出器を元の位置

から他の場所に移設しないでください。

• 検出器に物を当てたり、損傷を発見した場

合は、必ず自動停止の作動状態を確認して

ください。 
自動停止の作動状態に異常があった場合は、

必ず修理をしてください。

• 異常が発生した場合や荷重試験をするとき

以外は、オーバーライドスイッチを「ON」

にしないでください。オーバーライドスイッ

チを「ON」の状態にすると、モーメントリ

ミッタの機能が停止します。この状態でク

レーン作業を行うと、オーバーロードによ

る吊り荷の落下やブームの破損、本機械の

転倒など、死亡または重傷にいたる重大な

人身事故を引き起こす原因になります。 
なお、オーバーライドスイッチを「ON」の

状態にすると、警報ブザーが断続音で鳴っ

て知らせます。

• クレーン旋回動作は、クレーンがオーバー

ロードになっても自動停止はしません。オー

バーロード時は、クレーンを旋回しないで

ください。

• ブーム操作時、停止位置が近づいたときは、

必ずブームの作動速度を低速にしてくださ

い。 
ブームの作動速度が速いと、規定の停止位

置を超える場合があり、機械の転倒など、

死亡または重傷にいたる重大な事故の原因

になります。

モーメントリミッタは、オーバーロードによる

吊り荷の落下やブームの破損、機械の転倒など

を防止するために取り付けられた装置です。

クレーン作業をする前には、必ずモーメントリ

ミッタの作動点検をし、異常のないことを確認

してください。

［1］ モーメントリミッタの仕組み

モーメントリミッタは、ブーム角度計とブーム

長さ計によってブームの現在の姿勢を知り、ア

ウトリガ位置検出スイッチでアウトリガの張出

状態を知り、さらにワイヤ掛数 ( 運転者の入力 )
を知ることにより、現在の状態での「定格総荷

重」を計算します。

ここで、実際に荷を吊り上げると、起伏シリン

ダ部の圧力センサによって「実荷重」( 吊り上

げ荷重 ) がモーメントリミッタに知らされま

す。

モーメントリミッタは、現在の姿勢で算出した

「定格総荷重」と「実荷重」( 吊り上げ荷重 ) を
比較計算し、結果が「実荷重 / 定格総荷重

=90~100%」であれば警報を発します。

計算結果が「実荷重 / 定格総荷重 =100% 以上」

であれば警報を発するとともに、ブームの作動

を自動停止します。

XAM21671

定格総荷重

t0.0

実荷重

t0.0

［2］ 過負荷警報

1. 安全領域 (「実荷重」が「定格総荷重」の

90% 未満 )
- 四色灯の緑色が点滅します。

- 負荷率表示が緑色で点灯します。
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2. 予報警報 (「実荷重」が「定格総荷重」の

90~100% 未満 )
 - 四色灯の黄色が点滅します。

 - 負荷率表示が黄色で点灯します。

 - 警報ブザーが断続音「ピッ、ピッ、」と発

します。

3. 限界警報 (「実荷重」が「定格総荷重」の

100% 以上 )
 - 四色灯の赤色が点滅します。

 - 負荷率表示が赤色で点灯します。

 - 警報ブザーが連続音「ピー」と発します。

 - クレーンの危険側作動が自動停止します。

EAM38021

赤色
(負荷率100％以上時点滅)

黄色
(負荷率90～100％時点滅)

緑色
(負荷率90％未満時点滅)

4. 限界警報自動停止の解除  
自動停止したときは、速やかに復元操作を

行ってください。  
復元操作は「4.1.7.2［2］ 自動停止からの

復元操作」の項を参照してください。

［3］ 作業範囲制限警報

作業範囲制限の設定値に近づくと、警報を発し

て運転者や周囲の人に知らせます。

作業範囲制限の設定値は、スタータスイッチを

「OFF」( 切 ) 位置にしても最後の状態を記憶し

ています。

 ☞ 作業範囲制限の設定値の設定方法は、

「4.1.7.5 モーメントリミッタ作業範囲

制限の設定」の項を参照してください。

 ☞ 使用状況により、警報ブザーや四色灯の

表示が異なる場合があります。

作業範囲が設定してある場合、つぎのようにな

ります。

1. 安全領域  
該当する作業範囲制限の表示が橙色に点灯

します。

2. 予報警報

• 予報警報域にいる時は、該当する作業範

囲制限の表示が橙色に点滅します。

• 操作レバーを制御方向に入力した際は、

警報ブザーが断続音「ピッ、ピッ、」と

鳴ります。

3. 限界警報

• 限界警報域にいる時は、該当する作業範

囲制限の表示が橙色に点滅します。

• 操作レバーを制限方向に入力した際は、

警報ブザーが連続音「ピー」と鳴ります。

• 四色灯の黄色が点滅します。

• 該当するクレーンの作動が自動停止しま

す。
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［4］  巻過防止装置

重 要

フックを巻き上げるときは、フックとブームの

間隔に注意してください。

ブームを伸ばすとフックも巻き上げられます。

常にフックの高さを確認しながら、ブーム伸長

操作をしてください。

(1) フックブロック

(2) 巻過防止装置

(3) ウエイト

(4) ブーム

フックブロック (1) がブーム (4) の先端に近づ

いて巻過検出ウエイト (3) を押し上げることに

より、巻過防止装置 (2) で巻過ぎ状態を検出し、

フックの巻過ぎを防止します。

フックの巻き上げ、またはブームを伸長したと

きに、フックを巻き上げ過ぎると以下の状態に

なります。

• モニタの過巻表示が赤色点灯します。

• 警報ブザーが連続音「ピー」と発します。

• フック巻き上げ、ブーム伸長、ブーム起動作

が自動停止します。

自動停止したときは、速やかに復元操作を行っ

てください。

復元操作は、フック巻き下げ操作、ブーム縮小

操作、ブーム伏操作をしてください。

［5］ 過巻下防止装置

フックを巻き下げ、ウインチドラム内のワイヤ

ロープが少なくなると以下の状態になります。

• モニタの過巻下表示が赤色点灯します。

• フック巻き下げ操作を行うと、警報ブザーが

断続音「ピー、ピー」と発します。

• フック巻き下げ動作が自動停止します。巻き

下げ操作が自動停止したときは、速やかに復

元操作を行ってください。復元操作は、フッ

ク巻上操作を行うことで正常となります。

［6］ ワイヤ掛数切替

警 告

• モニタのワイヤ掛け数変更は、クレーン操

作を中断してから行ってください。クレー

ン操作中に行うと、思わぬ事故を引き起こ

す原因になります。

• モーメントリミッタのワイヤ掛数表示と、

実際のワイヤ掛け数を必ず合わせてからク

レーン作業をしてください。ワイヤの掛け

数を間違えると、重大な事故を引き起こす

原因になります。

ワイヤロープは、1 本当たりの安全荷重が決め

られています。

最大つり上げ荷重に合わせて、掛け数を決めて

ください。

実際のフックのワイヤの掛け数とモーメントリ

ミッタのワイヤ掛数表示の値を必ず合わせてく

ださい。
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ワイヤ掛数の設定値は、スタータスイッチを

「OFF」( 切 ) 位置にしても最後の状態を記憶し

ています。

4 2 1

HY30158-1

 ☞ 実荷重が 0.3t 以上の場合、掛け数の切

替ができません。掛け数の変更ができな

い場合、実荷重表示が点滅して知らせま

す。

［7］ アウトリガ張出し検出

アウトリガの張り出し状態を、4 基の各アウト

リガにそれぞれ装着したリミットスイッチで検

知し、状態に合わせて定格総荷重を変化させま

す。

［8］ モーメントリミッタ異常発生メッセージ

の表示

モーメントリミッタは、ブーム角度計、ブーム

長さ計、圧力センサに異常が発生したり、配線

の切断、コネクタの外れなどが発生すると、モ

ニタにエラーコードを表示し、運転者に知らせ

ます。

エラーコードが表示されたときは、直ちにク

レーンの使用を中止して、「6.8.4 エラーコー

ド」の項を参照し、処置してください。
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［四色灯の表示色について］

表示色 点灯状態 点灯条件

全色 点滅 • 起動後 3 秒間

赤 点滅 • 負荷率が 100% 以上

• 旋回禁止範囲に入っている

• フック格納中

• ブーム格納中

• オーバーライドスイッチが「ON」の状態

黄 点滅 • 負荷率が 90% 以上 100% 未満

• ( ただし、負荷率が 100% 以上になった場合、一度 90% 未満に復帰

しないと、90% 以上 100% 未満でも赤色点滅 )
• 作業範囲規制によりクレーンが停止している

緑 点滅 • 負荷率が 90% 未満

• 走行モード中 ( 走行レバーを引き上げた状態 )

青 点灯 • ラジコン送信機との通信が確立したとき。

- 消灯 • スタータスイッチが「OFF」の状態

四色灯の表示色は点灯条件が複数ある場合、以下の優先順位で表示されます。

「 赤点滅 > 黄点滅 > 緑点滅 」
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4.1.7.3   モーメントリミッタの作動

モーメントリミッタは、万一のための装置です。

装置に頼った操作は、かえって危険を招きます。

クレーンが自動停止しないように、十分注意し

て操作してください。

［1］ 自動停止後の禁止操作事項

危 険

クレーンが過負荷によって自動停止した後は、

つぎのクレーン作業は禁止します。

機械が転倒したり、ブームが折損するなど、

非常に危険です。

• ブーム伏操作

• ブーム伸操作

• フック巻き上げ操作

• クレーン旋回操作 ( 作動条件により )

［2］  自動停止からの復元操作

危 険

• 一度自動停止すると、負荷率を 90% 未満 ( 四
色灯 : 緑色 ) の安全領域まで下げないと復

元できません。

• モーメントリミッタの負荷率表示が 90% 以

上でのクレーン作業は、必ずモータの回転

数を低速にして、慎重な操作をしてくださ

い。

• モータの回転数を高速にしてクレーン作業

をすると、吊り荷が振れてオーバーロード

になり、機械が転倒したり、ブームが折損

するなどし、非常に危険です。

1. 負荷率「90% 未満」時 
吊り上げ荷重が定格総荷重の 90% 未満に

あると、通常の使用状態を示す四色灯の緑

色が点滅します。

2. 負荷率「90~100% 未満」時 
吊り上げ荷重が定格総荷重の 90%( 予報警

報 ) になると、四色灯が緑色から黄色に変

わり、警報ブザーが断続音で鳴って、定格

総荷重に近づいたことを運転者や周囲の人

に知らせます。
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3. 負荷率「100% 以上」時  
吊り上げ荷重が定格総荷重の 90%( 予報警

報 ) を超え、さらにクレーン作業を続けて

吊り上げ荷重が定格総荷重の 100% 以上

になると、四色灯が黄色から赤色に変わり、

警報ブザーが連続音で鳴って、つぎのク

レーンの各動作が自動停止します。

• フック巻き上げ動作

• ブーム伸長動作

• ブーム伏動作

• クレーン旋回操作 ( 作動条件により）
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4. 自動停止からの復元操作  
過負荷による自動停止からの復元操作は、自動停止したときのクレーン動作とは逆の動作になる

ように、つぎのいずれかの操作をしてください。

(1) フック巻き下げ操作をし、吊り荷を地面に降ろしてください。

(2) ブーム起操作をしてください。吊り荷は、なるべく低い位置になるように巻き下げてください。

(3) ブーム縮操作をしてください。
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4.1.7.4   モーメントリミッタ表示部の説明

(1) 負荷率表示

(2) 実荷重表示

(3) 定格総荷重表示

(4) ブーム長表示

(5) ブーム角度表示

(6) 揚程表示

(7) 作業半径表示

(8) 旋回角度表示

(9) ブーム段数表示

(10) ワイヤ掛数表示

(11) 巻過表示

(12) 過巻下表示

(13) 揚程上限スイッチ

(14) ブーム角度上限 / 下限スイッチ

(15) 作業半径上限スイッチ

(16) 旋回角度規制スイッチ

(17) 設定確認 / 解除スイッチ

(18) 揚程上限表示

(19) ブーム角度上限表示

(20) ブーム角度下限表示

(21) 作業半径上限表示

(22) 右旋回角度規制表示

(23) 左旋回角度規制表示
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［1］ 負荷率表示 (1)

モーメントリミッタ荷重負荷率の状態を負荷率

の変動に従って、バーに点灯させて知らせます。

• 負荷率表示 100~110( 負荷率「100% 以上」) :
赤色

• 負荷率表示 90( 負荷率「90~100% 未満」) :
黄色

• 負荷率表示 0~80( 負荷率「90% 未満」) :   
緑色

［2］ 実荷重表示 (2)

クレーン作業中、吊り上げた荷の実荷重を常時

表示します。

実荷重は、フックの質量を含む、吊り上げた荷

+ 吊り金具の合計の質量を表示します。何も

吊っていないときは、「0.0」~「0.1」を表示し

ていれば正常です。この範囲以外の場合は、当

社または当社販売サービス店にお問い合わせく

ださい。

 ☞ 荷重検出の構造上、ブーム起伏時は実荷

重表示の数値が変化します。ブーム起操

作時は実荷重の数値が高く変化します

が、故障ではありません。

 ☞ クレーン停止時でも、荷振れがあると、

実荷重表示の数値が変化します。

［3］ 定格総荷重表示 (3)

フックのワイヤ掛け数、作業半径などの条件に

よって算出された、現在吊り上げ可能な定格総

荷重 (フック質量+吊り具質量+吊り上げ荷重 )
が表示されます。

［4］ ブーム長表示 (4)

クレーン作業中、現在のブーム長を常時表示し

ます。

ブーム長とは、ブームの根元ピンから先端ブー

ムのシーブピンまでの距離をいいます。

［5］ ブーム角度表示 (5)

クレーン作業中、現在のブーム角度を常時表示

します。

ブーム角度とは、ブームと水平線との間になす

角度をいいます。
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［6］ 揚程表示 (6)

クレーン作業中、現在のブーム状態での最大揚

程を常時表示します。

揚程とは、地上からフック下端までの垂直距離

をいいます。

 ☞ 揚程表示は現在のフックの位置を表す値

ではありません。巻き過ぎ検出状態まで

フックを巻き上げたときの揚程を示しま

す。

［7］ 作業半径表示 (7)

クレーン作業中、現在の作業半径を常時表示し

ます。

作業半径とは、クレーンの旋回中心からフック

中心までの水平距離をいいます。

［8］ 旋回角度表示 (8)

クレーン作業中、現在の旋回角度を常時表示し

ます。

旋回角度とは、ブームの格納位置を 0 度とし

て旋回した角度をいいます。

［9］ ブーム段数表示 (9)

クレーン作業中、現在のブーム段数を常時表示

します。
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［10］ ワイヤ掛数表示 (10)

クレーン作業中、現在のワイヤ掛け数を常時表

示します。

［11］ 巻過表示 (11)

クレーン作業中、フックが巻過ぎ状態になると

赤色点灯します。

サーチャーフック使用時に巻過防止装置を

「OFF」に設定している場合のみ緑色点灯しま

す。

［12］ 過巻下表示 (12)

クレーン作業中、フックを巻き下げてウインチ

ドラムから巻き出したワイヤ長が最大になる

と、巻き下げ動作が停止して赤色点灯します。

［13］ 揚程上限スイッチ (13)、揚程上限表示

(18)、ブーム角度上限 / 下限スイッチ (14)、
ブーム角度上限表示 (19)、ブーム角度下

限表示 (20)、作業半径上限スイッチ (15)、
作業半径上限表示 (21)、旋回角度規制ス

イッチ (16)、右旋回角度規制表示 (22)、
左旋回角度規制表示 (23)

作業範囲が限られている場合などに、規制した

い作業範囲まで実際にブームを動作させ該当す

るスイッチを長押しすると動作規制を設定する

ことができます。

設定されると表示が青色から橙色に変わりま

す。

［14］ 設定確認 / 解除スイッチ (17)

現在設定している作業範囲制限の設定値を確認

できます。

スイッチを押すと約 5 秒間設定値が表示され

ます。

現在設定している全ての作業範囲制限の設定値

を解除できます。

スイッチを長押しすると、全ての設定値が解除

されます。
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4.1.7.5    モーメントリミッタ作業範囲制

限の設定

警 告

• モーメントリミッタによって作業範囲を

制限した場合でも、ブームを高速で操作

すると設定値を超える場合があります。

作業範囲を設定するときは、必ず障害物等と

の距離に余裕をもった設定をしてください。

また、クレーン操作は、低速で行ってくだ

さい。

• ブーム作業範囲制限の設定後は、必ずブー

ムが設定位置で停止することを確認してく

ださい。

作業場所などの問題でブーム作業範囲が限られ

ている場合に、ブームの作業範囲を任意の範囲

で設定することができます。

☞ 各制限の表示色について以下の状態を示

しています。

- 青色 : 制限設定なし

- 黄色 :  制限設定条件選択中 (5 秒間無操作

で青色または橙色に復帰 )
- 橙色 : 制限設定中

［1］ 揚程上限の設定・解除

揚程制限は、ブーム先端の高さを検出して行わ

れますが、表示パネルの揚程表示は、巻き過ぎ

検出状態までフックを巻き上げたときの揚程を

示します。

揚程上限が設定された状態で、ブームが予報警

報域または上限停止状態になると、モニタの揚

程上限表示が橙色に点滅します。

• 設定

上限値が設定されていない状態でブームを設定

したい揚程にし、スイッチを長押ししてくださ

い。

モニタ表示が橙色に変化し、揚程が上限値とし

て設定されます。

☞ 実作業の前には、ブームが設定揚程で自

動停止するか、必ず確認してください。

ブームが自動停止しない場合は、上記手

順で揚程を再度設定し直してください。

☞ ブームが予報警報域で起操作、伸操作を

したときのみ、警報音が断続で鳴ります。

☞ ブームが上限停止状態で起操作、伸操作

をしたときのみ、警報音が連続で鳴りま

す。

☞ スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置

にしても、設定値は記憶されています。

• 解除

上限値が設定されている状態で、スイッチを長

押ししてください。モニタ表示が青色に変化し、

上限値の設定が解除されます。

［2］ ブーム角度上限 / 下限の設定・解除

ブーム角度上限または下限が設定された状態

で、ブームが予報警報域または上限停止状態に

なると、モニタ表示が橙色に点滅します。

• 設定

上限値・下限値が設定されていない状態でブー

ムを設定したい角度にし、スイッチを押してく

ださい。黄色の表示が出て上限と下限の選択が

できます。スイッチを押す毎に上限と下限が切

り替わります。

設定したい方に黄色を合わせて、スイッチを長

押ししてください。
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モニタ表示の上限値が橙色に変化し、ブーム角

度が上限値または下限値として設定されます。

 ☞ 実作業の前には、ブームが設定角度で自

動停止するか、必ず確認してください。

ブームが自動停止しない場合は、上記手

順でブーム角度を再度設定し直してくだ

さい。

 ☞ ブームが上限の場合は予報警報域で起操

作をしたときのみ、下限の場合は予報警

報域で伏操作をしたときのみ、警報音が

断続で鳴ります。

 ☞ ブームが上限の場合は上限停止状態で起

操作をしたときのみ、下限の場合は下限

停止状態で伏操作をしたときのみ、警報

音が連続で鳴ります。

 ☞ スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置

にしても、設定値は記憶されています。

• 解除

上限値または下限値が設定されている状態で、

スイッチを押してください。橙色の表示部が黄

色で選択されます。スイッチを押す毎に選択が

切り替わります。解除したい方に黄色を合わせ

てスイッチを長押ししてください。モニタ表示

が青色に変化し、上限値または下限値の設定が

解除されます。

［3］ 作業半径上限の設定・解除

作業半径上限が設定された状態で、ブームが予

報警報域または上限停止状態になると、モニタ

表示が橙色に点滅します。

• 設定

上限値が設定されていない状態でブームを設定

したい作業半径にし、スイッチを長押ししてく

ださい。

モニタ表示の上限値が橙色に変化し、作業半径

が上限値として設定されます。

 ☞ 実作業の前には、ブームが設定作業半径

で自動停止するか、必ず確認してくださ

い。ブームが自動停止しない場合は、上

記手順で作業半径を再度設定し直してく

ださい。

 ☞ ブームが予報警報域で伏操作、伸操作を

したときのみ、警報音が断続して鳴りま

す。

 ☞ ブームが上限停止状態で伏操作、伸操作

をしたときのみ、警報音が連続で鳴りま

す。

 ☞ スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置

にしても、設定値は記憶されています。

• 解除

上限値が設定されている状態で、スイッチを長

押ししてください。モニタ表示が青色に変化し、

上限値または下限値の設定が解除されます。

［4］ 旋回角度規制の設定・解除

旋回角度規制が設定された状態で、旋回角度が

予報警報域または停止状態になると、モニタ表

示が橙色に点滅します。

• 設定

旋回角度規制が設定されていない状態でブーム

を設定したい角度まで旋回し、スイッチを押し

てください。一度スイッチを押すと黄色の表示

が出て右旋回と左旋回の選択ができます。ス

イッチを押す毎に右旋回と左旋回が切り替わり

ます。設定したい方に黄色を合わせて、スイッ

チを長押ししてください。
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モニタ表示の規制が橙色に変化し、旋回角度規

制が設定されます。

☞ 実作業の前には、ブームが設定角度で自

動停止するか、必ず確認してください。

ブームが自動停止しない場合は、上記手

順でブーム角度を再度設定し直してくだ

さい。

☞ 右旋回角度規制をした場合は予報警報域

で右旋回をしたときのみ、左旋回角度規

制をした場合は予報警報域で左旋回をし

たときのみ、警報音が断続で鳴ります。

☞ 右旋回角度規制をした場合は旋回停止状

態で右旋回をしたときのみ、左旋回角度

規制をした場合は旋回停止状態で左旋回

をしたときのみ、警報音が連続で鳴りま

す。

☞ スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置

にしても、設定値は記憶されています。

• 解除

旋回角度が設定されている状態で、スイッチを

押してください。橙色の表示部が黄色で選択さ

れます。スイッチを押す毎に選択が切り替わり

ます。解除したい方に黄色を合わせてスイッチ

を長押ししてください。モニタ表示が青色に変

化し、旋回角度規制の設定が解除されます。

［5］ 設定の確認・解除

• 設定確認

現在設定している作業範囲制限の設定値を確認

できます。

スイッチを押すと約 5 秒間設定値が表示され

ます。

ブーム角度上限はブーム長に表示されます。

• 設定解除

現在設定している全ての作業範囲制限の設定値

を解除できます。

スイッチを長押しすると、全ての設定値が解除

されます。

4.1.7.6    オーバーライドスイッチ

警 告

オーバーライドスイッチは、モーメントリミッ

タの機能を無効にする機能があります。

このスイッチを「ON」にしてから 3 分間は、

モーメントリミッタで自動停止せず、クレー

ンが非常に危険な状況になります。この状況

でクレーン作業を続けると、吊り荷の落下や

ブームの破損、機械の転倒など、死亡または

重傷にいたる重大な人身事故を引き起こす原

因になります。

このスイッチは、モーメントリミッタの故障

時またはクレーンの荷重試験をする場合に

限って使用してください。通常のクレーン作

業中は、スイッチのキーを抜き取っておいて

ください。

特につぎのような使い方は、絶対にしてはい

けません。

• 荷を吊り上げるとき、このスイッチを「ON」

にした状態で、フックを巻き上げてはいけ

ません。

• 荷の荷重が定格総荷重を超えていてもモー

メントリミッタが検出できず、ウインチワ

イヤロープ切断による吊り荷の落下やブー

ムの破損、機械の転倒などの原因になりま

す。

• クレーン作業中、モーメントリミッタが定

格総荷重を超えた状態を検出し、動作を自

動停止させた後、このスイッチを「ON」に

した状態で、巻き上げ操作、ブーム伏操作、

ブーム伸操作をしてはいけません。ブーム

の破損や機械の転倒などの原因になります。

• フックを格納するときは、フック格納スイッ

チを使用してください。このスイッチを使

用してフックの巻き上げ操作をすると、巻

き過ぎ状態になっても自動停止せず、フッ

クがブームに激突したり、ウインチワイヤ

ロープが切断します。
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オーバーライドスイッチは、モーメントリミッ

タ故障時またはクレーンの荷重試験を行うとき

に限って使用してください。

• ON( 解除 ) :   スイッチにキーを差し込ん

で、一度「ON」位置まで回

すと、モーメントリミッタの

停止機能が解除されます。

• OFF( 通常 ) :   この位置でキーの抜き差しが

できます。

☞ モーメントリミッタの機能を解除する

と、機械は以下の状態になります。

- 四色灯の赤色灯が点滅します。

- スイッチボックスの LED が点灯します。

- ブザーが断続して鳴ります。

- クレーンの動作速度が OFF( 通常 ) 時に比

べて低速に制限されます。

☞ 一度スイッチを「ON」にすると「OFF」
位置に戻しても 3 分間経過しない限り

はモーメントリミッタの停止機能は解除

された状態になります。

ただし、機械本体の状態によって、これ

らの動作は変わることがあります。

スタータスイッチのキーを OFF にするとオー

バーライド機能も OFF( 通常 ) になります。

4.1.8    運転席

(1) バックシート

(2) シート

(3) スライド調整レバー

(4) リクライニング調整レバー

警 告

• 運転操作をする前には、運転席の調整を行っ

てください。特に他の人が使用した後は、

必ず調整してください。

• 運転席のバックシートに背中を押し付けた

状態で、十分にアクセルペダルやクレーン

操作レバー、走行レバーの操作ができるよ

うに、運転席の調整を行ってください。

• 機械の走行中には、絶対に運転席の調整を

行ってはいけません。

［1］ シート前後スライド調整

スライド調整レバー (3) を使用して調整をして

ください。

1. スライド調整レバー (3) を左方向に押した

まま、シート (2) を前後させてください。
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2. シート (2)の調整後は、スライド調整レバー

(3) から手を離してください。 
シート (2) は、その位置で固定されます。

☞ 前後スライド調整量は「120mm」で、6
段階の調整ができます。

［2］ リクライニング調整

リクライニング調整レバー (4) を使用して調整

をしてください。

1. リクライニング調整レバー (4) を前方に押

したまま、バックシート (1) を前後させて

ください。

2. バックシート (1) の調整後は、リクライニ

ング調整レバー (4) から手を離してくださ

い。 
バックシート (1) は、その位置で固定され

ます。

☞ リクライニング調整角度は「75 度」で、

前傾 7 段階、後傾 23 段階の調整ができ

ます。

4.1.9    マシナリカバー

警 告

• マシナリカバーを取り外す前には、必ずエ

ンジンを停止し、スタータスイッチのキー

を抜いておいてください。

• マシナリカバーを取り外すときは、作業終

了直後等のエンジンが熱い状態では行わな

いでください。

重 要

クレーン格納状態でもマシナリカバーの着脱

作業は可能ですが、アウトリガを張り出して

ブームを少し上げると格納時よりも作業ス

ペースが確保でき、作業しやすくなります。

［1］ マシナリカバーの取り外し

マシナリカバー内の点検整備を行うときは、つ

ぎの手順でマシナリカバーを取り外してくださ

い。

1. すべてのアウトリガをマシナリカバーが外

せる角度まで開いてください。

2. 左側マシナリカバー (1)、右側マシナリカ

バー (2) の固定ボルト (3)(10 本 ) を取り外

してください。

☞ 固定ボルトは、上面に 4 本、側面に 6
本 ( 左右各 3 本 ) 使用しています。

3. 左側マシナリカバー (1) を横へ引いて取り

外してください。

4. 右側マシナリカバー (2) を横へ引いて取り

外してください。
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［2］ マシナリカバーの取り付け

マシナリカバー内の点検整備が完了したら、つ

ぎの手順でマシナリカバーを取り付けてくださ

い。

1. 右側マシナリカバー (2) を元の位置にセッ

トしてください。

2. 左側マシナリカバー (1) を元の位置にセッ

トしてください。

3. 左側マシナリカバー (1)、右側マシナリカ

バー (2) の固定ボルト (10 本 ) を確実に締

め付けてください。

4. すべてのアウトリガを内側に回転させ、格

納してください。

4.1.10    リアカバー

［1］ リアカバーの取り外し

リアカバー内の点検整備を行うときは、つぎの

手順でリアカバーを取り外してください。

1. リアカバー (1) の固定ボルト (2)(5 本 ) を
取り外してください。

2. リアカバー (1) を取り外してください。

［2］ リアカバーの取り付け

リアカバー内の点検整備が完了したら、つぎの

手順でリアカバーを取り付けてください。

1. リアカバー (1) を元の位置にセットしてく

ださい。

2. リアカバー (1) の固定ボルト (2)(5 本 ) を
確実に締め付けてください。

4.1.11   ヒューズの説明

注 意

ヒューズを点検、交換するときは、必ずスター

タスイッチを「OFF」( 切 ) 位置にしてください。

重 要

ヒューズは、電装品や配線を焼損から保護しま

す。

• ヒューズは、ブレードヒューズを使用してい

ます。ヒューズが腐食して白い粉をふいてい

たら、必ず交換してください。

• ヒューズが溶断していた場合は、必ずその回

路の原因を調べ、修理してから交換してくだ

さい。

• ヒューズを交換する場合は、必ず同容量のブ

レードヒューズと交換してください。

ヒューズボックスは、モニタの下方に装備され

ています。
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[ ヒューズ容量と回路の名称 ]

（11）

（12）（14）（16）（18）（20）
（13）（15）（17）（19）

（1）（3）（5）（7）（9）
（2）（4）（6）（8）（10）

No. 容量 接続表

(1) 10A キースイッチ

(2) 5A M-ECU 制御電源

(3) 25A M-ECU 出力電源

(4) 5A ホーン電源

(5) 5A IOT(BAT)

(6) - -

(7) - -

(8) - -

(9) - -

(10) - -

(11) 5A 上部電源

(12) 5A 傾斜センサ電源

(13) 5A IOT(ACC)

(14) 5A オーバーライドユニット

(15) - -

(16) 10A レギュレータ IG

(17) 5A 動力始動電源

(18) 5A R/C 電源

(19) 5A モード制御、スイッチ照光

(20) 15A アウトリガ・アンロード電源

4.1.12   コントローラ

重 要

• 水や泥、ジュースなどをコントローラにか

けないでください。故障を起こす恐れがあ

ります。

• コントローラに異常が発生した場合は、自

分で修理せず、当社または当社販売サービ

ス店に点検、修理を依頼してください。

［1］ メインコントローラ (TTC540)

リアカバー内に、メインコントローラ (TTC540)
が装着されています。

［2］ サブコントローラ (I/O ユニット )  
(TTC30X)

ポスト右側面のカバー内に、サブコントローラ

(I/O ユニット )(TTC30X) が装着されています。
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第 5 章   
運転編



5.1  運転操作

5.1.1    作業開始前点検

この項に示す内容は、1 日の最初の作業開始前

に見回り点検で行ってください。

5.1.1.1    見回り点検

点検内容は「6.7.4.1 見回り点検」の項を参照

してください。

5.1.1.2   エンジン始動前の点検

点検内容は「6.7.4.2 エンジン始動前の点検」

の項を参照してください。

5.1.1.3   エンジン始動後の点検

点検内容は「6.7.4.3 エンジン始動後の点検」

の項を参照してください。

5.1.2    エンジンの始動

危 険

エンジンの運転中は、絶対に燃料 ( 軽油 ) を補

給しないでください。

燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止

させてください。

警 告

エンジンを始動するときは、周囲に人がいな

いか、障害物がないか確認し、ホーンを鳴ら

してからエンジンを始動してください。

5.1.2.1   通常のエンジンの始動

重 要

• 気温が低く、エンジンが始動しにくい場合

は、「5.1.2.2 寒冷時のエンジンの始動」の

項を参照し、エンジンの始動操作を行って

ください。

• スタータは、5 秒以上続けて回さないでく

ださい。バッテリの放電を促進します。 
始動に失敗したときは、1 分間くらい間を

おいてから、再び始動操作をしてください。

• エンジンを始動する前に、ウォータセパレー

タポットの燃料レバーが垂直位置 ( 開 ) に
なっているか、確認してください。

1. アクセルペダル (6)を軽く踏み込みながら、

エンジンを低速回転にしてください。

2. スタータスイッチにキーを差し込み、

「START」( 始動 ) 位置まで回してください。

3. エンジンが始動したら、キーから手を離し

てください。

キーは、自動的に「ON」( 入 ) 位置に戻ります。
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5.1.2.2    寒冷時のエンジンの始動

重 要

• スタータは、5 秒以上続けて回さないでく

ださい。バッテリの放電を促進します。 
始動に失敗したときは、1 分間くらい間を

おいてから、再び始動操作をしてください。

• エンジンを始動する前に、ウォータセパレー

タポットの燃料レバーが垂直位置 ( 開 ) に
なっているか、確認してください。

気温が低くなったときのエンジンの始動は、つ

ぎのように行ってください。

1. スタータスイッチにキーを差し込み、

「HEAT」( 予熱 ) 位置まで回し、「予熱ラン

プ」が消灯するまでそのままの位置を保持

してください。 
キーは、手を離すと自動的に「ON」( 入 )
位置に戻ります。

☞ スタータスイッチを「HEAT」( 予熱 ) 位
置に操作すると、「予熱ランプ」が点灯し、

エンジンが予熱されていることを知らせ

ます。

エンジンの予熱が完了すると、「予熱ラ

ンプ」が消灯します。 

2. アクセルペダル (6)を軽く踏み込みながら、

エンジンを低速回転にしてください。

3. 「予熱ランプ」が消灯したら、キーを

「START」( 始動 ) 位置まで回してください。

4. エンジンが始動したら、キーから手を離し

てください。 
キーは、自動的に「ON」( 入 ) 位置に戻り

ます。

5.1.3  エンジン始動後の操作・確認

危 険

エンジンの運転中は、絶対に燃料 ( 軽油 ) を補

給しないでください。

燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止

させてください。
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警 告

• 暖機運転中、機械に異常が発生した場合は、

速やかにエンジン非常停止スイッチを押し

て、エンジンを緊急停止してください。そ

の後、スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位
置にしてください。電気系統の電源が切れ

ます。

• 暖機運転は、必ず行ってください。特に寒

冷時は、十分な暖機運転を行ってください。

暖機運転を十分に行わないと、操作レバー

の操作に対する走行装置やクレーン装置等

の動きの反応が鈍くなり、重大な事故を招

く恐れがあります。

• 暖機運転後、クレーンの作動点検・確認を

必ず行ってください。 
その際、フックブロックがブームに干渉し

たり、衝突しないように注意してください。

• ブームを旋回するときは、運転者や本機械

にブームが当たらないように注意してくだ

さい。

• クレーンの作動確認で異常を発見した場合

は、速やかに緊急停止して、必ず修理をし

てください。 
異常のまま使用すると、重大な事故を招く

恐れがあります。

重 要

• 作動油の温度は、50~80℃で使用するのが

適正です。 
やむを得ず低温状態で作業するときでも、

作動油の温度を 20℃位に上げてから作業を

してください。

• 暖機運転が終わるまでは、急激なエンジン

の空ぶかしをしないでください。

• エンジンが始動したら、「充電量モニタ」、「エ

ンジン油圧モニタ」が消灯しているか点検

してください。 
異常があれば、修理してください。

• エンジンを 20 分以上ローアイドリングまた

はハイアイドリングさせないようにしてく

ださい。 
アイドリングが必要なときは、時々負荷を

かけるか、中速回転してください。 
エンジンを低速回転で使用する場合は、1
日 1 回約 5 分間程度エンジンの空ぶかしを

してください。

エンジンが始動したら、つぎのように暖機運転

をしてください。

1. アクセルペダル (6) から足を離してエンジ

ンをアイドリング回転にし、約 5 分間、無

負荷運転を続けてください。

2. エンジンの排気色、音、振動に異常がない

か確認してください。 
異常があれば修理してください。

3. 作業切換スイッチを「アウトリガ」位置に

してください。

4. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照して、アウトリガを設置してください。
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5. 「5.1.14 クレーン作業前の操作」の項を参

照して、フックブロックを格納位置から緩

めてください。

6. アクセルペダル (6) をストロークの半分程

度踏み込み、エンジンを中速回転にしてく

ださい。

7. ブーム起伏レバー (4) を前後にゆっくり操

作して、起伏シリンダがストロークエンド

になるまで上昇、下降させ、作動具合に異

常がないか点検してください。 
異常があれば修理してください。

8. ブーム伸縮レバー (2) を前後にゆっくり操

作して、ブームがストロークエンドになる

まで伸長、縮小させ、作動具合に異常がな

いか点検してください。 
異常があれば修理してください。

9. ウインチレバー (3) を前後にゆっくり操作

して、フックブロックがスムーズに巻き上

げ、巻き下げするか、ウインチレバーを「中

立」位置に戻したとき、フックブロックが

すぐに停止するか、ウインチドラムが乱巻

きしないか点検してください。 
異常があれば修理してください。

10. 旋回レバー (1)を前後にゆっくり操作して、

クレーンが左右にそれぞれに 360 度以上

スムーズに旋回するか、旋回レバーを「中

立」位置に戻したとき、クレーンがすぐに

停止するか点検してください。 
異常があれば修理してください。

5.1.4   ならし運転

注 意

本機械は、使い初めの「250 時間」( サービス

メータの表示時間 ) 位の期間は、ならし運転

をしてください。

機械各部になじみが出ない内に過負荷 ( オー

バーロード ) 運転や作業をすると、機械の寿

命を縮めます。

本機械は、十分な調整・検査の上出荷されてい

ますが、初めから無理な使い方をすると、エン

ジンやクレーン各部の機能を早く低下させ、寿

命を短くします。
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初めの「250 時間」( サービスメータの表示時間 )
位は、ならし運転をしてください。

ならし運転期間中は、特につぎの点に注意して

ください。

• エンジンの始動後は、「5.1.3 エンジン始動

後の操作・確認」の項を参照して、必ず暖機

運転を行い、空ぶかしは避けてください。

• 過負荷運転や高速運転による作業は、避けて

ください。

• 急発進、急加速、不必要な急停止や急激な方

向転換は避けてください。

• ならし運転期間が「50 時間」に達したときは、

「6.7.2［1］ エンジンオイルおよびエンジン

オイルフィルタカートリッジの交換」の項を

参照して、必ずエンジンオイルを交換してく

ださい。

エンジン内部のなじみによる金属粉等がエンジ

ンオイル中に増えて劣化し、エンジンの寿命を

縮めます。

5.1.5    機械の走行姿勢

警 告

• 本機械を自走させて移動するときは、ブー

ム、フックブロック、アウトリガを格納し

た「走行姿勢」にしてください。

• ブームを伸ばした状態での走行や吊り荷走

行は、絶対にしないでください。 
機械が転倒して重大な人身事故の原因にな

ります。

• 本機械の上に荷を置いて運搬に使用するな

ど、主用途以外に使用しないでください。

• 本機械は、道路交通法により公道上での運

転は禁止されています。

機械を移動するときは、下図の走行姿勢にして

ください。

1. 「5.1.21 クレーンの格納操作」の項を参照

してクレーンを格納し、フックブロックを

所定の位置に格納してください。

2. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照して、アウトリガを格納してください。

5.1.6   機械の発進

警 告

• 機械の周辺には、人を近づけないでくださ

い。

• 走行路の障害物は、かたづけてください。 
特に後進するときの走行路は、突起物や溝

などがないか確認し、路面を整備してくだ

さい。

• 機械を発進するときは、機械の周囲の安全

を確かめ、ホーンを鳴らしてから発進して

ください。

• 機械を発進するときは、エンジン回転を低

速に調整し、左右の走行レバーを同時にゆっ

くり操作し、機械の走行速度を確認してく

ださい。 
特に後進時は、急発進をしないでください。

重大な事故を招く恐れがあります。

• 機械前部は死角となりますので、前進する

ときは特に注意してください。

• 進行方向が死角となって安全が確認できな

いときは、走行を一旦停止し、進行方向の

安全を確認してから走行してください。作

業現場の状況によっては、誘導員を配置し

てください。

• 走行時は、作業切換スイッチを「走行」位

置にし、走行ロックレバーを「走行」位置

にしてください。
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[ 発進前の準備作業 ]

1. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「走行」位置にしてください。

2. 走行ロックレバー (8) を「走行」位置に倒

してください。

［1］ 前進

左右の走行レバーを同時に操作してください。

• 左右の走行レバーをゆっくり前方に押して、

発進してください。

［2］ 後進

左右の走行レバーを同時に操作してください。

• 左右の走行レバーをゆっくり手前側に引い

て、発進してください。

5.1.7   機械の走行モード変更

警 告

• 機械の走行中は、地盤や路面の状態に合わ

せた走行速度にしてください。 
走行速度の変速方法は、走行レバーの操作

量の多少によるほか、走行高速切換スイッ

チの操作位置によって「高速走行モード」

または「低速走行モード」を選択すること

ができます。

• 傾斜地を走行するときは、必ず走行高速切

換スイッチを「OFF」( 低速 ) 位置にしてく

ださい。高速走行モードのまま斜面を走行

すると、下り坂などでオーバーランする危

険があります。

• 走行速度モードの切り換えをするときは、

必ず機械を一旦停止させてから操作してく

ださい。

［1］ 走行速度モードの切り換え

モニタ内の走行高速切換スイッチを操作してく

ださい。

低速と高速の切り替えができます。
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5.1.8    機械の進路変更

警 告

• 高速での急激な進路変更や不必要な超信地

旋回 ( スピンターン ) は、ゴムクローラや油

圧機器を損傷させるだけでなく、他の物に

衝突する危険があります。 
超信地旋回 ( スピンターン ) するときは、一

旦機械を停止して、エンジン回転を低速に

調整してから行ってください。

• 傾斜地での進路変更は、横滑りしやすいの

で避けてください。特に軟弱な地盤や粘土

質の地盤では注意してください。

［1］ 停止状態で機械の向きを変える場合

• 左折する場合 
右側の走行レバーを操作してください。 
走行レバーを前方に傾けると、前進方向で左

に曲がります。 
走行レバーを手前側に傾けると、後進方向で

左に曲がります。

• 右折する場合 
左側の走行レバーを操作してください。 
左側の走行レバーを前方に傾けると、前進方

向で右に曲がります。 
左側の走行レバーを手前側に傾けると、後進

方向で右に曲がります。

［2］ 超信地旋回 ( スピンターン ) する場合

• 左旋回する場合 
右側の走行レバーを前方に傾けて、左側の走

行レバーを手前側に傾けると、左右のゴムク

ローラが逆方向に回転し、左側に旋回します。

• 右旋回する場合 
左側の走行レバーを前方に傾けて、右側の走

行レバーを手前側に傾けると、左右のゴムク

ローラが逆方向に回転し、右側に旋回します。
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［3］ 前進または後進しながら進路変更する場

合

• 前進しながら左折する場合 
右側の走行レバーを前方に傾けたまま、左側

の走行レバーだけを「中立」位置に戻します。

• 後進しながら左折する場合 
右側の走行レバーを手前側に傾けたまま、左

側の走行レバーだけを「中立」位置に戻しま

す。

• 前進しながら右折する場合 
左側の走行レバーを前方に傾けたまま、右側

の走行レバーだけを「中立」位置に戻します。

• 後進しながら右折する場合 
左側の走行レバーを手前側に傾けたまま、右

側の走行レバーだけを「中立」位置に戻しま

す。

5.1.9   機械の停止・駐車

警 告

• 急停止を避け、できるだけ余裕をもって停

止させてください。

• 機械の駐車場所は、水平で強固な場所を選

んでください。 
やむを得ず傾斜面に駐車するときは、機械

が動かないように歯止めをしてください。

• エンジン運転中は、走行レバーに不用意に

触れると機械が突然動き出し、重大な事故

を招く恐れがあります。 
機械を駐車するときは、必ず走行ロックレ

バーを「ロック」位置にしてください。

• 機械から離れるときは、エンジンの停止後、

必ずスタータスイッチのキーを抜き取って

持ち帰ってください。

1. 左右の走行レバーを同時に「中立」位置に

してください。 
自動的にブレーキがかかり、機械は停止し

ます。
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2. 走行ロックレバー (8) を「ロック」位置に

倒してください。

5.1.10   エンジンの停止

重 要

• エンジンは、よく冷えないうちに停止する

と、エンジン各部の寿命を縮める恐れがあ

ります。急停止は、緊急時以外に行っては

いけません。

• エンジンをオーバーヒートさせたときは、エ

ンジンをいきなり停止させないでください。 
エンジンを低速回転にして、徐々に冷やし

てからエンジンを停止してください。

1. アクセルペダル (6) から足を離してエンジ

ンをアイドリング回転にし、約 5 分間、無

負荷運転を続けてください。

2. スタータスイッチのキーを「OFF」( 切 )
位置に回してください。  
エンジンが停止します。

3. スタータスイッチのキーを抜き取ってくだ

さい。

5.1.11   エンジン停止後の点検・確
認

1. 油漏れ、燃料漏れ、水漏れ、足回り、クレー

ン、外装の見回り点検をしてください。漏

れや異常があったら修理してください。

2. 燃料タンクを満タンにしてください。

3. エンジン周りの枯れ葉や紙屑は火災の原因

になりますので、取り除いてください。

4. 足回りやアウトリガに付着した泥などを清

掃してください。 
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5.1.12   アウトリガ・クレーン関連安全装置の説明

警 告

クレーン作業を行うときは、下記の作業順序や機械の状態における安全装置からの警報表示や作動停

止内容をよく理解し、これらを念頭に置いた安全作業を心掛けてください。

下表は、本機械を標準的に使用した場合、どのような「表示および警報」が発せられ、その結果とし

て安全装置がどのように働くかを表したものです。

ここに示す標準的な作業順序は、つぎの通りです。

[1] アウトリガ設置前の確認　⇒　[2] アウトリガの設置操作　⇒　[3] クレーンの操作　⇒　[4] クレー

ンの格納操作　⇒ [5] アウトリガの格納操作　⇒　[6] 機械の走行操作

下表の記載内容は、つぎの通りです。

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

この欄は、標準的な作業順序と

各種操作レバー・スイッチの操

作位置、機械の状態を表してい

ます。

この欄は、その結果として発せ

られる「表示」および「警報」

を表しています。

この欄は、その結果として発し

た異常を防止する安全装置名と

その作動を表しています。

［1］ アウトリガ設置前の確認

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

• エンジン始動

• 走行ロックレバー「ロック」

位置

機械がブーム格納姿勢か確認す

る

• ブーム全縮

• ブーム水平格納位置

• ブーム旋回格納位置

• 表示部内ブーム格納ランプ赤

色点灯

［四色灯 ( 赤 ) 点滅］

アウトリガインターロック

• ブーム格納ランプが緑色点灯

しない場合は、アウトリガ全

操作作動停止
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［2］ アウトリガの設置操作

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

アウトリガの設置操作をする

1. 張出操作をする

• アウトリガロータリを回転さ

せ、所定位置にポジションピ

ンで固定

• 作業切換スイッチ「アウトリ

ガ」

• アウトリガスイッチ「出」( ア
ウトリガ伸縮モード時 )

• 表示部内張出ランプ緑色点灯 
［四色灯 ( 赤 ) 点滅］

アウトリガインターロック

• 張出ランプ (4 個 ) が 1 個

でも緑色点灯しない場合

は、アウトリガ全操作作

動停止

2. 接地操作をする

• アウトリガスイッチ「出」( ア
ウトリガ起伏モード時 )

• 水準器で水平確認する

• 表示部内接地ランプ緑色点灯 
［四色灯 ( 赤 ) 消灯］

アウトリガ接地操作中、機械が

3 度以上傾いた場合

• 警報ブザーが連続鳴動 機体傾斜警報装置作動

［3］ クレーンの操作

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

クレーン作業をする

• 作業切換スイッチ「クレーン」

• 各クレーン操作レバー操作

• 表示部内ブーム格納ランプ赤

色点灯

• 実作業と定格総荷重を比較

し、負荷率に応じて四色灯を

点滅

[ 四色灯点灯負荷率 ]
• 負荷率 90% 未満時 : 四色灯

( 緑 ) 点滅

• 負荷率 90~100% 未満時 : 四
色灯 ( 黄 ) 点滅、警報音断続

で鳴動

• 負荷率 100% 以上時 : 四色灯

( 赤 ) 点滅、警報音連続で鳴

動

モーメントリミッタ

• 負荷率が 100% 以上 ( 過負荷

状態 ) になった場合は、巻き

上げ・ブーム伸長・ブーム伏・

ブーム旋回 (作動条件により )
作動停止

クレーン作業中、アウトリガが

1 基でも浮いた場合

• 表示部内接地ランプ赤色点灯

［四色灯 ( 赤 ) 点滅］
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標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

クレーン作業中、「隣り合った

２基以上のアウトリガの浮き」

状態になった場合

• 表示部内接地ランプ赤色点灯

［四色灯 ( 赤 ) 点滅］

• 警報ブザーが連続鳴動

クレーンインターロック

• 隣り合った 2 基以上のアウト

リガの張出ランプ・接地ラン

プ (8 個 ) が赤色点灯した場合

は、巻き上げ・ブーム伸長・

ブーム起伏・ブーム旋回作動

停止

ウインチ巻き上げ過多の場合 • 警報ブザーが連続鳴動 巻過防止装置作動

ウインチ巻き上げ作動停止

ウインチ巻き下げ過多の場合 • 警報ブザーが連続鳴動 過巻下防止装置作動

ウインチ巻き下げ作動停止

クレーン作業中、機械が 3 度以

上傾いた場合

• 警報ブザーが連続鳴動 機体傾斜警報装置作動

［4］ クレーンの格納操作

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

機械をブーム格納姿勢に操作する

• ブーム全縮

• ブーム水平格納位置

• ブーム旋回格納位置

• 表示部内ブーム格納ランプ点灯 アウトリガインターロック

• ブーム格納ランプ ( 緑 ) が点灯

しない場合は、アウトリガ全操

作作動停止

［5］ アウトリガの格納操作

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

アウトリガの格納操作をする

1. 接地格納操作をする

• 作業切換スイッチ「アウトリ

ガ」

• アウトリガスイッチ「入」( ア
ウトリガ起伏モード時 )

• 表示部内接地ランプ赤色点灯

［四色灯 ( 赤 ) 点滅］

クレーンインターロック

• 張出ランプ・接地ランプ (8個 )
が 1 個でも緑色点灯しない場

合は、クレーン全操作作動停

止

2. 張出格納操作をする

• アウトリガスイッチ「入」( ア
ウトリガ伸縮モード時 )

• アウトリガロータリを回転

( 格納 ) させ、所定位置にポ

ジションピンで固定

• エンジン停止

• 表示部内張出ランプ赤色点灯

［四色灯 ( 赤 ) 点滅］

アウトリガ格納操作中、機械が

3 度以上傾いた場合

• 警報ブザーが連続鳴動 機体傾斜警報装置作動
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［6］ 機械の走行操作

標準作業順序・機械の状態 表示および警報 安全装置の作動

走行操作をする

• 走行ロックレバー「走行」位置

• エンジン始動

• 走行レバーを操作

走行操作中、機械が 15 度以上傾

いた場合

• 警報ブザーが連続鳴動 機体傾斜警報装置作動
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5.1.13    アウトリガの設置操作

警 告

• アウトリガの接地地盤 
アウトリガは、必ず水平で安定した固い地

盤に設置してください。 
アウトリガを設置しないでクレーン作業を

行うと、機械が転倒する原因になります。

• アウトリガ安全装置 
アウトリガを操作するときは、必ずオーバー

ライドスイッチが「OFF」の状態であるこ

とを確認してください。 
オーバーライドスイッチを「ON」の状態に

したままアウトリガの操作をしないでくだ

さい。 
オーバーライドスイッチは、安全装置の故

障時や荷重試験をするときに限り「ON」に

してください。 
なお、オーバーライドスイッチを「ON」の

状態にすると、警報ブザーが断続音で鳴っ

て知らせます。

• アウトリガの張出し、接地操作時

• アウトリガを設置するときは、周辺に人を

近づけないでください。 
アウトリガと機械本体に身体を挟まれるな

ど、重大な事故を招く恐れがあります。

• アウトリガを設置するときは、必ず水準器

を見ながら、機械が水平になるように操作

してください。 
機械が「3度」以上傾斜すると転倒警報ブザー

が鳴ります。

• アウトリガは、ゴムクローラが地上より約

50mm 程度浮き上がるように設置してくだ

さい。 
設置後は、4 基のアウトリガがそれぞれ確

実に設置されていることを確認してくださ

い。

• 本機械のアウトリガは、地形に応じて自在

に設置できますが、「アウトリガ最大張出」

状態に設置できない場合は、定格総荷重表

の「アウトリガ中間張出定格総荷重表」、「ア

ウトリガ最小張出定格総荷重表」欄の値で

クレーン作業してください。

• アウトリガの張出と接地の操作をするとき

は、アウトリガロータリを必ず張出位置に

して、各ポジションピンを完全に挿入して

ください。アウトリガロータリを格納した

ままで、アウトリガ接地操作をしないでく

ださい。

• アウトリガは 4 基あります。8 個のアウト

リガスイッチの使い分けを間違えないよう

に注意してください。スイッチ部の「操作

銘板」に示してある番号と各アウトリガに

貼り付けてある「番号銘板」の配置を確認

してください。誤って操作すると、重大な

事故を招く原因になります。

• アウトリガ起伏モード時にアウトリガス

イッチを 2 個同時に操作するときは、前側

2 個 ([(1)] と [(4)] アウトリガ ) または後側 2
個 ([(2)]と [(3)]アウトリガ )にしてください。

左右片側のスイッチを 2 個同時に操作する

と、片側の 2 基が急激に浮き上がり、機械

が転倒する原因になります。

• 機械を浮き上がらせるときは、4 基のアウ

トリガを均等に少しずつ上げるように 4 個

のアウトリガスイッチを操作してください。

片側の 2 基が急激に浮き上がると、機械が

転倒する原因になります。

• アウトリガスイッチを操作するときは、エ

ンジン回転を低速にしてください。 
エンジン回転を高速にしておくと、アウト

リガが急激に作動し、機械が転倒するなど、

重大な事故を招く原因になります。

• アウトリガが接地した状態では、アウトリ

ガの「張出操作」はしないでください。ア

ウトリガに無理な力がかかり、アウトリガ

が破損する原因になります。

• アウトリガ操作時は、必ず走行ロックレバー

を「ロック」位置にしてください。

重 要

• アウトリガ操作時は、必ずブームを「最縮・

最伏状態・旋回格納位置」にしてください。

ブームが完全に格納されていないと、アウ

トリガ操作はできません。( アウトリガ表示

部のブーム格納ランプ ( 緑 ) が点灯している

ことを確認してください。)
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• アウトリガを張り出した後は、各アウトリ

ガが確実に接地しているか確認してくださ

い。 
すべてのアウトリガが確実に接地していな

いと、クレーンの各操作は作動しません。(ア
ウトリガ表示部のすべての張出ランプ、接

地ランプ ( 緑 ) が点灯していることを確認し

てください。)

警 告

アウトリガ設置場所の選定

• 建設工事現場などの構造物やコンクリート

床面にアウトリガを設置するときは、アウ

トリガの設置面に十分な強度があることを

事前に確認してください。 
設置面の崩壊による機械の転倒や転落の原

因になります。

• 以下のような軟弱な地盤に設置すると、ア

ウトリガの受け皿が地中に沈み、機械が転

倒する原因になります。

• 簡易舗装の路面。( 簡易アスファルトや薄い

コンクリート )
• 敷石路面。

• 掘削工事後に埋め戻した場所。

• 埋立地。

• 路肩や掘削などの穴に近い場所。

• 劣化した舗装路面。

• 舗装路面下が水の浸食などで空洞になって

いて、表土は固く見えるが、土中は軟らか

い場所。

• 傾斜地

地盤の養生

• 軟弱地では、必ずすべてのアウトリガの受

け皿の下に十分な大きさと強度がある敷板

を敷いて、地盤を養生してください。

• やむを得ず路肩近くでアウトリガを設置す

るときは、確実に路肩の崩壊を防止する措

置を施してください。

• 傾斜地で作業するときは、すべてのアウト

リガの受け皿とゴムクローラの下面の地面

を水平にしてからアウトリガを設置してく

ださい。 
地面を水平にしないで、地面が傾斜したま

まアウトリガを設置すると、アウトリガの

滑りや転倒などにより、重大な事故を招く

原因になります。
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• 地盤が養生できない場合や養生してもアウ

トリガが沈む恐れがある場合は、クレーン

作業は行わないでください。

A. 安定した敷板の使用

B. 簡易舗装の路面

C. 敷石路面

D. 埋立地等

E. 傾斜地の整地
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5.1.13.1   アウトリガ各部の名称

(1) ポジションピン

(2) アウトリガロータリ

(3) アウトリガ接地シリンダ

(4) アウトリガ張出シリンダ

(5) アウタボックス

(6) インナーボックス

(7) アウトリガアダプタ ( 受け皿 )
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5.1.13.2   アウトリガ張出状態によるク

レーン作業範囲

［1］ アウトリガ最大張出状態

警 告

• クレーン作業をするときは、必ずすべての

アウトリガを確実に設置してください。 
アウトリガモニタのブーム格納ランプ以外

のすべてのランプが点灯していないと、イ

ンターロック装置の働きによりクレーン作

業ができません。

• アウトリガを張り出すときは、水準器を見

ながら機械を水平に設置してください。 
機械が 3 度以上傾くと、警報ブザーが鳴り

ます。機械が水平に設置されると、警報ブ

ザーが鳴り止みます。

• アウトリガ最大張出状態以外で作業をする

場合には、定格総荷重表の「アウトリガ中

間張出」または「アウトリガ最小張出」の

欄の値を見てください。 
誤った値で作業すると、機械が転倒するこ

ともあります。十分に注意してください。

• アウトリガをすべて最大に張り出しても、

不整地などでは下図の a 寸法が 50mm で

あっても、アウトリガの張出し幅が小さく

なります。このときは、定格総荷重表の「ア

ウトリガ中間張出」の欄に従って作業して

ください。

• 荷を吊って 360 度旋回すると、機械の安定

が悪くなる位置があります。定格総荷重の

範囲内であっても、できるだけ作業半径を

短くし、低速作業を心がけ、十分に注意し

て作業してください。

定格総荷重表の「アウトリガ最大張出」の状態

は、下図の状態を示します。

アウトリガモニタのブーム格納ランプ以外のす

べてのランプが点灯していることを確認してく

ださい。

インナーボックスの張り出しを少しでも縮めた

ときは、アウトリガ最大張出以外の状態になり

ます。

「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参照し

て、アウトリガを確実に設置してください。

☞ アウトリガ最大張出状態とは、

1. アウトリガの設置角度をポジションピン

位置 ( 前側 40 度、後側 30 度 ) にセット

する。

2. すべてのアウトリガのインナーボックス

を最大に張り出す。

3. すべてのアウトリガを水平な場所に設置

する。

4. 下図の a 寸法 ( アウトリガ下面 ~ クロー

ラ下面までの距離 ) が約 50mm にする。

以上の状態をいいます。
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［2］ アウトリガ中間張出状態

警 告

• クレーン作業をするときは、必ずすべての

アウトリガを確実に設置してください。 
アウトリガモニタのブーム格納ランプ以外

のすべてのランプが点灯していないと、イ

ンターロック装置の働きによりクレーン作

業ができません。

• アウトリガを張り出すときは、水準器を見

ながら機械を水平に設置してください。 
機械が 3 度以上傾くと、警報ブザーが鳴り

ます。機械が水平に設置されると、警報ブ

ザーが鳴り止みます。

• アウトリガ最大張出状態以外で作業をする

場合には、定格総荷重表の「アウトリガ中

間張出」または「アウトリガ最小張出」の

欄の値を見てください。 
誤った値で作業すると、機械が転倒するこ

ともあります。十分に注意してください。

• アウトリガをすべて中間に張り出しても、

不整地などでは下図の a 寸法が 50mm で

あっても、アウトリガの張出し幅が小さく

なります。このときは、定格総荷重表の「ア

ウトリガ最小張出」の欄に従って作業して

ください。

• 荷を吊って 360 度旋回すると、機械の安定

が悪くなる位置があります。定格総荷重の

範囲内であっても、できるだけ作業半径を

短くし、低速作業を心がけ、十分に注意し

て作業してください。

定格総荷重表の「アウトリガ中間張出」状態は、

下図の状態を示します。

☞ アウトリガ中間張出状態とは、 
1. アウトリガの設置角度をポジションピン

位置 ( 前側 40 度、後側 30 度 ) にセット

する。 
2. すべてのアウトリガのインナーボックス

を中間に張り出す。 
3. すべてのアウトリガを水平な場所に設置

する。 
4. 下図の a 寸法 ( アウトリガ下面 ~ クロー

ラ下面までの距離 ) が約 50mm になる。

以上の状態をいいます。

☞ アウトリガ最大張出状態から、アウトリ

ガを「中間」の位置にした場合は、アウ

トリガ中間張出の状態になります。

［3］ アウトリガ最小張出状態

警 告

• クレーン作業するときは、必ずすべてのア

ウトリガを張り出してください。アウトリ

ガを設置しないで、クレーン作業をしては

いけません。機械の転倒を招き、重大な人

身事故の原因になります。
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• アウトリガを張り出すときは、水準器を見

ながら機械を水平に設置してください。  
機械が 3 度以上傾くと、警報ブザーが鳴り

ます。機械が水平に設置されると、警報ブ

ザーが鳴り止みます。

• アウトリガ最大張出状態以外で作業をする

場合には、定格総荷重表の「アウトリガ中

間張出」または「アウトリガ最小張出」の

欄の値を見てください。誤った値で作業す

ると、機械が転倒することがあります。十

分に注意してください。

• アウトリガ最小張出状態で作業する場合に

は、必ず水平な場所にアウトリガを設置し、

アウトリガ下面とクローラ下面までの寸法

が50mmの状態になるようにしてください。

• 不整地などでは下図の a 寸法が 50mm で

あっても、アウトリガの張出し幅が小さく

なります。この張出状態では、クレーン作

業を行わないでください。機械の転倒を招

き、重大な人身事故の原因になります。

• 荷を吊って 360 度旋回すると、機械の安定

が悪くなる位置があります。定格総荷重の

範囲内であっても、できるだけ作業半径を

短くし、低速作業を心がけ、十分に注意し

て作業してください。

定格総荷重表の「アウトリガ最小張出」状態は、

下図の状態を示します。

 ☞ アウトリガ最小張出状態とは、 
1. アウトリガの設置角度をポジションピン

位置 ( 前側 40 度、後側 30 度 ) にセット

する。 
2. すべてのアウトリガのインナーボックス

を最縮にする。 
3. すべてのアウトリガを水平な場所に設置

する。 
4. 下図の a 寸法 ( アウトリガ下面 ~ クロー

ラ下面までの距離 ) が約 50mm にする。

  
以上の状態をいいます。

 ☞ アウトリガ最大張出状態またはアウトリ

ガ中間張出状態から、アウトリガを「最

小」の位置にした場合は、そのアウトリ

ガのみ最小張出の状態になります。

運転操作M A E D A Mini-Crawler Crane

5-21MC305C-5



［4］ アウトリガ張出状態によるクレーン作業

範囲

警 告

右図は、アウトリガの張出状態によるクレー

ン作業範囲を示しています。 
クレーン作業禁止範囲でのクレーン作業は、

機械の転倒を招き、重大な人身事故の原因に

なります。 
絶対にクレーン作業をしてはいけません。

アウトリガの張出状態によっては、機械の安

定が悪くなる位置があります。作業半径を短

くし、十分に注意して作業してください。

5.1.13.3   アウトリガの設置操作

［1］ エンジン停止時に行う作業

アウトリガは、4 基装着されています。

アウトリガの設置方法は、「アウトリガ (4)」の

1 基のみを説明してありますが、他の 3 基も同

様に行ってください。

1. 走行ロックレバー (8) を「ロック」位置に

してください。

2. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

てください。
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3. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「アウトリガ」位置にしてください。

4. アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1)( 緑色 ) が点灯していることを確認して

ください。

5. アウトリガロータリ (2) のポジションピン

(1) を抜き出し、アウトリガロータリを外

側に回転させてください。

6. アウトリガロータリ (2) を外側に回転後の

ピン穴位置が合ったところで、ポジション

ピン (1) を根元まで確実に挿入してくださ

い。

☞ ポジションピン (1) には、ピン紛失防止

のためのワイヤが付いています。

7. 他の 3 基のアウトリガも同様の準備作業

をしてください。

☞ 準備作業完了後、各ポジションピン (1)
が確実に差し込まれているか、確認して

ください。

8. アウトリガ表示部内のアウトリガ張出ラン

プ (2)( 緑色 )(4 個 ) が点灯したことを確認

してください。

☞ アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1)、アウトリガ張出ランプ (2)(4 個 ) が
緑色点灯しています。

［2］ エンジン始動後に行う作業

警 告

アウトリガを設置するとき、機械が「3 度」

以上傾斜すると転倒警報ブザーが鳴ります。

アウトリガスイッチを操作して、警報ブザー

が鳴らない水平状態に調整してください。
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1. 「5.1.2 エンジンの始動」を参照して、エ

ンジンを始動してください。

2. アクセルペダル (6) から足を離して、エン

ジンをアイドリング回転にしてください。

3. アウトリガ操作盤蓋の操作銘板の番号を確

認し、作動させるアウトリガを決めてくだ

さい。

4. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
を「アウトリガ伸縮」位置にしてください。

5. アウトリガスイッチを単独または 2 個同

時に、「出」位置に倒してください。  
アウトリガ張出シリンダが伸びてインナー

ボックスが希望の位置まで伸びたら、ス

イッチを「中立」位置にしてください。  
残りのスイッチも同様に操作して、4 基の

アウトリガのインナーボックスを希望の位

置まで伸ばして、スイッチを「中立」位置

にしてください。

6. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
を「アウトリガ起伏」位置にしてください。
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7. アウトリガスイッチを単独または 2 個同

時に、「出」位置に倒してください。 
接地シリンダが伸びて受け皿が接地した

ら、一旦スイッチを「中立」位置にしてく

ださい。 
残りのスイッチも同様に操作して、4 基の

アウトリガの受け皿をすべて接地させ、一

旦スイッチを「中立」位置にしてください。

警 告

アウトリガスイッチを 2 個同時に操作すると

きは、前側 2 個 ([(1)] と [(4)] アウトリガ ) ま
たは後側 2 個 ([(2)] と [(3)] アウトリガ ) にし

てください。左右片側のスイッチを 2 個同時

に操作すると、片側の 2 基が急激に浮き上が

り、機械が転倒する原因になります。

8. すべての受け皿が接地した後、再びアウト

リガスイッチを単独または 2 個同時に、

「出」位置に倒してください。 
接地シリンダが伸びて機械が少し浮き上

がったら、一旦スイッチを「中立」位置に

してください。 
残りのスイッチも同様に操作して、4 基の

アウトリガが同じ高さまで浮き上がるよう

にし、一旦スイッチを「中立」位置にして

ください。 
この操作を繰り返して徐々に機械を浮き上

がらせ、ゴムクローラを地上より約 50mm
の高さにしてください。

9. 機械が地上より約 50mm の高さまで浮き

上がったら、水準器の気泡の位置を見なが

らアウトリガスイッチを操作して、機械が

水平になるように調整してください。

10. アウトリガの設置が完了したら、すべての

アウトリガスイッチを「中立」位置にして

ください。
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11. アウトリガ表示部内のアウトリガ接地ラン

プ (3)( 緑色 )(4 個 ) が点灯したことを確認

してください。

 ☞ アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1)、アウトリガ張出ランプ (2)(4 個 )、
アウトリガ接地ランプ (3)(4 個 ) のすべ

てのランプが緑色に点灯しています。

重 要

赤色で点灯している接地ランプ (3) がある場合

は、アウトリガの受け皿 (6) のカバー (7) を取

り外し、屈曲部に異物のかみ込みなどがない

か点検してください。

5.1.14   クレーン作業前の操作

重 要

• クレーン作業をするときは、アウトリガ表

示部内のすべてのランプが緑色で点灯して

いることを確認してください。アウトリガ

張出ランプ (4 個 )、アウトリガ接地ランプ (4
個 ) の中、1 個でも赤色で点灯していると、

クレーン操作はできません。

• クレーン装置の各操作レバーやアウトリガ

スイッチを操作するときは、走行ロックレ

バーを「ロック」位置にしてください。

• フックブロックの格納を緩めるときは、ワ

イヤロープを緩め過ぎて、地面にフックブ

ロック全体が横倒しにならないようにして

ください。ウインチドラムの乱巻きの原因

になります。

• フックブロックの格納を緩めるときは、フッ

クブロックが揺れて周辺の機器に干渉し、

破損する恐れがあります。フックブロック

の周辺は十分注意してください。

クレーン作業を行う前に、つぎの操作をしてく

ださい。

1. 走行ロックレバー (8) を「ロック」位置に

してください。

2. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「クレーン」位置にしてください。
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3. ウインチレバー (3)を「下」側に操作し、フッ

クブロックを格納位置から緩めてくださ

い。

5.1.15    クレーン作業姿勢

「5.1.14 クレーン作業前の操作」の状態からク

レーン作業に移るときは、つぎのようにしてク

レーン作業姿勢にしてください。

1. ウインチレバー (3)を「下」側に操作し、フッ

クブロックが接地しない程度にウインチを

巻き下げてください。

2. ブーム起伏レバー (4) を「起」側に操作し、

フックブロックが巻過にならず、かつ接地

しない角度までブームを起こしてくださ

い。

5.1.16    巻き上げ、巻き下げ操作

警 告

• 荷を吊り上げるときは、ブームのたわみに

よって荷は若干前方に移動します。玉掛者

等の周囲の作業者に注意してください。

• フックブロックを巻き上げ過ぎると巻過を

検出し、警報ブザーが鳴ります。警報ブザー

が鳴ったときは、すぐにウインチレバーを

「中立」位置にして巻き上げを停止してくだ

さい。

• 地下作業などでフックを長く降ろすときは、

ワイヤロープはウインチドラムに必ず 3 巻

以上残してください。

重 要

フックブロックを地面に接地させないでくだ

さい。

ウインチドラムが乱巻きを起こし、ワイヤロー

プが損傷します。
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ウインチレバー (3) をつぎのように操作してく

ださい。

• 巻き下げ :   レバーを前方「下」に押してくだ

さい。

• 中立 :   レバーから手を離してください。 
レバーは「中立」位置に戻り、フッ

クブロックの巻き上げ、巻き下げ

が停止します。

• 巻き上げ :   レバーを手前側「上」に引いてく

ださい。

☞ ウインチの巻き上げ、巻き下げ速度は、

ウインチレバーおよびアクセルペダルの

ストロークによって調整してください。

5.1.17   ブームの起伏操作

警 告

• ブーム起伏レバーの操作は、できるだけゆっ

くり行ってください。 
特に荷を吊っているときの急激なレバー操

作は、荷が振れて機械に大きな衝撃を与え、

クレーンが破損したり、機械が転倒する危

険があります。

• ブームを伏せると作業半径は増し、吊り上

げることができる定格総荷重は少なくなり

ます。ブームを起伏させながら作業すると

きは、ブームを最も下げたときの荷の質量

( 重量 ) が、オーバーロードにならないよう

に十分注意してください。

ブーム起伏レバー (4) をつぎのように操作して

ください。

• 伏 :   レバーを前方「伏」に押してください。

• 中立 :   レバーから手を離してください。 
レバーは「中立」位置に戻り、ブーム

の起伏が停止します。

• 起 :   レバーを手前側「起」に引いてくださ

い。

☞ ブームの起伏速度は、ブーム起伏レバー

およびアクセルペダルのストロークに

よって調整してください。

5.1.18   ブームの伸縮操作

警 告

• ブーム伸縮レバーの操作は、できるだけゆっ

くり行ってください。 
特に荷を吊っているときの急激なレバー操

作は、荷が振れて機械に大きな衝撃を与え、

クレーンが破損したり、機械が転倒する危

険があります。

• ブームを伸縮操作させて、荷の横引き、引

き込み作業はしないでください。

• ブームを伸ばすと作業半径は増し、吊り上

げることができる定格総荷重は少なくなり

ます。ブームを伸縮させながら作業すると

きは、ブームを最も伸ばしたときの荷の質

量 ( 重量 ) が、オーバーロードにならないよ

うに十分注意してください。

• ブーム伸長時は、フックブロックが巻き上

げ状態になります。 
ブーム伸長中に巻過防止装置の警報ブザー

が鳴ったときは、すぐにブーム伸縮レバー

を「中立」位置にして、ブーム伸長操作を

停止してください。
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重 要

• ブーム伸縮中は、フックブロックが巻き上

げ、巻き下げ状態になりますので、ウイン

チ操作を同時に行い、フックブロックの高

さを調整してください。

• ブーム伸長状態で長時間保持すると、作動

油の油温変化によりブームがわずかに縮み

ます。このようなときは、適宜にブーム伸

長操作をしてください。

ブーム伸縮レバー (2) をつぎのように操作して

ください。

• 伸長 :   レバーを前方「伸」に押してください。

• 中立 :   レバーから手を離してください。 
レバーは「中立」位置に戻り、ブーム

の伸縮が停止します。

• 縮小 :   レバーを手前側「縮」に引いてくださ

い。

☞ ブームの伸縮速度は、ブーム伸縮レバー

およびアクセルペダルのストロークに

よって調整してください。

5.1.19    旋回操作

警 告

• 旋回をするときは、周囲の安全を確かめ、

ホーンを鳴らしてから旋回してください。

• 旋回レバーの操作は、できるだけゆっくり

行ってください。 
スムーズに起動し、低速で旋回し、静かに

停止するようにしてください。 
特に荷を吊っているときの急激なレバー操

作は、荷が振れて機械の安定が失われ、ク

レーンが破損したり、機械が転倒する危険

があります。

• アウトリガを正常に設置させていても、360
度旋回させると安定度の小さい方向があり

ます。荷を吊りながら旋回するときは、十

分に注意してください。

• アウトリガの張出状態によっては、旋回操

作時に吊り荷がアウトリガに当たり、クレー

ンが破損したり、機械が転倒する危険があ

ります。旋回操作時には、吊り荷がアウト

リガに当たらないように注意してください。

• ブーム起角度が 35°未満の場合、337° ~2°
の間はオペレータとの衝突を避けるため、

一部条件により、旋回できない場合があり

ます。 
ただし、ラジコンによる操作の場合は、ブー

ム起角度に関係なく 360°旋回可能です。

旋回レバー (1) をつぎのように操作してくださ

い。

• 左旋回 :   レバーを前方「左」に押してくださ

い。

• 中立 :   レバーから手を離してください。 
レバーは「中立」位置に戻り、旋回

が停止します。

• 右旋回 :   レバーを手前側「右」に引いてくだ

さい。

☞ クレーンの旋回速度は、旋回レバーおよ

びアクセルペダルのストロークによって

調整してください。

運転操作M A E D A Mini-Crawler Crane

5-29MC305C-5



5.1.20   アクセル操作

警 告

クレーン各部の作動速度をむやみに速くする

ことは、危険です。

重 要

各操作の始まりや終わり近くでは速度を落と

し、また荷重によって低速・高速を使い分け

るなどしてください。

アクセルペダル (6) をつぎのように操作してく

ださい。

• ローアイドリング :
ペダルから足を離してください。 
エンジン回転が低くなり、クレーン各部の作

動速度が遅くなります。

• フル回転 :
ペダルをいっぱいに踏み込んでください。 
エンジン回転が高くなり、クレーン各部の作

動速度が速くなります。

☞ 作業に必要なエンジン回転数位置までペ

ダルを踏み込んで、作業を行ってくださ

い。

5.1.21    クレーンの格納操作

注 意

フック格納スイッチは、巻過防止装置の自動

停止機能を解除します。

フックブロックを格納するときは、ウインチ

レバーを慎重に操作し、フックブロックがブー

ムに激突しないように十分に注意してくださ

い。

重 要

• フックブロックを格納するときは、事前に

フックブロックの揺れを止めてください。

• フックブロックを格納するときは、ワイヤ

ロープを緩め過ぎて、地面にフックブロッ

ク全体が横倒しにならないようにしてくだ

さい。ウインチドラムの乱巻きの原因にな

ります。

• ブームの「縮」操作を行うと、フックブロッ

クが巻き下げ状態になります。また、「伏」

操作をしても、フックブロックが下がりま

す。フックブロックが接地したり、機械に

干渉しないように、巻き上げ操作も同時に

行ってください。

• ブームは、格納位置に確実に格納してくだ

さい。ブームの格納後は、アウトリガ表示

部内のブーム格納ランプの緑色が点灯する

ことを確認してください。ブーム格納ラン

プが点灯しないと、アウトリガの格納操作

ができません。ブーム格納ランプが点灯し

ないときは、ブームの最伏操作や旋回操作

を行って、ブーム格納ランプが点灯するこ

とを確認してください。
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1. ブーム伸縮レバー (2) を「縮」( 手前側に

引く ) 側に操作し、ブームを全縮状態にし

てください。

2. 旋回レバー (1) を「左」または「右」側に

操作し、ブームが機体中央になるように旋

回してください。

 ☞ このときブーム格納ランプ (1) が黄色に

点灯していることを確認してください。

赤色に点灯している場合は旋回角度を調

整してください。

3. ブーム起伏レバー (4) を「伏」( 前方に押す )
側に操作し、ブームが自動停止するまで伏

せてください。

 ☞ 操作者保護規制により自動停止した場

合、操作者保護規制表示が赤色に点滅し

ます。

4. モニタのホーム画面でフック格納 / ブーム

格納スイッチを押してください。

 ☞ 操作者保護規制により自動停止した場

合、ブーム格納スイッチ (3-1) を押して

いる間は、メッセージ表示と警報ブザー

が断続音で鳴って知らせます。メッセー

ジに従って、ブームの位置を確認してか

ら格納操作を行ってください。 
ブーム格納が不可能な場合、メッセージ

が表示されず、警告ブザーも鳴らないの

で、旋回角度またはブーム起伏角度を調

整するなど確認してください。
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5. ブーム格納スイッチ (3-1) を押しながら

ブーム起伏レバー (4) を「伏」（前方に押す）

側に操作し、ブームを「全伏」状態に格納

してください。

 ☞ スイッチを押している間だけ格納動作し

ます。

6. ブーム格納ランプ (1) が緑色に点灯してい

るか確認してください。  
黄色に点灯または赤色に点灯している場合

はブーム格納が完了していませんので、旋

回角度またはブーム起伏角度を調整するな

ど確認してください。

 ☞ 緑色点灯 : ブーム格納状態 
黄色点灯 : 旋回格納位置のみ格納状態 
赤色点灯 : 旋回格納位置・ブーム最伏せ

位置が未格納状態

7. ウインチレバー (3) を「上」( 手前側に引く )
側に操作し、フックブロックが自動停止す

る ( 巻過状態 ) まで巻き上げてください。

 ☞ フックブロックを巻き上げ過ぎると巻過

を検出し、警報ブザーが鳴り、巻上操作

が自動停止します。

8. 再度モニタのホーム画面でフック格納 /
ブーム格納スイッチを押してください。
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9. モニタのフック格納スイッチ (3-2) を押し

ながらウインチレバー (3) を「上」（手前

側に引く）側に操作し、フックブロック (4)
をブーム先端下部に格納してください。

☞ スイッチを押している間だけ格納動作し

ます。

5.1.22    アウトリガの格納操作

警 告

• アウトリガを格納するときは、周辺に人を

近づけないでください。 
アウトリガと機械本体に身体を挟まれるな

ど、重大な事故を招く恐れがあります。

• アウトリガを格納するときは、ゴムクロー

ラの下に物がないか確認してください。 
アウトリガ格納時、機械が転倒するなど、

重大な事故を招く恐れがあります。

• アウトリガシリンダの張出 ･ 接地操作時以

外は、エンジンを停止させて作業をしてく

ださい。 
他の人がアウトリガスイッチに触れると、

アウトリガシリンダが突然に動き出し、重

大な事故を招く恐れがあります。

• 各ポジションピンを抜き取ると、アウトリ

ガが支えを失って回ります。必ずアウトリ

ガを片手で保持し、各ポジションピンを抜

き取ってください。

• アウトリガを格納するときは、可動部のス

キマなどに手や指を近づけないでください。

手や指を挟まれるなど、重大な事故を招く

恐れがあります。

• アウトリガを格納するときは、各ポジショ

ンピンを完全に挿入してください。

• アウトリガは 4 基あります。8 個のアウト

リガスイッチの使い分けを間違えないよう

に注意してください。 
スイッチ部の「操作銘板」に示してある番

号と各アウトリガに貼り付けてある「番号

銘板」の配置を確認してください。誤って

操作すると、重大な事故を招く恐れがあり

ます。

• アウトリガ起伏モード時にアウトリガス

イッチを 2 個同時に操作するときは、前側

2 個 ([(1)] と [(4)] アウトリガ ) または後側 2
個 ([(2)]と [(3)]アウトリガ )にしてください。

左右片側のスイッチを 2 個同時に操作する

と、片側の 2 基が急激に作動し、機械が転

倒する原因になります。

• アウトリガスイッチを操作するときは、エ

ンジン回転を低速にしてください。 
エンジン回転を高速にしておくと、アウト

リガが急激に作動し、機械が転倒するなど、

重大な事故を招く原因になります。

• 浮き上がった機械を地上に降ろすときは、4
基のアウトリガを均等に小刻みに降ろすよ

うに 4 個のアウトリガスイッチを操作して

ください。左側または右側だけの 2 基を急

激に縮ませると、機械が不安定になり、転

倒する恐れがあります。

• アウトリガが接地した後は、アウトリガの

「張出操作」はしないでください。アウトリ

ガに無理な力がかかり、アウトリガが破損

する原因になります。

• アウトリガ操作時は、必ず走行ロックレバー

を「ロック」位置にしてください。

運転操作M A E D A Mini-Crawler Crane

5-33MC305C-5



重 要

• アウトリガ操作時は、必ずブームを「最伏

状態・旋回格納位置」にしてください。ブー

ムが完全に格納されていないと、アウトリ

ガ操作はできません。( アウトリガ表示部内

のブーム格納ランプ ( 緑色 ) が点灯している

ことを確認してください。)
• アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「アウトリガ」位置にしてください。

［1］ エンジン始動後に行う作業

アウトリガの格納方法は、「アウトリガ (4)」の

1 基のみを説明してありますが、他の 3 基も同

様に行ってください。

1. 走行ロックレバー (8) を「ロック」位置に

してください。

2. 「5.1.2 エンジンの始動」を参照して、エ

ンジンを始動してください。

3. アクセルペダル (6) から足を離して、エン

ジンをアイドリング回転にしてください。

4. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「アウトリガ」位置にしてください。

5. アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1)( 緑色 ) が点灯していることを確認して

ください。

警 告

アウトリガ起伏モード時にアウトリガスイッチ

を 2 個同時に操作するときは、前側 2 個 ([(1)]
と [(4)]アウトリガ )または後側2個 ([(2)]と [(3)]
アウトリガ ) にしてください。左右片側のス

イッチを 2 個同時に操作すると、片側の 2 基

が急激に作動し、機械が転倒する原因になりま

す。
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6. アウトリガ操作盤内スイッチ部の操作銘板

の番号を確認し、作動させるアウトリガを

決めてください。

7. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
を「アウトリガ起伏」位置にしてください。

8. アウトリガスイッチを単独または 2 個同

時に、「入」位置に倒してください。  
接地シリンダが縮んで機械が降下し始めた

ら、一旦スイッチを「中立」位置にしてく

ださい。  
残りのスイッチも同様に操作して、4 基の

アウトリガが同じ高さまで降下するように

し、一旦スイッチを「中立」位置にしてく

ださい。  
この操作を繰り返して徐々に機械を降下さ

せ、ゴムクローラが完全に地面に降りるよ

うにしてください。

9. 左右のゴムクローラが完全に接地した後、

さらにアウトリガスイッチを単独または 2
個同時に、「入」位置に倒してください。 
接地シリンダが完全に縮んでトップボック

スが上昇限度まで上がったら、アウトリガ

スイッチから指を離してください。

10. アウトリガ表示部内のアウトリガ接地ラン

プ (3)(4 個 ) が赤色で点灯することを確認

してください。

 ☞ アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1)( 緑色 ) は点灯し、アウトリガ張出ラ

ンプ (2)(4 個 ) は緑色で点灯し、アウト

リガ接地ランプ (3)(4 個 ) は赤色で点灯

しています。

11. 作業切換スイッチ ( アウトリガ起伏 / 伸縮 )
を「アウトリガ伸縮」位置にしてください。
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12. アウトリガスイッチを単独または 2 個同

時に、「入」位置に倒してください。  
張出シリンダが完全に縮んでインナーボッ

クスが最短になったら、スイッチを「中立」

位置にしてください。  
残りのスイッチも同様に操作して、4 基の

アウトリガインナーボックスが最短になる

ようにし、スイッチを「中立」位置にして

ください。

13. スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置に

してください。  
エンジンが停止します。

［2］ エンジン停止後に行う作業

1. アウトリガロータリ (2) のポジションピン

(1) を抜き出し、アウトリガロータリを内

側に回転させてください。

2. アウトリガロータリ (2) を内側に回転後の

ピン穴位置が合ったところで、ポジション

ピン (1) を根元まで確実に挿入してくださ

い。

 ☞ ポジションピン (1) には、ピン紛失防止

のためのワイヤが付いています。

3. 他の 3 基のアウトリガも同様に格納して

ください。

 ☞ アウトリガの格納後、各ポジションピン

(1) が確実に差し込まれているか、確認

してください。
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5.1.23    クレーン作業上の禁止事項

警 告

• クレーン作業をするときは、必ず水平堅土

上にアウトリガを設置してから行ってくだ

さい。

• 吊り荷走行やアウトリガを設置しない状態

でのクレーン作業は、絶対に行ってはいけ

ません。 
機械が不安定になって転倒し、重大な事故

を招く恐れがあります。

• この項の禁止事項のほかにも、「安全編」の

注意事項も参照してください。

［1］ 旋回力による作業禁止

旋回操作による荷の引き込み、引き起しは禁止

されています。

［2］ 起伏力による作業禁止

ブーム起伏による荷の引き込み、引き起しは禁

止されています。

［3］ 横引き、引き寄せ、斜め吊り作業禁止

横引き、引き寄せ、斜め吊り作業は、機械に無

理な力がかかり、機械を傷めるだけでなく危険

ですので、絶対にしないでください。

吊り荷の重心の真上にフックがくるようにして

ください。

［4］ 作業時の乱暴運転禁止

急激なレバー操作をしないでください。

特に「旋回」「ブーム伏」「巻き下げ」は低速で

行ってください。
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［5］ 作業半径内は立入禁止

吊り荷の下へ作業員を立入らせるなど、作業半

径内に人を近づけてはいけません。

［6］ 主用途以外の使用禁止

クレーンを使って作業員の昇降などを行っては

いけません。

［7］ 無理な作業禁止

機械の性能を超えた作業は、事故の原因になり

ます。

特にクレーン作業は、定格総荷重表に基づいて

行ってください。

［8］ 無理なワイヤの巻き上げ禁止

ワイヤロープを木や鉄骨等に引っ掛けないよう

に注意して作業してください。

万一何かにからんだときは、無理に巻き上げず

に引っ掛かりを直してから巻き上げてくださ

い。

［9］ 吊り荷走行禁止

吊り荷走行やアウトリガを設置しない状態での

クレーン作業は、転倒の危険があります。絶対

に行ってはいけません。
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5.2  ゴムクローラの取

り扱い

5.2.1   上手な使い方

ゴムクローラは、その材料特有の性能から多く

のメリットを発揮する反面、強度面の弱点を有

しています。

したがって、ゴムクローラの特長を十分に理解

していただき、また禁止作業および取り扱い上

の注意事項を守ることにより、ゴムクローラの

寿命を延ばし、メリットを最大限に発揮するこ

とができます。

使用前に「5.2.3 ゴムクローラ禁止作業」およ

び「5.2.4 ゴムクローラ使用上の注意事項」を

必ずお読みください。

5.2.2   保証について

ゴムクローラの正しい張りの点検や整備および

「鉄板、U 字溝、ブロックなどの角部、切り立っ

た砕石や岩石の角部、鉄筋、鉄屑など切り裂く

恐れのある現場で作業した」などの禁止作業や

作業上の注意事項を守らないなど、お客様のミ

スが原因となって起った損傷に対しては、保証

の範囲外となります。

5.2.3   ゴムクローラ禁止作業

つぎの作業を行ってはいけません。

• 砕石地盤、凹凸の激しい固い岩盤、鉄筋、鉄

屑上、鉄板エッジ近辺での作業および旋回は、

ゴムクローラ損傷の原因となります。

• 河川敷など、大小の転石が多量にある場所で

は石をかみ込み、ゴムクローラを傷めたり、

脱輪しやすくなります。

• ゴムクローラにオイル、化学溶剤が付着しな

いようにしてください。  
付着したときは、すぐに拭き取ってください。 
また、路面に油などが溜まっている上を走行

してはいけません。

• たき火、炎天下に放置された鉄板、アスファ

ルトの敷きならしなど、高熱になっている場

所へ進入してはいけません。

• 長期保管 (3 か月以上 ) するときは、直射日

光や雨がかからない屋内に保管してくださ

い。
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5.2.4    ゴムクローラ使用上の注意
事項

警 告

これらのゴムクローラの使用上の注意事項を

守らないと、重大な事故やゴムクローラが損

傷を招く原因になります。

つぎのことに注意して作業を行ってください。

• コンクリート路面での超信地旋回作業は避け

てください。 
急激な進路変更は、ゴムクローラの早期摩耗

や欠損の原因になりますので、できるだけ避

けてください。

• コンクリート畦畔・壁などに、ゴムクローラ

の端をこすりつけるような運転はしないでく

ださい。

• 大きな段差のある場所での進路変更は避けて

ください。 
段差を乗り越すときは、段差に対し直角に乗

り越してください。 
斜めに乗り越すと、ゴムクローラが外れるこ

とがあります。

• ゴムクローラは濡れた鉄板上や積雪、凍結路

面では、非常にスリップしやすくなります。

特に法面走行や傾斜地での作業は、スリップ

に注意してください。

• 作業対象材料によっては、使用をできるだけ

避けてください。 
やむを得ず使用したときは、使用後よく水洗

いしてください。

• つぶれて油分があるもの ( 大豆、トウモロコ

シ、菜種油しぼりかすなど ) の作業は避けて

ください。

• 塩、硫安、塩化カリ、硫酸カリ、重過燐酸石

灰を扱うと、芯金部の接着が侵されます。
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• 塩分により、芯金部の接着が侵されるので、

海岸使用などはできるだけ避けてください。

• 極寒地での作業は、ゴムクローラの材質が変

化し寿命を縮めます。 
ゴムクローラは、ゴムの物性上 -25℃
~+55℃の範囲で使用してください。

• 塩、砂糖、小麦、大豆などの食品を扱う場合

は、ゴムクローラに深い傷があると、ワイヤ

やゴムなどの破片が混入する恐れがありま

す。 
ゴム欠け部の修理をしてから使用してくださ

い。

• ゴムクローラの外れ防止のため、常に適切な

張りで使用してください。 
張りが緩いと、ゴムクローラが外れる原因と

なります。
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5.3  ワイヤロープの取

り扱い

5.3.1   ワイヤロープの交換基準

重 要

• ワイヤロープの交換基準は、ウインチ用、

ブーム伸縮用および玉掛け用のすべてに共

通します。

• ワイヤロープの直径の測定は、シーブを繰

り返し通過する箇所で行い、3 方向より測っ

てその平均値をとってください。

• 使用していなくても、古くなったワイヤロー

プは使用しないでください。

• ワイヤロープの交換方法については、「6.7.5
［2］ ウインチワイヤロープの交換」の項を

参照してください。

• ワイヤロープの交換、修理は、当社または

当社販売サービス店にお問い合わせくださ

い。

［1］ ワイヤロープの呼び寸法

• ウインチ用ワイヤロープ :   
IWRC　6 × Ws　(26)　0/0　φ 8 × 73m

• No.5 ブーム引き出し用ワイヤロープ :   
IWRC　6 × Fi　(29)　0/0　φ 8 × 5.825m

• No.5 ブーム引き込み用ワイヤロープ :   
IWRC　6 × Fi　(29)　0/0　φ 6 × 10.885m

［2］ ワイヤロープの交換基準

ワイヤロープは、時間と共に疲労してゆくもの

です。

つぎのような状態になったときは、ワイヤロー

プを交換してください。

• ワイヤロープの 1 ヨリ (6 山数える ) の間に

おいて素線 ( フィラ線を除く ) 数の 10% 以

上の素線が切断しているもの。

 ☞ ウインチ用、ブーム伸縮用共、13 本以

上の素線が切断した場合は交換してくだ

さい。

• ワイヤロープの直径が公称径の 7% 以上摩耗

したもの。

 ☞ 直径が 8mm のワイヤロープは 7.5mm
で交換してください。

 ☞ 直径が 6mm のワイヤロープは 5.6mm
で交換してください。

• ロープがねじれてキンクが生じているもの。

• 著しい形くずれや腐食のあるもの。
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• 端末止め部に異常があるもの。

5.3.2    ウインチワイヤロープがね
じれた場合の処置

警 告

ワイヤロープを取り扱うときは、必ず厚手の

作業用革手袋を使用してください。

重 要

ワイヤロープは、ときどきフックブロック側

とウインチドラム側が逆になるように巻き換

えてください。

ワイヤロープの寿命が長くなります。

ワイヤロープがねじれた場合は、つぎの手順で

ねじれを直してください。

1. フックが正常な状態から、ねじれている方

向とねじれている回数を調べてください。

2. ウインチレバーを「下」( 前方に押す ) 側
に操作し、フックブロックを地面直前まで

下げてください。 
フックブロックは、ブーム起伏レバーを

「伏」( 前方に押す ) 側に操作してブームを

降ろすか、またはブーム伸縮レバーを「縮」

( 手前側に引く ) 側に操作し、ブームを縮

めて降ろしてください。

3. スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置に

操作して、エンジンを停止させてください。

4. ウエッジソケットピン固定ボルト (1) を外

し、ウエッジソケット (2) を取り外してく

ださい。
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5. ワイヤロープの端を、手順 1 で調べたフッ

クブロックのねじれている反対の方向 ( ウ
エッジソケットから手を離したときに、自

然に戻ろうとする反対の方向 ) に、フック

ブロックのねじれた回数の「n」( ワイヤ

ロープの掛け数 ) 倍を強制的にねじって取

り付けてください。

6. エンジンを始動させ、ブーム起伏レバーを

「起」( 手前側に引く ) 側に操作し、ブーム

起伏角度を最高にしてください。

7. ブーム伸縮レバーを「伸」( 前方に押す )
側に操作し、ブーム長さを最長にしてくだ

さい。

8. ウインチレバーを「上」または「下」側に

操作し、フックブロックの巻き上げ、巻き

下げを数回繰り返してください。

9. ウインチドラムは、ワイヤロープに張力を

掛けた状態で、整然と巻き込んでください。

10. フックのねじれがなくなるまで、上記手順

を繰り返してください。

以上の手順で実施してもねじれが直らない場合

は、新しいワイヤロープと交換してください。

5.4  輸送

輸送するときは、関係法令を守って安全に行っ

てください。

5.4.1    積み込み、積みおろし方法

警 告

• 本機械の寸法、質量は、「3.1 主要諸元表」

の項を参照してください。

• 使用する道板は、下記の条件を満たしたも

のを選定してください。

- 長さは、トラックへの設置角度が 15 度以

下になるもの

- 幅は、ゴムクローラがはみ出さないもの

- 厚さ、強度は、本機械の質量に十分耐える

ことができるもの

• 道板の設置は、トラックの荷台に対して直

角にしてください。 
また、左右のゴムクローラの中心が、それ

ぞれの道板の中心と合うようにしてくださ

い。 
道板が曲がっていたり、ゴムクローラの中

心が外れていると、機械が道板から転落し、

重大な事故を起こす原因になります。

• 機械の積み込み・積みおろし時は、機械を

必ず「走行姿勢」にしてください。走行姿

勢は、「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照

してください。

• 機械の積み込みは、必ず後進で行ってくだ

さい。 
前進で行うと転倒の危険があります。また、

運転者の方は、必ずトラックの荷台側に位

置するようにしてください。
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• 機械の積おろしは、必ず前進で行ってくだ

さい。 
後進で行うと転倒の危険があります。また、

運転者の方は、必ずトラックの荷台側に位

置するようにしてください。

• 機械の積み込み・積みおろし作業は、危険

が伴いますので特に注意してください。

• 機械の積み込み・積みおろし作業は、水平

で路盤の強固な場所を選んでください。 
また、路肩との距離を十分にとってくださ

い。

• 機械が道板上で横滑りしないように足回り

の泥などを落としてください。 
道板上のグリース、オイルや氷等の付着物

を取り去り、きれいにしておいてください。

• 道板上では絶対に進路修正をしないでくだ

さい。 
進路修正する場合は、一旦道板から降りて

方向を直してください。

機械の積み込み・積みおろしは、機械を「走行

姿勢」にし、必ず道板または発送台を使ってつ

ぎのようにしてください。

1. トラックのブレーキを確実にかけ、タイヤ

にブロックをかませて動かないようにして

ください。

2. 道板は、トラックと機械の中心が一致する

ように確実に固定してください。

☞ 左右の道板が同じ高さになっているか、

確認してください。

3. アクセルペダルを操作して、エンジンを低

速回転にしてください。

4. 道板に方向を定めてゆっくり走行し、ブー

ムがトラックに当たらないように積み込

み・積みおろしを行ってください。 
積み込みは後進で、積みおろしは前進で

行ってください。

5. 道板上では、走行レバー以外のレバーを操

作しないでください。

6. トラックの所定の位置に正しく積載してく

ださい。

5.4.2   機械の吊り上げ方法

警 告

• 吊り上げに使用するワイヤロープやシャッ

クル等の吊り具は、機械の質量 ( 重量 ) に対

して、十分強度のあるものを使用してくだ

さい。

• 機械を吊り上げるときは、必ず「走行姿勢」

にし、アウトリガロータリ部にポジション

ピン (4 本 ) を確実に差し込んでください。 
機械の重心位置は、機械の姿勢が「走行姿

勢」状態で決められています。走行姿勢は、

「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照してく

ださい。

• 機械を長時間吊り続けると、ブーム起伏シ

リンダが伸びて重心位置が変わり、機械の

バランスをくずす危険があります。

• クレーンを使用して運搬するときは、下図

のような運搬用具を使用し、安全に作業し

てください。
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• 以下の手順で示す方法以外で、機械を吊り

上げてはいけません。機械のバランスをく

ずす危険があります。

重 要

• クレーンを使用して吊り上げ作業をする人

は、つぎの資格を取得した人でなければい

けません。

• 小型移動式クレーン運転技能講習修了証  
( 労働安全衛生法第 61 条、同施行令第 20 条、

同安衛則第 41 条、クレーン則第 68 条 )
• 玉掛技能講習修了証  

( 労働安全衛生法第 61 条、同施行令第 20 条、

同安衛則第 41 条、クレーン則第 221 条 )
• 機械の質量 ( 重量 ) は、「第 3 章 諸元編」の

項または機械に貼り付けてある銘板を参照

してください。

M C 3 0 5 C

3 9 7 0 k g
+ 1 4 0 k g

+ 3 0 k g8 5 0 kg  ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ
1 . 5 ｔ ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ + 2 5 k g

• 諸元値は標準仕様であり、実装時のアタッ

チメント、オプションにより吊り上げ方法

が異なります。その場合は、当社または当

社販売サービス店にお問い合わせください。

機械を吊り上げるときは、地盤の堅い平坦な場

所でつぎのように行ってください。

1. 「5.1.5 機械の走行姿勢」の項を参照し、

機械を「走行姿勢」にしてください。

2. アウトリガロータリジョイント部にポジ

ションピン (4 本 ) が確実に差し込まれて

いるか確認してください。

3. 各アウトリガロータリの穴部 (4 箇所 ) に
シャックル (1) を取り付け、吊り具 (2) を
フック (3) に掛けてください。

4. 機械が地面を離れた直後 ( 地切り ) 一旦停

止し、機械が安定してからゆっくりと吊り

上げてください。
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5. 吊り上げた時、起伏シリンダ (4) ヘッド側

の油圧回路の漏れによる姿勢の変化を確認

してください。

☞ 推奨吊り具

- ワイヤロープ ( 前 2 本 ) :
JIS13 号ロープ相当以上 　

φ 12.5 ×長さ 2150mm( 破断荷重 7.5t 以
上 )
片端アイロック・片端呼び 12A 形シンブ

ル付き

- ワイヤロープ ( 後 2 本 ) :
JIS13 号ロープ相当以上　 
φ 12.5 ×長さ 1650mm( 破断荷重 7.5t 以
上 )
片端アイロック・片端呼び 12A 形シンブ

ル付き

- シャックル :
BC または SC の呼び 14( 破断荷重 7.5t 以
上 )

5.4.3    積載時の注意事項

警 告

機械の積み込み・積みおろし作業は、水平で

路盤の強固な場所を選んでください。また、

路肩との距離を十分にとってください。

トラックの所定位置に積載後、機械をつぎの要

領で固定してください。

1. エンジンを停止して、スタータスイッチの

キーを抜き取ってください。

2. 輸送中、機械が動かないようにゴムクロー

ラの前後に角材をかませ、チェーンまたは

ワイヤロープで固定してください。 
特に横滑りしないように、確実に固定して

ください。

5.4.4   輸送時の注意事項

警 告

輸送路は、道幅・高さ・質量 ( 重量 ) を考慮し

て決定してください。

輸送するときは、各関係法令を遵守して輸送し

てください。
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5.5  寒冷時の取り扱い

5.5.1   低温への備え

気温が低くなると、始動困難などが生じますの

で、つぎのようにしてください。

［1］ 潤滑油脂

各装置の潤滑油は、粘度の低いものに交換して

ください。

指定粘度については、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

［2］ 冷却水

警 告

不凍液は引火性がありますので、火気を近づ

けないでください。

不凍液を取り扱うときは、喫煙をしないでく

ださい。

重 要

メタノール、エタノール、プロパノール系不

凍液は、絶対に使用しないでください。

冷却水の交換時期と不凍液の混合量について

は、「6.7.9［1］ 冷却水の交換・内部洗浄」の

項を参照してください。

［3］ バッテリ

警 告

• バッテリは可燃性のガスを発生し爆発の危

険がありますので、火気を近づけてはいけ

ません。

• バッテリ液は危険物です。目や皮膚に付か

ないようにし、万一付いたときは多量の水

で洗い流し、医師の治療を受けてください。

気温が下がると、バッテリ能力は低下します。

充電率が低いとバッテリ液が凍結する恐れがあ

りますので、充電率をできるだけ 100% に近

い状態にし、保温に注意して翌朝の始動に備え

てください。

☞ 充電率は、比重を測り下表で換算してく

ださい。

液温 (℃ )
20 0 -10 -20

充電

率 (%)

100 1.28 1.29 1.30 1.31
90 1.26 1.27 1.28 1.29
80 1.24 1.25 1.26 1.27
75 1.23 1.24 1.25 1.26

［4］ 作業終了後の注意

泥や水などの付着物や足回りが凍りついたりし

て翌朝動けなくなるのを防ぐため、つぎのこと

を守ってください。

• 機械に付着した泥や水を落としてください。 
特に油圧シリンダロッド面は、水滴と一緒に

泥などがシール内に持ち込まれ、シールを損

傷させます。

• 固い乾燥した地面に駐車してください。 
そのような場所がない場合には、地面に板を

敷いて駐車してください。これにより、地面

と足回りとの凍結を防ぎ、翌朝すぐに発進で

きます。

• 燃料タンクのドレンプラグを外して、燃料系

統にたまった水を排出し、凍結するのを防い

でください。

• バッテリは、低温では機能が著しく低下しま

す。 
バッテリは、覆いをするか、機械から外して

暖かい場所に置き、翌朝取り付けるようにし

てください。

• バッテリの液面が低いときは、翌朝の作業開

始前に蒸留水を補充してください。 
夜間の凍結を防止するため、作業終了後に補

充しないでください。

［5］ 寒冷時が過ぎたら

季節が変わり、気温が暖かくなってきたら、つ

ぎのようにしてください。

• 各装置の潤滑油は、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照して、指定粘度

のものに交換してください。
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5.6   長期保管

5.6.1   保管前の処置

重 要

長期保管中の機械の姿勢は、シリンダロッド

保護のため、下図の「走行姿勢」にしてくだ

さい。走行姿勢は、「5.1.5 機械の走行姿勢」

の項を参照してください。( シリンダロッドの

錆発生防止 )

長期間保管するときは、つぎのように収納して

ください。

• 各部の洗浄・掃除後、屋内に収納してくださ

い。 
やむを得ず屋外におくときは、洪水または他

の災害を受けにくい平地を選んで覆いをして

おいてください。

• 給油・給脂・オイル交換をもれなく行ってく

ださい。

• バッテリは、マイナス端子を外し、覆いをす

るか、機械から降ろして保管してください。

• 気温が 0℃以下に下がるときは、冷却水に不

凍液を添加してください。不凍液の混合量に

ついては、当社または当社販売サービス店に

お問い合わせください。

5.6.2   保管中の処置

警 告

やむを得ず屋内で防錆運転するときは、ガス

中毒の防止のために窓や入口を開けて、換気

をよくしてください。

保管期間中は、月に 1 度は機械を動かし、潤

滑部の油膜切れを防ぎ、同時にバッテリも充電

してください。

5.6.3   保管後の処置

警 告

長期保管中、月 1 回の防錆運転をしなかった

場合、機械を再使用する前に、当社または当

社販売サービス店にお問い合わせください。

長期間保管した後、機械を使用するときは、つ

ぎのような処置をしてから使用してください。

• 給油・給脂・オイル交換をもれなく行ってく

ださい。

• バッテリの覆いを外し ( 機械から降ろして保

管しているときは、機械に取り付けてくださ

い )、バッテリ液量点検、比重点検を行った後、

バッテリケーブルを (+) 側から接続してくだ

さい。

• 燃料タンク、作動油タンク、エンジンオイル

パンのドレンプラグを外し、混入水を排出し

てください。

• 作業開始前点検および暖機運転を十分に行っ

て、機械各部の点検を入念にしてください。
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5.7   バッテリの取り扱

い

バッテリの取り扱いをするときは、つぎのこと

を守ってください。

警 告

• バッテリの点検・取り扱いは、エンジン停止、

スタータスイッチ「OFF」( 切 ) 位置の状態

で行ってください。

• バッテリ上面に堆積したホコリは、湿った

布などできれいに拭き取ってください。

• バッテリは、水素ガスを発生しますので、

爆発の恐れがあります。タバコなどの火気

を近づけたり、スパークを起こすような行

為はやめましょう。

• バッテリ液は希硫酸ですので、衣服や皮膚

を冒します。 
もし、バッテリ液が衣服や皮膚に付着した

ら、すぐに大量の水で洗い落としてくださ

い。 
目に入ったときは、直ちに水で洗い、その後、

医師の治療を受けてください。

• バッテリを取り扱うときは、保護めがねと

ゴム手袋を使用してください。

• バッテリケーブルの取り外しは、アース側

( 通常は (-) 端子側 ) から行い、取り付けは、

逆に (+) 端子から行ってください。 
(+) 端子と機械の間に工具などが触れると、

スパークを起こし危険です。

• バッテリ端子が緩んでいると、接触不良に

よりスパークが発生し、爆発の危険があり

ます。端子を取り付けるときは、確実に締

め付けてください。

• バッテリ交換時は、バッテリが動かないよ

うに固定してください。動かないように固

定されていないと、端子が緩みスパークを

起こし危険です。

• バッテリケーブルの取り外し、取り付けの

ときは、(+) 端子と (-) 端子を確認してくだ

さい。
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5.7.1   バッテリ取り扱い上の注意
事項

• バッテリは、放電状態にならないように常に

心掛けてください。  
放電状態になってからあわてて充電を行うの

ではなく、早めにバッテリ液の比重を測定し、

必要に応じてバッテリを充電してください。  
バッテリをいつも最良の状態に保っておけ

ば、寿命が長くなります。

• 気温が高い時期は、バッテリ液量点検を定期

点検整備時間より早めに行ってください。

• 気温の低い時期は、バッテリの能力がいちじ

るしく低下しますので、充電率をできるだけ

100% に近い状態に維持し、保温に注意して

翌朝の始動に備えてください。  
蒸留水を補給するときは、凍結防止のため、

翌朝の作業開始前に行うようにしてくださ

い。

5.7.2   バッテリの取り外し、取り
付け

重 要

バッテリの取り付け後、バッテリ本体が動か

ないか確認してください。動くようであれば、

固定し直してください。

［1］ 取り外し

1. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

2. バッテリケーブルの取り外しは、アース側

の (-) 端子 (5) から取り外し、つぎに (+) 端
子 (6) を切り離してください。

3. ちょうナット (8) を外し、バッテリ取付け

金具 (7) を取り外し、バッテリ (9) を取り

外してください。

4. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

［2］ 取り付け

1. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

2. バッテリを取り付けて、バッテリ取付け金

具 (7) をちょうナット (8) で固定してくだ

さい。

3. バッテリケーブルの (+) 端子 (6) を取り付

け、最後にアース側の (-) 端子 (5) を取り

付けてください。

4. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

5.7.3   バッテリ充電時の注意事項

バッテリを搭載したままで充電する場合

• オルタネータに異常電圧が加わって、破損す

る場合がありますので、バッテリの端子の配

線を外してから充電してください。

• 充電中は、全部の液栓を外し発生ガスを逃が

してください。

• バッテリが過熱 ( 液温が 45℃を超える ) した

場合は、充電を一時中止してください。
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• 充電完了後は、すみやかに充電をやめてくだ

さい。 
充電完了後さらに充電すると 
(1) バッテリの過熱 
(2) バッテリ液量の減少 
(3) バッテリの不具合 
などの原因となります。

• バッテリケーブルを接続するときは、逆接続

[(+) 端子と (-) 端子 ] してはいけません。オ

ルタネータなどの損傷の原因となりますの

で、注意してください。

• バッテリ液量点検、比重測定以外でバッテリ

を取り扱う場合は、バッテリケーブルを取り

外してから実施してください。

5.7.4    ブースタケーブルを使用し
ての始動

ブースタケーブルを使ってエンジンを始動する

ときは、つぎのようにしてください。

［1］ ブースタケーブル接続、取り外し時の注

意

警 告

• ケーブルを接続するときは、(+) と (-) 端子

を絶対に接触させてはいけません。

• ブースタケーブルを使って始動するときは、

保護めがねとゴム手袋を使用してください。

• 正常機械と故障機械を接触させないように

してください。 
バッテリからは水素ガスが発生しますので、

バッテリ近くのスパークにより、爆発の恐

れがあります。

• ブースタケーブルの接続を間違えないでく

ださい。また、最後の接続は、スパークが

発生しますので、バッテリからできるだけ

離れている場所に接続してください。

• ブースタケーブルを外すときは、ブースタ

ケーブルのクリップが互いに接触したり、

機械に接触したりしないようにしてくださ

い。

重 要

• ブースタケーブルやクリップの太さは、バッ

テリの大きさに適したものを使用してくだ

さい。

• 正常機械のバッテリは、故障機械のバッテ

リと同容量のものを使用してください。

• ケーブルとクリップに破損および腐食がな

いか点検してください。

• クリップはしっかりと接続してください。

• 正常機械および故障機械双方の各操作レ

バー類が「中立」位置になっているか、確

認してください。

［2］ ブースタケーブルの接続

ブースタケーブルは、つぎのように下図の番号

順に接続してください。

1. 正常機械、故障機械とも、スタータスイッ

チは「OFF」( 切 ) 位置にしておいてくだ

さい。

2. 故障機械の (+) 端子は、ブースタケーブル

(A) のクリップを接続してください。

3. 正常機械の (+) 端子に、ブースタケーブル

(A) のもう一方のクリップを接続してくだ

さい。
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4. 正常機械の (-) 端子に、ブースタケーブル

(B) のクリップを接続する。

5. 故障機械のエンジンブロックに、ブースタ

ケーブル (B) のもう一方のクリップを接続

する。

［3］ エンジンの始動

注 意

正常機械および故障機械双方の各操作レバー

類が「中立」位置になっているか、確認して

ください。また、安全ロックレバーがあれば、

ロック位置になっているか、確認してくださ

い。

1. クリップがバッテリ端子にしっかり接続し

ているか確認してください。

2. 正常機械のエンジンを始動させ、フル回転

( 最高回転 ) させてください。

3. 故障機械のスタータスイッチを「START」
( 始動 ) 位置にし、エンジンを始動させて

ください。 
もしエンジンが始動しない場合は、2 分以

上間を置いて再度行ってください。

☞ エンジン始動方法は、「5.1.2 エンジン

の始動」の項を参照してください。

［4］ ブースタケーブルの取り外し

エンジンが始動したら、ブースタケーブルを接

続と逆の手順で取り外してください。

1. 故障機械のエンジンブロックに接続してあ

るブースタケーブル (B) のクリップを外

す。

2. 正常機械の (-) 端子に接続してあるブース

タケーブル (B) のクリップを外す。

3. 正常機械の (+) 端子に接続してあるブース

タケーブル (A) のクリップを外す。

4. 故障機械の (+) 端子に接続してあるブース

タケーブル (A) のクリップを外してくださ

い。
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第 6 章   
点検整備編



6.1  整備上の注意事項

本機械を故障なく安全に使用していただくため

に、本書に記載されている点検・整備項目およ

びその方法をよく理解し、各部の点検・整備を

確実に行ってください。

警 告

• 本書に記載されている点検・整備作業以外

行わないでください。 
個人の判断で行うと、重大な事故や故障に

つながる恐れがあります。 
故障や不具合の程度が判断できない場合は、

当社または当社販売サービス店までお問い

合わせください。

• ご使用中や点検の結果、万一故障や不具合

が発見されましたら、事業者の方または責

任者の方に速やかに報告し、当社または当

社販売サービス店までお問い合わせくださ

い。

• 点検・整備作業は、足場のよい平地に止め

て行ってください。

［1］ サービスメータを確認

毎日、サービスメータを読み、必要な整備時間

に達している整備項目がないか確認してくださ

い。

［2］ 交換部品は純正部品を

交換部品には、パーツカタログ指定の純正品を

お使いください。

［3］ 使用油脂は純正品を

使用油脂には、純正品をお使いください。また、

気温に応じて、指定粘度のものを使用してくだ

さい。

［4］ 油、グリースは清浄なものを

油、グリースなどは清浄なものを使用し、容器

もきれいなものを使用して、ごみの混入を防い

でください。

［5］ 機械はきれいに

機械をきれいに洗浄して不具合部分を発見しや

すくしてください。特にグリースニップル、ブ

リーザやオイルレベルゲージ部 ( オイル点検

窓 ) はきれいにし、ごみの混入を避けてくださ

い。

［6］ 水、油の温度に注意

停止直後の排水、排油、フィルタの交換は危険

ですので、温度が下がるのを待ってから行って

ください。

オイルが冷えているときの排油は、逆に油温を

適当に暖めて ( 約 20~40℃ ) 行ってください。

［7］ 排油、フィルタを点検する

オイル交換、フィルタ交換などを行うときは、

排油、旧フィルタを点検し、多量の金属粉、異

物がないか確認してください。

［8］ 給油時の注意

給油口にストレーナのあるものは、ストレーナ

を外して注入してはいけません。

［9］ ゴミの混入に注意

オイルを点検・交換するときは、ほこりのたた

ないところで行い、ごみの混入を防いでくださ

い。

［10］ 警告札を付ける

冷却水やオイルを排出したときには、他の人が

誤ってエンジンを始動するのを防ぐため、走行

用操作盤に警告札をつけてください。

［11］ 注意事項を守る

機械に貼り付けしてある注意事項を守って作業

してください。

［12］ 溶接補修時の注意

• 電源を切ってください。( スタータスイッチ

を「OFF」( 切 ) 位置にする )
• 連続 200V 以上はかけないでください。

• アースは、溶接部から 1m 以内にとってくだ

さい。

• ラジコン受信機とモニタおよびコントローラ

のコネクタを抜いてください。

• バッテリの (-) 端子を外してください。
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• 溶接部とアース部の間にシールやベアリング

などが入らないようにしてください。  
スパーク ( 火花 ) によりシール類などが損傷

する原因となります。

• ブームのピン周りや油圧シリンダは、アース

を避けてください。  
スパーク ( 火花 ) によりメッキ部などが損傷

する原因となります。

［13］ 火気に注意

部品の洗浄は、不燃性の洗浄剤か軽油で行って

ください。

軽油を使用するときは、火気を近づけてはいけ

ません。

［14］ 取り付け面はきれいに

O リング、ガスケットのシールが入っていると

ころを外したときは、取り付け面をきれいにし、

新品と交換してください。

このとき、O リング、ガスケットの組み込みを

忘れないでください。

［15］ ポケットの中身は落とさない

カバーを開けて下向きで点検整備するときは、

内部に物を落とさないようにポケットの中の物

は取り出しておいてください。

［16］ 足回りの点検を

岩石の多いところで作業するときは、足回りの

破損、ボルト・ナットの緩み、亀裂、摩耗、損

傷に注意し、トラックシューの張りはふつうよ

り緩めておいてください。

［17］ 洗車時の点検

• 電装部品およびコネクタに直接スチームなど

を噴射してはいけません。

• 操作盤部には、水をかけないでください。

• 掃除をするときは、水をかけながら、きれい

なウエスで泥、ほこりなどを洗い流してくだ

さい。

［18］ 作業前後の確認、点検

泥水中、雨中、海浜、雪中作業のときは、作業

前に各プラグ、バルブなどの締まりを確認し、

作業後には洗車して、各部の亀裂、損傷、ボル

ト・ナットの緩み、脱落がないか点検してくだ

さい。

なお、各給脂は早めに行ってください。特に泥

水に入る部分の作業機ピンには毎日給脂してく

ださい。

［19］ ほこりの多い現場では

ほこりの多いところで作業するときは、つぎの

ことに注意してください。

• エアクリーナの目詰まりをこまめに点検して

ください。

• 燃料フィルタは早めに清掃、交換してくださ

い。

• 電装品、特にスタータ、オルタネータにほこ

りがたまらないように清掃してください。

［20］ オイルは混用しない

メーカの異なるオイルおよび種類の異なるオイ

ルの混用は、絶対にしてはいけません。

補給するときは、全量交換してください。

交換部品は、当社純正品を使用してください。
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6.2  整備の基本的内容

［1］ オイルの取り扱い

• オイルは、エンジンや作業機器などの非常に

苛酷な条件下 ( 高温、高圧 ) で使用されてお

り、使用時間とともに、劣化が進行します。  
取扱説明書に記載されている、グレード ( 等
級 )、使用温度に合ったオイルを必ず使用し

てください。  
たとえ、オイルが汚れていなくても、定めら

れた時間で必ずオイルを交換してください。

• オイルは、人体の血液に相当するため、不純

物 ( 水、金属粉、ごみなど ) が混入しないよ

うに取り扱いに十分注意してください。機械

のトラブルの大半は、不純物の混入に起因し

ております。  
特に保管時や給油時など、不純物が混入しな

いように、十分注意してください。

• オイルに異なるグレード、銘柄の異なるオイ

ルを混入してはいけません。

• オイルの量は、定められた量を注入してくだ

さい。  
オイルが多すぎても、少なすぎてもトラブル

の原因となります。

• 作業機器のオイルが濁った場合、水や空気が

回路内に混入した場合が考えられます。  
当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

• オイルを交換する場合は、必ず関連フィルタ

も交換してください。

• 工場出荷時、作動油系統のオイルは「ISO　

VG32」を使用しています。  
当社が推奨する以外のハイドロリックオイル

を使用すると、フィルタ目詰まりの原因とな

りますので、使用しないでください。  
配管およびシリンダなどに残る程度のオイル

は、混合しても問題ありません。

［2］ 燃料の取り扱い

• 燃料ポンプは、精密機器であり、水やゴミを

含んだ燃料を使用すると作動しなくなりま

す。  
保管時や給油時など、不純物が混入しないよ

うに、十分注意してください。

• 燃料の補給時、給油口のストレーナを取り外

さないでください。

• 取扱説明書に記載されている、グレード ( 等
級 )、使用温度に合った燃料を必ず使用して

ください。

• 燃料タンク中の湿気を含んだ空気が凝縮し、

水分が混入しないようにするため、毎日の作

業の終了後、燃料タンクを満タンにしてくだ

さい。

• エンジン始動前、または燃料補給後約 10 分

経ってから、燃料タンクより沈殿物および水

を排出してください。

• 燃料切れを起こしたときや、燃料フィルタを

交換したときは、回路内の空気抜きが必要で

す。

• 燃料タンクに異物が混入した場合は、タンク・

燃料系統を洗浄してください。

［3］ オイル・燃料の貯蔵および保管

• 水分やごみなどの不純物が混入しないよう

に、屋内に貯蔵および保管してください。

• ドラム缶を長期間保管する場合は、ドラム缶

の口が横一線になるように、横置に並べてく

ださい ( 湿気の吹込みを防止 )。やむを得ず

屋外に保管する場合は、防水シートで覆うな

どの注意を払ってください。

• 長期保管による変質を避けるため、先入れ、

先出しにしたがって、先入れしたものから使

用してください。

［4］ グリースの取り扱い

• グリースは接合部などのこじりや騒音の発生

を防止します。

• 定期整備編に記載のないニップルは、オー

バーホール用のニップルのため、グリースの

補充は不要です。  
なお、長期間使用後、渋りが発生した場合、

給脂してください。

• 給脂後の押し出された古いグリースはきれい

にふき取ってください。  
特に砂・ごみなどが付着して回転部の摩耗を

促進するような部分は、入念にふき取ってく

ださい。
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［5］ フィルタの取り扱い

• フィルタは、オイル、燃料、空気回路中の不

純物が重要機器の中に入り込み、故障を引き

起こすのを防止する、非常に大切なものです。

取扱説明書に基づいて定期的に交換してくだ

さい。  
ただし、苛酷な稼働環境、使用オイルにより

交換時間を短縮する配慮も必要です。

• フィルタ ( カートリッジタイプ ) の洗浄によ

る再使用は、絶対にしないでください。

• オイルフィルタを交換した場合は、使用済み

のフィルタに金属粉などが付着していないか

確認してください。  
付着している場合、当社または当社販売サー

ビス店にお問い合わせください。

• 補給品のフィルタは、使用直前まで包装を解

かないでください。

• フィルタは、必ず純正品を使用してください。

［6］ 冷却水の取り扱い

• 川の水には、カルシウム、不純物などが多く

含まれており、それを使用するとエンジンや

ラジエータに水垢が付着し、熱交換不良など

が発生してオーバーヒートの原因になりま

す。  
飲料に適さない水は、使用しないでください。

• 不凍液を使用する場合は、取扱説明書に記載

されている注意事項に基づき、使用してくだ

さい。

• 不凍液は、引火性があるため、火気に十分注

意してください。

• 不凍液は、外気温により、混合割合が異なり

ます。  
混合割合は、「6.7.9［1］ 冷却水の交換・内

部洗浄」の項を参照してください。

• オーバーヒートが発生した場合は、エンジン

が冷えてから冷却水を補充してください。

• 冷却水の不足は、オーバーヒートとともに、

空気混入による腐食不具合を引き起こしま

す。

［7］ 電装品の取り扱い

• 電装品は、水に濡れたり、皮覆の破れがある

と漏電し、機械を狂わせたり誤作動させたり

し、非常に危険です。

• 点検整備は、ベルトの張りの点検やベルトの

傷確認、バッテリの液量点検があります。

• 機械に装着されている機器 ( 電装品 ) は、絶

対に機械から取り外したり、分解したりして

はいけません。

• オプションとして準備されている装置以外の

電装品は、取り付けてはいけません。

• 洗車時や雨の時、電装品に水がかからないよ

うに注意してください。

• 海浜作業のときは、電装品関係の手入れをよ

くして腐食を防止してください。

［8］ 油圧機器の取り扱い

• 油圧装置は、作業時および作業終了時では高

温です。また、作業中は高圧がかかっていま

す。  
油圧関係装置の点検・整備は、つぎのことに

注意して実施してください。

 - 水平な場所で機械を走行姿勢にさせ、シリ

ンダ回路に圧がかからないようにして行っ

てください。

 - エンジンは、必ず止めてください。

 - 稼働直後は、作動油、潤滑油が高温・高圧

になっています。各部の油温が下がってか

ら整備を始めてください。温度が下がって

も、内圧がかかっている場合があります。

プラグやネジ、ホースの継ぎ手を緩めると

きは、身体を正面から避け、徐々にゆっく

り緩め、内圧を抜きながら外してください。

 - 油圧回路の点検、整備時は、必ず作動油タ

ンクのエアを抜いて、内圧を除去してくだ

さい。

• 点検整備は、作動油量の点検、フィルタの交

換、作動油の交換があります。

• 高圧ホースなどを外したときは、O リングに

傷がないか確認し、傷があるようならば、交

換してください。

• 作動油フィルタエレメント・ストレーナなど

の交換、洗浄を行ったときや、油圧機器の修

理、交換、油圧配管の取り外しなどを行った

ときは、回路内のエア抜きが必要です。
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6.3  法定点検

6.3.1   クレーン等安全規則

クレーン等安全規則の第 76 条 ~80 条に記載さ

れているように、事業者は作業開始前の点検お

よび月例 ･年次の定期自主点検を行い、異常を

認めたときは直ちに補修し、月例 ･年次自主検

査の記録を 3 年間保存することが義務づけら

れています。

この作業開始前の点検および月例、年次自主検

査の際には、別冊の「点検整備記録簿」により

実施してください。

なお、年次検査時には、荷重試験 ( 定格荷重に

相当する荷重の荷を吊って、吊上げ、旋回等の

作動を定格速度により行う ) をしてください。

6.3.2   点検時の注意事項

1. 安全装置に異常がないか点検してくださ

い。

2. フックブロックなどの吊り具に異常がない

か点検してください。

3. ウインチワイヤロープ端末部、ワイヤク

リップに破損がないか点検してください。

4. ワイヤロープに損傷がある場合は、速やか

に交換してください。

5. 油圧ホースの油漏れおよび表面に摩擦キズ

などがないか点検してください。表面にキ

ズがある場合は、ホースを交換してくださ

い。

6. ブーム等の構造部分に亀裂 ･ 変形がないか

点検してください。

7. 取付けボルト・継手類に緩み・脱落がない

か点検してください。

8. ブーム伸縮、起伏、旋回の動きで、作動と

停止が確実か点検してください。

点検を行い、不具合が認められた場合には、最

寄りの当社または当社販売サービス店にお問い

合わせください。
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6.4  消耗部品

フィルタエレメント、ワイヤロープなどの消耗部品は、定期整備時または摩耗限度前に交換してくだ

さい。

消耗部品を確実に交換し、本機械をより経済的にお使いください。

部品交換には、必ず純正品を使用してください。

部品要求の際は、パーツカタログより品番を確認してください。

消耗部品一覧表

項目 交換期間

エンジンオイルフィルタ 250 時間ごと ( 初回 50 時間 )

作動油リターンフィルタ 500 時間ごと ( 初回 50 時間 )

作動油サクションフィルタ 500 時間ごと ( 初回 50 時間 )

燃料フィルタ 500 時間ごと

エアクリーナ 必要の都度または 500 時間ごと

各シリンダパッキン類　*1、*2 3 年ごと

ブームスライドプレート　*1 3 年ごと

ウインチワイヤロープ　*1、*2 必要の都度または 3 年ごと

ブーム伸長用ワイヤロープ　*1、*2 必要の都度または 3 年ごと

ブーム縮小用ワイヤロープ　*1、*2 必要の都度または 3 年ごと

*1：交換期間は推奨交換期間です。点検の上、交換基準に達していた場合は交換を実施してください。

*2：交換期間は、休車期間も含みます。

 ☞ 部品の交換は、最寄りの当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。
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6.5  潤滑油脂類

6.5.1   気温による潤滑油脂の使用方法

気温によりつぎのように使い分けてください。

-30 -20 -10 10 20 30 40 500

―

―

3.1 3.1

60 44
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0.75

0.7
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40
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℃

SAE 15W-40

SAE 30

SAE 20

ISO VG32

ISO VG46

ISO VG320

SAE 10W-30

SAE 5W-30

• 規定油量とは、各装置の配管部分などを含んだ全油量で、交換油量とは、点検・整備時交換するオ

イルの量です。

• 気温が 0℃以下でエンジンを始動する場合は、たとえ日中の気温が 10℃程度まで上昇しても、必ず

SAE10W-CD、SAE10W-30CD、SAE10W-40CD を使用してください。

• 作動油系統の耐摩耗性油圧作動油 (ISO　VG46、VG32) については、当社のリコメンドするオイル

を使用してください。  
当社工場出荷時は、新日本石油「スーパーハイランド 32」を注入してあります。

• -10℃以下になるときは、「6.7.9［1］ 冷却水の交換・内部洗浄」の項を参照して、冷却水の不凍液濃

度を調整してください。
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6.6  点検整備一覧表

点検整備項目 ページ

6.7.1　初めの 10 時間整備 6-11 
［1］　機械各部の給脂 6-11 
6.7.2　初めの 50 時間整備 6-11 
［1］　エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルタカートリッジの交換 6-11 
［2］　作動油タンク内オイルの交換 6-11 
［3］　作動油リターンフィルタの交換 6-11 
［4］　作動油サクションフィルタの交換 6-11 
［5］　ファンベルトの張り点検 ･調整 6-11 
6.7.3　初めの 250 時間整備 6-11 

［1］　旋回減速機ケース内オイルの交換 6-11 
［2］　ウインチ減速機ケース内オイルの交換 6-11 
［3］　走行モータ減速機ケース内オイルの交換 6-11 
6.7.4　作業開始前点検 6-12 
6.7.4.1　見回り点検 6-12 
［1］　クレーン周りの点検 6-13 
［2］　ワイヤロープの点検 6-13 
［3］　フックブロックの点検 6-13 
［4］　アウトリガ周りの点検 6-13 
［5］　足回りの点検 6-14 
［6］　走行台車周りの点検 6-14 
［7］　エンジン周りの点検 6-14 
［8］　走行・クレーン操作部周りの点検 6-14 
6.7.4.2　エンジン始動前の点検 6-15 
［1］　冷却水量の点検・補給 6-15 
［2］　エンジンオイルパン油量の点検・補給 6-16 
［3］　燃料量の点検・補給 6-17 
［4］　ウォータセパレータの点検・清掃 6-17 
［5］　燃料フィルタポットの点検・清掃 6-18 
［6］　作動油タンク内油量の点検・補給 6-19 

［7］　旋回減速機ケース内油量の点検・補給 6-20 

［8］　走行モータ減速機ケース内油量の点検・補給 6-21 
［9］　ラジエータおよびオイルクーラフィンの点検・清掃 6-22 
［10］　バッテリの液面点検 6-22 
［11］　ホーンの点検 6-23 
［12］　前照灯の点検 6-24 
［13］　ヒューズの点検 6-24 
［14］　アウトリガ表示部の点検 6-24 
［15］　運転席の調整 6-24 
6.7.4.3　エンジン始動後の点検 6-25 
［1］　ゴムクローラの張り点検・調整 6-25 
［2］　ゴムクローラの損傷、摩耗点検 6-27 
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点検整備項目 ページ

［3］　アウトリガ安全装置の作動点検 6-28 
［4］　アウトリガの作動点検 6-31 
［5］　クレーンの作動点検 6-32 
［6］　巻過防止装置の点検 6-33 
［7］　モーメントリミッタの点検 6-34 
［8］　アウトリガ張出位置の点検 6-34 
［9］　エンジン排気色、異音、振動の点検 6-35 
6.7.5　不定期整備 6-35 
［1］　ゴムクローラの交換 6-35 
［2］　ウインチワイヤロープの交換 6-36 
［3］　ブーム伸縮用ワイヤロープの点検・調整 6-40 
6.7.6　50 時間ごとの整備 6-43 
［1］　ウォータセパレータ内の混入水・沈殿物の排出 6-43 
［2］　機械各部の給脂 6-45 
6.7.7　250 時間ごとの整備 6-47 
［1］　エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルタカートリッジの交換 6-48 
［2］　ファンベルトの張り点検・調整 6-50 
［3］　走行モータ減速機ケース内油量の点検・補給 6-51 
［4］　エアクリーナの点検・清掃 6-51 
［5］　燃料タンク内の混入水・沈殿物の排出 6-53 
6.7.8　500 時間ごとの整備 6-53 
［1］　燃料フィルタエレメントの交換 6-53 
［2］　作動油リターンフィルタの交換 6-54 
［3］　作動油サクションフィルタの交換 6-55 
［4］　エアクリーナエレメントの交換 6-56 
6.7.9　1000 時間ごとの整備 6-57 
［1］　冷却水の交換・内部洗浄 6-57 
［2］　作動油タンク内オイルの交換 6-60 
［3］　旋回減速機ケース内オイルの交換 6-61 
［4］　ウインチ減速機ケース内オイルの交換 6-63 
［5］　走行モータ減速機ケース内オイルの交換 6-64 
［6］　吸・排気弁頭のすき間点検・調整 6-64 
6.7.10　1500 時間ごとの整備 6-64 
［1］　燃料噴射ノズルの点検・清掃・作動点検 6-64 
［2］　クランクケースブリーザ装置の点検 6-64 
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6.7  作業手順

6.7.1   初めの 10 時間整備

新車 1 回目の整備のみ 10 時間運転後、つぎの

整備を行ってください。

［1］ 機械各部の給脂

整備の場所、方法は、「6.7.6 50時間ごとの整備」

の項を参照してください。

6.7.2   初めの 50 時間整備

新車 1 回目の整備のみ 50 時間運転後、つぎの

整備を行ってください。

［1］ エンジンオイルおよびエンジンオイル

フィルタカートリッジの交換

整備の場所、方法は、「6.7.7 250 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［2］ 作動油タンク内オイルの交換

整備の場所、方法は、「6.7.9 1000 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［3］ 作動油リターンフィルタの交換

整備の場所、方法は、「6.7.8 500 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［4］ 作動油サクションフィルタの交換

整備の場所、方法は、「6.7.8 500 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［5］ ファンベルトの張り点検・調整

整備の場所、方法は、「6.7.7 250 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

6.7.3   初めの 250 時間整備

新車 1 回目の整備のみ 250 時間運転後、つぎ

の整備を行ってください。

［1］ 旋回減速機ケース内オイルの交換

整備の場所、方法は、「6.7.9 1000 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［2］ ウインチ減速機ケース内オイルの交換

整備の場所、方法は、「6.7.9 1000 時間ごとの

整備」の項を参照してください。

［3］ 走行モータ減速機ケース内オイルの交換

整備の場所、方法は、「6.7.9 1000 時間ごとの

整備」の項を参照してください。
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6.7.4    作業開始前点検

6.7.4.1    見回り点検

警 告

• 本機械は、ディーゼルエンジンが搭載されています。 
エンジンの周辺から燃料の臭いがしたら、燃料が漏れている可能性があります。燃料ホースの亀裂

や燃料ホースの接続部を十分点検してください。

• エンジンやマフラなどエンジン高温部周辺やバッテリ周りへの可燃物の堆積や油漏れは、機械の火

災の原因となります。 
十分見回り点検し、異常があれば必ず修理するか、当社または当社販売サービス店にお問い合わせ

ください。

この項に示す内容は、1 日の最初の作業開始前に見回り点検で行ってください。

作業手順 M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ クレーン周りの点検

• ブームやポストの周囲や下部を見渡して油漏

れなどがないか点検してください。特に起伏

シリンダやポスト周辺のウインチモータの下

部をよく点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。

• ポスト各部に亀裂や著しい変形、汚れなどが

ないか点検してください。また、ボルト、ナッ

ト、ピン類、配管連結部の緩みや脱落、損傷

などがないか点検してください。特にポスト

や旋回輪、旋回装置の減速機取付けボルトに

緩みがないか点検してください。異常があれ

ばその箇所を修理してください。

• ブーム各部に亀裂や著しい変形、汚れなどが

ないか点検してください。また、ボルト、ナッ

ト、ピン類、配管連結部の緩みや脱落、損傷

などがないか点検してください。特にブーム

支持ピンや起伏シリンダ支持ピンに著しい摩

耗や損傷がないか点検してください。異常が

あればその箇所を修理してください。

• ブーム先端の巻過警報装置の巻過ウエイト用

ワイヤロープに著しい損傷、変形がないか点

検してください。  
異常があれば修理してください。

• 電気配線のたるみや接続部の緩み、焼けた跡

がないか点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。

［2］ ワイヤロープの点検

ワイヤロープについては、「5.3 ワイヤロープ

の取り扱い」の項を参照してください。

• ワイヤロープに損傷、変形、摩耗、ねじれ、

キンク、腐食などがないか点検してください。

異常があれば交換してください。

• ワイヤロープ端末の緊結状態を点検してくだ

さい。ワイヤロープ端末が緩んでいれば交換

してください。

• ワイヤロープに乱巻きがないか ( ウインチド

ラム部 ) 点検してください。乱巻きがあれば

巻き直してください。

［3］ フックブロックの点検

• フックブロックの外れ止め (1) が正常に機能

しているか点検してください。異常があれば

修理してください。

• フックを回転させ、フックがスムーズに回転

するか、トラニオン部から異音が発しないか

点検してください。  
異常があれば修理してください。

• フックを点検し、亀裂や著しい変形がないか

点検してください。  
異常があれば修理してください。

• フックに打刻されているポンチマーク間の寸

法 a が 105mm 以上、フック下部寸法 b が

49.5mm 以下になった場合は、フックを交換

してください。

［4］ アウトリガ周りの点検

• 各アウトリガ下部を見渡して油漏れなどがな

いか点検してください。特にアウトリガシリ

ンダの下部をよく点検してください。異常が

あればその箇所を修理してください。

• 各アウトリガロータリ、アウトリガ、受け皿

およびアウトリガシリンダに亀裂や著しい変

形、汚れなどがないか点検してください。ま

た、ボルト、ナット、ピン類、配管連結部の

緩みや脱落、損傷などがないか点検してくだ

さい。異常があればその箇所を修理してくだ

さい。
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• 電気配線のたるみや接続部の緩み、焼けた跡

がないか点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。

• 各アウトリガのポジションピンを抜いてアウ

トリガロータリを回転させ、スムーズに作動

するか点検してください。異常があればその

箇所を修理してください。

［5］ 足回りの点検

フレーム、ゴムクローラ、各ローラ、アイドラ

およびスプロケットに亀裂や著しい変形、汚れ

などがないか点検してください。また、ボルト、

ナット、ピン類の緩みや脱落、損傷などがない

か点検してください。

異常があればその箇所を修理してください。

［6］ 走行台車周りの点検

• 機械の周囲や下部を見渡してボルト、ナット、

ピン類、配管連結部の緩みや脱落、損傷など

がないか点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。

• 機械の周囲や下部を見渡して油漏れなどがな

いか点検してください。特に作動油タンク、

走行・クレーン操作部および走行モータのそ

れぞれの下部をよく点検してください。異常

があればその箇所を修理してください。

• 機械の周囲や下部を見渡して作業灯、四色灯

などの灯火類に破損や著しい変形、汚れなど

がないか点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。

• 機械の周囲や下部を見渡して電気配線のたる

みや接続部の緩み、焼けた跡がないか点検し

てください。異常があればその箇所を修理し

てください。

• フレーム、マシナリカバーおよびリアカバー

などに亀裂や著しい変形、汚れなどがないか

点検してください。異常があればその箇所を

修理してください。

［7］ エンジン周りの点検

• エンジンからの燃料漏れや油漏れ、水漏れが

ないか点検してください。異常があればその

箇所を修理してください。

• エンジンマフラなどエンジン高温部やバッテ

リ周りに、枯れ葉、紙屑、ほこり、油、グリー

スなどの可燃物の堆積、付着がないか点検し

てください。堆積、付着していれば除去して

ください。

• スタータやオルタネータ、バッテリ周りなど

の電気配線のたるみや接続部の緩み、焼けた

跡がないか点検してください。異常があれば

その箇所を修理してください。

［8］ 走行・クレーン操作部周りの点検

• 各操作レバー、走行レバーや走行ロックレ

バー、アクセルペダルがスムーズに作動する

か、レバーから手を離した時に中立位置に戻

るか点検してください。  
異常があればその箇所を修理してください。

• インスツルメントパネルのモニタパネルに損

傷や汚れがないか点検してください。異常が

あればその箇所を修理してください。汚れが

あれば清掃してください。

• アウトリガ操作盤およびインスツルメントパ

ネルの各スイッチがスムーズに作動するか点

検してください。  
異常があればその箇所を修理してください。

• 電気配線のたるみや接続部の緩み、焼けた跡

がないか点検してください。異常があればそ

の箇所を修理してください。
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6.7.4.2    エンジン始動前の点検

この項に示す内容は、1 日の最初の作業開始前

にエンジンを始動しないで行ってください。

［1］  冷却水量の点検・補給

警 告

冷却水量の点検・補給は、ラジエータキャッ

プを外して行ってはいけません。必ずリザー

ブタンク部で行ってください。高温になった

冷却水が噴き出してやけどをする恐れがあり

ます。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを外側に回転させて

ください。

3. 右側マシナリカバーの点検口を開けてくだ

さい。

4. リザーブタンク (1) のレベルを点検し、冷

却水が「FULL」と「LOW」の間にあるか

確認してください。

5. 冷却水量が「LOW」レベル以下の場合は、

つぎの要領で水道水を補給してください。

1. リザーブタンク (1) のキャップ (2) を取

り外し、給水口から「FULL」レベルま

で給水してください。

2. 冷却水の補給後は、リザーブタンク (1)
のキャップ (2) を確実に取り付けてくだ

さい。

6. リザーブタンクが空になっていた場合は、

つぎのようにしてください。

1. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し

て、マシナリカバーを取り外してくださ

い。

2. ラジエータキャップ (5)を外し、ラジエー

タの水位レベルを点検してください。

3. ラジエータの水位レベルが低かった場合

は、ラジエータ、ラジエータホースおよ

びエンジン各部からの水漏れを点検して

ください。

4. ラジエータの給水口から給水し、ラジ

エータキャップ (5) を確実に取り付けて

ください。

5. リザーブタンク (1) のキャップ (2) を取

り外し、給水口から「FULL」レベルま

で給水してください。

6. 冷却水の補給後は、リザーブタンク (1)
のキャップ (2) を確実に取り付けてくだ

さい。

7. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し

て、マシナリカバーを取り付けてくださ

い。

7. 点検口を閉じてください。

8. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照して「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを格納してくださ

い。
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［2］  エンジンオイルパンの油量点検・補給

注 意

油量点検・補給後は、オイルレベルゲージお

よび給油口キャップを確実に取り付けてくだ

さい。運転中にオイルレベルゲージが脱落し、

高温になったオイルが噴き出してやけどをす

る恐れがあります。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

指定以外のオイルを使用すると、エンジン

の寿命を縮める恐れがあります。必ず指定

のオイルを補給してください。

• エンジン油量は、適正な油量に保ってくだ

さい。 
オイルを入れ過ぎると、オイルの消費が多

くなったり、油温が上がりやすくなり、オ

イルが早期に劣化します。オイルが少な過

ぎると、エンジンが焼き付く恐れがありま

す。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを外側に回転させて

ください。

3. 右側マシナリカバーの点検口を開けてくだ

さい。

4. オイルレベルゲージ (G) を引き抜き、ウエ

スでオイルを拭き取ってください。

5. オイルレベルゲージ (G) をゲージガイドに

差し込み、引き抜いてください。

6. オイルレベルゲージ (G) の刻印「H」と「L」
の範囲にオイルがあれば適正です。

7. オイルが「L」までないときは、給油口

キャップ (F) を取り外し、給油口からエン

ジンオイルを補給してください。

☞ エンジンオイルは、オイルレベルゲージ

(G) の刻印「H」と「L」の中間まで補給

してください。

8. オイルの補給後は、オイルレベルゲージ

(G) および給油口キャップ (F) を確実に取

り付けてください。

9. 点検口を閉じてください。

10. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照して「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを格納してくださ

い。
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［3］  燃料量の点検・補給

危 険

• 使用する燃料は、「6.5.1 気温による潤滑油

脂の使用方法」の項を参照してください。

• タバコの火等、火気には十分注意してくだ

さい。

• 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停

止してください。エンジンを運転したまま

燃料を補給すると、こぼれた燃料が高温に

なったマフラなどから引火する恐れがあり

ます。

• 燃料を補給するときは、給油口からゴミな

どが入らないように注意してください。

• 燃料の入れ過ぎは、こぼれて危険です。規

定の上限レベルよりやや少なくしてくださ

い。 
燃料がこぼれたら必ずきれいに拭き取って

ください。

• 燃料の補給後は、タンクキャップを確実に

閉めてください。

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

てください。

2. モニタパネルの燃料計を見て、燃料が満タ

ン (「F」付近 ) になっているか点検してく

ださい。

3. 燃料が不足していたら、燃料タンク上面の

タンクキャップ (F) を外し、燃料計を見な

がら給油口から燃料を補給してください。

4. 燃料の補給後は、タンクキャップ (F) を回

して確実に閉めてください。

☞ 一日の作業終了後、燃料タンクを満タン

にしておいてください。

［4］  ウォータセパレータの点検・清掃

警 告

• ウォータセパレータポット内には、燃料 ( 軽
油 ) が入っています。ウォータセパレータ

ポットを洗浄するときは、タバコの火等、

火気には十分注意してください。

• ウォータセパレータポットを取り外すとき、

燃料がこぼれたら必ずきれいに拭き取って

ください。
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重 要

• ウォータセパレータポット内に水やゴミが

溜まっていると、エンジン不調の原因にな

ります。ポット内を点検し、水やゴミが溜

まっていたら排出してください。

• ウォータセパレータポット内に水が溜まっ

ている場合は、燃料タンク内の混入水も多

いと考えられます。「6.7.7［5］ 燃料タンク

内の混入水・沈殿物の排出」の項を参照し、

燃料タンク内の混入水やゴミの排出を行っ

てください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを外側に回転させて

ください。

3. 右側マシナリカバーの点検口を開けてくだ

さい。

4. ウォータセパレータポット (1) を点検し、

ポット内に水やゴミが溜まっていないか、

ポット内の赤色のフロート (2) が底面から

浮き上がっていないか確認してください。 
ポット (1) 内の赤色のフロート (2) が浮き

上がっていたら、水が混入しています。

5. ポット (1) 内に水が溜まっていたら、つぎ

の手順でポット内を洗浄してください。

1. ヘッド (5) 部の燃料レバー (3) を水平位

置 ( 閉 ) に上げ、燃料を止めてください。

2. ヘッド (5) 部のリテーナリング (4) を左

方向に回して緩め、ポット (1) をヘッド

(5) 部から取り外してください。

3. ポット (1) 内の燃料および水を捨ててく

ださい。

4. ポット (1) を軽油で洗浄し、圧縮空気

(0.20~0.29MPa｛2~3kg/c ㎡｝) を内部

に吹き付けて表面のゴミを落としてくだ

さい。

5. ヘッド (5) 部にポット (1) をセット、リ

テーナリング (4) を右方向に回して締め

付けてください。

6. ヘッド (5) 部の燃料レバー (3) を垂直位

置 ( 開 ) に下げ、燃料回路を開いてくだ

さい。

6. 点検口を閉じてください。

7. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照して「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを格納してくださ

い。

［5］  燃料フィルタポットの点検・清掃

警 告

• 燃料フィルタポット内には、燃料 ( 軽油 ) が
入っています。燃料フィルタポットを洗浄

するときは、タバコの火等、火気には十分

注意してください。

• 燃料フィルタポットを取り外すとき、燃料

がこぼれたら必ずきれいに拭き取ってくだ

さい。
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重 要

• 燃料フィルタポット内に水やゴミが溜まっ

ていると、エンジン不調の原因になります。

ポット内を点検し、水やゴミが溜まってい

たら排出してください。

• 燃料フィルタポット内に水が溜まっている

場合は、燃料タンク内の混入水も多いと考

えられます。「6.7.7［5］ 燃料タンク内の混

入水・沈殿物の排出」の項を参照し、燃料

タンク内の混入水やゴミの排出を行ってく

ださい。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを外側に回転させて

ください。

3. 右側マシナリカバーの点検口を開けてくだ

さい。

4. 燃料フィルタポット (1) を点検し、ポット

内に水やゴミが溜まっていないか、エレメ

ントにゴミなどが詰まっていないか確認し

てください。

5. ポット (1) 内に水やゴミなどが溜まってい

たら、つぎの手順でポット内を洗浄してく

ださい。

1. ヘッド (4)部のレバー (2)を水平位置 (閉 )
に上げ、燃料を止めてください。

2. ヘッド (4) 部のリテーナリング (3) を左

方向に回して緩め、ポット (1) をヘッド

(4) 部から取り外してください。

3. ポット (1) 内の燃料および水を捨ててく

ださい。

4. ポット (1) およびエレメントを軽油で洗

浄し、圧縮空気 (0.20~0.29MPa｛2~3kg/
c ㎡｝) を内部に吹き付けて表面のゴミ

を落としてください。

5. ヘッド (4) 部にポット (1) をセット、リ

テーナリング (3) を右方向に回して締め

付けてください。

6. ヘッド (4)部のレバー (2)を垂直位置 (開 )
に下げ、燃料回路を開いてください。

6. 点検口を閉じてください。

7. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照して「アウトリガ (1)」、「アウトリガ (2)」
のアウトリガロータリを格納してくださ

い。

［6］  作動油タンク内油量の点検・補給

警 告

• 作動油タンクのキャップを外すと、オイル

が噴き出すことがあります。 
キャップは、ゆっくり回して内圧を逃がし

てから取り外してください。
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• オイルの補給時は、レベルゲージの「H」( 上
限 ) より上まで入れないでください。オイ

ルを入れ過ぎると、走行時やクレーン作業

時にエアブリーザからオイルが噴き出して

やけどをする恐れがあります。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

• オイルの補給後は、タンクキャップを確実

に閉めてください。  
運転中にタンクキャップが脱落し、高温に

なったオイルが噴き出してやけどをする恐

れがあります。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• 油量点検を行うときは、必ず機械を走行姿

勢にしてください。  
作業姿勢で油量点検すると、各シリンダ内

のオイルがタンクに戻っていないため、オ

イルを入れ過ぎてしまいます。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 左側マシナリカバー部のオイルレベルゲー

ジ (G) を見て、オイルが「H」と「L」の

間にあるか点検してください。

3. オイルが不足していたら、つぎの手順で作

動油を補給してください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照し、アウトリガロータリを外側に回

転させてください。

2. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り外してください。

3. 作動油タンク上面の給油口キャップ (F)
を取り外してください。

4. オイルレベルゲージ (G) を見ながら、給

油口 (F) から作動油を補給してくださ

い。

5. オイルの補給後は、給油口キャップ (F)
を確実に閉めてください。

6. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

7. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を

参照し、アウトリガロータリを格納して

ください。

［7］ 旋回減速機ケース内油量の点検・補給

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• オイルの補給後は、給油プラグのねじ部に

シールテープ等を使用して油漏れ止めをし、

確実に締め付けてください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。
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2. 機械の下に入り、旋回減速機ケースの油量

点検用サイトゲージ (G) を点検してくださ

い。オイルがサイトゲージ (G) 中心点まで

あるか確認してください。

3. オイルが不足していたら、つぎの手順でギ

ヤーオイルを補給してください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照し、「アウトリガ (2)」のアウトリガ

ロータリを外側に回転させてください。

2. ポスト後方の給油口プラグ (F) を外し、

給油口からギヤーオイルを注入してくだ

さい。

 ☞ オイルは、給油口からサイトゲージ (G)
中心点まで注入してください。

3. オイルの補給後は、給油プラグ (F) を取

り付け、確実に締め付けてください。

4. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を

参照して「アウトリガ (2)」のアウトリ

ガロータリを格納してください。

［8］ 行モータ減速機ケース内油量の点検・補

給

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• オイルの点検・補給後は、油量点検プラグ

のねじ部にシールテープ等を使用して油漏

れ止めをし、確実に締め付けてください。

1. 機械を前後進させて、走行モータ減速機

ケースの 2 個のドレンプラグ (P) のうち、

どちらかがが真下になるようにしてくださ

い。

2. 走行モータ減速機ケースの油量点検プラグ

(G) を外し、オイルがプラグ穴から出てく

るか点検してください。

3. オイルが不足していたら、上側のドレンプ

ラグ (P) を外し、プラグ穴からギヤーオイ

ルを注入してください。

 ☞ ギヤーオイルは、油量点検プラグ (G) 穴
からオイルが出てくるまで注入してくだ

さい。

4. オイルの点検 ･補給後は、油量点検プラグ

(G) および上側のドレンプラグ (P) を取り

付け、確実に締め付けてください。
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［9］  ラジエータおよびオイルクーラフィンの

点検・清掃

警 告

圧縮空気を使用するときは、ゴミやホコリが

飛散して危険です。必ず保護メガネやマスク

を着用してください。

重 要

• 圧縮空気を使用するときは、フィンの損

傷を防止するため、圧縮空気の圧力を

0.20~0.29MPa(2~3kg/c ㎡ ) 程度にし、フィ

ンから離して吹き付けてください 
フィンが損傷すると、水漏れやオーバーヒー

トの原因になります。

• ホコリの多い現場では、毎日フィンの点検

をし、必要に応じて清掃してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照して、

マシナリカバーを取り外してください。

4. 圧縮空気 (0.20~0.29MPa｛2~3kg/c ㎡｝)
をオイルクーラ (3) およびラジエータ (4)
に吹き付け、フィンに目詰まりした泥やゴ

ミを落としてください。

5. 清掃完了後、ラジエータカバー (1) を元の

位置にセットし、取付けボルト (2)(6 本 )
を確実に締め付けてください。

6. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照して、

マシナリカバーを取り付けてください。

7. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを格納してくだ

さい。

［10］  バッテリの液面点検

警 告

• バッテリは、可燃性のガスを発生し、爆発

の危険がありますので、火気を近づけては

いけません。

• バッテリ液は、危険物です。目や皮膚に付

かないようにしてください。万一付いたと

きは、多量の水で洗い流し、医師の治療を

受けてください。

• バッテリ液は、「最高液面線」を超えて補充

しないでください。 
液漏れによる火災の原因となることがあり

ます。

重 要

• バッテリの上面を清潔に保つため、湿った

布で拭いてください。

• 蒸留水を補給するときは、凍結防止のため、

翌日の作業開始前に行ってください。

[ 液面点検 ]

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。
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3. 取付けボルト (4)(4 本 ) を外し、カバー (3)
を取り外してください。

4. バッテリケースの側面に、透けて見える

バッテリ液を確認してください。

 ☞ バッテリケースが汚れていたら、きれい

に拭いてください。

5. バッテリ液の液面が最高液面線 (UPPER 
LEVEL)(1) まであるか点検してください。

[ バッテリ液の補充 ]
バッテリ液の液面が最高液面線 (1) までなけれ

ば、つぎの要領で蒸留水を補充してください。

1. バッテリキャップ (C)(6 個 ) をすべて外し、

蒸留水を最高液面線 (1) まで補充してくだ

さい。

 ☞ バッテリ液をこぼしたときは、きれいに

拭いてください。

2. バッテリキャップ (C) の通気口を点検し、

詰まっていれば清掃し、キャップを確実に

締めてください。

3. カバーを取付けボルト (4 本 ) で取り付け

てください。

4. バッテリ液の補充後は、「5.1.21 クレーン

の格納操作」の項を参照し、アウトリガロー

タリを内側に回転させ、格納してください。

［11］ ホーンの点検

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

て、つぎの点検を行ってください。

2. ホーンスイッチを押して、ホーンが鳴るこ

とを確認してください。
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［12］  前照灯の点検

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

て、つぎの点検を行ってください。

2. モニタの前照灯スイッチを押し、機械前方

部の前照灯が点灯するか点検してくださ

い。

［13］  ヒューズの点検

警 告

ヒューズ切れが多発したときや電気配線に

ショートした跡があるときは、必ず原因を調

査し、修理してください。

モニタ下部のヒューズに損傷や溶断がないか、

規定容量のヒューズが使用されているか点検し

てください。

［14］  アウトリガ表示部の点検

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

てください。

2. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「アウトリガ」位置にしてください。

3. 四色灯の赤色灯が点滅することを確認して

ください。

［15］  運転席の調整

警 告

• 操作前または運転者が替わったときに調整

してください。

• 運転席の背あてに背中を付けた状態で、十

分にアクセルペダルを踏み込めるように

シートを調整してください。
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[ シートの前後調整 ]

1. スライド調整レバー (1) を左方向に押した

まま、シートを希望する位置にセットして

ください。

2. スライド調整レバー (1) から手を離してく

ださい。

 ☞ 前後スライド調整量 (A) は「120mm」で、

6 段階の調整ができます。

[ リクライニング調整 ]

重 要

バックシートを後方に倒すときは、後方のス

ペースに注意して角度を調整してください。

1. リクライニング調整レバー (2) を前方に押

したまま、バックシートを希望する角度に

セットしてください。

2. リクライニング調整レバー (2) から手を離

してください。

 ☞ リクライニング調整角度 (B) は「75 度」

で、前傾 7 段階、後傾 23 段階の調整が

できます。

6.7.4.3   エンジン始動後の点検

この項に示す内容は、1 日の作業開始前にエン

ジンを始動して行ってください。

重 要

この項に示す点検内容は、機械を作動させて

点検する必要があります。

「5.1.2 エンジンの始動」以降を参照し、エン

ジンの始動、走行操作、アウトリガ操作、クレー

ン操作を行ってください。

［1］ ゴムクローラの張り点検・調整

重 要

• ゴムクローラの張り点検・調整を行うとき

は、アウトリガを設置して、ゴムクローラ

を地上から 50mm 程度浮かせてください。

• ゴムクローラの張り方は、中央部のトラッ

クローラ踏面とゴムクローラの肩部とのス

キマが 5~10mm になるのが標準です。

• グリースを圧入しても張りが緩い場合は、

ゴムクローラまたは張り調整用シリンダの

シールを交換する必要があります。  
ゴムクローラの交換、修理、継続の判定は、

当社または当社販売サービス店にお問い合

わせください。

ゴムクローラは、作業条件や土質によって摩耗

状態が異なりますので、常に摩耗状態および張

り具合を点検してください。

特に新車時や新品装着時は、張り量を規定値に

調整した後、5~30 時間程度走行を繰り返すと、

「初期緩み」が発生します。

「初期緩み」の期間が過ぎるまでは、こまめに

張り調整を行ってください。「ゴムクローラ張

り不足に起因するゴムクローラ外れ」が防止で

きます。
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〔張り点検〕

1. ゴムクローラの継目部 (M 印 ) が車軸間中

心上側になるように、左右のクローラを走

行操作してください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照してアウトリガを設置し、足回りを地上

から 50mm 程度浮かせてください。

3. 中央部のトラックローラ踏面とゴムクロー

ラの肩部とのスキマを測定してください。

 ☞ スキマが 5~10mm あれば標準の張りで

す。

4. 標準の張りでないときは、つぎのページの

「張り調整」の項を参照して、調整してく

ださい。

〔張り調整〕

ゴムクローラの「張り点検」の結果、ゴムクロー

ラの張りが標準の張りより緩んでいたときは、

つぎのように調整してください。

ゴムクローラが緩んだ状態 ( ゴムクローラの張

りが 15mm 以上 ) で作業すると、脱輪や芯金

部の早期摩耗原因になります。

[ 張りが緩い場合 ( 張りを強くする )]
• グリースガン ( ポンプ ) を用意してください。

1. グリースバルブ (1) からグリースガンに

よってグリースを圧入してください。

2. 正しい張り状態になっていることを確認す

るため、つぎの作業してください。

1. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を

参照してアウトリガを格納し、機械を地

上に降ろしてください。

2. 機械を前後進させてください。

3. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照してアウトリガを設置し、再び足回

りを地上から 50mm 程度浮かせてくだ

さい。

3. 再度、ゴムクローラの「張り点検」を行っ

てください。  
適正な張りになっていなければ、もう 1 度

調整してください。

4. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照してアウトリガを格納し、機械を地上に

降ろしてください。
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[ 張りが強い場合 ( 張りを弱くする )]

警 告

ゴムクローラの張り調整装置の内部には、グ

リースが封入されています。グリースは、ゴ

ムクローラの張力によって高圧になっていま

す。

つぎの注意事項を守らないで調整を行うと、

グリースバルブが飛び出して重大な事故を招

く恐れがあります。

• 張り調整用のグリースバルブは、1 回転以

上緩めてはいけません。グリースバルブが

飛び出す危険があります。

• 張り調整を行う場合は、グリースバルブの

正面に身体を置かないようにし、危険を回

避してください。

1. グリースバルブ (1) を少しずつ緩めて、グ

リースを排出してください。

☞ グリースバルブ (1) を緩めるときは、最

大でも 1 回転までにしてください。

2. グリースの出が悪いときには、つぎの作業

をして、グリースを出してください。

1. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を

参照してアウトリガを格納し、機械を地

上に降ろしてください。

2. 機械を前後進させてください。

3. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照してアウトリガを設置し、再び足回

りを地上から 50mm 程度浮かせてくだ

さい。

3. グリースバルブ (1)を締め込んでください。

4. ゴムクローラの「張り点検」を行ってくだ

さい。 
適正な張りになっていなければ、もう 1 度

調整してください。

5. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照してアウトリガを格納し、機械を地上に

降ろしてください。

［2］  ゴムクローラの損傷、摩耗点検

重 要

ゴムクローラの交換、修理、継続の判定は、

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

つぎの状態になったら、ゴムクローラの補修ま

たは交換が必要となりますので、当社または当

社販売サービス店に補修・交換を依頼してくだ

さい。

〔ラグの高さ〕

• ラグの高さ「a」が摩耗によって減ってくる

と、けん引力が低下します。 
ラグの高さ「a」が 5mm 以下になったら新

品と交換してください。
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• ラグが摩耗してゴムクローラ内部のスチール

コードが 2 リンク以上にわたり露出した場

合には、新品と交換してください。

〔スチールコードの切断〕

• 片方のスチールコード層の半分以上が切断し

たものは、新品と交換してください。

〔芯金の離脱〕

• ゴムクローラの芯金が 1 箇所以上離脱した

ものは、新品と交換してください。

〔亀裂〕

• ゴムクローララグ間に亀裂が発生したもの

は、速やかに新品と交換してください。

［3］ アウトリガ安全装置の作動点検

[ クレーンインターロック機能の作動点検 ]

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

てください。

2. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「アウトリガ」位置にしてください。
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3. アウトリガ表示部のブーム格納ランプ (1)
( 緑色 ) のみが最終的に点灯することを確

認してください。

4. 4 基すべてのアウトリガロータリを外側に

回転させ、ポジションピン (4) を確実に挿

入してください。  
アウトリガ表示部内のすべての張出ランプ

(2) が点灯することを確認してください。

 ☞ アウトリガロータリ張出操作後、ポジ

ションピン (4) が確実に差し込まれてい

るか確認してください。

5. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( アウトリガ起伏 / 伸縮 ) を「アウトリガ

起伏」位置にしてください。

6. アウトリガ操作盤内のアウトリガスイッチ

(5) を「出」位置にし、4 基すべてのアウ

トリガの接地操作を行って、受け皿を確実

に接地してください。  
アウトリガ表示部内のすべての接地ランプ

(3) が点灯することを確認してください。

重 要

赤色で点灯している接地ランプ (3) がある場合

は、アウトリガの受け皿 (6) のカバー (7) を取

り外し、屈曲部に異物のかみ込みなどがない

か点検してください。
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7. 4 基のアウトリガの中、いずれか 1 基のア

ウトリガスイッチ (5) を「入」位置にし、

アウトリガの受け皿を地面から浮かせてく

ださい。

8. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチを

「クレーン」位置にしてください。

9. クレーン起伏レバーを「起」側に操作し、

クレーンが動作しないことを確認してくだ

さい。

 ☞ 手順 6 から 8 までの作業を 4 基すべて

のアウトリガについて行ってください。

[ アウトリガインターロック機能の作動点検 ]

1. 4 基のすべてのアウトリガを設置してくだ

さい。

2. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( 走行 / アウトリガ / クレーン ) を「クレー

ン」位置にしてください。

3. クレーン起伏レバーを「起」側に操作し、

アウトリガ表示部内のブーム格納ランプ

(1) が赤色点灯するまでブームを起こして

ください。

4. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( 走行 / アウトリガ / クレーン ) を「アウト

リガ」位置にしてください。

5. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( アウトリガ起伏 / 伸縮 ) を「アウトリガ

起伏」位置にしてください。

6. アウトリガ操作盤内のアウトリガスイッチ

(5) を「入」位置にし、アウトリガが作動

しないことを確認してください。
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［4］  アウトリガの作動点検

警 告

アウトリガの作動点検を行うときは、必ず

「5.1.13 アウトリガの設置操作」「5.1.22 アウ

トリガの格納操作」の項を参照し、手順、注

意事項を厳守してください。

1. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( アウトリガ起伏 / 張出 ) を「アウトリガ

伸縮」位置にしてください。

2. アウトリガスイッチを「出」位置に倒した

とき、アウトリガインナーボックスがス

ムーズに伸長するか確認してください。ま

た、アウトリガスイッチを「入」位置に倒

したとき、アウトリガインナーボックスが

スムーズに縮小するか確認してください。 

その際、アウトリガ各部からの異音の発生

がないか確認してください。 
残りのスイッチも同様に操作して作動確認

をしてください。 異常があれば修理してく

ださい。

3. アウトリガ操作盤内の作業切換スイッチ

( アウトリガ起伏 / 伸縮 ) を「アウトリガ

起伏」位置にしてください。

4. アウトリガスイッチを「出」位置に倒した

とき、アウトリガがスムーズに下降するか

確認してください。また、アウトリガスイッ

チを「入」位置に倒したとき、アウトリガ

インナーボックスがスムーズに上昇するか

確認してください。 
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その際、アウトリガ各部からの異音の発生

がないか確認してください。 
残りのスイッチも同様に操作して作動確認

をしてください。 
異常があれば修理してください。

［5］  クレーンの作動点検

警 告

クレーンの作動点検を行うときは、「5.1.13 ア
ウトリガの設置操作」の項を参照し、必ずア

ウトリガを最大張出状態に設置してください。

クレーンの作動点検を行うときは、「5.1.14 ク
レーン作業前の操作」から「5.1.21 クレーン

の格納操作」の項を参照し、手順、注意事項

を厳守してください。

1. ウインチレバー (3)を「下」側に操作し、フッ

クブロックを格納位置から緩めてくださ

い。

2. ブーム起伏レバー (4) を「起」側 ( 手前に

引く ) に操作したとき、ブームがスムーズ

に起きるか確認してください。 
また、ブーム起伏レバー (4) を「伏」側 ( 前
方に押す ) に操作したとき、ブームがス

ムーズに伏せるか確認してください。 
その際、ブーム各部やブーム起伏シリンダ

からの異音の発生がないか確認してくださ

い。 
異常があれば修理してください。
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3. ブーム伸縮レバー (2) を「伸」( 前方に押す )
に操作したとき、ブームがスムーズに伸長

するか確認してください。  
また、ブーム伸縮レバー (2) を「縮」側 ( 手
前に引く ) に操作したとき、ブームがス

ムーズに縮小するか確認してください。  
その際、ブーム各部やブーム伸縮シリンダ

からの異音の発生がないか確認してくださ

い。  
異常があれば修理してください。

4. ウインチレバー (3) を「下」( 前方に押す )
に操作したとき、フックがスムーズに巻き

下げするか確認してください。  
また、ウインチレバー (3) を「上」側 ( 手
前に引く ) に操作したとき、フックがス

ムーズに巻き上げするか確認してくださ

い。  
その際、ブーム各部やウインチモータから

の異音の発生がないか確認してください。 
異常があれば修理してください。

5. 旋回レバー (1) を「左旋回」側 ( 前方に押す )
に操作したとき、クレーンがスムーズに左

旋回するか確認してください。  
また、旋回レバー (1) を「右旋回」側 ( 手
前に引く ) に操作したとき、クレーンがス

ムーズに右旋回するか確認してください。  
その際、ポスト周辺からの異音の発生がな

いか確認してください。  
異常があれば修理してください。

［6］ 巻過防止装置の点検

フックブロック (1) を巻過状態にして、ウイン

チの巻き上げおよびブームの伸長操作をそれぞ

れ行ったとき、ブザーが鳴り、ウインチの巻き

上げ、ブームの伸長操作が停止状態になるか確

認してください。

このようにならない場合は、巻過防止装置の故

障が考えられます。

警報が鳴り止まないときは、巻過防止装置の故

障や断線が考えられます。
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［7］  モーメントリミッタの点検

警 告

モーメントリミッタに異常が発生したときは、

すぐに当社または当社販売サービス店にお問い

合わせください。

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置にし

てください。

2. 四色灯を確認してください。約 2 秒間赤

色灯が点滅後、緑色灯が点滅します。

3. モニタにエラーコードが表示されていない

ことを確認してください。

4. エンジンを始動させ、クレーンをつぎのよ

うに操作して、そのときのモーメントリ

ミッタの表示が正しいか確認してくださ

い。

クレーンの動作と表示項目

モーメントリ

ミッタの表示

値

ブーム長さを最小にしたとき

の「ブーム長」の表示値
3.7m

ブーム長さを最大にしたとき

の「ブーム長」の表示値
12.5m

ブーム長さを「5.9m」( ブー

ム 2 段 ) にし、ブーム角度を

「57°」にしたときの「作業

半径」の表示値

3.0 ± 0.1m

質量の判っているウエイトを

用意して吊り上げたときの

「実荷重」の表示値

☞ウエイト + 吊金具の合計

質量と同じになること。

☞ただし、ブーム条件によっ

て多少の誤差が生じることが

ある。

実荷重

5. クレーンを操作し、モーメントリミッタの

表示値をブーム長さ「5.9m」( ブーム

(1)+(2))、ブーム角度「57°」にしたとき

の「ブーム角度」と「作業半径」を実測し

てください。実測値とモーメントリミッタ

の表示値の差異があった場合は、当社また

は当社販売サービス店にお問い合わせくだ

さい。

［8］  アウトリガ張出位置の点検

エンジンを始動させ、アウトリガを「中間」「最

大」にそれぞれ張出操作して、そのときのモー

メントリミッタ表示部のアウトリガ表示が正し

いか確認してください。

☞ アウトリガの張出調整は、インナーボッ

クス上面に貼られているシール ( 中間、

最大 ) を確認してください。

作業手順 M A E D A Mini-Crawler Crane

6-34 MC305C-5



［9］  エンジン排気色、異音、振動の点検

1. アクセルペダル (6) から足を離してエンジ

ンをアイドリング回転にし、約 5 分間、無

負荷運転を続けてください。

2. エンジンの排気色が無色または微青色に

なっているか確認してください。また、異

音、振動が発生するか確認してください。

異常があれば修理してください。

6.7.5    不定期整備

［1］  ゴムクローラの交換

警 告

• ゴムクローラの張り調整装置の内部には、

グリースが封入されています。グリースは、

ゴムクローラの張力によって高圧になって

います。つぎの注意事項を守らないでグリー

スを抜くと、グリースバルブが飛び出して

重大な事故を招く恐れがあります。

• 張り調整用のグリースバルブは、1 回転以

上緩めてはいけません。グリースバルブが

飛び出す危険があります。

• 張り調整を行う場合は、グリースバルブの

正面に身体を置かないようにし、危険を回

避してください。

• ゴムクローラを外す前に、内部のグリース

が完全に抜けていることを確認してから、

スプロケットを回してください。

〔ゴムクローラの取り外し〕

• 鉄パイプを用意してください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照してアウトリガを設置し、足回りを地上

から 50mm 程度浮かせてください。

2. グリースバルブ (1) を少しずつ緩めて、グ

リースを出してください。

3. グリースバルブ (1) を緩めるときは、最大

でも 1 回転までにしてください。

4. 鉄パイプを下図のようにアイドラとゴムク

ローラの間にかませてから、スプロケット

を後進方向に回転させてください。

5. 鉄パイプによってアイドラからゴムクロー

ラが浮いたら、横方向にスライドさせて外

してください。

〔ゴムクローラの取り付け〕

• グリースガンを用意してください。
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• 鉄パイプを用意してください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照してアウトリガを設置し、足回りを地上

から 50mm 程度浮かせてください。

2. ゴムクローラをスプロケットにかみ合わ

せ、アイドラに掛けておいてください。

3. スプロケットを後進方向に回転させ、ゴム

クローラを押し込み回転を止めてくださ

い。

4. 鉄パイプをゴムクローラにかませてから、

スプロケットを再度回転させ、ゴムクロー

ラをアイドラに確実に掛けてください。

5. 回転を止めて、ゴムクローラが確実にスプ

ロケットとアイドラにかかっていることを

確認してください。

6. 「6.7.4.3［1］ ゴムクローラの張り点検・調

整」の項を参照して、ゴムクローラの張り

を調整してください。

7. ゴムクローラとスプロケット、アイドラの

かみ具合や張り具合が十分であることを確

認してください。

8. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照してアウトリガを格納し、機械を地上に

降ろしてください。

［2］  ウインチワイヤロープの交換

警 告

ワイヤロープの交換作業を行うときは、必ず

厚手の作業用革手袋を使用してください。

重 要

• ワイヤロープの直径の測定は、シーブを繰

り返し通過する箇所で行い、3 方向より測っ

てその平均値をとってください。(1 箇所だ

けでなく、間隔を置いて数箇所測定してく

ださい。)
• 使用していなくても、古くなったワイヤロー

プは使用しないでください。
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[ ワイヤロープの交換基準 ]
ワイヤロープは、時間と共に疲労してゆくもの

です。

つぎのような状態になったときは、ワイヤロー

プを交換してください。

• ワイヤロープの 1 ヨリ (6 山数える ) の間に

おいて素線 ( フィラ線を除く ) 数の 10% 以

上の素線が切断しているもの。

 ☞ ウインチ用、ブーム伸縮用共、13 本以

上の素線が切断した場合は交換してくだ

さい。

• ワイヤロープの直径が公称径の 7% 以上摩耗

したもの。

 ☞ 直径が 8mm のワイヤロープは 7.5mm
で交換してください。 
直径が 6mm のワイヤロープは 5.6mm
で交換してください。

• ロープがねじれてキンクが生じているもの。

• 著しい形くずれや腐食のあるもの。

• 端末止め部に異常があるもの。

[ ウインチワイヤロープの取り外し ]
ワイヤロープの取り外しは、つぎの手順で行っ

てください。

1. 機械を水平堅土上に設置してください。

2. ブーム伸縮レバーを「伸」( 前方に押す )
側に操作して、ブームを少し伸ばしてくだ

さい。

3. ウインチレバーを「下」( 前方に押す ) 側
に操作して、フックブロックを地面直前ま

で降ろしてください。  
フックブロックは、ブーム起伏レバーを

「伏」( 前方に押す ) に操作してブームを降

ろすか、またはブーム伸縮レバーを「縮」(手
前に引く ) に操作し、ブームを縮めて降ろ

してください。  
このとき、ウインチ操作は乱巻の原因とな

りますので行なわないでください。

4. ワイヤソケット固定ボルト (2) を外し、ワ

イヤソケットピン (1) を抜いてワイヤソ

ケット (3) を取り外してください。

5. ワイヤクリップ (4) を外してください。
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6. つぎのようにして、ワイヤソケット (3) か
らワイヤロープ (5) を外してください。

1. 4~6mm の丸棒 (6) を用意してロープウ

エッジ (7) に当ててください。

2. 丸棒 (6) を矢印方向 (a) へ軽くハンマで

叩き、ロープウエッジ (7) を外してくだ

さい。

7. ウインチレバーを「下」( 前方に押す ) 側
に操作して、ワイヤロープ (5) をウインチ

ドラムから巻き取ってください。

8. ウインチドラムのワイヤロープを巻き取っ

たら、つぎのようにしてウインチドラム (8)
に固定されたワイヤロープ (5) の端末を外

してください。

1. 4~6mm の丸棒 (6) を用意してロープウ

エッジ (9) に当ててください。

2. 丸棒 (6) を矢印方向 (b) へ軽くハンマで

叩き、ロープウエッジ (9) を外してくだ

さい。

9. 残りのワイヤロープ (5) をすべて巻き取っ

てください。

以上で、ワイヤロープの取り外しは完了です。

[ ウインチワイヤロープの取り付け ]

警 告

ワイヤロープを固定するロープウエッジの取

り付けは、正しく確実に行ってください。ク

レーン作業中にワイヤロープが抜け出し、重

大な事故を招く恐れがあります。

重 要

• ワイヤロープを巻き取るときは、ウインチ

ドラムが乱巻きにならないように注意して

ください。

• 新しいロープを取り付けた直後は、ブーム

を最伸長、最起状態にして荷重 (2.9~4.9KN　

｛300~500kg｝) を吊り、フック巻き上げ、

巻き下げを数回繰り返してロープを慣らし

てください。

• ワイヤロープは、コイル状に巻かれていま

す。ロープを巻き取るときは、キンクを起

こさないように注意してください。また、

ドラムからロープを引き出すときは、必ず

ロープ本体を回転させて解くようにしてく

ださい。

ワイヤロープの取り付けは、つぎの手順で行っ

てください。

1. ワイヤロープの端末を持って、巻過防止装

置のウエイト、ブーム先端のロードシーブ

(1)、No.2、3、4 ブームのワイヤガイド (2)、
スナップシーブ (3)、アイドラシーブ (4)
にワイヤロープ (5) を通してください。
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2. ウインチドラム (8) のロープ取り付け穴に

ワイヤロープ (5) を通し、つぎのようにし

てワイヤロープ (5) をウインチドラム (8)
に固定してください。

1. ワイヤロープ (5) を緩めた状態でウイン

チドラム (8) に通してください。

2. ロープウェッジ (9) を (a) の位置に入れ

てワイヤロープ (5) を掛け、矢印方向へ

強く引いてください。  
このとき、ワイヤロープ (5) の先端がウ

インチドラム (8) の穴の狭い側からはみ

出さないようにワイヤロープの長さを調

整してください。

3. ウインチレバーをゆっくり「上」( 手前に

引く ) 側に操作して、ウインチドラム (8)
にワイヤロープ (5)を巻き取ってください。 
このとき、ワイヤロープは、乱巻き防止用

ローラ (B) とウインチドラムの間に巻き込

むようにし、ブーム先端より先に 10m 程

度ワイヤロープを残してください。

4. ワイヤロープの掛け数に応じて、ワイヤ

ロープを下図のようにブーム先端のロード

シーブ、フックブロックシーブ、ガイドシー

ブおよび格納カムに通してください。

A. 4 本掛け

B. 2 本掛け

C. 1 本掛け
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5. つぎのようにしてワイヤロープ (5) の端末

をワイヤソケット (3)に固定してください。

1. 下図のようにワイヤソケット (3) にワイ

ヤロープ (5) を通してください。

2. ロープウエッジ (7) を (a) の位置に入れ

て、ワイヤロープ (5) を矢印方向へ強く

引いてください。

6. ワイヤロープ (5) にロープクリップ (4) を
取り付けてください。

7. ワイヤソケット (3) をワイヤソケットピン

(1) でブームに取り付け、ワイヤソケット

ピン固定ボルト (2)を締め付けてください。

8. ブーム起伏レバーを「起」( 手前に引く )
側またはブーム伸縮レバーを「伸」( 手前

に引く ) 側に操作して、フックブロックを

持ち上げてください。

 ☞ フックブロックを持ち上げるまでは、ウ

インチ操作をしないでください。

9. ブームを全伸、全起状態にし、ウインチレ

バーを「下」( 前方に押す ) 側に操作して、

ウインチドラム (8) 上のワイヤロープ (5)
が 3~4 巻残る程度にしてください。

10. 10. ワイヤロープ (5) に張力をかけた状態

でウインチレバーを「上」( 手前に引く )
側に操作して、ウインチドラム (8) にワイ

ヤロープ (5) を巻き取ってください。

［3］ ブーム伸縮用ワイヤロープの点検・調整

[ ブーム伸縮用ワイヤロープの点検 ]
ブーム引き出し用のワイヤロープがつぎの状態

になる場合は、調整してください。

1. ブームを全縮してください。

2. ブーム先端の取付けボルト (1)(3 本 ) を外

し、カバー (2) を取り外してください。

3. ブーム内の伸縮シリンダ先端のロックボル

ト (6) を外し、ブーム引き出しワイヤ調整

ボルト (9) を時計回りに回してください。 
調整ボルト (9) を回すと同時に No.5 ブー

ムが伸びれば、ブーム引き出し用ワイヤ (8)
の張りは正常です。  
No.5 ブームが伸びない場合は、「ワイヤ

ロープの調整」の項を参照して調整してく

ださい。
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4. ブームを水平状態にして、全縮時に No.4、
No.5 ブーム間のスキマ ( 下図のスキマ (a))
が 5mm 以上あるか、点検してください。

スキマが 5mm 以上ある場合は、「ワイヤ

ロープの調整」の項を参照して調整してく

ださい。

[ ブーム伸縮用ワイヤロープの調整 ]

重 要

各ワイヤロープの調整を行うときは、ワイヤロープの張り過ぎに注意してください。

ブーム引き出し用ワイヤロープが 1 本、引き込み用ワイヤロープが 1 本使用されています。

このワイヤロープには調整手順がありますので、必ずつぎの調整手順に従って調整してください。

1. ブームを全縮小して水平状態にし、同時伸縮するブームを約 2m 伸ばしてください。
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2. ブームをゆっくりと格納状態まで縮めてく

ださい。  
この状態でスキマ (a) の寸法を測定し、つ

ぎの判定をしてください。

• スキマ (a) が 5mm 以上開いている場合は、

No.5 ブーム引き込み用ワイヤロープ (5) を
調整してください。

• スキマ (a) が「0( ゼロ )」の場合は、手順 5
の「No.5 ブーム引き出し用ワイヤロープ (8)
の調整」から調整してください。

3. ブーム先端の取付けボルト (1)(3 本 ) を外

し、カバー (2) を取り外してください。 
垂れ下がっている場合は、ワイヤロープの

調整の項を参照して調整してください。

4. No.5 ブーム引き込み用ワイヤロープ (5)
の調整

1. ロックナット (3) を緩め、引き込み用ワ

イヤロープ (5) が張る方向 ( 時計回り )
に調整ナット (4) をスキマ (a) がゼロに

なるまで左右均等に締め込んでくださ

い。

2. 手順 1、2 項の操作・測定後、引き込み

用ワイヤロープがたるんでいたり、スキ

マ (a) が 5mm 以上開いている場合は、

再度調整をしてください。

5. No.5 ブーム引き出し用ワイヤロープ (8)
の調整

1. ロックボルト (6) を外し、No.5 ブーム

引き出し用ワイヤロープ (8) が張る方向

( 時計回り ) に、調整ボルト (9) を No.5
ブームが伸び始める寸前まで締め込んで

ください。

2. No.5 ブーム引き込み用ワイヤロープ (5)
の調整ナット (4) を左右共 2 回転増し締

めしてください。

3. No.5 ブーム引き込み用ワイヤロープ (5)
の調整ナット (4) をロックナット (3) で
固定してください。

4. No.5 ブーム引き出し用ワイヤロープ (8)
の調整ボルト (9) を 2 回転増し締めし、

ロックボルト (6) で固定してください。
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6. 調整完了後、ブーム先端のカバー (2) を取

付けボルト (1)(3 本 ) で取り付けてくださ

い。

6.7.6    50 時間ごとの整備

［1］  ウォータセパレータ内の混入水、沈殿物

の排出

警 告

• ウォータセパレータポット内には、燃料 ( 軽
油 ) が入っています。ウォータセパレータ

ポットを洗浄するときは、タバコの火等、

火気には十分注意してください。

• ウォータセパレータポットを取り外すとき、

燃料がこぼれたら必ずきれいに拭き取って

ください。

重 要

• ウォータセパレータポット内に水やゴミが

溜まっていると、エンジン不調の原因にな

ります。ポット内を点検し、水やゴミが溜

まっていたら洗浄してください。

• ウォータセパレータポット内に水が溜まっ

ている場合は、燃料タンク内の混入水も多

いと考えられます。「6.7.7［5］ 燃料タンク

内の混入水・沈殿物の排出」の項を参照し、

燃料タンク内の混入水やゴミの排出を行っ

てください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. マシナリカバーの点検口を開けてくださ

い。

4. ウォータセパレータポット (1)のヘッド (5)
部の燃料レバー (3) を水平位置 ( 閉 ) に上

げ、燃料を止めてください。

5. ヘッド (5) 部のリテーナリング (4) を左方

向に回して緩め、ポット (1) をヘッド (5)
部から取り外してください。

6. ポット (1) 内およびエレメントを軽油で洗

浄し、圧縮空気 (0.20~0.29MPa｛2~3kg/c
㎡｝) を内部に吹き付けて表面のゴミを落

としてください。

7. ヘッド (5) 部にポット (1) をセット、リテー

ナリング (4) を右方向に回して締め付けて

ください。

8. ヘッド (5) 部の燃料レバー (3) を垂直位置

( 開 ) に下げ、燃料回路を開いてください。

☞ こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってく

ださい。
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9. つぎの手順で燃料系統のエア抜きを行って

ください。

1. スタータスイッチを「ON」( 入 ) 位置に

してポット (1) の内部に燃料が満たされ

るのを待ってください。

2. ポット (1)の内部に燃料が満たされたら、

スタータスイッチを「OFF」( 切 ) 位置

にしてください。

 ☞ 燃料系統のエア抜き後、ポット内の赤色

のフロート (2) が底面から浮き上がって

いないか確認してください。 
ポット (1) 内の赤色のフロート (2) が浮

き上がっていたら、水が混入しています。

10. マシナリカバーの点検口を閉めてくださ

い。

11. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。
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［2］ 機械各部の給脂

重 要

• 使用するグリースは、給脂箇所によって種類が異なります。誤って給脂すると、かえって機械の寿

命を縮める恐れがあります。下表の「グリースの種類」に従ってください。

• 初期なじみがでる新車 100 時間稼働までは、10 時間ごとに給指を行ってください。

• グリースは、給脂箇所によって下表の種類を使用してください。

No. 給　　脂　　箇　　所 グリースの種類

1 ブーム取付けピンの給脂 1 箇所

リチウムグリース

2 デリックシリンダボトム側取付けピンの給脂 1 箇所

3 デリックシリンダロッド側取付けピンの給脂 1 箇所

4 アウトリガロータリシャフトの給脂 4 箇所

5 アウトリガ接地シリンダボトム側取付けピンの給脂 4 箇所

6 アウトリガ接地シリンダロッド側取付けピンの給脂 4 箇所

7 旋回ギヤーの給脂 1 箇所

8 フックブロックの給脂 1 箇所

9 ブームスライドプレートの給脂 8 箇所 ネオグリース

( ブーム用グリース )10 ブーム両側面、下面のグリース塗布 各ブーム

11
ブーム引き出し、引き込み用ワイヤロープのグリー

ス塗布
2 本

ロープオイル

12 巻き上げ用ワイヤロープのグリース塗布 1 本

1. グリースガンを使用して上表「No.1~9」
の矢印 ( 次ページ参照 ) のグリースプラグ

からグリースを注入してください。

2. 給脂後、押し出された古いグリースは、き

れいに拭き取ってください。

3. 各アウトリガシリンダに給脂するときは、

アウトリガを設置してください。

4. デリックシリンダの取付けピンおよびブー

ム上面のスライドプレートに給脂するとき

は、ブーム起伏レバーを「起」( 手前に引く )
側に操作して、ブームを少し上げてくださ

い。

5. ブームの両側面や下面およびワイヤロープ

にグリースを塗布するときは、ブーム伸縮

レバーを「伸」( 前方に押す ) 側に操作して、

ブームを伸ばしてください。

6. ワイヤロープの摩耗、さび防止のため、赤

ロープグリースを塗布してください。 
塗布時は、ロープ表面の汚れを除去した後、

刷毛塗りしてください。
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6.7.7   250 時間ごとの整備

50 時間ごとの整備も一緒に行ってください。

［1］  エンジンオイルおよびエンジンオイル

フィルタカートリッジの交換

警 告

• エンジンオイルパンのドレンプラグは、機

械の真下にあります。 
エンジンオイルを排出するときは、アウト

リガを設置して機械を 50mm 程度浮かせて

ください。 
この際、左右クローラと地面の間に角材な

どを入れ、安全対策を施してください。

• 油量点検・補給後は、オイルレベルゲージ

を確実に締め付けてください。運転中にオ

イルレベルゲージが脱落し、高温になった

オイルが噴き出してやけどする恐れがあり

ます。

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。 
すぐにオイルやフィル EGR バルブの点検・

洗浄には特殊な工具が必要となりますので、

当社または当社販売サービス店にお問い合

わせください。ください。

重 要

• 古いパッキンがフィルタ台に付着していな

いことを確認してください。古いパッキン

が付着していると、オイル漏れの原因にな

ります。

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

指定以外のオイルを使用すると、エンジン

の寿命を縮める恐れがあります。必ず指定

のオイルを補給してください。

• エンジン油量は、適正な油量に保ってくだ

さい。

• エンジンが冷え切ってしまうと、オイルが

完全に排出できません。エンジンが手で触

れられる程度まで冷えた状態で、排油して

ください。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

• 排油を受ける容器 :   8 L 以上の容器を用意

してください。

• オイルパン交換油量 :   3.1 L

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照してアウトリガを設置し、機械を 50mm
程度浮かせてください。

警 告

機械の下に入り込む前に、つぎの確認をして

ください。

• アウトリガを最大張出状態にしてください。

• 水準器を目視し、機械が水平に設置されて

いることを確認してください。

• その後、地面とクローラの間に強固なブロッ

クを入れ、機械が下がらないようにしてく

ださい。

3. 機械の下に入り込み、エンジンオイルパン

下部のドレンプラグ (P) の真下に排油を受

ける容器を置いてください。
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4. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り外してください。

5. エンジン下面のドレンプラグ (P) を外し、

排油してください。

6. 排油を点検し、多量の金属紛、異物がある

ときには、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。

7. エンジン下面のドレンプラグ (P) を取り付

け、確実に締め付けてください。

8. フィルタレンチを使用して、フィルタカー

トリッジ (3) を左方向に回して取り外して

ください。

 ☞ エンジン停止直後は、オイルが大量に出

ますので、10 分間程度待ってからフィ

ルタカートリッジ (3) を取り外してくだ

さい。

9. フィルタ台を洗浄し、新品のフィルタカー

トリッジのパッキン部およびねじ部に清浄

なエンジンオイルを塗って ( グリースを薄

く塗ってもよい ) 取り付けてください。

 ☞ フィルタカートリッジの取り付けは、

パッキン面がフィルタ台のシール面に接

してから、1/2~3/4 回転締め付けてくだ

さい。この際、必ず手で締め付けてくだ

さい。

10. フィルタカートリッジ (3) の周囲に油漏れ

がないか点検し、こぼれた油はきれいに拭

き取ってください。

11. フィルタカートリッジ (3) 交換後、給油口

(F) からエンジンオイルを規定量注入して

ください。

12. オイルレベルゲージ (G) を引き抜き、ウエ

スでオイルを拭き取ってください。

13. オイルレベルゲージ (G) をゲージガイドに

差し込み、引き抜いてください。

14. オイルレベルゲージ (G) の刻印「H」と「L」
の範囲にオイルがあることを確認してくだ

さい。

15. オイルの交換後は、オイルレベルゲージ

(G) および給油口キャップ (F) を確実に取

り付けてください。

16. エンジンを始動し、約 5 分間アイドリン

グ運転してからエンジンを停止してくださ

い。
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17. 再度、油量点検を行い、オイルレベルゲー

ジ (G) の刻印「H」と「L」の範囲にオイ

ルがあることを確認してください。

18. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

19. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガを格納してください。

［2］ ファンベルトの張り点検・調整

〔張り点検〕

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

2. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り外してください。

3. ベルト (3)のファンプーリ (2)とオルタネー

タプーリ (1) の中間を指で押し ( 約 98N
｛10kgf｝)、10~12mm たわめば標準です。

4. 点検の結果、ベルト (3) のたわみ量 (a) が
標準の数値の範囲にない場合は、張り調整

の項を参照しベルト (3) の張りを調整して

ください。

 ☞ ファンベルトの張り点検をするときは、

同時につぎの点検も一緒に行ってくださ

い。

 - 各プーリの破損、V 溝の摩耗、ベルトの摩

耗を点検し、特にベルトが V 溝の底に当っ

ていないか、よく点検してください。

 - ベルトが伸びて調整代がなくなったり、切

り傷や亀裂があれば交換してください。

 - ベルトを交換したときは、5 分間以上の運

転後、再度調整してください。

〔張り調整〕

• 木製のバーを用意してください。

1. バーをオルタネータ (1) とシリンダブロッ

クの間に入れてください。

2. 下部ボルト (5) および調整ボルト (4) を緩

めてください。

3. バーを手前に引き、ベルト (3) のたわみ量

が標準の数値の範囲内になるようにオルタ

ネータ (1) を移動してください。
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4. 最初にオルタネータ下部ボルト (5) を締め

付け、つぎに調整ボルト (4) を締め付けて、

オルタネータ (1) を固定してください。

5. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

6. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガを格納してください。

［3］  走行モータ減速機ケース内油量の点検・

補給

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• オイルの点検・補給後は、油量点検プラグ

のねじ部にシールテープ等を使用して油漏

れ止めをし、確実に締め付けてください。

1. 機械を前後進させて、走行モータ減速機

ケースのドレンプラグ (P) が真下になるよ

うにしてください。

☞ ドレンプラグ (P) は 2 個あります。どち

らかのドレンプラグ (P) が真下になるよ

うにしてください。

2. 走行モータ減速機ケースの油量点検プラグ

(G) を外し、オイルがプラグ穴から出てく

るか点検してください。

3. オイルが不足していたら、上方のドレンプ

ラグ (P) を外し、プラグ穴からギヤーオイ

ルを注入してください。

☞ ギヤーオイルは、油量点検プラグ穴から

オイルが出てくるまで注入してくださ

い。

☞ 注入時にこぼれたオイルは、きれいに拭

き取ってください。

4. オイルの点検 ･補給後は、上方のドレンプ

ラグ (P) および油量点検プラグ (G) を取り

付け、確実に締め付けてください。

［4］  エアクリーナの点検・清掃

警 告

• エンジン回転中は、エアクリーナを清掃、

交換してはいけません。エンジンが故障す

る原因になります。

• エレメントを清掃するため圧縮空気を使用

するときは、ゴミが飛散し、目に入ると危

険ですので、安全メガネを着用してくださ

い。

重 要

• ほこりの多い場所で機械を使用した場合は、

作業終了後か作業開始前点検時に清掃して

ください。

• エレメントを清掃するときは、叩いたり物

にぶつけたりしてはいけません。

• エレメントのひだやガスケットあるいは

シールが損傷しているものは使用しないで

ください。

• エレメントは、純正品を使用してください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

2. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。
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3. クランプ (1) (2 箇所 ) を外し、ダストパン

(2) を取り外してください。

4. エレメント (3) を引き抜いてください。

5. エアクリーナボデー (4) 奥のダクト穴にゴ

ミが入らないようにきれいな布やテープで

カバーをしてください。

6. エアクリーナボデー (4) 内側を清掃してく

ださい。

7. 乾燥した圧縮空気｛0.69 MPa(7kg/c ㎡ )
以下｝をエレメントの内側から、ひだに沿っ

て吹き付けてください。  
つぎに外側からひだに沿って吹き付け、再

度内側から吹き付けてください。

8. 清掃後、エレメントの内側を電球で照らし

て点検し、小孔や薄い部分があるときは、

交換してください。

9. ダストパン (2)内側およびラバーカップ (5)
を清掃してください。

10. エアクリーナボデー (4) 奥のエアコネクタ

側に詰めた布やテープのカバーを取り除い

てください。

11. 清掃したエレメント (3) をエアクリーナボ

デー (4) 内に差し込んでください。

12. ダストパン (2) の「TOP」マークを上方に

してエアクリーナボデー (4) に取り付け、

クランプ (1)(2 箇所 ) で固定してください。

13. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

14. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。
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［5］  燃料タンク内の混入水・沈殿物の排出

警 告

• タバコの火等、火気には十分注意してくだ

さい。

• 燃料を排出するときは、必ずエンジンを停

止してください。 
エンジンを運転したまま燃料を排出すると、

こぼれた燃料が引火する恐れがあります。

• 燃料の排出後は、燃料タンクのドレンプラ

グを取り付け、確実に締め付けてください。

• 排出燃料を受ける容器 :
1 L 以上の容器を用意してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

4. 機械下にあるドレンプラグ (P) の真下に排

出燃料を受ける容器を置いてください。

5. 燃料をかぶらないように、ゆっくりとドレ

ンプラグ (P) を外し、排出してください。

☞ 燃料が出てこなかったり、出にくい場合

は、燃料タンクのキャップ (F) を外して

ください。

6. 燃料の排出後は、ドレンプラグ (P) を取り

付け、確実に締め付けてください。

☞ こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってく

ださい。

7. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

8. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。

6.7.8    500 時間ごとの整備

50、250 時間ごとの整備も一緒に行ってくださ

い。

［1］  燃料フィルタエレメントの交換

警 告

• 燃料フィルタエレメントを交換するときは、

タバコの火等、火気には十分注意してくだ

さい。

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐに燃料フィルタエレメント

の交換を行わず、エンジンが手で触れられ

る程度まで冷えるのを待ってください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。
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2. 右側マシナリカバーの点検口を開けてくだ

さい。

3. 燃料フィルタポット (1) のヘッド (4) 部の

レバー (2) を水平位置 ( 閉 ) に上げ、燃料

を止めてください。

4. ヘッド (4) 部のリテーナリング (3) を左方

向に回して緩め、ポット (1) をヘッド (4)
部から取り外してください。

5. ポット (1) 内からエレメントを取り出して

ください。

6. ポット (1) を軽油で洗浄し、圧縮空気

(0.20~0.29MPa｛2~3kg/c ㎡｝) を内部に

吹き付けて表面のゴミを落としてくださ

い。

7. 新品のエレメントをポット内に入れ、ヘッ

ド (4) 部にポット (1) をセット、リテーナ

リング (3) を右方向に回して締め付けてく

ださい。

8. ヘッド (4) 部のレバー (2) を垂直位置 ( 開 )
に下げ、燃料回路を開いてください。

9. 点検口を閉じてください。

［2］  作動油リターンフィルタの交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐにフィルタ交換を行わず、

オイルが冷えてから行ってください。

• 作動油タンクの給油口キャップを外すと、

オイルが噴き出すことがあります。 
給油口キャップは、ゆっくり回して内圧を

逃がしてから取り外してください。

• オイルの補給後は、給油口キャップを確実

に閉めてください。 
運転中に給油口キャップが脱落し、高温に

なったオイルが噴き出してやけどする恐れ

があります。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• 油量点検を行うときは、必ず機械を走行姿

勢にしてください。 
作業姿勢で油量点検すると、油量が少ない

と判定してオイルを入れ過ぎてしまいます。

• 作動油のフィルタ交換後は、配管や油圧機

器にオイルが満たされるまでの間、しばら

くエンジンを始動しないでください。

• オイルの補給時は、レベルゲージの「H」( 上
限 ) より上まで入れないでください。オイ

ルを入れ過ぎると、走行時やクレーン作業

時にエアブリーザからオイルが噴き出して

やけどする恐れがあります。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。
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4. フィルタレンチを使用して、フィルタカー

トリッジ (3) を左方向に回して取り外して

ください。

5. フィルタ台を洗浄し、新品のフィルタカー

トリッジ (3) のパッキン部およびねじ部に

清浄なエンジンオイルを塗って ( グリース

を薄く塗ってもよい ) 取り付けてくださ

い。

☞ フィルタカートリッジの取り付けは、

パッキン面がフィルタ台のシール面に接

してから、1/2~3/4 回転締め付けてくだ

さい。

この際、必ず手で締め付けてください。

6. フィルタカートリッジ (3) の周囲に油漏れ

がないか点検し、こぼれた油はきれいに拭

き取ってください。

7. 「6.7.4.2［6］ 作動油タンク内油量の点検・

補給」の項を参照し、作動油タンク内油量

の点検をしてください。 
不足している場合は、補給してください。

8. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

9. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。

［3］  作動油サクションフィルタの交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐにフィルタ交換を行わず、

オイルが冷えてから行ってください。

• 作動油タンクの給油口キャップを外すと、

オイルが噴き出すことがあります。 
給油口キャップは、ゆっくり回して内圧を

逃がしてから取り外してください。

• オイルの補給後は、給油口キャップを確実

に閉めてください。 
運転中に給油口キャップが脱落し、高温に

なったオイルが噴き出してやけどする恐れ

があります。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• 油量点検を行うときは、必ず機械を走行姿

勢にしてください。 
作業姿勢で油量点検すると、油量が少ない

と判定してオイルを入れ過ぎてしまいます。

• 作動油のフィルタ交換後は、配管や油圧機

器にオイルが満たされるまでの間、しばら

くエンジンを始動しないでください。

• オイルの補給時は、レベルゲージの「H」( 上
限 ) より上まで入れないでください。オイ

ルを入れ過ぎると、走行時やクレーン作業

時にエアブリーザからオイルが噴き出して

やけどする恐れがあります。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。
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4. 作動油タンク上面のフランジ (3) の取付け

ボルト (4)(8 本 ) を外してください。

5. 作動油タンク上面のフランジ (3) をおよび

サクションフィルタ (5) を取り外してくだ

さい。

6. 新品のサクションフィルタ (5) をタンク内

に取り付けてください。

7. ゴム板 (6) に液体パッキンを塗布してフラ

ンジ (3) を元の位置にセットし、取付けボ

ルト (4)(8 本 ) を確実に締め付けてくださ

い。

☞ こぼれたオイルは、きれいに拭き取って

ください。

8. 「6.7.4.2［6］ 作動油タンク内油量の点検・

補給」の項を参照し、作動油タンク内油量

の点検・補給をしてください。

9. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

10. つぎの順序に従ってエア抜きを行ってくだ

さい。

1. 配管や油圧機器にオイルが満たされるの

を待って、エンジンを始動してください。

2. エンジン始動後、10 分間はローアイド

リング運転を続けてください。

3. エンジン回転数を低速にしたまま、各ク

レーン操作レバーを小さく操作して、各

シリンダ、ウインチモータをゆっくりと

作動させてください。 
ブーム起伏シリンダおよびブーム伸縮シ

リンダは、ストロークエンドまで作動さ

せず、ストロークエンドの約 100mm 手

前で停止させてください。 
これを 4~5 回繰り返してください。

4. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照し、すべてのアウトリガを張り出し

て、機械を浮かせない程度の状態でアウ

トリガシリンダを伸縮させてください。 
アウトリガシリンダの伸縮は、ストロー

クエンドまで作動させず、ストロークエ

ンドの約 100mm 手前で停止させてくだ

さい。 
これを 4~5 回繰り返してください。

11. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、すべてのアウトリガを格納してくだ

さい。

［4］  エアクリーナエレメントの交換

警 告

エンジン回転中は、エアクリーナを清掃、交

換してはいけません。

エンジンが故障する原因になります。

重 要

• エレメントのひだやガスケットあるいは

シールが損傷しているものは使用しないで

ください。

• エレメントは、純正品を使用してください。
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1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

2. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

3. クランプ (1) (2 箇所 ) を外し、ダストパン

(2) を取り外してください。

4. エレメント (3) を引き抜いてください。

5. エアクリーナボデー (4) 奥のダクト穴にゴ

ミが入らないようにきれいな布やテープで

カバーをしてください。

6. エアクリーナボデー (4) 内側を清掃してく

ださい。

7. ダストパン (2)内側およびラバーカップ (5)
を清掃してください。

8. エアクリーナボデー (4) 奥のエアコネクタ

側に詰めた布やテープのカバーを取り除い

てください。

9. 新品のエレメント (3) をエアクリーナボ

デー (4) 内に差し込んでください。

10. ダストパン (2) の「TOP」マークを上方に

してエアクリーナボデー (4) に取り付け、

クランプ (1)(2 箇所 ) で固定してください。

11. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

12. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、すべてのアウトリガを格納してくだ

さい。

6.7.9    1000 時間ごとの整備

50、250、500 時間ごとの整備も一緒に行って

ください。

［1］  冷却水の交換・内部洗浄

警 告

• エンジン稼働直後は、冷却水が高温になっ

ており、すぐに冷却水を排水すると、やけ

どすることがあります。冷却水の排水は、

エンジンが冷えてから行ってください。
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• ラジエータ内の水温が高いときは、キャッ

プを外さないでください。熱湯が噴き出す

ことがあります。キャップを外すときは、

水温が下がるのを待ち、キャップをゆっく

り回して内圧を逃がしてから外してくださ

い。

• 冷却系統内部を洗浄するためエンジンを回

転するときは、機械の前後に立たないでく

ださい。機械が急に動き出したとき、非常

に危険です。

• 不凍液は引火性がありますので、火気を近

づけないでください。  
不凍液を取り扱うときは、喫煙をしないで

ください。

重 要

• 冷却水は、水道水を使用してください。や

むを得ず河川や井戸水または簡易水道を使

用するときは、当社または当社販売サービ

ス店にお問い合わせください。

• 不凍液の混合比は、不凍液濃度計で管理す

ることを推奨します。

冷却系統内部の洗浄と不凍液の交換は、下表に

従ってください。

不凍液の種類
冷却系統の洗浄と不凍

液の交換

防食オールシーズン

タイプ

1 年ごと、または 1000
時間ごとの早い方

機械を水平な場所に止めて洗浄・交換してくだ

さい。

不凍液の混合比は、気温によって異なりますが、

防食効果を得るため、容積比で最低 30% は必

要です。

不凍液を水に混ぜるときの割合は、過去の最低

気温を調べて、「水と不凍液の混合割合表」に

より決めてください。実際には、最低気温より

10℃位低い温度を設定してください。

[ 水と不凍液の混合割合表 ]
最低気温

(℃ ) 
 

 
混合量 (L)

-15 以上 -20 -25

不凍液の量 1.4 1.5 2.0
水の量 3.1 3.0 2.5

• 不凍液混合水受け容器 6 L 以上のものを用意

してください。

• 注水用ホースを用意してください。

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

4. ラジエータキャップ (5) をストッパに当た

るまでゆっくり回し、ラジエータの内圧を

逃がしてください。

5. ラジエータの内圧が抜けたら、さらにラジ

エータキャップ (5) を押しながらストッパ

に当たるまで回し、ラジエータキャップ (5)
を外してください。
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6. ドレンバルブ (8) 下部に冷却水 ( 不凍液混

合水 ) を受ける容器を置いてください。

7. ドレンバルブ (8)を開いて冷却水を排出し、

排水後、ドレンバルブ (8) を閉じてくださ

い。

8. ラジエータ給水口から水道水を注入し、給

水口近くまで満たしてください。

9. ドレンバルブ (8) を開いてから、エンジン

を始動してローアイドリング状態にし、

10 分間流水洗浄してください。

重 要

• 流水洗浄中は、ラジエータが常に満水状態

を保つように、注水量と排水量を調整して

ください。

• 流水洗浄中は、注水用のホースがラジエー

タ給水口から外れないように、常に監視し

てください。

10. 流水洗浄後、エンジンを停止して注水を止

め、そのまま水道水を排出してください。

排水後、ドレンバルブ (8) を閉じてくださ

い。

11. 洗浄剤を使用して、洗浄してください。

 ☞ 洗浄剤での洗浄方法は、洗浄剤の指示に

従ってください。

12. 洗浄剤での洗浄後、ドレンバルブ (8) を開

いて洗浄剤を排出し、排出後、ドレンバル

ブ (8) を閉じてください。

13. ラジエータ給水口から水道水を注入し、給

水口近くまで満たしてください。

14. ドレンバルブ (8) を開いてから、エンジン

を始動してローアイドリング状態にし、き

れいな水が出てくるまで流水洗浄してくだ

さい。

重 要

• 流水洗浄中は、ラジエータが常に満水状態

を保つように、注水量と排水量を調整して

ください。

• 流水洗浄中は、注水用のホースがラジエー

タ給水口から外れないように、常に監視し

てください。

15. きれいな水が出てきたら、エンジンを停止

して注水を止め、そのまま水道水を排出し

てください。排水後、ドレンバルブ (8) を
閉じてください。

16. ラジエータ給水口から不凍液と水道水を混

合した冷却水を注入し、給水口の口元まで

満たしてください。

 ☞ 不凍液と水道水の混合比は、前記の「水

と不凍液の混合割合表」を参照してくだ

さい。

17. ラジエータキャップ (5) を外した状態で、

エンジンを始動して 5 分間ローアイドリ

ング状態にし、さらに 5 分間ハイアイド

リング状態にし、冷却系統に混入している

エアを抜いてください。
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18. エンジンを停止して約 3 分間待った後、ラ

ジエータ給水口から水道水を注入して給水

口近くまで満たし、ラジエータキャップ (5)
を閉めてください。

19. リザーブタンク (1) を取り外し、タンク内

の冷却水を排水してから内部を洗浄してく

ださい。

20. リザーブタンク (1)を元の位置に取り付け、

給水口から水道水を「FULL」レベルまで

給水し、キャップ (2) を確実に取り付けて

ください。

21. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

22. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。

［2］  作動油タンク内オイルの交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐにオイル交換を行わず、オ

イルが冷えてから行ってください。

• 作動油タンクの給油口キャップを外すと、

オイルが噴き出すことがあります。給油口

キャップは、ゆっくり回して内圧を逃がし

てから取り外してください。

• オイルの補給後は、給油口キャップを確実

に閉めてください。 
運転中に給油口キャップが脱落し、高温に

なったオイルが噴き出してやけどする恐れ

があります。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• 油量点検を行うときは、必ず機械を走行姿

勢にしてください。 
作業姿勢で油量点検すると、油量が少ない

と判定してオイルを入れ過ぎてしまいます。

• 作動油のオイル交換後は、配管や油圧機器

にオイルが満たされるまでの間、しばらく

エンジンを始動しないでください。

• オイルの補給時は、レベルゲージの「H」( 上
限 ) より上まで入れないでください。オイ

ルを入れ過ぎると、走行時やクレーン作業

時にエアブリーザからオイルが噴き出して

やけどする恐れがあります。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

• 排油を受ける容器 :
70 L 以上の容器を用意してください。

• 作動油タンク内オイル交換油量 :55 L

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを外してください。

4. 作動油タンク上面の給油口 (F) を取り外し

てください。

5. ドレンプラグ (P) の真下に排油を受ける容

器を置いてください。
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6. オイルをかぶらないように、ゆっくりとド

レンプラグ (P) を外し、排油してください。

7. 排油を点検し、多量の金属紛、異物がある

ときには、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。

8. ドレンプラグ (P) を取り付け、確実に締め

付けてください。

9. オイルレベルゲージ (G) を見ながら、給油

口 (F) からレベルポイントまで作動油を注

入してください。

10. オイルの補給後は、給油口キャップ (F) を
確実に閉めてください。

☞ こぼれたオイルは、きれいに拭き取って

ください。

11. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

12. つぎの順序に従ってエア抜きを行ってくだ

さい。

1. 配管や油圧機器にオイルが満たされるの

を待って、エンジンを始動してください。

エンジン始動後、10 分間はローアイド

リング運転を続けてください。

2. エンジン回転数を低速にしたまま、各ク

レーン操作レバーを小さく操作して、各

シリンダ、ウインチモータをゆっくりと

作動させてください。 
ブーム起伏シリンダおよびブーム伸縮シ

リンダは、ストロークエンドまで作動さ

せず、ストロークエンドの約 100mm 手

前で停止させてください。 
これを 4~5 回繰り返してください。

3. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を

参照し、すべてのアウトリガを張り出し

て、機械を浮かせない程度の状態でアウ

トリガシリンダを伸縮させてください。 
アウトリガシリンダの伸縮は、ストロー

クエンドまで作動させず、ストロークエ

ンドの約 100mm 手前で停止させてくだ

さい。 
これを 4~5 回繰り返してください。

13. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、すべてのアウトリガを格納してくだ

さい。

［3］  旋回減速機ケース内オイルの交換

警 告

旋回減速機ケースのドレンプラグは、機械の

真下にあります。

オイルを排出するときは、アウトリガを設置

して機械を 50mm 程度浮かし、機械の下に入

るようにしてください。この際、機械が不安

定な状態で揺れるようなら、機体の前後の下

に支持台 ( ウマ ) を入れ、安定させてください。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。
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• オイル交換時は、ドレンプラグおよび給油

プラグのねじ部にシールテープ等を使用し

て油漏れ止めをし、確実に締め付けてくだ

さい。

• 排油を受ける容器 :
1 L 以上の容器を用意してください。

• 旋回減速機ケース内オイル交換油量 :0.6 L 

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照してアウトリガを設置し、機械を 50mm
程度浮かせてください。

警 告

機械の下に入り込む前に、つぎの確認をして

ください。

• アウトリガを最大張出状態にしてください。

• 水準器を目視し、機械が水平に設置されて

いることを確認してください。

• その後、地面とクローラの間に強固なブロッ

クを入れ、機械が下がらないようにしてく

ださい。

3. 旋回減速機ケースの給油プラグ (F) を取り

外してください。

4. 機械の下に入り、旋回減速機ケースのドレ

ンプラグ (P) の真下に排油を受ける容器を

置いてください。

5. オイルをかぶらないように、ゆっくりとド

レンプラグ (P) を外し、排油してください。

6. 排油を点検し、多量の金属紛、異物がある

ときには、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。

7. ドレンプラグ (P) を取り付け、確実に締め

付けてください。

8. 旋回減速機ケースの給油プラグ (F) のプラ

グ穴からギヤーオイルを注入してくださ

い。

☞ オイルは、給油口からサイトゲージ (G)
中心点まで注入してください。

☞ こぼれたオイルは、きれいに拭き取って

ください。

9. オイルの交換後は、給油プラグ (F) を取り

付け、確実に締め付けてください。

10. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、すべてのアウトリガを格納してくだ

さい。

作業手順 M A E D A Mini-Crawler Crane

6-62 MC305C-5



［4］  ウインチ減速機ケース内オイルの交換

警 告

エンジンの稼働直後は、オイルが高温になっ

ています。

すぐにポートのプラグを外さないで、オイル

が冷えるのを待ってください。

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• オイルの交換後は、プラグのねじ部にシー

ルテープ等を使用して漏れ止めをし、確実

に締め付けてください。

• 排油を受ける容器 :
1 L 以上の容器を用意してください。

• プラグを外す六角棒レンチ :8 mm
• 旋回減速機ケース内オイル交換油量 :0.75 L

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」のアウトリガロー

タリを外側に回転させてください。

3. プラグ (P) が見えるまで、ウインチをゆっ

くりと回転させ、プラグ (P) が見えたら、

真下になる位置にしてください。

4. プラグ (P) の真下に排油を受ける容器を

セットしてください。

5. 六角棒レンチを使用して、プラグ (P) を外

してください。減速機ケース内のギヤーオ

イルが排出されます。

6. 減速機ケース内のギヤーオイルが完全に排

出されたら、ウインチをゆっくりと回転さ

せ、ピン上部の穴からプラグ (P) 穴が見え

る位置にしてください。

7. プラグ (P) 穴から、オイルポンプ等を使用

してギヤーオイルを規定量 (0.75 L) 注入し

てください。

☞ こぼれたオイルは、きれいに拭き取って

ください。

8. オイルの注入後は、プラグ (P) を取り付け、

確実に締め付けてください。

9. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、「アウトリガ (1)」のアウトリガロー

タリを内側に回転させ、格納してください。
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［5］ 走行モータ減速機ケース内オイルの交換

重 要

• 使用するオイルは、「6.5.1 気温による潤滑

油脂の使用方法」の項を参照してください。

• オイルの点検・補給後は、ドレンプラグお

よび油量点検プラグのねじ部にシールテー

プ等を使用して油漏れ止めをし、確実に締

め付けてください。

• 排油を受ける容器 :   
1 L 以上の容器を用意してください。

• 走行モータ減速機ケース交換油量 :1.0 L

1. 機械を水平な場所に止めてください。

2. 機械を前後進させて、走行モータ減速機

ケースのドレンプラグ (P) が真下になるよ

うにしてください。

 ☞ ドレンプラグ (P) は 2 個あります。どち

らかのドレンプラグ (P) が真下になるよ

うにしてください。

3. 下側のドレンプラグ (P) の真下に排油を受

ける容器をおいてください。

4. 上側のドレンプラグ (P) および油量点検プ

ラグ (G) を外してください。

5. オイルをかぶらないように、ゆっくりと下

側のドレンプラグ (P) を外し、排油してく

ださい。

6. 排油を点検し、多量の金属紛、異物がある

ときには、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。

7. 下側のドレンプラグ (P) を取り付け、確実

に締め付けてください。

8. 上側のドレンプラグ (P) のプラグ穴からギ

ヤーオイルを注入してください。

 ☞ ギヤーオイルは、油量点検プラグ (G) 穴
からオイルが出てくるまで注入してくだ

さい。

9. オイルの補給後は、上側のドレンプラグ (P)
および油量点検プラグ (G) を取り付け、確

実に締め付けてください。

 ☞ こぼれたオイルは、きれいに拭き取って

ください。

［6］ 吸・排気弁頭のすき間点検 ･調整

吸・排気弁頭のすき間点検 ･調整には特殊な工

具が必要となりますので、当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

6.7.10   1500 時間ごとの整備

50、250、500、1000 時間ごとの整備も一緒に

行ってください。

［1］ 燃料噴射ノズルの点検・清掃・作動点検

燃料噴射ノズルの点検・清掃・作動点検には特

殊な工具が必要となりますので、当社または当

社販売サービス店にお問い合わせください。

［2］ クランクケースブリーザ装置の点検

クランクケースブリーザ装置の点検には特殊な

工具が必要となりますので、当社または当社販

売サービス店にお問い合わせください。
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6.8  異常な場合の処置

6.8.1   電装品関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

異常現象 主な原因 処置

エンジン回転最高でもライトが暗い • 配線不良 ★ターミナルの緩み、断線の

点検修理

エンジン運転中にライトがちらつく • オルタネータ不良

• 配線不良

★交換

★点検、修理

エンジンが回転しても充電量モニタ

が消灯しない

• オルタネータ不良

• 配線不良

★交換

★点検、修理

オルタネータから異常音が発生 • オルタネータ不良 ★交換

スタータスイッチを回しても、ス

タータが回らない

• 配線不良

• バッテリの充電量不足

★点検、修理

• 充電する

スタータのピニオンが出たり入った

り繰り返す ( パタパタする )
• バッテリの充電量不足 • 充電する

スタータのエンジンの回し方が遅い • バッテリの充電量不足

• スタータの不良

• 充電する

★交換する

エンジン始動前にスタータのかみ合

いが外れる

• 配線不良

• バッテリの充電量不足

★点検、修理

• 充電する
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6.8.2   機体関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

異常現象 主な原因 処置

クレーンがまったく操作できない

しかし、走行はできる

• 作業切換スイッチを「ク

レーン」にしていない

• 作業切換スイッチを「ク

レーン」にする

• 走行、ブーム、フックブロックの

作動速度が遅い

• ポンプから異音が発生する

• 作動油不足

• 作動油タンクストレーナ、

エレメントの目詰まり

• 作業開始前点検を参照して

作動油を補給する

• 定期点検を参照して清掃、

交換する

作動油油温が上がりすぎる • 作動油不足

• 冷却フィン間のゴミ詰ま

り

• 作業開始前点検を参照して

作動油を補給する

• 清掃

• ゴムクローラが外れる

• スプロケットが異常摩耗する

• ゴムクローラの緩み過ぎ • 作業開始前点検を参照して

張りを調整する

アウトリガが操作できない • アウトリガロータリを張

出位置 ( 外側 ) に回してい

ない・作業切換スイッチ

を「アウトリガ」にして

いない

• アウトリガロータリを張出

位置に固定する・作業切換

スイッチを「アウトリガ」

にする

クレーンもアウトリガも操作できな

い

• 作業切換スイッチが「走

行」になっている

• 作業切換スイッチを「アウ

トリガ」または「クレーン」

にする
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6.8.3   エンジン関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

異常現象 主な原因 処置

スタータを回しても、エンジンが始

動しない

• 燃料不足

• バッテリの充電量不足

• 圧縮圧力不足

• 作業開始前点検を参照して

燃料補給する

• 充電する

★点検、交換

エンジンが始動しても、すぐに止ま

る

• オイルパンの油量不足 • 作業開始前点検を参照して

適正にする

• 「エンジンが始動しない」

の原因

• 処置を参照する

エンジン出力が出ない、出力が徐々

に落ちる

• エアクリーナエレメント

の目詰まり

• ラジエータフィンの目詰

まり

• 圧縮圧力不足

• 定期整備を参照して清掃ま

たは交換する

• 清掃する

★点検、交換

エンジン運転中にエンジン水温モニ

タが点灯する

• 冷却水の不足

• 冷却系統の水漏れ

• ファンベルトの緩み、切

断

• ラジエータフィンの目詰

まり

• 作業開始前点検を参照して

冷却水を補給する

★点検、修理

• 定期整備を参照して点検、

調整またはベルト交換する

• 点検、清掃

エンジン運転中にエンジン油圧モニ

タが点灯する

• エンジンオイルの不足

• エンジンオイルフィルタ

の目詰まり

• エンジン本体の故障

• 作業開始前点検を参照して

適正にする

• 定期整備を参照して点検、

交換する

★点検、修理
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6.8.4  エラーコード

下表に示すエラーコードが表示された場合は、対処方法を参考に処置してください。解決しない場合は、

当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

エラーコードが表示された場合は、以下の表を確認して対処してください。
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エラーコード エラー内容 説明 対処方法

EC** コントローラ異常

コントローラにシステム異

常、通信異常が発生。

機械の使用を中止し、当社ま

たは当社販売サービス店にお

問い合わせください。

EC03
I/O ユ ニ ッ ト

TTC30X 通信異常

EC20 ラジコン通信異常

EC50
傾斜センサ通信異

常

EC96 BMU 通信異常

EC97
モータコントロー

ラ通信異常

EC99
コ ン ト ロ ー ラ

TTC540 通信異常

ES*** センサ入力異常
センサ関連の入力異常が発

生。

ES02H
デリック圧力セン

サ 1 電圧異常 ( 高
電圧異常 )

圧力センサ 1 の入力が規定値

より高い。

ES02L
デリック圧力セン

サ 1 電圧異常 ( 低
電圧異常 )

圧力センサ 1 の入力が規定値

より低い。

ES03H
デリック圧力セン

サ 2 電圧異常 ( 高
電圧異常 )

圧力センサ 2 の入力が規定値

より高い。

ES03L
デリック圧力セン

サ 2 電圧異常 ( 低
電圧異常 )

圧力センサ 2 の入力が規定値

より低い。

ES04H
ブーム長さ計セン

サ電圧異常 （高電

圧異常）

ブーム長さ計の入力が規定値

より高い。

ES04L
ブーム長さ計セン

サ電圧異常 （低電

圧異常）

ブーム長さ計の入力が規定値

より低い。

ES05H
ブーム角度計セン

サ電圧異常 （高電

圧異常）

ブーム角度計の入力が規定値

より高い。

ES05L
ブーム角度計セン

サ電圧異常 （低電

圧異常）

ブーム角度計の入力が規定値

より低い。

EO*** 出力異常 出力異常が発生。
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エラーコード エラー内容 説明 対処方法

EOC*** 出力異常 出力異常が発生。

機械の使用を中止し、当社ま

たは当社販売サービス店にお

問い合わせください。

EH01 作動油温異常
作動油温が 95 度以上の状態

が継続的に発生。

エンジンを停止せずアイドリ

ング状態でしばらく待機して

ください。

EV01 バッテリ電圧異常
バッテリ電圧が 11V 以下の状

態が継続的に発生

• バッテリ電圧の確認

• 配線の確認

• バッテリの充電、交換

• エラーコードの *** は発生しているエラーによって表示が異なります。
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第 7 章   
ラジコン編



7.1  ラジコン装置の概

要

7.1.1   使用目的

当装置は、主につぎの作業にご使用してくださ

い。

ラジコン装置は、送信機および受信機を備えて

おり、本装置と一緒にお買上げいただきました

クレーンの遠隔操作を行うことができます。

また、ラジコン装置は、無線式のため、電波の

届く範囲内ならクレーンを離れた最適な場所で

操作を行うことができます。

7.1.2   装置の構成

当装置の主な構成は、つぎのようになっていま

す。

［1］ 送信機

送信機は、液晶表示部 (1)、4 種類の操作スイッ

チ (2)、4 組のクレーン操作レバー (3)、アクセ

ルレバー (4) およびグリップ (5) で構成されて

います。

送信機は、クレーン操作信号を無線でクレーン

本体に搭載した受信機に送信することにより、

機械から離れた場所でクレーン操作を行うこと

ができます。

［2］ 受信機

受信機は、機械本体に搭載され、受信機ボック

ス (1)、LED01(2)、LED02(3)、LED03(4) お よ

びアンテナ等で構成されています。

受信機は、送信機から送信された操作信号を受

信し、クレーンを作動させます。

受信機は、送信機から送信された操作信号を受

信し、クレーンを作動させます。

なお、アンテナ (6) は前照灯のカバー上部と受

信機ボックス上部に装着されています。
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7.1.2.1  装置の有する機能

• 送信機は、片手で操作できますので、他方の

手で荷を支えたり、玉掛けしたりなど、一人

でのクレーン作業を可能にしております。

• クレーン作動速度は、アクセルレバーの操作

により、停止状態から最高速度まで連続的に

操作できます。

• 送信機の液晶表示部の表示により、クレーン

操作、微速操作、フック格納操作、アクセル

開度などの操作状況が容易に確認できます。

また、送信機の液晶表示部には、送信機に異

常が発生した場合、異常の内容が文章で表示

されるため、異常箇所の確認、処置がより早

く行うことができます。  
クレーン操作は、ラジコン送信機からだけで

なく、作業内容によって機械本体側での手動

操作 ( マニュアル操作 ) をすることもできま

す。

• 本ラジコン装置は、電波法の「特定小電力無

線」に適合しています。  
このため、ラジコン装置を使用するための資

格、免許、届出などの必要はありません。

• 本ラジコン装置は、類似した周波数の電波が

近くで使用されていた場合、他の周波数に自

動的に切り換える「オートスキャン方式」を

採用しています。  
また、各機器に「ID コード ( 識別コード )」
を設定し、独自のデータ伝送方式を採用して

います。  
このため、他の無線機の電波などが混信して

クレーンが作動することはありません。

7.2  技術基準適合証明

( ラジコン装置 )

本ラジコン装置は、電波法に基づいた技術基準

適合証明を受けた無線設備で、送信機には証明

ラベルが貼付されています。

証明ラベルの貼付された送信機を改造して使用

することはできません。

改造したり証明ラベルのない送信機の使用は違

法となります。

弊社以外で改造、調整、部品交換などの手が加

えられた場合、一切の責任を負いかねます。

このラジコン装置を海外に輸出する場合は、輸

出する国の電波法で認可されていないと使用す

ることはできません。

技術基準適合証明(ラジコン装置)M A E D A Mini-Crawler Crane

7-3MC305C-5



この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の

産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライ

ン等で使用されている移動体識別用の構造無線

局 ( 免許を要する無線局 ) および特定小電力無

線局 ( 免許を要しない無線局 ) ならびにアマ

チュア無線局 ( 免許を要する無線局 ) が運用さ

れています。

(1) この機器を使用する前に、近くで移動体識

別用の構内無線局および特定小電力無線局

ならびにアマチュア無線局が運用されてい

ないことを確認してください。

(2) 万一、この機器から移動体識別用の構内無

線局に対して有害な電波干渉の事例が発生

した場合には、速やかに使用周波数を変更

するかまたは電波の発射を停止した上、混

信回避のための処置等 ( たとえば、パー

ティションの設置など ) について当社また

は当社販売サービス店にお問い合わせくだ

さい。

(3) その他、この機器から移動体識別用の特定

小電力無線局あるいはアマチュア無線局に

対して有害な電波干渉の事例が発生した場

合など何かお困りのことが起きたときは、

当社または当社販売サービス店にお問い合

わせください。

他の 2.4GHz システム等からのノイズの影響に

より電波が届かなくなる場合があります。作業

開始前の点検や作業中に、このような状況があ

る場合は使用を中止してください。

7.3  ラジコン装置の安

全について

7.3.1   取扱い上の注意事項

改造はしないでください

• 送信機や受信機および付属品は、絶対に分解

や改造をしないでください。感電や火災を起

こす原因になります。

• ラジコン装置は、電波法に基づいた技術基準

適合証明を受けた無線設備で、送信機には証

明ラベルが貼り付けてあります。  
証明ラベルが貼り付けられた送信機を改造し

たり、証明ラベルが剥がれた送信機を使用す

ると違法になります。
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送信機の持ち方

• 送信機は、基本的に片手で操作できるように

設計されております。  
送信機の操作方法は、下図を参照してくださ

い。  
親指で操作レバーやスイッチを操作し、人指

し指でアクセルレバーを操作してください。

他の指でグリップをしっかり握り、送信機を

保持してください。

• 送信機の操作レバーやスイッチは、必ず指で

操作してください。  
先端が鋭利な物などで突くような操作はしな

いでください。  
送信機に穴が開いて水が浸入しやすくなり、

故障や誤作動を引き起こし、重大災害の原因

になります。

水洗い厳禁

• 送信機は、清掃して常に清潔な状態にしてお

いてください。油・泥などが付着していると、

手が滑って思わぬ操作ミスを引き起こし、重

大災害の原因になります。

• 送信機や受信機は、絶対に水洗いをしないで

ください。機器内部に水が浸入し、故障や誤

作動を引き起こし、感電や重大災害の原因に

なります。

• 送信機や受信機の清掃は、水または水で薄め

た中性洗剤を布などに含ませ、汚れを拭き

取ってください。  
アルカリ性洗剤やアルコール類、スプレータ

イプの洗浄剤の使用は、避けてください。樹

脂割れが発生する恐れがあります。

機器の内部に物や水を入れない

送信機の電池収納部や充電器 ( オプション ) の
開口部の内部に金属類や燃えやすい物、水など

を入れないでください。

また、送信機の電池収納部や充電器 ( オプショ

ン ) の開口部の内部の端子部を金属類で接続し

たり、差し込んだりしないでください。

感電や火災の原因になります。
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送信機に衝撃を与えないでください

• 送信機を使用するときは、必ずフックベルト

(1) を使用し、操作中に送信機の落下防止を

してください。

• 送信機を他の物にぶつけるなど、強い衝撃を

与えないでください。ケースや内部機器が損

傷し、故障や誤作動を引き起こし、感電や重

大災害の原因になります。

• 万が一、送信機を破損させた場合は、送信機

内の電池をすべて抜き取って、当社または当

社販売サービス店に修理を依頼してくださ

い。送信機を破損させたまま使用すると、誤

作動を引き起こし、感電や重大災害の原因に

なります。

寒冷時の取り扱い注意

• 送信機の使用温度が急激に変わる場所や、極

端に寒い場所 (-10℃以下 )、冷気が直接吹き

付ける場所で使用しないでください。  
急激な温度変化により、送信機内部が結露し、

故障や誤作動を引き起こし、重大災害の原因

になります。

• 冬季の作業開始前には、必ず十分な暖機運転

をしてからクレーン操作をしてください。冬

季は、作動油の温度が低く、粘度が高くなっ

ていますので、クレーン操作をしても油圧装

置に作動遅れが出ることがあります。

• 送信機を保管するときは、つぎのような場所

は避けてください。  
送信機ケースが変形・変色したり、内部機器

の故障や誤作動を引き起こし、重大災害の原

因になります。

 - 極端に寒い場所 (-20℃以下 ) や冷気が直接

吹き付ける場所

 - 直射日光が当たる場所。

 - 機械の温気吹出し口の前。

 - 暖房器具の近く。

 - 多湿な場所。
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指定機器を使用する

• ラジコン装置に使用する電池は、当社が指定

したものを使用してください。指定以外のも

のを使用すると、電池の漏液、発熱、破裂な

どを起こす原因になります。

• ラジコン装置送信機に電池をセットするとき

は、電池の (+)と (-)を逆にしないでください。

送信機の内部機器の故障や、電池の漏液、発

熱、破裂などを起こす原因になります。

• ラジコン装置送信機には、「単 3 形アルカリ

電池」「単 3 形 Ni・Cd 充電式電池」または「単

3 形 Ni・MH 充電式電池」「マンガン電池」

が使用可能です。

電池の取扱い上の注意

• 電池を加熱したり、火の中へ投入したりしな

いでください。電池の漏液、破裂などを起こ

す原因になります。

• 電池を分解したり、改造しないでください。

電池の漏液、発熱、破裂などを起こす原因に

なります。

• 電池に直接ハンダ付けをしないでください。

電池の漏液、発熱、破裂などを起こす原因に

なります。

• 電池の漏液した電解液が目に入ったときは、

すぐに多量の水で洗い落とし、至急医師の治

療を受けてください。

本装置に異常があった場合の一時保管

本装置に異常があり、整備待ちで一時装置を保

管する場合は、つぎの処置を講じて「故障によ

り使用禁止」であることを事業所全員に周知徹

底させてください。

1. 使用禁止の標示をしてください。標示には、

異常の内容、保管責任者名、連絡先および

保管期限を明記してください。

2. 電池をすべて取り出し、電池カバーを本体

に固定ボルトで確実に締め付けてくださ

い。

電波によるペースメーカへの影響

ラジコン装置は、ペースメーカを付けている人

の近くで使用しないでください。ペースメーカ

の誤作動を起こす恐れがあります。
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7.3.2   運転に関する注意事項

警 告

運転に関する注意事項は、本項のほかに必ず

「第 2 章 安全編」もよく読んで理解してくだ

さい。

7.3.2.1   エンジン始動前

エンジン始動前の点検

1 日の最初のエンジン始動前に、本機械で決め

られた点検を実施してください。

これらの点検を怠ると、重大な人身事故を招く

恐れがあります。

点検の結果、不具合があれば必ず修理してくだ

さい。

エンジン始動時の注意

• エンジンを始動する前に、機械の周囲に人が

いないか、障害物がないか確認してください。

• エンジンを始動するときは、警告のため、ホー

ンを鳴らしてから行ってください。

• スタータ回路をショート ( 短絡 ) してのエン

ジン始動はしないでください。火災の恐れが

あります。

送信機の電源投入前の点検

• 送信機の本体ケース、操作レバー、操作スイッ

チ、液晶表示部などに汚れや損傷、亀裂など

がないか点検してください。

• 送信機の操作レバー、操作スイッチ、アクセ

ルレバーが円滑に正規の動きをするか確認し

てください。

• 電池カバーを開け、電池の装填方向が正しい

か、金属や紙などの異物がないか点検してく

ださい。

送信機の電源投入後の点検

送信機の液晶表示部に正規の表示がされるか点

検してください。

• クレーンモード、アウトリガモードの各操作

モードに切り換え、各操作レバーや操作ス

イッチを操作したとき、液晶表示部に正規の

表示がされるか確認してください。

受信機の電源投入前の点検

受信機のコントロールボックス、アンテナなど

に汚れや損傷、亀裂などがないか点検してくだ

さい。

7.3.2.2   エンジン始動後

送信機によるアウトリガモードの作動点検

および操作時の注意

• 操作モードを「アウトリガモード」に設定し、

アウトリガモードに切り換わったか確認して

ください。

• 「スタート ･ リセットスイッチ」を操作し、

エンジンが始動するか確認してください。

• 「ストップ・非常停止スイッチ」を操作し、

エンジンが停止するか確認してください。

• アウトリガ操作スイッチを操作して、対応す

るアウトリガが正規の動きをするか確認して

ください。

• アウトリガのポジションピンおよび外れ止め

が確実にセットされているか確認してくださ

い。

送信機によるクレーンモードの作動点検お

よび操作時の注意

• 操作モードを「クレーンモード」に設定する

前に、必ずアウトリガをすべて張り出し、確

実に接地させてください。

• 操作モードを「クレーンモード」に設定し、

クレーンモードに切り換わったか確認してく

ださい。

• クレーン操作レバーを操作して、クレーンが

正規の動きをするか確認してください。

• クレーン作業を行うときは、必ず「携帯用定

格総荷重表」を常に確認し、過負荷にならな

いクレーン作業をしてください。

• 送信機の操作レバーおよびアクセルレバー

は、常にゆっくりと操作してください。

7.3.2.3   作業終了時

送信機による操作終了時の注意

• ブームの格納操作を行う前に、操作モードを

「クレーンモード」に設定し、クレーンモー

ドに切り換わったか確認してください。
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• アウトリガを格納する前に、ブームおよび

フックブロックが所定の位置に格納されてい

るか確認してください。

• アウトリガの格納操作をする前に、操作モー

ドを「アウトリガモード」に設定し、アウト

リガモードに切り換わったか確認してくださ

い。

• 送信機による操作が終了した後は、必ず送信

機の電源を「OFF」にしてください。

• クレーン作業を行う場合以外は、絶対に送信

機の電源を投入してはいけません。必ず電源

を「OFF」にしておいてください。送信機の

操作レバーや操作スイッチが他の物に触れた

り当たったりしたとき、クレーンが思いがけ

ず作動し、転倒や接触による重大な事故を起

こす原因になります。

• 送信機の点検作業など、やむを得ず送信機の

電源を投入するときは、必ずクレーン本体の

スタータスイッチを「OFF」にし、機械を停

止してください。
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7.4  安全ラベルの貼り付け位置

これらのラベルは、いつもきれいにしておいてください。

紛失した場合は、再度貼り付けるか、新品と交換してください。

下記に示す、安全ラベル以外にもラベルがありますので同様に取り扱ってください。

[1]401-4253500
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7.5  送信機各部の名称

(1) 液晶表示部

(2) スタート・リセットスイッチ

(3) ストップ・非常停止スイッチ

(4) 微速 / モードスイッチ

(5) フック格納 / 設定スイッチ

(6) ホーンスイッチ

(7) 電源スイッチ

(8) 旋回 / No.1 アウトリガ操作レバー

(9) ブーム伸縮 / No.2 アウトリガ操作レバー

(10) フック巻上、巻き下げ / No.3 アウトリガ

操作レバー

(11) ブーム起伏 /No.4 アウトリガ操作レバー

(12) アクセル操作レバー

(13) グリップ
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重 要

ラジコン装置は、つぎの安全装置を持ってい

ます。

• 混信防止回路（ID コード）

本装置には、個別識別機能（ID コード）が設

けられています。

他の無線機による信号電波による誤作動を防

止しています。

• 異常信号検出回路

電源ボタンを「ON」に操作したとき、「約 5
秒間」送信機と受信機でペアリングを行いま

す。このため、すぐにクレーンは動作しません。

• オートパワーオフ回路

ラジコンによるクレーン操作終了後、一定時

間を経過すると自動的に送信機の電源が遮断

されます。

復帰させるときは、送信機の電源ボタンを押

して「ON」にしてください。

• 電圧降下時停止回路（受信機）

バッテリ電圧が「DC　3.8V」未満になると、

自動的に送信機の電源が遮断されます。

［1］ 液晶表示部 (1)

送信機の操作状況、各モードでの設定値、異常

内容などをマークや文章、記号などで表示しま

す。

［2］ スタータ / リセットスイッチ (2)

このスイッチは、つぎの 2 通りの使用方法が

あります。

• エンジンを始動するときに使用します。

• 非常停止および異常信号検出の解除をすると

きに使用します。

［3］ ストップ・非常停止スイッチ (3)

このスイッチは、つぎの 2 通りの使用方法が

あります。

• エンジンを停止するときに使用します。

• クレーンの停止操作を行っても、動作が停止

しないなどの非常時に、作動を停止するとき

に使用します。

［4］ 速度 / モードスイッチ (4)

このスイッチは、つぎの 2 通りの使用方法が

あります。

• クレーン作業中、クレーンの作動速度を低速

または高速にしたいときに使用します。

• クレーンが停止状態で、送信機の初期モード

の設定項目の選択をするときに使用します。
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各モードの選択内容は、液晶表示部に表示され

ます。

［5］ フック格納 / 設定スイッチ (5)

このスイッチは、つぎの 2 通りの使用方法が

あります。

• フックを格納するときに使用します。

• クレーンが停止状態で、送信機の初期モード

の設定項目を速度 / モードスイッチで選択し

た後、設定するときに使用します。

［6］ ホーンスイッチ (6)

ホーンを鳴らすときに使用します。

［7］ 電源スイッチ (7)

送信機の電源の入り切りをするときに使用しま

す。スイッチを押すごとに電源が入り切りしま

す。

［8］ 旋回 / No.1 アウトリガ操作レバー (8)

この操作レバーは、つぎの 2 通りの使用方法

があります。

• クレーンモード時、クレーンの旋回を行うと

きに使用します。

 - 左旋回 :   操作レバーの上方を押してくださ

い。

 - 中立 :   操作レバーから指を離してくださ

い。

 - 右旋回 :   操作レバーの下方を押してくださ

い。

• アウトリガモード時、No.1 アウトリガの出

( 伸・接地 ) および入 ( 縮・格納 ) を行うと

きに使用します。

 - 入 ( 縮・格納 ) :   操作レバーの上方を押し

てください。

 - 中立 :   操作レバーから指を離し

てください。

 - 出 ( 伸・接地 ) :   操作レバーの下方を押し

てください。

右

入

出

XAM24680
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［9］ ブーム伸縮 / No.2 アウトリガ操作レバー

(9)

この操作レバーは、つぎの 2 通りの使用方法

があります。

• クレーンモード時、ブームの伸縮を行うとき

に使用します。

 - ブーム伸長 :   操作レバーの上方を押してく

ださい。

 - 中立 :   操作レバーから指を離してく

ださい。

 - ブーム縮小 :   操作レバーの下方を押してく

ださい。

• アウトリガモード時、No.2 アウトリガの出

( 伸・接地 ) および入 ( 縮・格納 ) を行うと

きに使用します。

 - 入 ( 縮・格納 ) :   操作レバーの上方を押し

てください。

 - 中立 :   操作レバーから指を離し

てください。

 - 出 ( 伸・接地 ) :   操作レバーの下方を押し

てください。

［10］ フック巻上、巻下 / No.3 アウトリガ操作

レバー (10)

この操作レバーは、つぎの 2 通りの使用方法

があります。

• クレーンモード時、フックの巻き上げ、巻き

下げを行うときに使用します。

 - フック巻上 :   操作レバーの上方を押してく

ださい。

 - 中立 :   操作レバーから指を離してく

ださい。

 - フック巻下 :   操作レバーの下方を押してく

ださい。

• アウトリガモード時、No.3 アウトリガの出

( 伸・接地 ) および入 ( 縮・格納 ) を行うと

きに使用します。

 - 入 ( 縮・格納 ) :   操作レバーの上方を押し

てください。

 - 中立 :   操作レバーから指を離し

てください。

 - 出 ( 伸・接地 ) :   操作レバーの下方を押し

てください。

［11］ ブーム起伏 / No.4 アウトリガ操作レバー

(11)

この操作レバーは、つぎの 2 通りの使用方法

があります。

• クレーンモード時、ブームの起伏を行うとき

に使用します。

 - ブーム起 :   操作レバーの上方を押してくだ

さい。

 - 中立 :   操作レバーから指を離してくだ

さい。

 - ブーム伏 :   操作レバーの下方を押してくだ

さい。

送信機各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane

7-14 MC305C-5



• アウトリガモード時、No.4 アウトリガの出

( 伸・接地 ) および入 ( 縮・格納 ) を行うと

きに使用します。

 - 入 ( 縮・格納 ) :   操作レバーの上方を押し

てください。

 - 中立 :   操作レバーから指を離し

てください。

 - 出 ( 伸・接地 ) :   操作レバーの下方を押し

てください。

4

XAM24711

［12］ アクセルレバー (12)

コントロールバルブの流量制御およびエンジン

の回転数や出力の調整を行うときに使用しま

す。

• ローアイドリング :   
アクセルレバーから指を離してください。

• フル回転 :   アクセルレバーをいっぱいに握っ

てください。

 ☞ アクセルレバーは、単独で操作してもコ

ントロールバルブ流量制御およびエンジ

ン回転数を調整することはできません。

各操作レバーを操作したまま、アクセル

レバーを引いていくと、エンジンアイド

リング回転状態でクレーンが作動を始

め、さらにアクセルレバーを引いていく

と、エンジン回転数が高くなり、クレー

ンの作動速度も速くなります。 
次のグラフは、アクセルレバーの操作量

とクレーンの作動速度の変化を表したも

のです。クレーンを作動させるときの参

考にしてください。

［13］ グリップ (13)

送信機を操作する際、基本的に片手で操作でき

るようになっています。

右手でグリップを握り、親指で操作レバーやス

イッチを操作し、人指し指でアクセルレバーを

操作するようにし、他の指でグリップを握って

送信機をしっかりと保持してください。

なお、ラジコン装置の送信機は、グリップ内部

に送信機起動用の電池 ( 単 3、4 本 ) を収納し

ています。
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［14］ 収納ケース

送信機を保管するときに使用してください。

送信機をケースに収納するときは、送信機の電

源が「OFF」になっていることを確認してくだ

さい。

［15］ フックベルト (15)

送信機の操作時、送信機を落とした場合、直接

地面に落下するのを防止するために使用してく

ださい。

フックベルト (15) の一端をフック金具をグ

リップ下部に接続し、他端を操作者のベルトな

どに通してください。
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7.6  受信機各部の名称

(1) 受信機ボックス

(2) LED01( 受信状態 )
(3) LED02( 未使用 )
(4) LED03( コントローラ通信異常 )

受信機各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane

7-17MC305C-5



重 要

ラジコン装置は、つぎの安全装置を持ってい

ます。

• 混信防止回路 (ID コード )  
本装置には、個別識別機能 (ID コード ) が設

けられています。他の無線機による信号電

波による誤作動を防止しています。

• 異常信号検出回路  
電源スイッチを「ON」に操作したとき、「約

5 秒間」送信機と受信機でペアリングを行

います。このため、すぐにクレーンは動作

しません。

• オートパワーオフ回路  
ラジコンによるクレーン操作終了後、一定

時間を経過すると自動的に送信機の電源が

遮断されます。復帰させるときは、送信機

の電源スイッチを押して「ON」にしてくだ

さい。

• 電圧降下時停止回路 ( 受信機 )  
バッテリ電圧が「DC　9V」未満になる

と、自動的に受信機の電源が遮断されます。 
バッテリ電圧の低下によるクレーンの誤作

動を防止するもので、バッテリ電圧が「DC　

9V」以上になると、自動的に復帰します。

［1］ 受信機ボックス (1)

受信機ボックス内には、受信装置および制御用

機器が収納されています。

受信機ボックスは、決して分解してはいけませ

ん。

［2］ LED01(2)

無線通信状態を表示します。

・緑点灯 :  通信中

・消    灯 :  通信不通

［3］ LED02(3)

本機械では使用していません。

［4］ LED03(4)

コントローラとの通信異常 ( エラー ) を表示し

ます。

・赤点灯 :  異常

・消    灯 :  正常
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7.6.1   ラジコン受信ランプの名称と説明

(1) 四色灯

［1］ 四色灯 (1)

送信機と受信機が通信状態になったときに、四

色灯の青色が点灯します。
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7.7  送信機のモード設

定方法

本装置には、送信機の初期値の設定を行う「初

期モード」、アウトリガの操作を行う「アウト

リガモード」およびクレーンの操作を行う「ク

レーンモード」が設定されています。本装置は、

必要に応じてモードの切り換えを行い、設定さ

れたモードごとに送信機の操作を行うしくみに

なっています。

7.7.1    初期モードの設定方法

警 告

• 初期モードの設定を行うときは、必ずスター

タスイッチを「OFF」位置にしてください。

• 初期モード設定値変更の操作を行うときは、

送信機の液晶表示部に「初期モード」が表

示されたことを必ず確認してから行ってく

ださい。他のモードが表示された状態で設

定値変更の操作を行うと、クレーンが思わ

ぬ誤作動をし、重大な事故を起こす原因に

なります。

7.7.1.1   初期モード画面の呼び出し

速度 / モードスイッチを押しながら電源スイッ

チを 2 秒間押してください。

液晶表示部に 2 秒間、下図の「初期モード」が

表示されます。

 初期モード設定画面の表示内容

初期モード設定画面は、下図を参照してくださ

い。
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10 種類の設定項目（(1)~(10)）と終了（(11)）
のコマンドで構成されています。

 ☞ 初期モードでは、つぎの各項目の初期値

を設定し、変更することができます。

1. 液晶表示部の「表示濃度」

2. アクセルレバー操作時の「エンジン最高

回転速度」

3. 液晶バックライトの「消灯および点灯時

間」

4. 送信機電源の「オートパワーオフ時間」

5. エンジンの「アイドリング回転速度」（操

作レバー操作時のみ）

6. 「ユーザ微速モード」

7. 送信機の ID コード表示

8. 「無線チャンネル」

9. 送信機のバージョン表示

製造番号表示設定項目やその設定項目の設定内

容を切り換えるときは、フック巻上、巻下操作

レバーを使用してください。

また、各設定項目の設定内容を決定するときは、

フック格納 / 設定スイッチを押してください。

［1］ 液晶濃度

重 要

液晶画面は、濃すぎたり薄すぎたりすると、

表示内容が読み取れなくなり、操作に支障を

きたします。

液晶濃度の調整は、自分に合った濃さにして

ください。

液晶画面の表示の濃淡を調整します。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かしてください。

 - 表示を濃くする :  フック巻上、巻下操作レ

バーを上方に倒してくだ

さい。

 - 表示を薄くする :  フック巻上、巻下操作レ

バーを下方に倒してくだ

さい。

2. 液晶濃度が決定したら、フック格納 / 設定

スイッチを押してください。1 項で調整し

た濃度になり、初期モード設定画面に戻り

ます。

［2］ アクセル

アクセルレバー操作時のエンジン最高回転速度

の上限を調整します。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、設定値が 63 で最

高の上限速度になり、0 で最低の上限速度

になります。

2. 上限速度が決定したら、フック格納 / 設定

スイッチを押してください。1 項で選択し

た速度になり、初期モード設定画面に戻り

ます。
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［3］ ライト

液晶バックライトが、各操作レバーから指を離

した後、何秒間点灯しているかを選択します。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、点灯時間を呼び

出してください。  
点灯時間は、「OFF、1 秒、3 秒、5 秒」の

4 段階です。  
本装置の出荷時には、「1 秒」に設定して

あります。

2. 点灯時間が決定したら、フック格納 / 設定

スイッチを押してください。1 項で選択し

た時間になり、初期モード設定画面に戻り

ます。

［4］ OFF タイマー

送信機電源のオートパワーオフ時間を選択しま

す。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、オートパワーオ

フ時間を呼び出してください。  
オートパワーオフ時間は、「5 分、10 分、

15 分」の 3 段階です。  
本装置の出荷時には、「5 分」に設定して

あります。

2. オートパワーオフ時間が決定したら、フッ

ク格納 / 設定スイッチを押してください。

1 項で選択した時間になり、初期モード設

定画面に戻ります。

［5］ アイドル UP

重 要

アイドル UP で設定したエンジンアイドリン

グ回転数は、送信機の各操作レバーを操作し

たときだけ高くなり、操作していないときは

通常のアイドリング回転数に戻ります。

エンジンアイドリング回転数を通常の設定値よ

り高くしたいときに調整します。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、カーソル右側の

バーがすべて点灯すれば最高の速度にな

り、バーがすべて消灯すれば通常の設定値

の速度になります。

2. 上限速度が決定したら、フック格納 / 設定

スイッチを押してください。1 項で選択し

た速度になり、初期モード設定画面に戻り

ます。
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［6］ ユーザ微速モード

ユーザ微速モードのクレーンの作動速度を調整

します。

1. 調整したいレバーのカーソル ( ▲または

▼ ) を動かし、設定値が 63 で最高の作動

速度になり、0 で最低の作動速度になりま

す。

 - S :　旋回

 -  T :　伸縮

 -  W:　ウインチ

 -  D :　起伏

 ☞ 本装置の出荷時には、「60」に設定して

あります。

2. 作動速度が決定したら、設定ボタンを押し

てください。  
1 項で選択した速度になり、初期モード設

定画面に戻ります。

［7］ ID コード

設定ボタンを押すと、送信機の ID コードを表

示します。

再度、設定ボタンを押すと、初期モード設定画

面に戻ります。

［8］ 無線チャンネル

無線チャンネルを選択します。

1. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、無線チャンネル

を呼び出してください。

 ☞ 無線チャンネルは、「AUTO、1~12」か

ら選択できます。

 ☞  本装置の出荷時には、「AUTO」に設定

してあります。

2. 無線チャンネルが決定したら、設定ボタン

を押してください。  
1 項で選択したチャンネルになり、初期

モード設定画面に戻ります。

［9］ バージョン

設定ボタンを押すと、上段にラジコンのソフト

ウェアのバージョン、下部にコントローラのソ

フトウェアのバージョンを表示します。

再度、設定ボタンを押すと、初期モード設定画

面に戻ります。
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［10］ 製造番号

設定ボタンを押すと、製造番号を表示します。

再度、設定ボタンを押すと、初期モード設定画

面に戻ります。

［11］ 終了

重 要

各設定項目のうち、変更したい項目の設定が終

了したら、必ず下記の終了操作を行ってくださ

い。

終了操作を正しく行わないと、設定項目の変更

が有効になりません。

1. 各設定項目のうち、変更したい項目の設定

が終了したら、初期設定画面になっている

ことを確認してください。

2. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▼ ) を動かし、「終了」に合わせてくださ

い。

3. フック格納 / 設定スイッチを押してくださ

い。これで「初期モード」が終了し、「クレー

ンモード」になります。

7.7.1.2   初期モード設定手順の例

本装置の出荷時の「OFF タイマー」の設定値「5
分」を「10 分」に変更する手順を説明します。

1. フック巻上、巻下操作レバーを数回操作し

てカーソル ( ▲または▼ ) を変更したい設

定項目の横に合わせてください。

2. カーソルが設定項目「OFF タイマー」の

横まできたら、フック格納 / 設定スイッチ

を押してください。  
「OFF タイマー」が選択され、現在の設定

値「5 分」の横にカーソル ( ▲ ) が表示さ

れます。

3. フック巻上、巻下操作レバーを操作して

「10分」の横にカーソル (▼ )を合わせ、フッ

ク格納 / 設定スイッチを押してください。 
これで「OFF タイマー」が「10 分」に設

定されました
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4. フック巻上、巻下操作レバーを数回操作し

てカーソル ( ▲または▼ ) を「終了」の横

に合わせ、フック格納 / 設定スイッチを押

してください。  
これで「初期モード」が終了し、「クレー

ンモード」になります。

重 要

• 変更したい項目の設定が終了したら、必ず

上記の終了操作を行ってください。終了操

作を正しく行わないと、設定項目の変更が

有効になりません。

• その他の設定項目の変更も、上記と同じ手

順で行い、必ず正しく終了操作をしてくだ

さい。

7.7.2   操作モードの設定方法

重 要

電源ボタンを「ON」に操作して約 5 秒間は、

送信機と受信機でペアリングを行うため操作

ができません。

 ☞ 各モードの切り換えを行うときは、一旦

電源スイッチを押して「OFF」にしてか

ら、再度電源スイッチを押して「ON」

にしてください。

 ☞ 「クレーンモード」以外のモードを選択

している場合、電源スイッチを押して

「OFF」にした後、再度電源スイッチを

押して「ON」( そのまま 2 秒以上待つ )
にすると、自動的に「クレーンモード」

に設定されます。 
引き続き同じモードで操作を行いたいと

きは、再度元の操作モードを呼び出して

ください。
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7.7.2.1   クレーンモードの呼び出し

1. 電源スイッチを押して、送信機の電源を

「ON」にしてください。  
液晶表示部に約 2 秒間、「クレーンマーク」

が表示されます。

 ☞ 送信機の電源がすでに「ON」になって

いる場合は、一旦電源スイッチを押して

「OFF」にし、再度電源スイッチを押し

て「ON」にしてください。

2. 約 2 秒後、液晶表示部の「クレーンマーク」

の表示が消えたら、自動的に「クレーンモー

ド」に設定されます。  
「クレーンモード」では液晶表示部に以下

の表示がされます。

• 実    : 実荷重表示

• 定格   : 定格総荷重表示

• バーメーター : 負荷率表示

 ☞ 荷重の単位は t（トン）で表示されます。

3. 操作が可能になると、「電波状態表示」が「 

×」から「 」に変わります。

送信機のモード設定方法 M A E D A Mini-Crawler Crane

7-26 MC305C-5



7.7.2.2   アウトリガ張出モードとアウト

リガ接地モードの呼び出し

アウトリガの操作モードは、「アウトリガ張出

モード」と「アウトリガ接地モード」に分かれ

ています。

下記の手順でそれぞれのモードを設定してくだ

さい。

1. 電源スイッチを押して、送信機の電源を

「ON」にしてください。  
液晶表示部に約 2 秒間、「クレーンマーク」

が表示されます。

 ☞ 送信機の電源がすでに「ON」になって

いる場合は、一旦電源スイッチを押して

「OFF」にし、再度電源スイッチを押し

て「ON」にしてください。

2. 液晶表示部に「クレーンマーク」が表示さ

れている間 ( 約 2 秒間 ) に、速度 / モード

スイッチを 2 秒間押してください。液晶

表示部に「クレーンモード」と「アウトリ

ガモード」の選択画面が表示されます。
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3. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、「アウトリガ」の

横に合わせてください。  
カーソルが「アウトリガ」の横まできたら、

フック格納 / 設定スイッチを押してくださ

い。

4. 操作モードが「アウトリガモード」に設定

され、「アウトリガマーク」が表示されます。 
その後、「アウトリガ接地モード」に設定

され、「アウトリガ接地モード」が表示さ

れます。
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5. 「アウトリガ張出モード」に設定するとき

は、「アウトリガ接地モード」画面の状態で、

速度 / モードスイッチを押してください。

「アウトリガ張出モード」に設定され、「ア

ウトリガ張出モード」が表示されます。

☞ 「アウトリガ張出モード」と「アウトリ

ガ接地モード」は、速度 / モードスイッ

チを押すごとに切り換わります。

7.8   作業開始前点検

7.8.1   エンジン始動前の点検

警 告

この項に示す内容は、1 日の最初の作業開始

前に行ってください。

これらの点検を怠ると、重大な人身事故を起

こす原因になります。

また、「6.7.4.2 エンジン始動前の点検」の項

を参照し、機械本体の点検も行ってください。

点検の結果、異常があれば必ず修理するか、

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

7.8.1.1   送信機の電源投入前の点検

警 告

送信機の作業開始前の点検を行うときは、必

ずエンジンのスタータスイッチを「OFF」位

置にしておいてください。

送信機の点検中、エンジンが始動し、重大な

人身事故を起こす原因になります。

送信機の電源を「OFF」にし、下記の点検を行っ

てください。

• 操作レバー、操作スイッチ、液晶表示部、ア

クセルレバー、グリップを点検し、油などに

よる汚れがないか確認してください。 
汚れがある場合は、きれいな布などで汚れを

よく拭き取ってください。

• 操作レバーやアクセルレバーのスキマに小石

や砂などの異物が堆積していないか点検して

ください。 
異物の堆積がある場合は、きれいに清掃して

ください。操作レバーやアクセルレバーのス

キマに異物が堆積していると、操作に支障を

きたしてクレーンが思わぬ作動をし、重大な

事故を起こす原因になります。
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• 本体ケースに亀裂や損傷などがないか、操作

レバーや操作スイッチの被膜カバーに損傷な

どがないか点検してください。  
亀裂や損傷などがある場合は、速やかに修理

してください。  
亀裂や損傷部から水などが浸入し、送信機の

誤作動や故障を起こし、重大な事故を起こす

原因になります。

• 操作レバーやアクセルレバー、操作スイッチ

がそれぞれスムーズに正規の動きをするか、

指を離したとき、スムーズに元の位置 ( 中立

位置 ) に戻るか点検してください。  
操作レバーやアクセルレバー、操作スイッチ

の動きに異常がある場合は、速やかに修理し

てください。  
操作レバーやアクセルレバー、操作スイッチ

の動きに異常があると、クレーンが思わぬ作

動をし、重大な事故を起こす原因になります。

• 電池カバーを開け、電池が正しい方向で装填

されているか確認してください。  
電池が正しく装填されていない場合は、装填

し直してください。電池の (+) と (-) を逆に

装填すると、送信機の内部機器が故障し、ク

レーンが思わぬ作動をし、重大な事故を起こ

す原因になります。

• 電池カバーを開け、電池収納部に金属や紙な

どの異物がないか点検してください。 
異物の堆積がある場合は、きれいに清掃して

ください。感電や火災を起こす原因になりま

す。

• 電池カバーのパッキンに損傷や剥がれなどが

ないか、端子金具類に緩みや損傷がないか点

検してください。  
損傷や剥がれ、緩みなどがある場合は、速や

かに修理してください。

7.8.1.2   送信機の電源投入後の点検

送信機の電源を「ON」にし、下記の点検を行っ

てください。

［1］ 電源投入後の液晶表示部の表示点検

電源スイッチを押して、送信機の電源を「ON」

にしてください。

液晶表示部に下図のマークが表示されるか確認

してください。

 ☞ この状態から約 2 秒後、自動的に「クレー

ンモード」に設定されます。

［ステータス表示］
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• 電波状態表示 (1)  
現在の電波状態を液晶表示します。電波状態

は良いか確認してください。

• チャンネル表示 (2)  
現在の使用チャンネルを液晶表示します。  
チャンネル (1ch~12ch) が表示されるか確認

してください。  
チャンネル設定が「AUTO」の場合は、自動

で設定されます。

• 電池残量表示 (3)  
電池残量を液晶表示します。  
電池残量は十分か確認してください。電池残

量表示が次の場合は、電池を交換してくださ

い。

電池の寿命です。ラ

ジコンは使用できま

せん。

液晶表示部に「電池

を交換してくださ

い」と表示されます。

電池の電圧が「3.8V」
以下になり、安全装

置が働いて自動的に

電源が「OFF」にな

ります。

直ちに電池を交換し

てください。

［2］ クレーンモードでの液晶表示部の表示点

検

1. クレーンモードの状態で、実荷重表示、定

格荷重表示が正しく表示されているか確認

してください。  
モニタの表示と差異が無いか確認してくだ

さい。

 - 実  : 実荷重表示

 - 定格 : 定格総荷重表示

2. 負荷が加わった場合に、負荷率のバーメー

ターが実荷重の変動に合わせて変動するか

確認してください。
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3. スタータ / リセットスイッチを押したと

き、液晶表示部に「始動」が表示されるか

確認してください。

4. ストップ・非常停止スイッチを押したとき、

液晶表示部に「停止」が表示されるか確認

してください。

［3］ アウトリガモードでの液晶表示部の表示

点検

1. 電源スイッチを押して、送信機の電源を一

旦「OFF」にしてください。

2. 再度電源スイッチを押して、送信機の電源

を「ON」にしてください。  
液晶表示部に約 2 秒間、「クレーンマーク」

が表示されます。

3. 液晶表示部に「クレーンマーク」が表示さ

れている間 ( 約 2 秒間 ) に、速度 / モード

スイッチを 2 秒間押してください。液晶

表示部に「クレーンモード」と「アウトリ

ガモード」の選択画面が表示されます。
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4. フック巻上、巻下操作レバーでカーソル

( ▲または▼ ) を動かし、「アウトリガ」の

横に合わせてください。  
カーソルが「アウトリガ」の横まできたら、

フック格納 / 設定スイッチを押してくださ

い。

5. 4 項の操作後、「アウトリガマーク」が表

示され、その後、「アウトリガ接地モード」

が表示されるか確認してください。

6. 各操作レバーをそれぞれ操作したとき、液

晶表示部の各表示が正規に表示されるか確

認してください。
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7. 「アウトリガ張出モード」に設定するとき

は、「アウトリガ接地モード」画面の状態で、

速度 / モードスイッチを押してください。

このとき、「アウトリガ張出モード」が表

示されるか確認してください。

 ☞ 「アウトリガ張出モード」と「アウトリ

ガ接地モード」は、速度 / モードスイッ

チを押すごとに切り換わります。

8. 各操作レバーをそれぞれ操作したとき、液

晶表示部の各表示が正規に表示されるか確

認してください。
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7.8.1.3   受信機の点検

下記の点検を行ってください。

1. 受信機ボックス (1) を点検し、油などによ

る汚れがないか確認してください。  
汚れがある場合は、きれいな布などで汚れ

をよく拭き取ってください。

2. 受信機ボックス (1) に亀裂や損傷などがな

いか点検してください。  
亀裂や損傷などがある場合は、速やかに修

理してください。  
亀裂や損傷部から水などが浸入し、受信機

の誤作動や故障を起こし、重大な事故を起

こす原因になります。

3. アンテナ (6) の取付け部に緩みや損傷など

がないか点検してください。  
緩みや損傷などがある場合は、速やかに修

理してください。  
緩みや損傷などがあると、受信機の誤作動

や故障を起こし、重大な事故を起こす原因

になります。

4. 送信機の電源を投入したとき、受信機

LED01(2) が緑点灯するか確認してくださ

い。
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7.8.2  エンジン始動後の点検

警 告

この項に示す内容は、1 日の最初の作業開始

前に行ってください。

これらの点検を怠ると、重大な人身事故を起

こす原因になります。

また、エンジンを始動する前に「6.7.4.2 エン

ジン始動前の点検」の項を参照し、機械本体

の点検も行ってください。

点検の結果、異常があれば必ず修理するか、

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

7.8.2.1   エンジン始動、停止操作の作動

点検

警 告

• ブームおよびアウトリガがすべて格納姿勢

になっているか確認してください。 
格納姿勢になっていないときは、機械本体

側の各操作レバーを使用して、機械を格納

姿勢にしてください。 
送信機を操作したとき、クレーンが破損や

転倒し、重大な人身事故を起こす原因にな

ります。

• 送信機の液晶表示部にエラーメッセージが

表示されたり、受信機の LED にエラーが表

示されたりしたときは、クレーンの操作は

できません。 
必ずエラー表示の原因を追究し、異常があ

れば必ず修理するか、当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

［1］ エンジン始動操作の作動点検

1. 機械本体側のスタータスイッチを「ON」

位置にしてください。

2. 送信機の電源スイッチを押し、電源を「ON」

にしてください。

3. ホーンスイッチを押し、ホーンが鳴るか確

認してください。

4. スタート・リセットスイッチを押し、エン

ジンが始動するか確認してください。

5. このとき、送信機の液晶表示部に「エンジ

ンスタート」が表示されるか確認してくだ

さい。

［2］ エンジン非常停止操作の作動点検

1. [1] 項の操作でエンジンが始動した後、エ

ンジンストップ・非常停止スイッチを押し、

エンジンが停止するか確認してください。
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2. このとき、送信機の液晶表示部に「エンジ

ンストップ」が表示されるか確認してくだ

さい。 

7.8.2.2   アウトリガモードの作動点検

警 告

送信機の液晶表示部にエラーメッセージが表

示されたり、受信機の LED にエラーが表示さ

れたりしたときは、クレーンの操作はできま

せん。

必ずエラー表示の原因を追究し、異常があれ

ば必ず修理するか、当社または当社販売サー

ビス店にお問い合わせください。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照して、4 基のアウトリガを展開させてく

ださい。

2. 機械本体側のスタータスイッチを「ON」

位置にしてください。

3. 送信機の電源スイッチを押し、電源を「ON」

にしてください。

4. 操作モードを「アウトリガモード」に設定

し、液晶表示部に「アウトリガ接地モード」

が表示されるか確認してください。

5. 速度 / モードスイッチを押してください。

このとき、液晶表示部に「アウトリガ張出

モード」が表示されるか確認してください。

「アウトリガ接地モード」と「アウトリガ

張出モード」は、速度 / モードスイッチを

押すごとに切り換ります。

6. スタート・リセットスイッチを押し、エン

ジンを始動してください。
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7. 旋回 /No.1 アウトリガ操作レバーを「出」

側 ( 下方 ) および「入」側 ( 上方 ) にそれ

ぞれ操作し、No.1 アウトリガが操作レバー

の操作に対応した作動をするか確認してく

ださい。

8. 操作レバーの操作中、同時にアクセルレ

バーをゆっくり引いたり戻したりし、No.1
アウトリガがアクセルレバーの操作量に対

応した作動速度になるか確認してくださ

い。

9. 他のアウトリガ操作レバーも同様に操作

し、それぞれのアウトリガが操作レバーの

操作に対応した作動をするか確認してくだ

さい。  
最後にすべてのアウトリガ操作レバーを

「出」側 ( 下方 ) に操作してください。

10. 速度 / モードスイッチを押して、「アウト

リガ接地モード」に切り換えてください。
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11. 旋回 /No.1 アウトリガ操作レバーを「出」

側 ( 下方 ) および「入」側 ( 上方 ) にそれ

ぞれ操作し、No.1 アウトリガが操作レバー

の操作に対応した作動をするか確認してく

ださい。

12. 操作レバーの操作中、同時にアクセルレ

バーをゆっくり引いたり戻したりし、No.1
アウトリガがアクセルレバーの操作量に対

応した作動速度になるか確認してくださ

い。

13. 他のアウトリガ操作レバーも同様に操作

し、それぞれのアウトリガが操作レバーの

操作に対応した作動をするか確認してくだ

さい。

7.8.2.3   クレーンモードの作動点検

警 告

• クレーンを操作するときは、すべてのアウ

トリガが確実に設置されていることを確認

してください。 
アウトリガの設置が不十分な場合、機械が

転倒するなど、重大な事故を招く原因にな

ります。

• 送信機の液晶表示部にエラーメッセージが

表示されたり、受信機の LED にエラーが表

示されたりしたときは、クレーンの操作は

できません。 
必ずエラー表示の原因を追究し、異常があ

れば必ず修理するか、当社または当社販売

サービス店にお問い合わせください。

1. 機械本体側のスタータスイッチを使用して

エンジンを始動してください。

2. 「5.1.14 クレーン作業前の操作」および

「5.1.15 クレーン作業姿勢」の項を参照し、

下図の姿勢にしてください。

3. 送信機の電源スイッチを押し、電源を「ON」

にしてください。
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4. 操作モードを「クレーンモード」に設定し、

液晶表示部に「クレーンモード」が表示さ

れるか確認してください。

5. ブーム起伏操作レバーを「起」側 ( 上方 )
および「伏」側 ( 下方 ) にそれぞれ操作し

てアクセルレバーを引いたとき、ブームが

操作レバーの操作に対応した作動をするか

確認してください。

6. ブーム起伏操作レバーを「起」側 ( 上方 )
に操作し、ブームを十分な角度 (60 度程度 )
に起こしてください。

7. フック巻上、巻下操作レバーを「下」側 ( 下
方 ) および「上」側 ( 上方 ) にそれぞれ操

作してアクセルレバーを引いたとき、フッ

クが操作レバーの操作に対応した作動をす

るか確認してください。

8. フック巻上、巻下操作レバーを「下」側 ( 下
方 ) に操作し、フックをできるだけ巻き下

げてください。
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9. ブーム伸縮操作レバーを「伸」側 ( 上方 )
および「縮」側 ( 下方 ) にそれぞれ操作し

てアクセルレバーを引いたとき、ブームが

操作レバーの操作に対応した作動をするか

確認してください。

10. フック巻上、巻下操作レバーを「上」側 ( 上
方 ) に操作し、フックを巻き上げてくださ

い。

11. 旋回操作レバーを「左」側 ( 上方 ) および

「右」側 ( 下方 ) にそれぞれ操作してアク

セルレバーを引いたとき、クレーンが操作

レバーの操作に対応した作動をするか確認

してください。  
また、「360 度」以上旋回し、作動に異常

がないか確認してください。

12. 6 項 ~12 項の操作レバーの操作中、同時に

アクセルレバーをゆっくり引いたり戻した

りし、クレーンの各作動がアクセルレバー

の操作量に対応した作動速度になるか確認

してください。

13. 6 項 ~12 項の操作レバーの操作中、速度 /
モードスイッチを押し、それぞれ「微速コ

マンド」、「増速コマンド」でクレーンの作

動を行い、設定した「微速コマンド」、「増

速コマンド」に対応した作動速度 ( 微速、

増速 ) になるか確認してください。

14. フック格納 / 設定スイッチを押したままア

クセルレバーを操作し、フックが正常に格

納されるか確認してください。
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7.9  運転操作

警 告

• 送信機および受信機は、絶対に分解や改造

をしないでください。感電や火災を起こす

原因になります。

• 送 信 機 を 落 と し た り、 物 に 当 て る

な ど 強 い 衝 撃 を 与 え な い で く だ さ

い。ケースの破損部から内部に水が浸

入 し て 故 障 し、 誤 作 動 や 感 電 な ど の

重大な事故を起こす原因になります。

万が一、送信機を落として破損させた場合

は、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

• 送信機および受信機は、水洗い厳禁です。

機器内部に水が浸入して故障し、誤作動や

感電などの重大な事故を起こす原因になり

ます。

• クレーンの操作は、ラジコン操作とマニュ

アル操作を同時に行わないでください。 
クレーンの思わぬ作動により重大な事故を

起こす原因になります。クレーンの操作は、

必ずどちらか一方の操作で行ってください。

• ラジコン送信機の電池カバーの固定ボルト

は、確実に締め付けてください。締め付け

が緩いと、防水性が低下して機器内部に水

が浸入して故障し、誤作動や感電などの重

大な事故を起こす原因になります。

• ラジコン操作を開始するときは、必ず

「7.8 作業開始前点検」の項を参照し、送信

機および受信機の点検を行ってください。

7.9.1   操作開始前の確認事項

1. 送信機の落下を防止するため、フックベル

ト (16) の一端をフック金具をグリップ下

部に接続し、他端を操作者のベルトなどに

通してください。

2. 「7.8 作業開始前点検」の項を参照し、必

ず送信機および受信機の点検を行ってくだ

さい。

☞ 送信機の液晶表示部の液晶濃度やライ

ト、オフタイマーなどの初期値の設定を

変更したい場合は、「初期モード」に切

り換えて初期値の設定を変更してくださ

い。

☞ 送信機の液晶表示部に「電池を交換して

ください」と表示されたときは、直ちに

電池を交換してください。

☞ 妨害電波や周囲の反射の状況により、近

距離でも電波が届かないことがありま

す。 できるだけ受信機のアンテナの近く

で操作してください。このとき、送信機

のモニタディスプレイに「 ×」が表示

されます。

☞ クレーン作業中、送信機の操作を中断し

てから「オフタイマー設定時間」を経過

すると、自動的に送信機の電源が「OFF」
になります。再び送信機の操作をすると

きは、送信機の電源を「ON」にし、あ

らためて操作モードの設定を行ってくだ

さい。
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7.9.2   アウトリガ張出モード、接
地モードでの操作

警 告

• 送信機の各操作レバーがスムーズに動き、

指を離すと中立位置に戻ることを確認して

ください。

• 送信機の各操作レバーは、いっぱいに倒す

とストッパに当たって止まります。ストッ

パに当たった後は、それ以上操作してはい

けません。送信機が故障して誤作動を起こ

し、重大な事故を起こす原因になります。

• 送信機の操作レバーの操作方向を切り換え

たり、他の操作レバーの操作に切り換えた

りするときは、その都度、必ずアクセルレ

バーから指を離してください。 
また、アウトリガを作動させるときは、先

に操作レバーを操作した後、アクセルレバー

を操作するようにしてください。アウトリ

ガの作動を停止するときは、先にアクセル

レバーから指を離した後、操作レバーから

指を離すようにしてください。

• アウトリガを操作するときは、エンジン回

転を低速にしてください。エンジン回転を

高速にしておくと、アウトリガが急激に作

動し、機械が転倒するなど、重大な事故を

招く原因になります。

• アウトリガを操作するときは、必ず機械を

クレーン格納姿勢にしてください。ブーム

が起きていたり、荷を吊った状態では、機

械が転倒するなど、重大な事故を招く原因

になります。

• アウトリガを操作するときは、アウトリガ

のポジションピンが確実に挿入されている

ことを確認してください。操作中、ポジショ

ンピンが抜けると、機械が転倒するなど、

重大な事故を招く原因になります。

• アウトリガの設置操作は、最初に「アウト

リガ張出モード」でアウトリガを張り出し

た後、「アウトリガ接地モード」に切り換

え、4基のアウトリガを均等に徐々に操作し、

機械を浮かせるようにしてください。 
アウトリガの格納操作は、最初に「アウト

リガ接地モード」で 4 基のアウトリガを均

等に徐々に操作し、機械を接地させた後、「ア

ウトリガ張出モード」に切り換えてアウトリ

ガの張り出しを縮めるようにしてください。

この順序を守らないと、機械が転倒するな

ど、重大な事故を招く原因になります。

1. 機械本体側のスタータスイッチを使用して

エンジンを始動してください。

2. 送信機の電源スイッチを押して、送信機の

電源を「ON」にしてください。 
液晶表示部に下図のマークが表示されるか

確認してください。

☞ アウトリガは 4 基あり、それぞれ (1)~(4)
の番号ラベルが貼り付けられています。

この番号は、送信機の各操作レバーに付

された番号に対応しています。( 下図参

照 )
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7.9.2.1   アウトリガ接地操作

1. 「7.7.2 操作モードの設定方法」の項を参

照し、操作モードを「アウトリガ接地モー

ド」に設定してください。

2. 速度 / モードスイッチを押し、操作モード

を「アウトリガ張出モード」に設定してく

ださい。

3. アウトリガ操作レバーを「出」側 ( 下方 )
に操作してアクセルレバーをゆっくりと引

いてください。

 ☞ アウトリガは 4 基あり、それぞれ (1)~(4)
の番号ラベルが貼り付けられています。

この番号は、送信機の各操作レバーに付

された番号に対応しています。( 下図参

照 )

4. アウトリガが所定の位置まで張り出した

ら、アクセルレバーをゆっくりと戻した後、

アウトリガ操作レバーから指を離して「中

立」位置にしてください。

 ☞ 他の 3 基のアウトリガも同様の操作を

繰り返し、4 基のアウトリガを所定の位

置まで張り出してください。
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5. 前項の状態から速度 / モードスイッチを押

してください。 操作モードが「アウトリガ

接地モード」に切り換わります。

6. 各アウトリガ操作レバーを「出」側 ( 下方 )
に操作してアクセルレバーをゆっくりと引

いてください。

 ☞ 他の 3 基のアウトリガも同様の操作を

繰り返し、4 基のアウトリガを均等に

徐々に伸ばし、機械を所定の高さにして

ください。

7. 機械が地面から「約 50mm」浮いたら、ア

クセルレバーをゆっくりと戻した後、アウ

トリガ操作レバーから指を離して「中立」

位置にしてください。

8. モニタの水準器で機体の傾きを確認して下

さい。  
水平になっていない場合は、各アウトリガ

操作レバーを操作して、機械を水平に設置

してください。

 ☞ 「アウトリガ接地モード / アウトリガ張

出モード」から「クレーンモード」に切

り替えるときは、送信機の電源スイッチ

を押して、電源を一旦「OFF」にしてか

ら再度「ON」にしてください。

7.9.2.2   アウトリガ格納操作

1. 「7.7.2 操作モードの設定方法」の項を参

照し、操作モードを「アウトリガ接地モー

ド」に設定してください。
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2. アウトリガ操作レバーを「入」側 ( 上方 )
に操作してアクセルレバーをゆっくりと引

いてください。

3. 機械が地面に接地したら、アクセルレバー

をゆっくりと戻した後、アウトリガ操作レ

バーから指を離して「中立」位置にしてく

ださい。

☞ 他の 3 基のアウトリガも同様の操作を

繰り返し、4 基のアウトリガを均等に

徐々に縮め、機械を接地させてください。

☞ 機械が接地した後は、4 基のアウトリガ

を最後まで縮めてください。

4. 前項の状態から速度 / モードスイッチを押

してください。 
操作モードが「アウトリガ張出モード」に

切り換わります。

5. 各アウトリガ操作レバーを「入」側 ( 上方 )
に操作してアクセルレバーをゆっくりと引

いてください。

6. アウトリガが最後まで縮んだら、アクセル

レバーをゆっくりと戻した後、アウトリガ

操作レバーから指を離して「中立」位置に

してください。

☞ 他の 3 基のアウトリガも同様の操作を

繰り返し、4 基のアウトリガを最後まで

縮め、所定の位置に格納してください。

☞ 「アウトリガ接地モード / アウトリガ張

出モード」から「クレーンモード」に切

り替えるときは、送信機の電源スイッチ

を押して、電源を一旦「OFF」にしてか

ら再度「ON」にしてください。

7.9.3   クレーンモードでの操作

警 告

• クレーンを操作するときは、すべてのアウ

トリガが確実に設置されていることを確認

してください。 
アウトリガの設置が不十分な場合、機械が

転倒するなど、重大な事故を招く原因にな

ります。

• クレーン作業中は、常に「携帯用定格総荷

重表」を見て、定格総荷重を超える作業に

ならないように注意してください。定格総

荷重を超える作業は、クレーンが破損した

り、転倒するなど、重大な事故を招く原因

になります。

• 送信機の各操作レバーがスムーズに動き、

指を離すと中立位置に戻ることを確認して

ください。
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• 送信機の各操作レバーは、いっぱいに倒す

とストッパに当たって止まります。ストッ

パに当たった後は、それ以上操作してはい

けません。送信機が故障して誤作動を起こ

し、重大な事故を起こす原因になります。

• 送信機の操作レバーの操作方向を切り換え

たり、他の操作レバーの操作に切り換えた

りするときは、その都度、必ずアクセルレ

バーから指を離してください。  
また、クレーンを作動させるときは、先に

操作レバーを操作した後、アクセルレバー

を操作するようにしてください。クレーン

の作動を停止するときは、先にアクセルレ

バーから指を離した後、操作レバーから指

を離すようにしてください。

• アクセルレバーの操作量には常に注意し、

慎重に操作してください。  
クレーン作業に最適な作動速度になるよう

に調整し、急激な作動にならないようにし

てください。  
特に荷を吊っているときの急激な加速や減

速は、クレーンに大きな衝撃を与え、破損

したり、転倒するなど、重大な事故を招く

原因になります。

• 荷を吊っているときは、フック巻上操作と

ブーム伏操作などの同時操作をしてはいけ

ません。  
急激な荷重の変化により、クレーンが破損

したり、転倒するなど、重大な事故を招く

原因になります。

1. 機械本体側のスタータスイッチを使用して

エンジンを始動してください。

2. 送信機の電源スイッチを押して、送信機の

電源を「ON」にしてください。  
液晶表示部に下図のマークが表示されるか

確認してください。

3. 「7.7.2 操作モードの設定方法」の項を参

照し、操作モードを「クレーンモード」に

設定してください。

クレーン操作レバーは 4 種類あり、それぞれ

下記の動作を操作します。( 下図参照 )
(1) 旋回操作 ( 上方 : 左旋回、下方 : 右旋回 )
(2) ブーム伸縮操作 ( 上方 : 伸長、下方 : 縮小 )
(3) フック巻上、巻下操作 ( 上方 : 巻上、下方 :

巻下 )
(4) ブーム起伏操作 ( 上方 : 起、下方 : 伏 )
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7.9.3.1   旋回操作

警 告

旋回操作をするときは、アクセルレバーの操

作量には注意し、必ず低速にしてください。

また、アクセルレバーは、ゆっくり慎重に操

作し、急激な作動にならないようにしてくだ

さい。

特に荷を吊っているときの急激な加速や減速

は、クレーンに大きな衝撃を与え、破損したり、

転倒するなど、重大な事故を招く原因になり

ます。

［1］ 右旋回

旋回操作レバーを「右」側 ( 下方 ) に操作し、

アクセルレバーを引いてください。

クレーンを上から見て、ブームが時計回りで旋

回します。

［2］ 左旋回

旋回操作レバーを「左」側 ( 上方 ) に操作し、

アクセルレバーを引いてください。

クレーンを上から見て、ブームが反時計回りで

旋回します。

［3］ 旋回停止

アクセルレバーから指を離した後、旋回操作レ

バーから指を離し、中立位置に戻してください。

ブームの旋回が停止します。

7.9.3.2   ブーム伸縮操作

［1］ ブーム「伸」

ブーム伸縮操作レバーを「伸」側 ( 上方 ) に操

作し、アクセルレバーを引いてください。

ブームが伸長します。

［2］ ブーム「縮」

ブーム伸縮操作レバーを「縮」側 ( 下方 ) に操

作し、アクセルレバーを引いてください。

ブームが縮小します。

［3］ ブーム伸縮停止

アクセルレバーから指を離した後、ブーム伸縮

操作レバーから指を離し、中立位置に戻してく

ださい。

ブームの伸縮が停止します。
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7.9.3.3   フック巻上、巻下操作

警 告

• フック巻上操作をするとき、巻過防止装置

または巻過警報装置が作動したときは、直

ちに巻上操作を停止してください。クレー

ンが損傷したり、ワイヤロープが切断して

フックや吊り荷が落下し、重大な事故を招

く原因になります。

• フック巻下操作をするとき、フックや吊り

荷が地面に着いてからもさらに巻き下げ続

けると、ワイヤロープの乱巻きの原因にな

り、ワイヤロープが損傷したり、寿命が著

しく短くなります。また、ワイヤロープの

かみ込みなどにより、ウインチの操作がで

きなくなる恐れもあります。フック巻下操

作をするときは、ワイヤロープが乱巻きに

ならないように十分に注意してください。

• ブーム伸縮操作およびブーム起伏操作時で

もフックが巻き上がったり、巻き下がった

りします。 
フック巻上操作および巻下操作時と同様の

注意を十分にしてください。

［1］ 巻き上げ

フック巻上、巻下操作レバーを「上」側 ( 上方 )
に操作し、アクセルレバーを引いてください。

フックが巻き上がります。

［2］ 巻き下げ

フック巻上、巻下操作レバーを「下」側 ( 下方 )
に操作し、アクセルレバーを引いてください。

フックが巻き下がります。

［3］ 巻き上げ、巻き下げ停止

アクセルレバーから指を離した後、フック巻上、

巻下操作レバーから指を離し、中立位置に戻し

てください。

フックの巻き上げまたは巻き下げが停止しま

す。

7.9.3.4   ブーム起伏操作

［1］ ブーム「起」

ブーム起伏操作レバーを「起」側 ( 上方 ) に操

作し、アクセルレバーを引いてください。

ブームが起きます。

［2］ ブーム「伏」

ブーム起伏操作レバーを「伏」側 ( 下方 ) に操

作し、アクセルレバーを引いてください。

ブームが伏せます。
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［3］ ブーム起伏停止

アクセルレバーから指を離した後、ブーム起伏

操作レバーから指を離し、中立位置に戻してく

ださい。

ブームの起伏が停止します。

7.9.3.5   フック格納操作

1. ブームを走行姿勢にした後、フック巻上、

巻下操作レバーを「上」側 ( 上方 ) に操作し、

アクセルレバーを引いてください。 
フックが巻過検出用ウエイトに当たって自

動停止するまで、フックを巻き上げてくだ

さい。

2. フックが自動停止した後、フック格納 / 設
定スイッチを押してください。  
送信機の液晶表示部に「フック格納」が表

示されます。

3. フック格納 / 設定スイッチを押したままの

状態で、フック巻上、巻下操作レバーを「上」

側 ( 上方 ) に操作し、アクセルレバーをゆっ

くり引いてください。  
フック (4) が上がり、所定の位置に格納さ

れます。

 ☞ フック格納操作時は、アクセルレバーの

操作量に関係なく、エンジン回転数はア

イドリングのままになります。

4. フック (4) が所定の位置に格納された後、

アクセルレバーから指を離し、フック格納

/ 設定スイッチから指を離してください。

7.9.3.6   微速・増速モードの設定および

解除方法

クレーン操作を低速で行いたい場合、「微速モー

ド」に設定するとクレーン最高作動速度が規制

され、クレーン作業の低速での速度コントロー

ルもさらにスムーズに行うことができます。

クレーン最高作動速度を規制するモードは、「微

速モード」とユーザが設定できる「ユーザ微速

モード」があります。

 ☞ 「ユーザー微速モード」の設定は、

「7.7.1 初期モードの設定方法」を参照

してください。

また、クレーン最高作動速度を増速させたい場

合、「増速モード」に設定してください。

 ☞ 「微速モード」の設定は、操作モードが「ク

レーンモード」のときだけ有効になりま

す。

運転操作 M A E D A Mini-Crawler Crane

7-50 MC305C-5



［1］ 微速・増速モードの設定

速度 / モードスイッチを押してください。

スイッチを押すごとに液晶表示部の表示が下図

のように切り換わります。

使用したいモードの表示になったら、そのまま

の位置でクレーンを操作してください。

［2］ 微速・増速モードの解除

速度 / モードスイッチを数回押し、液晶表示部

の表示を「通常」画面にしてください。

7.9.3.7   エンジンストップおよび非常停

止操作

警 告

• 送信機の操作レバーやアクセルレバーから

指を離してもクレーンの作動が停止しない

場合や、操作レバーを操作していないのに

クレーンが動き始めた場合など、クレーン

の作動に異常が発生したときは、直ちにス

トップ・非常停止スイッチを押してエンジ

ンを停止してください。

• エンジンを非常停止させた場合は、エンジ

ンの停止後、送信機の電源を「OFF」にし

て異常の原因を調査し、異常個所を修理し

てください。

• ストップ・非常停止スイッチは、通常のエ

ンジン停止にも使用できます。

送信機でエンジンを停止したいときや、クレー

ンの作動に異常が発生した場合は、ストップ・

非常停止スイッチを押してください。

エンジンが停止します。

「停止」表示は、スタート・リセットボタンが

押されるか、電源を「OFF」にするまで表示さ

れます。
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7.9.3.8   エンジンスタートおよびリセッ

ト操作

［1］ エンジンスタート操作

送信機でエンジンを始動したいときは、スター

ト・リセットスイッチを押してください。エン

ジンが始動します。

重 要

スタート・リセットスイッチを押してエンジ

ンを始動するときは、機械本体側のスタータ

スイッチを「ON」位置にしてください。機械

本体側のスタータスイッチが「OFF」位置に

あると、スタート・リセットスイッチを押し

てもエンジンは始動しません。

［2］ リセット操作

非常停止および異常信号検出の解除をするとき

にスタート・リセットボタンを押してください。

7.9.4   クレーン作業終了後の操作・
点検

警 告

• 操作が終了した後は、必ず送信機と受信機

の電源を「OFF」にしてください。

• クレーン作業を行うとき以外では、絶対

に送信機の電源を投入しないでください。

クレーンが思わぬときに作動をし、クレー

ンが他の人や物に衝突したり、転倒するな

ど、重大な事故を招く原因になります。

• 点検作業などで送信機の電源を投入すると

きは、スタータスイッチを「OFF」位置に

して電源を遮断してください。

1. 送信機の操作モードを「クレーンモード」

に設定してください。

2. 操作レバーを操作し、ブームを全縮小、全

伏姿勢にして所定の位置に格納し、フック

を格納してください。

3. 送信機の操作モードを「アウトリガモード」

に設定してください。

4. 操作レバーを操作し、すべてのアウトリガ

を格納し、機械を走行姿勢にしてください。

5. エンジンを停止し、送信機の電源を「OFF」
にしてください。

6. 送信機や受信機を点検してください。

1. 送信機の操作レバー、アクセルレバーに

異常がないか点検してください。

2. 油などの汚れが付いていたときは、きれ

いな布で拭き取ってください。

3. 亀裂や損傷があるときは、必ず修理して

ください。

7. 送信機を付属のケースに収納し、風雨や直

射日光、高温多湿な場所を避けて保管して

ください。
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7.10  電池の取り扱い

注 意

送信機に使用する電池は、「単 3 形電池」4 本

です。

電池の種類は、「アルカリ電池」「Ni・Cd 充電

式電池」「Ni・MH 充電式電池」「マンガン電池」

が使用できます。

7.10.1   電池交換時期

送信機の電池交換時期は、送信機の液晶表示部

に「電池を交換してください」と表示されたら、

電池交換をしてください。

また、電池残量は、送信機の液晶表示部上方の

アイコンで常に確認できます。

電池残量表示は、下記を参照してください。

継続してラジコンを

使用できます。

(5.0V 以上 )

継続してラジコンを

使用できます。

(4.8V以上5.0V未満 )

継続してラジコンを

使用できます。

(4.6V以上4.8V未満 )

継続してラジコンを

使用できますが、早

めに電池を交換して

ください。

(4.4V以上4.6V未満 )

電池の寿命です。ラ

ジコンは使用できま

せん。

液晶表示部に「電池

を交換してくださ

い」と表示され、10
秒後に復帰します。

(4.0V以上4.4V未満 )

電池の寿命です。ラ

ジコンは使用できま

せん。

液晶表示部に「電池

を交換してくださ

い」と表示され、10
秒後に復帰します。

(3.8V以上4.0V未満 )

電池の電圧が低下

し、自動的に電源が

「OFF」になります。

(3.8V 未満 )

7.10.2   電池交換方法

警 告

• 送信機に使用する電池は、種類、容量、銘

柄が異なる物を混用しないでください。ま

た、同じ種類、容量、銘柄の電池であっても、

使用した電池と新品の電池を混用しないで

ください。 
送信機の内部機器の故障や電池の液漏れ、

発熱、破裂などを起こす原因になります。

• 送信機に使用する電池に、液漏れ、変色、

変形、その他の異常がある場合は、使用し

てはいけません。必ず新品と交換してくだ

さい。

• 送信機に電池を挿入するときは、(+) 端子と

(-) 端子を逆にしないでください。

• 電池カバーの固定ボルトは、確実に締め付

けてください。締め付けが緩いと、防水性

が低下して機器内部に水が浸入して故障し、

誤作動や感電などの重大な事故を起こす原

因になります。
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• 送信機を雨中で操作するときや、水滴が付

着しているときは、絶対に電池カバーを開

けてはいけません。  
機器内部に水が浸入して故障し、誤作動や

感電などの重大な事故を起こす原因になり

ます。電池カバーを開けるときは、雨がか

からない場所に移動し、乾いた布で水滴を

拭き取ってから開けてください。

送信機の乾電池の交換は、つぎのように行って

ください。

1. 送信機の電源を「OFF」にしてください。

2. 送信機裏側の電池カバー固定ボルト (1) を
緩め、電池カバー (2) を開けてください。

3. 電池収納部から電池 (3) を取り出し、新品

の電池を挿入してください。

 ☞ 送信機に電池を挿入するとき、(+) 端子

と (-) 端子を逆にしないでください。

4. 電池カバー (2) を閉め、固定ボルト (1) を
確実に締め付けてください。

5. 送信機の電源を「ON」にして、電池残量

のアイコンが全灯するか確認してくださ

い。
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7.11  異常な場合の処置

7.11.1   故障診断の前に

「機械本体側の操作ではクレーンが作動するが、ラジコン装置装置の操作ではクレーンがすべて、また

は一部が作動しない」故障現象が発生した場合は、次ページ以降の故障診断を実施してください。

重 要

次ページ以降の故障診断を実施する前に、下記の点検項目順序に従って確認してください。

操作方法の変更や電池交換など、簡単な取り扱いを実施することによって、異常現象が回復すること

もあります。

下記の点検項目および次ページ以降の故障診断を実施した後、異常現象が回復しない場合は、当社ま

たは当社販売サービス店にお問い合わせください。

なお、本装置の電気関係の故障の場合は、送信機の電源を「OFF」位置にし、機械本体側からの操作によっ

てクレーンは作動できます。

点検項目 原因・処置

機械本体側の操作でクレーンが作動しますか。

クレーンが作動すれば、本装置に異常があります。

クレーンが作動しない場合は、機械本体側の故障

診断を行ってください。

送信機の電源が投入されていますか。
電源が投入されていない場合は、電源を投入して

ください。

受信機内部のヒューズは溶断していませんか。

ヒューズの溶断の有無を確認し、溶断している場

合は原因を調査してヒューズを交換してくださ

い。

送信機の液晶表示部の表示は、点灯していますか。
電池交換の指示が表示されている場合は、直ちに

電池交換をしてください。

送信機が変形、破損していますか。
送信機が変形、破損している場合は、修理または

交換してください。

送信機の各操作レバーが中立位置にありますか。

アクセルレバーが完全に戻っていますか。

操作レバーやアクセルレバーに異常がある場合

は、修理または交換してください。

送信機の電源スイッチを押した直後、すぐに操作

レバーを操作していませんか。

送信機の電源スイッチを押した後、3~4 秒間はレ

バー操作をしてはいけません。

送信機の液晶表示部にエラーメッセージやエラー

コードが表示されていますか。

エラーメッセージやエラーコードが表示されてい

る場合は、一度送信機の電源を遮断し、再度電源

を投入してください。
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7.11.2   ラジコン装置の異常

• 故障診断をする場合は、必ず受信機の LED 表示と送信機の液晶表示部の表示を確認し、その表示が

該当するエラー表示欄に従って原因を推測し、処置をしてください。

• 処置欄「処置 1」を行っても異常が改善されない場合は、「処置 2」を行ってください。

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

• 下記に示す以外に原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店にお問い合わせく

ださい。

エラー表示
主な原因

処　　置

送信機 受信機 処置 1 処置 2

E2 
受信機異常

―――

送信機の異常

• 送信機内高周波モジュール

異常

★送信機の点検、

修理、交換

E3 
送信機内断線

―――
送信機の異常

• アクセルレバー配線の断線

★送信機の点検、

修理、交換

E6 
EEPROM 異常

―――
送信機内部の異常

• メモリ内容の異常

• 送信機電源を再

投入する

★送信機の点検、

修理、交換

E4 
VOL 位置異常

―――

送信機の異常

• 電源投入時に送信機のアク

セルレバーを引いていた

• アクセルレバー

を戻し、リセッ

トスイッチを押

す

★送信機の点検、

修理、交換

E9 
SW 位置異常

―――

送信機の異常

• 電源投入時送信機操作レ

バーを中立位置にしていな

かった

• 操作レバーを戻

し リ セ ッ ト ス

イッチを押す

★送信機の点検、

修理、交換

―――
LED01 が 
点灯しない

送信機の電源が入っていない。
• 送信機の電源を

入れる。

★受信機基板の点

検、修理、交換

―――
LED03 が 
点灯する

受信機とコントロールユニッ

ト間の通信ができない。

★コントローラの

点検、修理、交

換

★クレーンのブ

ザーが断続的に

鳴 り 続 け る 場

合、配線の点検、

交換

本機械側操作ではクレーン

がすべて作動するが、ラジコ

ンでは一部作動しないとこ

ろがある

• 受信機の基板異常

• 受信機基板 ~ コントロール

バルブソレノイド間配線の

異常

• コントロールバルブソレノ

イドの異常

★受信機基板の点検、修理、交換

★受信機基板 ~ コントロールバルブソ

レノイド間配線の点検、修理、交換

★コントロールバルブソレノイドの点

検、修理、交換
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7.12  主要諸元表

項　目 MCT300M
適合電波法 特定小電力無線局

無線周波数 2.4GHz 帯

送信出力 10mW
周波数切換方式 オートスキャン（自動選択）

切換周波数の数 12ch
防水性 IP65
システム構成 手動、ラジコン併用

送信機アンテナ 内蔵式

作動状態表示

液晶モニタパネル

・実荷重表示　・定格総荷重表示　・負荷率表示

・動作状態表示　・電池状態表示　・メッセージ表示　・エラー表示

・チャンネル表示　・電波状態表示

安全装置

非常停止装置（エンジン停止）

混信防止装置

ID コード

電源スイッチ ON 時の異常信号検出装置

自動電源 OFF 装置（オートパワーオフ装置）

電圧降下時停止装置

警報スイッチ

送信機電圧 単 3 乾電池（1.5V）4 本または単 3 蓄電池（1.2V）4 本

受信機電圧 クレーン本体電源（DC12V）
送信機消費電力 電池寿命 20 時間以上（アルカリ電池）　※バックライト点灯

使用周囲温度 -20℃ ~+70℃
保存周囲温度 -30℃ ~+80℃
送信機質量 540g（乾電池含む）

送
信
機
操
作
項
目

レバースイッチ

ブーム起伏 起・伏

フック上下 上・下

ブーム伸縮 伸・縮

旋　　回 左・右

押しボタンスイッ

チ

電　　　源 ON/OFF
ホ　ー　ン 車両警報

設　　　定 フック格納 / モード設定

速度 / モード 速度 / モード選択

スタート / リセット エンジンスタート / リセット

ストップ / 非常停止 エンジンストップ / 非常停止

トリガ式アクセル 油圧制御 + エンジン制御

主要諸元表M A E D A Mini-Crawler Crane
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第 8 章   
電動併用仕様編



8.1  電動併用仕様車使

用上の注意事項

警 告

これらの電動併用仕様車使用上の注意事項を

守らないと、重大な事故を招きます。

• 電源供給設備側電源の接続作業および電気

系統の点検修理作業などは、電気事業法に

基づく自主保安体制下の電気主任技術者ま

たは電気工事士法に基づく電気工事士が

行ってください。

• 本機械の使用および保管は、下記の環境範

囲内を守ってください。

• 使用温度 : -10~40℃ ( 凍結のないこと )
• 保管温度 : -20~60℃
• 使用湿度 :  90%RH 以下 ( 結露のないこと )
• 雰囲気 :   屋外、爆発性・引火性・腐食ガス・

蒸気がなく、過度な塵埃のない

こと

• 標　高 :  1000m 以下

• 振　動 :  0.5G 以下

• 使用中、本機械に異常を感じたときは、直

ちに電源供給設備側ブレーカを「OFF」( 切 )
位置にしてください。火災や感電の恐れが

あります。

• 使用中、停電が発生した場合は、直ちに電

源供給設備側ブレーカを「OFF」( 切 ) 位置

にしてください。通電開始と同時に機械が

動き出す恐れがあります。

• 電気系統の点検・整備を行う場合は、必ず

電源供給設備側ブレーカを「OFF」( 切 ) 位
置にしてから行ってください。作業中、感

電する恐れがあります。また、点検・整備

作業中であることを事業所全員に知らせ、

電源供給設備側のブレーカには「操作禁止」

の警告札の標示をし、他の人が誤ってブレー

カを操作しないようにてください。

• 電気系統の点検・整備を行う場合は、電源

供給設備側ブレーカを「OFF」( 切 ) 位置に

した後、10 分以上経過してから行ってくだ

さい。その際、テスターなどで電源ボック

スの電圧を測定し、電圧がないことを確認

してください。

• 本機械の使用直後は、本機械の各部が高温

になっています。この状態で電気系統の点

検・整備を行うと、やけどする原因になり

ます。温度が下がるのを待ち、本書に記載

されている手順に従って、点検・整備を実

施してください。

• 電源ボックスおよびインバータ盤に水を直

接かけないでください。電気系統に水が入

ると作動不良を起こし、誤作動の原因にな

る恐れがあり、危険です。

• インバータ盤内部の修理は、当社または当

社販売サービス店にお問い合わせください。

重 要

本項で示した以外の注意事項は、「第 2 章 安
全編」の項を参照してください。

ただし、標準仕様車と電動併用仕様車とでは、

機械の重量 ( 質量 ) が異なります。

従って、「2.3 輸送時の注意事項」中の機械の

重量 ( 質量 ) は下図を参照してください。

M C 3 0 5 C

3 9 7 0 k g
+ 1 4 0 k g

+ 3 0 k g8 5 0 kg  ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ
1 . 5 ｔ ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ + 2 5 k g

電動併用仕様車使用上の注意事項 M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.2  安全ラベルの貼り付け位置

これらのラベルは、いつもきれいにしておいてください。

紛失した場合は、再度貼り付けるか、新品と交換してください。

下記に示す、安全ラベル以外にもラベルがありますので同様に取り扱ってください。

重 要

本項では、電動併用仕様車として標準車に対して異なるラベル、および同じラベルであってもさらに

追加が必要なラベルを示しています。

本項で示した以外のラベルは、「2.6 安全ラベルの貼り付け位置」の項を参照してください。

安全ラベルの貼り付け位置M A E D A Mini-Crawler Crane
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[87] 553-4267300（2 箇所）

安全ラベルの貼り付け位置 M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.3  各部の名称

8.3.1  走行操作部各部の名称と説明

(1) スタータスイッチ (2) アクセルペダル

重 要

本項では、電動モータを出力源として使用する場合にエンジン使用時とは異なる動作をするスイッチ

類のみを説明をしています。

本項に説明のないスイッチ類、操作レバー類は「4.1 各部の名称」の項を参照してください。

各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ スタータスイッチ (1)

注 意

作業終了時には、必ずスタータスイッチを

「OFF」( 切 ) 位置にしてください。

電動モータの始動および停止操作をするときに

使用します。

• OFF( 切 ) :  キーの出し入れがで

き、すべての電気系統

のスイッチが切れ、電

動モータが停止しま

す。

• HEAT( 予熱 )  :  電動モータでは使用

しません。

• ON( 入 ) :  インバータ盤に電源が

供給されます。

• START( 始動 )  :  電動モータが始動す

る位置です。

電動モータが始動したら、キーから手を離し

てください。

キーは自動的に「ON」( 入 ) 位置に戻ります。

［2］ アクセルペダル (2)

電動モータの回転数や出力の調整を行うときに

使用します。

• ローアイドリング : ペダルから足を離し

てください。

• フル回転 : ペダルをいっぱいに

踏み込んでください。

☞ 作業に必要な電動モータ回転数の位置ま

でペダルを踏みこみ、作業を行ってくだ

さい。

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.3.2  電動ユニット各部の名称

(1) リアカバー

(2) 電動モータ

(3) カップリング

(4) 油圧ポンプ

(5) 電源プラグ ( カバー内 )

各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.3.3   電源ボックス各部の名称

(1) 電源ボックス

(2) 電源ボックスドア

(3) ドアハンドル

(4) メインブレーカスイッチ

(5) メインブレーカ

(6) アース接続端子　

(7) ケーブル挿入口

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ メインブレーカスイッチ (4)

警 告

• 機械に電源供給設備の電源を接続していな

い場合や作業の終了後は、必ずブレーカス

イッチを「OFF」位置にしてください。

• 運転中、自動的にブレーカが「OFF」位置

になったときは、インバータ盤周辺や電動

モータ周辺、電気配線など、どこかに異常

が発生しています。必ずそれらの箇所を点

検し、焦げたにおいや焼けた跡などが無い

か確認してください。その後、当社または

当社販売サービス店に点検・修理を依頼し

てください。

• 電源の復帰のため、ブレーカスイッチを

「ON」位置にするときは、点検・修理が完

了してから行ってください。 
点検 ･ 修理をしないで復帰させると、火災

や各機器の故障の原因になります。

インバータ盤から電動モータに配電される電源

に過電流・過電圧などの異常が発生したときに

自動的に電源を遮断し、火災や各機器の故障を

未然に防止します。

また、電動モータやインバータ盤内部への電源

の供給を操作します。

UNLOOK

LOOK

・ON ：電源が供給されます。

・OFF ：電源が遮断されます。

・OPEN ／ RESET： 電源ボックスドアのロッ

クを解除します。

・LOCK： メインブレーカースイッチの回転が

ロックされます。

・UNLOCK： メインブレーカースイッチの回転

がアンロックされます。

各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［2］ メインブレーカ (5)

警 告

• 機械に電源供給設備の電源を接続していな

い場合や作業の終了後は、必ずブレーカス

イッチを「OFF」位置にしてください。

• 運転中、自動的にブレーカが「OFF」位置

になったときは、インバータ盤周辺や電動

モータ周辺、電気配線など、どこかに異常

が発生しています。必ずそれらの箇所を点

検し、焦げたにおいや焼けた跡などが無い

か確認してください。その後、当社または

当社販売サービス店に点検・修理を依頼し

てください。

• 電源の復帰のため、ブレーカスイッチを

「ON」位置にするときは、点検・修理が完

了してから行ってください。 
点検 ･ 修理をしないで復帰させると、火災

や各機器の故障の原因になります。

メインブレーカは、下図に示す各機器で構成さ

れています。

OFF

ON

(1) ブレーカ

(2) 過電圧 / 漏電表示スイッチ ( 黄色 )
(3) トリップスイッチ ( 赤色 )
(4) 漏電テストスイッチ ( 灰色 )

• ブレーカ (1) は、インバータ盤から電動モー

タに配電される電源に過電流・過電圧などの

異常が発生したときに自動的に電源を遮断

し、火災や各機器の故障を未然に防止します。

また、ブレーカ (1) は、電動モータやインバー

タ盤内部への電源の供給を操作します。

- ON : 電源が供給されます。

- OFF : 電源が遮断されます。

• 過電圧 / 漏電表示スイッチ (2) は、過電圧ま

たは漏電したとき、カバー表面に突出します。

復帰させるには、ブレーカを再度「ON」に

してください。

• トリップスイッチ (3) は、ブレーカを外部か

ら機械的にトリップさせます。

• 漏電テストスイッチ (4) は、漏電時トリップ

動作の試験をする時に使用します。 
過電圧 / 漏電表示スイッチ (2) がカバー表面

に突出した状態になれば正常です。

重 要

漏電テストを定期的 ( 半年に 1 回程度 ) に行っ

てください。その際、テストスイッチの操作

は 10 秒以上の間隔をあけて操作してくださ

い。なお、必要以上にテストスイッチを押さ

ないでください。

過電圧 / 漏電表示スイッチ (2) を復帰させても

再度漏電表示する場合は、当社または当社販

売サービス店にお問い合わせください。

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.3.4   インバータ盤各部の名称

(1) リアカバー

(2) ドア

(3) インバータ盤

(4) AC 回路電源スイッチ

(5) DC12V 電源スイッチ

(6) パワーランプ ( 白色 )
(7) トラブルランプ ( 赤色 )

各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ AC 回路電源スイッチ (4)

インバータ盤への交流電源出力に使用します。

・ON ： インバータ盤への電源が供給されま

す。

・OFF ： インバータ盤への電源が遮断されま

す。

☞ AC 回路電源スイッチは、常に「ON」

状態でも安全上問題はありません。

OFF ON

OFF ON

［2］ DC12V 電源スイッチ (5)

クレーン操作系統への直流電流出力に使用しま

す。

・ON ： クレーン操作系統への電源が供給さ

れます。

・OFF ： クレーン操作系統への電源が遮断さ

れます。

☞ DC12V 電源スイッチは、常に「ON」状

態でも安全上問題はありません。

☞ DC12V 電源スイッチ (5) は、図中の下 2
つのスイッチが繋がっています。同時に

操作してください。

OFF ON

OFF ON

☞ スイッチを ON/OFF 操作する際は、次

の順番での操作を推奨します。 
・ON ： AC 回路電源スイッチ (4)

→ DC12V 電源スイッチ (5)
・OFF ： DC12V 電源スイッチ (5)  

→ AC 回路電源スイッチ (4)

［3］ パワーランプ ( 白色 )(6)

本機械に電源供給設備側電源の通電の有無を知

らせます。

• 点灯 :   本機械に電源供給設備側電源が通電し

ていることを知らせます。

• 消灯 :   本機械に電源供給設備側電源が遮断し

ていることを知らせます。

☞ 電源供給設備と本機械への電源接続作業

完了後、電源供給設備側のブレーカを

「ON」( 入 ) 位置にしても点灯しない場

合は、電源供給設備側電源を点検してく

ださい。

［4］ トラブルランプ ( 赤色 )(7)

警 告

トラブルランプが点灯したときは、インバー

タ盤内部に異常が発生しています。

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

インバータ盤内の異常の有無を知らせます。

• 点灯 :   インバータ盤内に異常が発生している

ことを知らせます。

• 消灯 :   インバータ盤内が正常に作動している

ことを知らせます。 

各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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8.4   運転操作

8.4.1   作業開始前点検

8.4.1.1   見回り点検

警 告

見回り点検の詳細は、「6.7.4.1 見回り点検」

の項を参照してください。

ただし、電動併用仕様車は、インバータ盤や

電源ボックス、電動ユニットなど高温部周辺

への可燃物の堆積や油漏れは、機械の火災の

原因となります。

十分見回り点検し、異常があれば必ず修理す

るか、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

8.4.1.2   電動モータ始動前の点検

重 要

電動モータ始動前の点検の詳細は、「6.7.4.2 エ
ンジン始動前の点検」の項を参照してくださ

い。

8.4.1.3   電動モータ始動後の点検

重 要

電動モータ始動後の点検の詳細は、「6.7.4.3 エ
ンジン始動後の点検」の項を参照してくださ

い。

8.4.2   電源供給設備の電源接続作
業

警 告

これらの注意事項を守らないと、重大な事故

を招く恐れがあります。

• 電源供給設備側電源の接続作業および電気

系統の点検修理作業などは、電気事業法に

基づく自主保安体制下の電気主任技術者ま

たは電気工事士法に基づく電気工事士が

行ってください。

• 本機械に供給する電源は、本機械の仕様に

合った電源を供給してください。

供給電源電圧

(V)
供給電源電流

(A)
供給電源周波

数 (Hz)
200,220 35 50/60

• キャブタイヤケーブルは、本機械の仕様 (AC　

200,220V) に合ったものを使用してくださ

い。

モータ電圧 (V) ケーブル仕様

(sq)
ケーブル長さ

(m)
200,220 8 100 未満

• キ ャ ブ タ イ ヤ ケ ー ブ ル は、 完 全 に

乾 燥 し た も の を 使 用 し て く だ さ い。

キャブタイヤケーブルの端子部周辺が濡れ

ていたり、濡れた手で接続作業をすると、

感電する恐れがあります。

• キャブタイヤケーブルを本機械に接続する

ときは、必ず電源供給設備側と本機械のメ

インブレーカを「OFF」( 切 ) 位置にしてか

ら行ってください。

• キャブタイヤケーブルを傷つけたり、折り

曲げないでください。

• 損傷したキャブタイヤケーブルは、必ず新

品と交換してください。

• キャブタイヤケーブルを引き回す周囲の状

況を確認し、鋭利な突起物などは取り除い

てください。キャブタイヤケーブルが突起

物に引っ掛かり、損傷したり、切断する恐

れがあります。

• 電源ボックス内の端子台にキャブタイヤ

ケーブルを接続するときは、規定の締付け

トルクでスクリューを締め付けてください。

スクリューが緩むと、ショートによる火災

や感電をする恐れがあります。

• 電源ボックス内の端子台にキャブタイヤ

ケーブルを接続するときは、水の浸入とケー

ブルを保護するため、ケーブルグランドの

ネジ部を確実に固定してください。

運転操作M A E D A Mini-Crawler Crane

8-13MC305C-5



• キャブタイヤケーブルのアース線は、電源

ボックス内端子台の最下端「PE 端子」に確

実に接続してください。

• 作業の終了後は、電源ボックスのドアを確

実に閉じ、インバータ盤のカバーを確実に

取り付けてください。

電源供給設備側の電源を本機械に接続するとき

は、つぎの要領で行ってください。

[ 電源プラグが接続されている場合 ]

1. 電源供給設備側のブレーカを OFF( 切 )　
位置にしてください。

2. メインブレーカスイッチ (1) を OFF( 切 )
位置にしてください。

3. 電源プラグを取り付けてください。

［電源プラグが接続されていない場合］

1. 電源供給設備側のブレーカおよびメインブ

レーカスイッチ (1) が「OFF」( 切 ) 位置

になっていることを確認してください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り外してください。

4. 「4.1.10 リアカバー」の項を参照し、リア

カバーを取り外してください。

5. メインブレーカスイッチ (1) を OPEN/
RESET の位置にし、ハンドル (4) を手前

に引いてロックを外し、電源ボックス (2)
のドア (3) を開けてください。

6. 電源ボックス内のメインブレーカ (5) のカ

バー (6) を手前に引いて取り外してくださ

い。

7. 本機械の仕様に合ったキャブタイヤケーブ

ル (A) を電源ボックス下部のケーブルグラ

ンド (7) の穴に通して、メインブレーカ (5)
に接続してください。

重 要

アース端子台の「PE 端子」には、必ずキャブ

タイヤケーブルのアースケーブル (8) を接続し

てください。

アースケーブル以外のケーブル (9)(3 本 ) は、

インバータ駆動のため、「L1 端子、L2 端子、

L3 端子」のどの端子に接続してもかまいませ

ん。
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8. 電源ボックス側のキャブタイヤケーブル

(A) の接続完了後は、メインブレーカ (5)
のカバー (6) を元の位置に差し込み、電源

ボックス (2) のドア (3) を閉じてください。

9. キャブタイヤケーブル (A) に無理な力が掛

からないようにしながら、ケーブルの端子

部を電源供給設備側のブレーカに運び、電

源供給設備側ブレーカの端子台に接続して

ください。

10. 供給電源設備側ブレーカを「ON」( 入 ) 位
置にしてください。

11. メインブレーカスイッチ (1) を「ON」( 入 )
位置にしてください。

12. AC回路電源スイッチとDC12V電源スイッ

チを「ON」にします。

☞ AC 回路電源スイッチと DC12V 電源ス

イッチは、通常の使用状態では「ON」

のままで構いません。

13. 「4.1.10 リアカバー」の項を参照し、リア

カバーを取り付けてください。

14. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

15. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。

8.4.3   電源供給設備の電源接続後
の操作・確認

警 告

• 電動モータを始動するときは、周囲に人が

いないか、障害物がないか確認し、ホーン

を鳴らしてから電動モータを始動してくだ

さい。

• 暖機運転は、必ず行ってください。特に寒

冷時は、十分な暖機運転を行ってください。

暖機運転を十分に行わないと、操作レバー

の操作に対する走行装置やクレーン装置等

の動きの反応が鈍くなり、重大な事故を招

く恐れがあります。

• 暖機運転中、インバータ盤および電動

ユニット周辺から異音、臭気、異常な

振動などがないか確認してください。

異常が発生した場合は、速やかにスタータ

スイッチを「OFF」( 切 ) 位置にして機械を

緊急停止した後、直ちに電源供給設備側の

ブレーカを「OFF」( 切 ) 位置にし、供給電

源を遮断してください。その後、インバー

タ盤周辺や電動モータ周辺、電気配線など

を点検し、焦げた臭いや焼けた跡などがな

いか確認してください。点検 ･ 修理は、当

社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。 
• 暖機運転後、クレーンの作動点検・確認を

必ず行ってください。その際、フックブロッ

クがブームに干渉したり、衝突しないよう

に注意してください。

• ブームを旋回するときは、運転者や本機械

にブームが当たらないように注意してくだ

さい。

• クレーンの作動確認で異常を発見した場合

は、速やかに緊急停止して、必ず修理をし

てください。異常のまま使用すると、重大

な事故を招く恐れがあります。

• 走行するときは、キャブタイヤケーブルを

踏みつけたり、巻き込まないように十分に

注意してください。必要に応じて、誘導員

を配置し、その指示に従ってください。
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• インバータ盤カバーの上部および周辺には、

可燃物などを置かないでください。インバー

タ盤内部の温度が上昇し、火災を招く恐れ

があります。

重 要

• 作動油の温度は、50~80℃で使用するのが

適正です。  
やむを得ず低温状態で作業するときでも、

作動油の温度を 20℃位に上げてから作業を

してください。

1. 電源ボックスのメインブレーカスイッチ

(1) が「ON」（入）位置になっていること

を確認してください。

 ☞ エンジンと電動モータの動力切り替え

は、メインブレーカの「ON/OFF」で行

います。確認はモニタのエンジン / 電動

モータ駆動表示で判定します。

2. スタータスイッチにキーを差し込み、

「START」( 始動 ) 位置まで回してください。

3. 電動モータが始動したら、キーから手を離

してください。

キーは、自動的に「ON」( 入 ) 位置に戻ります。

4. 電動モータが始動したら、5 分間程度の暖

機運転をしてください。

 ☞ 本機械は、電動モータ始動後、5 分間レ

バー操作を行わない場合は、省電力モー

ドになります。 
省電力モードに入ると、電動モータの回

転数が極端に遅くなります。 
復帰させるときは、いずれかのレバーを

操作してください。 
30 分間レバー操作を行わない場合は、

電動モータが停止します。 
復帰させるときは、いずれかのレバーを

操作するか、スタータスイッチを再度

「START」( 始動 ) 位置に回してください。

5. インバータ盤の点検ドアからトラブルラン

プが消灯していることを確認してくださ

い。
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重 要

インバータ盤のトラブルランプ ( 赤色 ) が点灯

している場合は、インバータ盤内に異常が発

生しています。

当社または当社販売サービス店にお問い合わ

せください。

6. 電動ユニット周辺から異音、臭気、異常な

振動などが発生していた場合は、つぎの要

領で電動ユニットを点検してください。

1. スタータスイッチを「OFF」位置に回し、

電動モータを停止してください。

2. 「4.1.10 リアカバー」の項を参照して、

リアカバーを取り外してください。

3. 電動モータ (5) や油圧ポンプ (6) の取付

けボルトに緩みや脱落がないか、カップ

リング (7) に緩みがないか点検してくだ

さい。  
緩みがあるときは、規定トルクで増し締

めしてください。

4. 電動ユニット周りに枯れ葉、紙屑、ホコ

リなどが堆積、付着していないか点検し

てください。  
堆積していたり、付着していたときは、

除去してください。

5. 点検、清掃後は、「4.1.10 リアカバー」

の項を参照して、リアカバーを取り付け

てください。

8.4.4   機械の運転操作

重 要

クレーンの各操作については「5.1.5 機械の走

行姿勢」から「5.1.23 クレーン作業上の禁止

事項」までの項を参照し、クレーン作業をし

てください。

8.4.5   機械の停止・停止後の点検・
確認

1. スタータスイッチのキーを「OFF」( 切 )
位置に回してください。電動モータが停止

します。

2. スタータスイッチのキーを抜き取ってくだ

さい。

3. 油漏れ、足回り、クレーン、外装の見回り

点検をしてください。漏れや異常があった

ら修理してください。

4. 足回りやアウトリガに付着した泥などを清

掃してください。

5. インバータ盤周りの枯れ葉や紙屑は火災の

原因になりますので、取り除いてください。
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8.4.6   電源供給設備との電源分離
作業

[ 電源プラグが接続されている場合 ]

1. 電源供給設備側のブレーカを OFF( 切 )　
位置にしてください。

2. メインブレーカスイッチ (1) を OFF( 切 )
位置にしてください。

3. 電源プラグを取り外してください。

[ 電源プラグが接続されていない場合 ]

1. 電源供給設備側のブレーカを「OFF」( 切 )
位置にしてください。

2. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを外側に回転さ

せてください。

3. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り外してください。

4. 「4.1.10 リアカバー」の項を参照し、リア

カバーを取り外してください。

5. メインブレーカスイッチ (1) を「OFF」( 切 )
位置にしてください。

6. メインブレーカスイッチ (1) を OPEN/
RESET の位置にし、ハンドル (4) を手前

に引いてロックを外し、電源ボックス (2)
のドア (3) を開けてください。

7. 電源ボックス内のメインブレーカ (5) のカ

バー (6) を手前に引いて取り外してくださ

い。

8. メインブレーカ (5) からキャブタイヤケー

ブル (A) の各ケーブル (8)、(9)(3 本 ) を切

り離してください。

重 要

• キャブタイヤケーブルに付着した泥などを

きれいに清掃し、損傷や折れ曲がりがない

か点検してください。  
点検の結果、損傷などがある場合は、新品

と交換してください。

• キャブタイヤケーブルの点検 ･ 清掃後は、

所定の場所に保管してください。

9. メインブレーカ (5) のカバー (6) を元の位

置に差し込み、電源ボックス (2) のドア (3)
を閉じてください。
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10. 「4.1.9 マシナリカバー」の項を参照し、

マシナリカバーを取り付けてください。

11. 「4.1.10 リアカバー」の項を参照し、リア

カバーを取り付けてください。

12. 「5.1.22 アウトリガの格納操作」の項を参

照し、アウトリガロータリを内側に回転さ

せ、格納してください。

8.5  長期保管

重 要

• 長期保管の詳細は、「5.6 長期保管」の項を

参照してください。

• この項では、標準仕様車と異なる長期保管

方法のみ説明します。

6 ヵ月以上 ( 高温多湿地域では 3 ヵ月以上 ) の
長期間保管するときは、つぎのように収納して

ください。

• パワーユニットの電動モータと油圧ポンプを

シートで覆い、シートの中に除湿剤を入れ、

できるだけ乾燥した状態を保ってください。

• 長期保管中は、3 ヵ月ごとに一度、5 分間程

度の無負荷運転を行ってください。

重 要

• 長期保管中は、3 ヵ月ごとに一度、電動モー

タの電気配線の絶縁抵抗を測定する必要が

あります。  
その際は、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。

• 長期保管後、再使用するときは、電動モー

タの電気配線の絶縁抵抗を測定する必要が

あります。  
その際は、当社または当社販売サービス店

にお問い合わせください。
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8.6  電動モータ関係の異常な場合の処置

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店にお問

い合わせください。

異常現象 主な原因 処　　置

スイッチを「START」
位置にしても、モータ

が始動しない

• 配線、給電不良

• インバータ盤ブレーカ類が「OFF」
• 固定子巻線の断線

• 「8.4 運転操作」の項を参照して配線

を確認する

• ブレーカ類を「ON」にする

★点検、修理、交換

★点検、修理、交換

使用中にモータが停止

する

• インバータ盤エラー ( 赤ランプ点

灯 )
• インバータ盤の故障

• パワーユニットの故障

• 供給電源を確認 ( 電圧・欠相 ) する

★点検、修理、交換

★点検、修理、交換

モータの出力が出な

い、出力が徐々に落ち

る

• 電源供給設備側電源の欠相

• モータ配線の緩み

• 電源供給設備側電源を確認 ( 電圧・

欠相 ) する

• モータ端子箱の接続を点検する

★点検、修理、交換

キャブタイヤケーブル

が高熱になる
• 電圧降下が大きい

• 電源供給設備側電源の電圧が規定値

であるか確認する

• 仕様に合わせたキャブタイヤケーブ

ルに交換する

運転中にパワーユニッ

トから異音と振動がす

る

• モータ配線の断線

• モータおよびポンプ固定ボルトの

緩み

• カップリング固定ボルトの緩み

• カップリングにごみが付着

• 作動油タンクストレーナ、エレメ

ントの目詰まり

• モータ端子箱の点検

★点検、修理、交換

• 「8.4 運転操作」の項を参照して点検、

修理、清掃する

★交換

• 定期点検を参照して清掃、交換する

運転中にパワーユニッ

トが高温になる

• 周囲温度が高い

• 風通しが悪い

• 電圧降下が大きい

• 過負荷

• 始動頻度が多い

• 仕様に合わせた環境で使用する

• 「8.4 運転操作」の項を参照して点検、

清掃する

• 仕様に合わせたキャブタイヤケーブ

ルに交換する

• 負荷を軽くする

• 始動回数を少なくする

インバータ盤メインブ

レーカの漏電検出器が

作動する

• 湿度が高い

• 水滴などがかかる

• 接地不完全

• 固定子巻線の断線

• 仕様に合わせた環境で使用する

• カバーを確実に取り付ける

• 接地基準に合わせる

★点検、修理、交換

インバータ盤のトラブ

ルランプ ( 赤 ) が点灯
インバータ盤の故障 ★点検、修理、交換
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8.7  主要諸元表

装　置・項　目 MC305C-5　( 電動併用仕様 )

質量・寸法

機械質量 4110kg
全長×全幅×全高 4110mm × 1280mm × 1695mm
遊動輪・起動輪中心間

距離
1750mm

クローラ中心間距離 980mm
クローラ幅 300mm

性　　能

最大定格総荷重×作業

半径
2.98t × 2.5m

最大作業半径 12.16m
最大地上揚程 12.52m

巻上装置

方　　式
斜板式アキシャルピストンモータ、

遊星歯車減速式、摩擦板式ブレーキ

フック巻き上げ速度
エンジン使用時 :13.5m/min、電動使用時 :9.125m/min

( ドラム 4 層目、フック 4 本掛 )
巻き上げロープ IWRC　6 × WS(26)　0/0　B 種　φ 8 × 73m

伸縮装置

方　　式

順次伸縮油圧シリンダ 3 本 + シーブ内蔵型ワイヤロープ伸縮装

置 1 基

( 油圧自動ロック装置付 )

ブーム形式
5 角形断面、油圧自動、5 段　

(2・3 段目 : 順次伸縮、4・5 段目 : 同時伸縮 )
ブーム長さ 3.695m~5.945m~8.145m~10.315m~12.485m
伸縮ストローク / 伸長

時間
エンジン使用時 :8.79m/26sec、電動使用時 :8.79m/39.6sec

起伏装置

方　　式 複動油圧シリンダ (2 本 ) 直押式　( 油圧自動ロック装置付 )

起伏角度 / 時間
エンジン使用時 :0~80 度 /14.5sec、電動使用時 :0~80 度

/19.9sec、

旋回装置

方　　式

ボールベアリング支持、油圧モータ駆動、

減速機 : ウォーム + 平歯車減速式、ブレーキ : ウォームセルフ

ロック

旋回角度 / 速度
エンジン使用時 :360 度連続 /25ec　(2.4min-1)
電動使用時 :360 度連続 /36.7sec　(1.6min-1)

アウトリ

ガ装置

方　　式 張出・接地 : 油圧シリンダ直押式　( 油圧自動ロック装置付 )
最大張出幅 ( 前 )4504mm × ( 左右 )4888mm × ( 後 )4396mm

走行装置

方　　式 油圧 2 速モータ駆動、無段変速、ブレーキ内蔵式

走行速度 前・後進　0~2.8km/h　( エンジン使用時 )
登坂能力 23 度

接地圧 60.2kPa(0.61kgf/c ㎡ )
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装　置・項　目 MC305C-5　( 電動併用仕様 )

油圧装置

油圧ポンプ
エンジン用 :2 連式可変容量ピストンポンプ　(13cc/rev × 2)
電動用 :2 連式可変容量ピストンポンプ　(8.6cc/rev × 2)

定格圧力 20.6MPa(210kgf/c ㎡ )
作動油タンク容量 56 ℓ

エンジン

型　　式 ヤンマー　3TNV80F
形　　式 立形直列 3 気筒、水冷、4 サイクル ( 特殊過流式 )
排気量 1.266 ℓ (1266cc)
定格出力 ( 連続 ) 15.2kW/2500min-1(20.7PS/2500rpm)
使用燃料 / 燃料タンク

容量
軽油 /40 ℓ

バッテリ 型　　式 60B24R　(DC12V × 1 個 )

主要諸元表 M A E D A Mini-Crawler Crane
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第 9 章   
サーチャーフック編



9.1  サーチャーフック

使用上の注意事項

9.1.1  取り扱い上の注意事項

警 告

• 本体へサーチャーフックを取り付けまたは

取り外しをした場合は、必ず設定を変更し

てください。モーメントリミッタの設定変

更をしないまま機械を使用すると、機械の

破損や転倒など、重大事故を起こす恐れが

あります。

• サーチャーフック本体の取り付け時には落

下を防ぐため、必ず指定トルクでサーチャー

フック取付ボルトを締めてください。

• ピン穴には絶対に指を入れないでください。

• ポジションピンは必ずリンチピンで固定し

てください。作業中にポジションピンが外

れると、重大な事故につながる恐れがあり

ます。

9.1.2  運転に関する注意事項

警 告

ブーム起解除スイッチはサーチャーフック

モードでのみ使用してください。

通常のクレーン作業とは異なり、サーチャー

フックモードでは過負荷状態になるとブーム

起こし作業が自動的に停止します。ブーム起

解除スイッチはブーム伏操作、伸操作中に過

負荷の領域に入って自動停止した場合のみ使

用してください。通常時、地切り作業時に使

用しないでください。

ブーム起き許可スイッチを使用して地切り作

業をした場合、機械の破損や転倒などの重大

な事故を招く恐れがあります。

重 要

本項で示した以外の注意事項は、「第 2 章 安
全編」の項を参照してください。

ただし、標準仕様車とサーチャーフック取り付

け時とでは、機械の重量 ( 質量 ) が異なります。

従って、「2.3 輸送時の注意事項」中の機械の

重量 ( 質量 ) は下図を参照してください。

M C 3 0 5 C

3 9 7 0 k g
+ 1 4 0 k g

+ 3 0 k g8 5 0 kg  ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ
1 . 5 ｔ ｻ ｰ ﾁ ｬ ｰ ﾌ ｯ ｸ + 2 5 k g

サーチャーフック使用上の注意事項 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.2  安全について

9.2.1   モーメントリミッタの設定

危 険

• サーチャーフックを使用する際は、必ず「実機のサーチャーフックのポジション」と「モーメント

リミッタの設定」を正しく行ってください。正しく設定せずに作業をおこなうと、モーメントリミッ

タの数値が正しく表示されず、機械の転倒や破損により重大な人身事故を招くおそれがあります。

• サーチャーフックの後付けなどにより、サーチャーフック切替スイッチの表示がない場合があ

ります。この場合、モニタにサーチャーフック切替スイッチを表示させるモーメントリミッタ

の設定作業が必要になりますので、当社または当社販売サービス店にお問い合わせください。

ポジション選択の表示がない状態で使用すると、機械の転倒や破損により重大な人身事故を招く恐

れがあります。

9.2.1.1   850kg サーチャーフックポジションの設定

実機のポジション 切替スイッチ ポジション表示

格

納

SH1

SH2

SH3

EAM50140

S
H
1

SH1

SH2

SH3

EAM50150

SH1  

SAM21561
EAM50080

850kg

S
H
2 SH1

SH2

SH3

EAM50160

SH2

SAM21571 EAM50090

850kg

S
H
3

SH1

SH2

SH3

EAM50170

SH3

SAM21581 EAM50100

850kg

安全についてM A E D A Mini-Crawler Crane
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9.2.1.2  1.5t サーチャーフックポジションの設定

実機のポジション 切替スイッチ ポジション表示

格

納

S
H
1 SH1  

SAM21561 EAM50110

1.5t

S
H
2 SH2

SAM21571 EAM50120

1.5t

S
H
3 SH3

SAM21581 EAM50130

1.5t

安全について M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.2.2  安全ラベルの貼り付け位置

これらのラベルは、いつもきれいにしておいてください。

紛失した場合は、再度張り付けるか、新品と交換してください。

下記に示す安全ラベル以外にもラベルがありますので同様に取り扱ってください。

9.2.2.1  850kg サーチャーフック

B1

B2

5 1 9 10 4 9 1 5

EAM50190

安全についてM A E D A Mini-Crawler Crane
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[1] 102-4618200（2 箇所）

[5] 102-4611200（2 箇所）

[4] 104-4770300

[9] 103-4636300（2 箇所）

[10] 103-5014000

安全について M A E D A Mini-Crawler Crane
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[B1] 103-5016000

安全についてM A E D A Mini-Crawler Crane
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[B2] 103-5015000

安全について M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.2.2.2  1.5t サーチャーフック

EAM50200

B3

5

3

4

2

B4

安全についてM A E D A Mini-Crawler Crane
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[2] 104-344700

[4] 103-4769000

[3] 104-344500

[5] 104-4770300

安全について M A E D A Mini-Crawler Crane
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[B3] 103-5018000

安全についてM A E D A Mini-Crawler Crane
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[B4] 103-2220100

安全について M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.3  諸元

9.3.1  諸元表

［1］ 850kg サーチャーフック

装置・項目 標準仕様 電動併用仕様

量質・寸法 機械質量 4000 kg 4140 kg

全長×全幅×全高 4350 × 1280 × 1880 mm

能性 最大定格総荷重 850 kg

最大作業半径 13.1 m

［2］ 1.5t サーチャーフック

装置・項目 標準仕様 電動併用仕様

量質・寸法 機械質量 3995 kg 4135 kg

全長×全幅×全高 4480 × 1280 × 1695 mm

能性 最大定格総荷重 1500 kg

最大作業半径 12.78 m

諸元M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.3.2  仕様寸法図

［1］ 850kg サーチャーフック

1750
16
95

18
0

2170
4350

1280
300

G.L.

300680

1115
43
5

18
80

［2］ 1.5t サーチャーフック

1750

16
95

18
0

2170
4480

1280
300

G.L.

300680

1115

43
5

諸元 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.4  サーチャーフック各部の名称

9.4.1  サーチャーフック各部の名称

［1］ 850kg サーチャーフック

(1) E ブーム

(2) ブラケット

(3) ブラケット 1
(4) ブラケット 2
(5) ピン

(6) ポジションピン

(7) リンチピン

(8) フック

(9) シャックル

(10) ワッシャ付六角ボルト

(11) ワッシャ付六角ボルト

(12) ワッシャ付六角ボルト

(13) 六角ナット

(14) ハイテンションワッシャ

サーチャーフック各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［2］ 1.5t サーチャーフック

SAM24650

47113 14 10

A　視
View A

8 9

12 3

52 6

15

A13 14 11 15

(1) ブラケット

(2) ブラケット A
(3) ブラケット B
(4) 固定ピン

(5) E ブーム

(6) ポジションピン

(7) リンチピン

(8) スイベルフック

(9) シャックル

(10) ワッシャ付六角ボルト

(11) ワッシャ付六角ボルト

(12) ワッシャ付六角ボルト

(13) 六角ナット

(14) ハイテンションワッシャ

(15) ワッシャ

サーチャーフック各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.4.2  サーチャーフックの格納位置と作業位置

［1］ 850kg サーチャーフック

EAM33460

格納位置

作業位置

 ☞ サーチャーフックを使用しない時には、格納位置にサーチャーフックを移動させてください。作

業位置のままで長期間放置すると、内部に水がたまる可能性があります。

サーチャーフック各部の名称M A E D A Mini-Crawler Crane
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［2］ 1.5t サーチャーフック

EAM50370

作業位置

格納位置

サーチャーフック各部の名称 M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.5  モニタ

9.5.1  ホーム画面

EAM50210

負荷率

ブーム長

定格総荷重

実荷重

実作業半径

揚程

ブーム角度

過巻下

巻過ぎ

接地 接地

張出

張出

張出

張出

接地

Lo

接地

旋回角度

ブーム
格納

1

2 3

1.5t

(1) ブーム起解除スイッチ

(2) サーチャーフックポジション表示

(3) 巻過表示

☞ 本項では、サーチャーフック使用時に通常と異なる箇所について説明しています。

本項に説明のない表示やスイッチ操作については「4.1.6.2 ホーム画面の説明」の項を参照して

ください。

モニタM A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ ブーム起解除スイッチ (1)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［5］ ブーム起解除

スイッチ (4) ( サーチャーフック使用時 )」を参

照してください。

［2］ サーチャーフックポジション表示 (2)

サーチャーフック及びサーチャーフックのポジ

ションにより表示が切り替わります。ポジショ

ンの表示内容の詳細は「9.2.1 モーメントリ

ミッタの設定」の項を参照してください。

［3］ 巻過表示 (3)

作業中フックが巻過ぎ状態になると赤色点灯し

ます。

サーチャーフック使用時に巻過防止装置の機能

を「OFF」に設定している場合のみ緑色点灯し

ます。

モニタ M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.5.2  ユーザーモードの説明

EAM50220

1/2 ページ

2/2 ページ

2-2

2-3

2-1

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

時刻設定

モニタ輝度調整

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

SHモード巻過ぎ　OFF

0％

100

ユーザーモード

言語

スイッチ操作音 OFF

走行アラーム OFF

ソフトウェアバージョン

(2-1) フック掛け数切替 / サーチャーフックポ

ジション切替

(2-2) サーチャーフック切替

(2-3)SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替

 ☞ サーチャーフックを「SH」と省略して表現している箇所があります。

 ☞ 本項では、サーチャーフック使用時に通常と異なる箇所について説明しています。 
本項に説明のない表示やスイッチ操作については「4.1.6.3 ユーザーモードの説明」の項を参照

してください。

モニタM A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ フック掛け数切替 / サーチャーフックポ

ジション切替

警 告

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

サーチャーフックを使用しないでください。

モーメントリミッタが正しく作動せず、機械

の破損や重大な事故を招く恐れがあります。

サーチャーフックのポジションを切り替える場

合に使用します。実機のポジションとポジショ

ンの切り替え詳細は「9.2.1.1 850kg サーチャー

フックポジションの設定」、「9.2.1.2 1.5t サー

チャーフックポジションの設定」の項を参照し

てください。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

☞ サーチャーフックのポジション「SH1/
SH2/SH3」は、サーチャーフック切替

(2-2) で、「サーチャーフック 850kg」、
「サーチャーフック 1.5t」選択時のみ画

面に表示されます。

［2］ サーチャーフック切替 (2-2)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［11］ サーチャー

フック切替 (2-11)」を参照してください。

［3］  SH モード巻過ぎ ON/OFF 切替 (2-3)

「4.1.6.2 ホーム画面の説明［12］ SH モード巻

過ぎON/OFF切替 (2-12)」を参照してください。

モニタ M A E D A Mini-Crawler Crane
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9.6  操作

警 告

フックブロックを取り外してサーチャーフッ

クを使用する場合、巻過防止装置の機能を

「OFF」に設定する必要があります。設定の切

り替えは、「9.5.2 ユーザーモードの説明」の

項を参照してください。

ただし、フックブロックを取り付けてサー

チャーフックを使用する場合に設定を「OFF」
にすると、巻過防止装置が作動せず、フック

ブロックが落下する危険があります。

9.6.1  850kg サーチャーフック

9.6.1.1   取り付け

危 険

サーチャーフックの落下を防ぐため、必ず指

定トルクでサーチャーフック取り付けボルト

を締めてください。

サーチャーフックの取り付けは、必ず純正品

を使用し、新しいボルト・ナット・ワッシャ

を使用してください。

1. ブラケット (1)、(2)、(3) は M12 ワッシャ

付きボルト（強度 10.9）、ナット、ワッシャ

を使用して、メインブームにそれぞれ固定

してください。  トルクレンチを使用して

93N・m（± 14N・m）のトルクでボルト

を締めてください。その後、ピン (4) を図

のようにブラケット (1)、(2)、(3) の穴に

入れ、M8 ワッシャ付きボルト（強度

10.9）をトルク 27N・m（± 8N・m) で占

めて固定してください。

2. ユーザーモード画面のサーチャーフック切

り替えスイッチを使い「サーチャーフック

850kg」にしてください。

EAM50240

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

スイッチ操作音 OFF

ソフトウェアバージョン

操作M A E D A Mini-Crawler Crane
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危 険

「サーチャーフック 850kg」選択時以外で

850kg サーチャーフックを使用しないでくだ

さい。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や転倒など重大な事故を招く恐れ

があります。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

9.6.1.2   サーチャーフックポジションの

変更

危 険

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

850kg サーチャーフックを使用しないでくだ

さい。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や重大な事故を招く恐れがありま

す。

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故に繋がる恐れがありま

す。必ず作業に適した角度に調整してくださ

い。

850kg サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地切

り）、一旦停止して、安全な荷重であることを

確認してください。

作業する際は、ピン穴へ指を絶対に入れない

でください。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照しアウトリガをセットしてください。

2. ポジションピン (5)の先端から陳地ピン (6)
を取り外し、ポジションピン (5) を外して

ください。

3. E ブーム (7) の穴 (8) とブラケットの穴 (9)
を合わせてください。

操作 M A E D A Mini-Crawler Crane
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4. 2 項で取り外したポジションピン (5) をブ

ラケットの穴 (9) に通し、リンチピン (6)
をポジションピン (5) の先端に固定してく

ださい。

危 険

ポジションピン (5) は必ずリンチピン (6) で固

定してください。作業中にポジションピンが

外れると、重大な事故につながる恐れがあり

ます。

5. ポジションピン (10) の先端からリンチピ

ン (11) を取り外し、ポジションピン (10)
を外してください。

6. E ブーム (7) を作業に適した角度に動かし、

E ブーム (7) とブラケット (1) の穴を合わ

せてください。

危 険

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故につながる恐れがあり

ます。必ず作業に適した角度に調整してくだ

さい。

7. ポジションピン (10) をブラケットの穴に

通し、リンチピン (11) をポジションピン

(10) の先端に固定してください。

危 険

ポジションピン (10) は必ずリンチピン (11) で
固定してください。作業中にポジションピン

が外れると、重大な事故につながる恐れがあ

ります。

操作M A E D A Mini-Crawler Crane
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8. サーチャーフックの実機のポジションとモ

ニタのポジション設定を合わせてくださ

い。

危 険

サーチャーフックは実機のポジションとモニ

タのポジション設定が一致していない状態で

は使用しないでください。モーメントリミッ

タが正しく作動せず、機械の破損や重大な事

故を招く恐れがあります。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

9. 荷をフック (12) に確実に取り付け、作業

を開始してください。

危 険

850kg サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地切

り）、一旦停止して、安全な荷重であることを

確認してください。

☞ 作業条件によってはモーメントリミッタ

の表示荷重が多めに表示されることがあ

ります。

☞ 起、伏レバー操作量が大きいと、荷重の

誤差が大きくなります。起伏レバー操作

時はブームをゆっくりと操作してくださ

い。

注 意

E ブームのポジションとブームの角度によっ

ては、E ブームとフックが干渉することがあ

ります。E ブームのポジションが SH1 の場合

はブーム角 30 度を超えて使用しないでくださ

い。
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9.6.1.3    ブーム起解除スイッチの使用方

法

危 険

ブーム起解除スイッチはブーム伏せ操作中に

過負荷の領域に入って自動停止した場合のみ

使用してください。

伸操作で過負荷の領域に入って自動停止した

場合は、縮操作で復元してください。

通常時、地切り作業には絶対に使用しないで

ください。

このスイッチを使用して地切り作業をした場

合、機械の破損や転倒など重大な事故を招く

恐れがあります。

1. ブーム伏操作、伸び操作中に過負荷の領域

に入って自動停止した場合は、ブーム縮操

作し、安全な領域に入ってから、ブーム伏

操作で荷を降ろしてください。

        自動停止時、やむを得ずブーム起き操作が

必要な場合は、ブーム起解除スイッチを押

している間だけ起操作ができます。

9.6.2  1.5t サーチャーフック

9.6.2.1   取り付け

危 険

サーチャーフックの落下を防ぐため、必ず指

定トルクでサーチャーフック取り付けボルト

を締めてください。

サーチャーフックの取り付けは、必ず純正品

を使用し、新しいボルト・ナット・ワッシャ

を使用してください。

1. ブラケット (1) を M12 ワッシャ付ボルト、

ナット、ワッシャを使用して、ブームの先

端に固定してください。

        このとき、ブームヘッドの側面 (A) とブラ

ケットの側面 (B) ができるだけ同一面上に

なるように取り付けてください。

       指定トルク：111 ± 12N・m
（11.3 ± 1.2kg・m）
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2. ブラケットＡ (2)とブラケットＢ (3)をブー

ムの先端にＭ１２ワッシャ付ボルト、ナッ

ト、ワッシャを使用して軽く締めつけて仮

止めしてください。

 ☞ MC305C 用のブラケット A(2) とブラ

ケット B(3) には「3」の刻印があります。

確認してから取り付けてください。

Mark

3. 固定ピン (4) をブラケットＢ (3) の穴から

入れ、ブラケット (1)、ブラケットＡ (2)
の全ての穴へ通してください。固定ピン (4)
はブラケットＢ (3) へＭ８ワッシャ付ボル

トで固定してください。

指定トルク：31 ± 3N・m
（3.2 ± 0.3kg・m）

4. ブラケットＡ (2) とブラケットＢ (3) を矢

印の方向に押し付けながら、手順２で仮止

めしたボルトを締めてください。

指定トルク：111 ± 12N・m
（11.3 ± 1.2kg・m）

5. Ｅブーム (5) をブラケット (1) へ、ポジショ

ンピン (6)を挿し込んで固定してください。

ポジションピン (6) はリンチピン (7) で抜

けないように固定してください。
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6. ユーザーモード画面のサーチャーフック切

り替えスイッチを使い「サーチャーフック

1.5t」にしてください。

EAM50240

0％

100

ユーザーモード

4本掛け

消耗品

ブーム長

m t

実荷重定格総荷重

t

ブーム角度

m

実作業半径

エラー履歴

水準器

4

サーチャーフック　なしSH

スイッチ操作音 OFF

ソフトウェアバージョン

危 険

「サーチャーフック 1.5t」選択時以外で 1.5t サー

チャーフックを使用しないでください。モーメ

ントリミッタが正しく作動せず、機械の破損や

転倒など重大な事故を招く恐れがあります。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

9.6.2.2   サーチャーフックポジションの

変更

危 険

サーチャーフックのポジションとブーム長表

示のモード表示が一致していない状態では、

1.5t サーチャーフックを使用しないでくださ

い。モーメントリミッタが正しく作動せず、

機械の破損や重大な事故を招く恐れがありま

す。

ブームの角度によっては、E ブームとフック

が干渉し、重大な事故に繋がる恐れがありま

す。必ず作業に適した角度に調整してくださ

い。

1.5t サーチャーフックモードで荷をつり上げ

るときは、ブーム起操作でつり上げ（地切り）、

一旦停止して、安全な荷重であることを確認

してください。

作業する際は、ピン穴へ指を絶対に入れない

でください。

☞ ワイヤ掛数およびフックの入力、サー

チャーフックの切替の設定の設定は、ス

タータースイッチを「OFF」（切）位置

にしても最後の状態を記憶しています。

1. 「5.1.13 アウトリガの設置操作」の項を参

照しアウトリガをセットしてください。

2. 格納されているスイベルフック (8) を
シャックル (9) から外してください。

3. リンチピン (7) を外し、ポジションピン (6)
を抜いて、E ブーム (5) を使用したい角度

へ変更してください。
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警 告

ポジションピン (6) を抜く際は、必ずＥブーム

(5) を手で支えてください。

4. E ブーム (5) の位置が決定したら、ポジショ

ンピン (6) を挿し込み、リンチピン (7) で
固定してください。

危 険

ポジションピン (6) は必ずリンチピン (7) で固

定してください。作業中にポジションピンが

外れると、重大な事故につながる恐れがあり

ます。

5. サーチャーフックの実際のポジションとモ

ニタのポジション設定を合わせてくださ

い。

危 険

サーチャーフックは実機のポジションとモニ

タのポジション設定が一致していない状態で

は使用しないでください。モーメントリミッ

タが正しく作動せず、機械の破損や重大な事

故を招く恐れがあります。

SH1

SH2

SH3

SAM21651

EAM50270

6. 荷をフック (8) に確実に取り付け、作業を

開始してください。

8

EAM50280
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危 険

• 1.5t サーチャーフックモードで荷をつり上

げるときは、ブーム起操作でつり上げ（地

切り）、一旦停止して、安全な荷重であるこ

とを確認してください。

• スイベルフックは格納用シャックル

部 で 絶 対 に 使 用 し な い で く だ さ い。

格納用シャックル部は強度が確保されてい

ません。そのため使用すると E ブームの破

損による荷の落下など、重大な事故につな

がる恐れがあります。

☞ 作業条件によってはモーメントリミッタ

の表示荷重が多めに表示されることがあ

ります。

☞ 起、伏レバー操作量が大きいと、荷重の

誤差が大きくなります。起伏レバー操作

時はブームをゆっくりと操作してくださ

い。

注 意

E ブームのポジションとブームの角度によっ

ては、E ブームとフックが干渉することがあ

ります。E ブームのポジションが SH1 の場合

はブーム角 30 度を超えて使用しないでくださ

い。

SAM24490

SH1
30°

9.6.2.3    ブーム起解除スイッチの使用方

法

「9.6.1.3 ブーム起解除スイッチの使用方法」の

項を参照してください。
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9.7  点検整備

警 告

• サーチャーフックはクレーンに該当します。

クレーン等安全則による点検を行ってくだ

さい。詳細は「第 6 章 点検整備編」および

「第 11 章 資料編」を参照してください。

• サーチャーフックを使用する際は、機械本

体側の点検も必ず実施してください。

重 要

クレーン等安全規則では、当機械購入（設置）

時に遵守すべき規則を設けております。

第６２条

事業者は、令第１３条第３項第１５号の移動

式クレーンを設置したときは、当該移動式ク

レーンについて、第５５条第３項の荷重試験

および同条第４項の安定度試験を行わなけれ

ばならない。

( 第５５条３項 )
前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷

重の１．２５倍に相当する荷重の荷をつって、

つり上げ、旋回、走行等の作動を行うものと

する。

( 第５５条４項 )
第２項の安定度試験は、移動式クレーンに定

格荷重の１．２７倍に相当する荷重の荷をつっ

て、当該移動式クレーンの安定に関し最も不

利な条件で地切りすることにより行うものと

する。

点検整備 M A E D A Mini-Crawler Crane

9-32 MC305C-5



9.7.1  消耗品

サーチャーフック取り付け部品は消耗品です。定期整備時または摩耗限度前に交換してください。消

耗部品を確実に交換し、当機械を経済的にお使いください。部品交換には、必ず純正品を使用してく

ださい。部品要求の際は、パーツカタログにより品番を確認してください。

項目 数量 交換期間

ワッシャ付き六角ボルト　M12 × 35L　強度 10.9 ４本 6 ヶ月ごとまたは損傷、亀裂、

潰れが見つかった時
ワッシャ付き六角ボルト　M12 × 30L　強度 10.9 4 本

ワッシャ付き六角ボルト　M8 × 16L　強度 10.9 1 本

六角ナット　M12 8 個

ハイテンションワッシャ　M12 8 個

• 交換期間は推奨交換期間です。点検の上、交換基準に達していた場合は交換を実施してください。

• 交換期間は休車期間も含みます。

 ☞ 850kg サーチャーフックと 1.5t サーチャーフックの消耗品は項目、数量ともに共通です。上記

の表はサーチャーフック 1 機分の数量記載です。

9.7.2  点検整備一覧表

本文書はサーチャーフックのみについて説明するものです。クレーン本体については「第 6 章 点検整

備編」の項を参照し、その注意事項に従ってください。

点検整備項目 項目

9.7.3 作業開始前点検 9-34 

　9.7.3.1 見回り点検 9-34 

　9.7.3.2 エンジン始動前の点検 9-34 

　［1］ E ブーム、ブラケットの点検 9-34 

　［2］ グリース塗布 9-34 

　［3］ サーチャーフック取り付けボルトの点検 9-34 

　［4］ ポジションピン・リンチピンの取り付け点検 9-34 

　［5］ フックの点検 9-34 

　9.7.3.3 エンジン始動後の点検 9-35 

　［1］ ブームの作動点検 9-35 

　［2］ モーメントリミッタの点検（850kg サーチャーフックモード） 9-35 

　［3］ モーメントリミッタの点検（1.5t サーチャーフックモード） 9-36 
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9.7.3   作業開始前点検

9.7.3.1   見回り点検

1. 安全装置に異常がないか点検してくださ

い。

2. フックなどのつり具に異常がないか点検し

てください。

3. ブーム等の構造部分に亀裂・変形がないか

点検してください。

4. 指定の取り付けボルト・ナットが使用され

ているか、また、緩み・脱落がないか点検

してください。

5. 実際に操作し、ブームの作動・停止が正し

く働くか点検してください。

点検を行い、不具合が認められた場合には、当

社または当社販売サービス店にお問い合わせく

ださい。

9.7.3.2   エンジン始動前の点検

この項目に示す内容は、1 日の最初の作業開始

前にエンジンを始動しないで行ってください。

［1］  E ブーム、ブラケットの点検

Ｅブームとブラケットに亀裂や著しい変形、汚

れなどがないか点検してください。異常があれ

ばその箇所を修理または交換してください。

［2］  グリース塗布

以下の箇所の古いグリースをきれいに拭き取

り、新しいリチウムグリースを塗布してくださ

い。

1. Ｅブームとシャックル (2)の接触穴部分 (3)

2. スイベルフック (1) とシャックル (2) の接

触部分 (4)

［3］  サーチャーフック取り付けボルトの点検

危 険

サーチャーフック取り付けボルトに何らかの

損傷が見つかった場合は、直ちに新品と交換

してください。 
ボルトが破損し、サーチャーフックが落下す

る恐れがあります。

指定強度のボルトが使用されているか点検して

ください。また、指定トルクで締め付けられて

いるか確認してください。指定トルクは 850kg
サーチャーフックは「9.6.1.1 取り付け」の項

を、1.5t サーチャーフックは「9.6.2.1 取り付け」

の項を参照してください。

ボルトに亀裂、損傷、潰れ、著しい汚れ、錆が

ないか点検してください。異常があれば、ボル

トの交換時期より早くても、新品に交換してく

ださい。

［4］  ポジションピン・リンチピンの取り付け

点検

ポジションピンがリンチピンで固定してあるか

点検してください。ピンに損傷や著しい変形が

ないか点検してください。異常があれば交換し

てください。

［5］  フックの点検

1. ワイヤロープの外れ止めが正常に機能して

いるか点検してください。異常があれば修

理または交換してください。
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2. フックを回転させ、フックがスムーズに回

転するか、異音が発しないか点検してくだ

さい。異常があれば修理または交換してく

ださい。

3. フックを点検し、亀裂や著しい変形がない

か点検してください。異常があれば交換し

てください。

4. フックの寸法が以下の交換基準になったら

交換してください。

基準寸法 交換基準

a 37mm 38.9mm 以上

b 25mm 23.7mm 以下

9.7.3.3   エンジン始動後の点検

この項目に示す内容は、1 日の作業開始前にエ

ンジンを始動して行ってください。

重 要

この項に示す点検内容は、機械を作動させて

点検する必要があります。「第 5 章　5.1.2 エ
ンジンの始動」以降を参照し、機械の始動、

クレーン操作を行ってください。

［1］  ブームの作動点検

警 告

ブームの作動点検を行う際は、ブームやサー

チャーフック本体が人や物に接触しないよう

に周囲の安全を確認して行ってください。

1. クレーンを操作する際にブームやサー

チャーフックから異音の発生がないか確認

してください。

2. 無負荷でクレーンを操作し、各ボルト類の

ゆるみ、抜け落ちがないか確認してくださ

い。

［2］  モーメントリミッタの点検（850kg サー

チャーフックモード）

警 告

モーメントリミッタに異常が発生したときは、

すぐに当社または当社販売サービス店に連絡

してください。

1. スタータスイッチを「ON」（入）位置にし

てください。

2. 四色灯を確認してください。約 3 秒間全

色が点滅した後、緑色が点滅します。

3. モニタの表示を確認してください。

1. ホーム画面にエラーコードが表示されて

いないことを確認してください。

2. モーメントリミッタが850kgサーチャー

フックモードになっているか、また、ブー

ム長表示のモード表示がサーチャーフッ

クのポジションと一致しているか点検し

てください。サーチャーフックのポジ

ションとブーム長表示は「9.2.1.1 850kg
サーチャーフックポジションの設定」を

参照してください。

4. エンジンを始動させ、クレーンを次のよう

に操作して、その時のモーメントリミッタ

の表示が正しいか確認してください。
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クレーンの動作と表示

項目

モーメントリ

ミッタの表示値

ブーム長さを最小にし

た時の「ブーム長」の

表示値

3.7m

ブーム長さを最大にし

た時の「ブーム長」の

表示値

12.5m

ブーム長さを「5.9m」

に し、 ブ ー ム 角 度 を

「25°」にした時の「作

業半径」の表示値

SH1　5.7±0.1m

SH2　6.1±0.1m

SH3　5.8±0.1m

5. 質量の判っているウエイトを用意してつり

上げたときの「実荷重」の表示値が、ウエ

イト＋つり金具の合計質量と同じになるこ

とを確認してください。ただし、ブーム条

件によって、多少の誤差が生じることはあ

ります。

6. クレーンを操作し、モーメントリミッタの

表示値をブーム長さ「5.9m」、ブーム角度

「25°」にしたときの「ブーム角度」と「作

業半径」を実測してください。実測値とモー

メントリミッタの表示値の差異があった場

合は、当社または当社販売サービス店にお

問い合わせください。

7. ウエイトをつり上げ、ブーム伸・伏操作で

過負荷により自動停止するか確認してくだ

さい。過負荷になっても自動停止しない場

合は、ただちに機械を停止し、当社または

当社販売サービス店にお問い合わせくださ

い。なお確認時の操作はゆっくり行い、過

負荷により機械が自動停止しない場合に

は、ただちに操作を止め、安全側の操作で

過負荷状態を脱してください。

☞ 作業半径の実測は、サーチャーフックの

先端から垂直に紐を垂らすなどの方法で

フック位置にて測定してください。

［3］  モーメントリミッタの点検（1.5t サー

チャーフックモード）

警 告

モーメントリミッタに異常が発生したときは、

すぐに当社または当社販売サービス店に連絡

してください。

1. スタータスイッチを「ON」（入）位置にし

てください。

2. 四色灯を確認してください。約 3 秒間全

色が点滅した後、緑色が点滅します。

3. モニタの表示を確認してください。

1. ホーム画面にエラーコードが表示されて

いないことを確認してください。

2. モーメントリミッタが 1.5t サーチャー

フックモードになっているか、また、ブー

ム長表示のモード表示がサーチャーフッ

クのポジションと一致しているか点検し

てください。サーチャーフックのポジ

ションとブーム長表示は「9.2.1.2 1.5t
サーチャーフックポジションの設定」を

参照してください。

4. エンジンを始動させ、クレーンを次のよう

に操作して、その時のモーメントリミッタ

の表示が正しいか確認してください。

クレーンの動作と表示

項目

モーメントリ

ミッタの表示値

ブーム長さを最小にし

た時の「ブーム長」の

表示値

3.7m

ブーム長さを最大にし

た時の「ブーム長」の

表示値

12.5m

ブーム長さを「5.9m」

に し、 ブ ー ム 角 度 を

「25°」にした時の「作

業半径」の表示値

SH1　5.5±0.1m

SH2　5.7±0.1m

SH3　5.6±0.1m

点検整備 M A E D A Mini-Crawler Crane

9-36 MC305C-5



5. 質量の判っているウエイトを用意してつり

上げたときの「実荷重」の表示値が、ウエ

イト＋つり金具の合計質量と同じになるこ

とを確認してください。ただし、ブーム条

件によって、多少の誤差が生じることはあ

ります。

6. クレーンを操作し、モーメントリミッタの

表示値をブーム長さ「5.9m」、ブーム角度

「25°」にしたときの「ブーム角度」と「作

業半径」を実測してください。実測値とモー

メントリミッタの表示値の差異があった場

合は、当社または当社販売サービス店にお

問い合わせください。

7. ウエイトをつり上げ、ブーム伸・伏操作で

過負荷により自動停止するか確認してくだ

さい。過負荷になっても自動停止しない場

合は、ただちに機械を停止し、当社または

当社販売サービス店にお問い合わせくださ

い。なお確認時の操作はゆっくり行い、過

負荷により機械が自動停止しない場合に

は、ただちに操作を止め、安全側の操作で

過負荷状態を脱してください。

 ☞ 作業半径の実測は、サーチャーフックの

先端から垂直に紐を垂らすなどの方法で

フック位置にて測定してください。
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9.8  作業半径と定格総荷重

危 険

• 作業半径／揚程図は、荷をつっていない状態における当機械の作業半径、ブーム角度および地上揚

程の関係を示したもので、ブームのたわみなどは含まれていません。

• サーチャーフックを使用する際は、必ずモーメントリミッタをサーチャーフックモードに設定し、「実

機のサーチャーフックのポジション」と「モーメントリミッタの設定」を合わせてください。

• サーチャーフックとクレーン本体のフックブロックを同時に使用しないでください。

• サーチャーフックモードでは、クレーン本体のフックブロックは絶対に使用しないでください。モー

メントリミッタの数値が正しく表示されず、機械の転倒や破損により重大な人身事故を招く恐れが

あります。

9.8.1  作業半径／揚程図

［1］ 850kg サーチャーフック
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［2］ 1.5t サーチャーフック

作業半径と定格総荷重M A E D A Mini-Crawler Crane

9-39MC305C-5



9.8.2  定格総荷重表

1. サーチャーフックの使用時はメインフックを取り外してください。サーチャーフック使用時の性

能はメインフックを外した状態での性能になります。

2. 作業半径／揚程図は、ブームのたわみは含んでいません。

3. 定格総荷重表は、負荷時のブームのたわみを含んだ、実際の作業半径に基づいております。

4. ３段目のブームを少しでも伸ばしたときは、ブーム (1) ＋ (2) ＋ (3) の定格総荷重で作業してくだ

さい。

5. ４段目のブームを少しでも伸ばしたときは、(1)＋ (2)＋ (3)＋ (4)の定格総荷重で作業してください。

6. 「 マーク」の半分が３段目ブームより出たら、(1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) の定格総荷重で作業し

てください。

7. 乱暴なクレーン作業は大変危険です。安全なクレーン作業を心がけてください。

8. 作業条件によってはモーメントリミッタの表示荷重が多めに表示することがあります。

9. サーチャーフックの使用時も、走行吊りを行わないでください

作業半径と定格総荷重 M A E D A Mini-Crawler Crane
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［1］ 850kg サーチャーフック

定格総荷重表に表示されている定格総荷重とは 850kg サーチャーフック（30kg）、吊り具の質量を含ん

だ値です。
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［2］ 1.5t サーチャーフック

定格総荷重表に表示されている定格総荷重とは 1.5t サーチャーフック（25kg）、吊り具の質量を含んだ

値です。

アウトリガ　最大張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 970 720

3.0 1500 1500 1490 970 720

4.0 1500 1500 1380 940 720

5.0 ― 1340 1140 850 640

6.0 ― 1090 900 750 530

6.2 ― 1040 850 730 500

7.0 ― ― 740 660 440

8.0 ― ― 620 570 370

8.4 ― ― 580 530 340

9.0 ― ― ― 500 330

10.0 ― ― ― 430 290

10.6 ― ― ― 400 280

11.0 ― ― ― ― 270

12.0 ― ― ― ― 250

12.8 ― ― ― ― 240
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アウトリガ　中間張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 950 710

3.0 1500 1500 1490 950 710

4.0 1500 1500 1370 920 710

5.0 ― 1250 1110 830 630

6.0 ― 910 840 730 510

6.2 ― 850 800 700 480

7.0 ― ― 650 630 420

8.0 ― ― 510 510 360

8.4 ― ― 480 470 340

9.0 ― ― ― 420 320

10.0 ― ― ― 350 280

10.6 ― ― ― 320 270

11.0 ― ― ― ― 260

12.0 ― ― ― ― 240

12.8 ― ― ― ― 230
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アウトリガ　最小張出状態

作業半径

(m)
定格総荷重

ブーム

①

ブーム

①＋②

ブーム

①＋②＋③

ブーム

①＋②＋③

＋④

ブーム

①＋②＋③

＋④＋⑤

2.2 1500 1500 1500 950 710

3.0 1500 1500 1480 950 710

4.0 1500 1500 1350 920 710

5.0 ― 1040 1010 830 630

6.0 ― 750 710 700 510

6.2 ― 710 660 660 480

7.0 ― ― 540 540 420

8.0 ― ― 420 420 360

8.4 ― ― 390 390 340

9.0 ― ― ― 350 320

10.0 ― ― ― 290 280

10.6 ― ― ― 280 260

11.0 ― ― ― ― 250

12.0 ― ― ― ― 210

12.8 ― ― ― ― 190
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第 10 章   
オプション編



10.1  プロテクション

バー

警 告

• クレーンのブーム部分をプロテクション

バーや運転席に近づけないでください。

• 走行中の機械の全高を下げるために、プロ

テクションバーの取り外しが必要になる場

合があります。

• プロテクションバーやインターロックが

あっても、完全に運転者が守られるもので

はありません。必ず目視で周囲を確認し、

吊り荷やフックブロックが人やプロテク

ションバーにぶつからないように、慎重に

操作してください。

重 要

プロテクションバーに体重をかけたり、引っ

張ったりしないでください。プロテクション

バーが変形する恐れがあります。

プロテクションバーは、クレーン操作時にブー

ムから運転者を保護するためのものです。

項目 概要

プロテクションバー 重量 :   12 kg
ボルト類 規定トルク :

111 ± 12 N･m 
(11.3 ± 1.2 kg･m)

☞ プロテクションバーはロールオーバープ

ロテクション (ROP) ではありません。

プロテクションバー M A E D A Mini-Crawler Crane

10-2 MC305C-5



第 11 章   
資料編



11.1  関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則の中から、マ

エダクローラクレーンが適用する条項を下記に抜粋いたしました。

ご精読の上、安全第一とし、法規の遵守を怠らないように十分ご配慮してください。

11.1.1   労働安全衛生法 ( 抄 )

第 4 条 ( 事業者等の責務 )
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災

害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第 33 条 ( 機械貸与者等の講ずべき措置等 )
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令でさだめるもの ( 以下「機械

等貸与者」という。) は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災

害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

（2） 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者で

ないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。

（3） 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、

必要な事項を守らなければならない。

第 59 条 ( 安全衛生教育 )
事業者は、労働者を雇いいれたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

（3） 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなけ

ればならない。

第 61 条 ( 就業制限 )
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該

業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を

修了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。

（2） 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。

（3） 第 1 項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る

免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

11.1.2   労働安全衛生法施行令 ( 抄 )

第 20 条 ( 就業制限に係る業務 )
法第 61 条第 1 項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

⑦ つり上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの運転 ( 道路交通法に規定する道路上を走行させ

る運転を除く。) の業務
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11.1.3   労働安全衛生規則 ( 抄 )

第 29 条 ( 安全装置等の有効保持 )
労働者は安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

① 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

② 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、

事業者の許可を受けること。

③ 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要が

なくなった後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

④ 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、そ

の旨を事業者に申し出ること。

（2） 事業者は、労働者から前項第 4 号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を

講じなければならない。

第 96 条 ( 事故報告 )
事業者は、次の場合、遅滞なく、様式第 22 号による報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければ

ならない。

（5） 移動式クレーン ( クレーン則第 2 条第 1 号に掲げる移動式クレーンを除く。) の次の事故が発生し

たとき

イ 転倒、倒壊又はジブの損傷

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

11.1.4   クレーン等安全規則 ( 抄 )

第 3 章　移動式クレーン

第 1 節　製造及び設置

第 55 条 ( 製造検査 )
移動式クレーンを製造した者は、法第 38 条第 1 項の規定により当該移動式クレーンについて、所轄都

道府県労働局長の検査を受けなければならない。

（2） 前項の規定による検査 ( 以下この節において「製造検査」という。) においては、移動式クレーン

の各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。

（3） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重 ( 定格荷重が 200 トンを

こえる場合は、定格荷重に 50 トンを加えた荷重 ) の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の行動

を行うものとする。

（4） 第 2 項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、当該

移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

第 59 条 ( 移動式クレーン検査証 )
（2） 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動

式クレーン検査証再交付申請書 ( 様式第 8 号 ) に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由

し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければなら

ない。

① ①移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

② ②移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証
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（3） (3) 移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、

当該異動後 10 日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書 ( 様式第 8 号 ) に移動式クレーン検査

証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働

局長に提出し、書替えを受けなければならない。

第 60 条 ( 検査証の有効期間 )
移動式クレーン検査証の有効期間は、2 年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期

間を 2 年未満とすることができる。

第 61 条 ( 設置報告書 )
移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書 ( 様式第 9 号 )
に移動式クレーン明細書 ( 製造検査済又は使用検査済の印を押したもの ) 及び移動式クレーン検査証を

添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、

この限りではない。

第 62 条 ( 荷重試験等 )
事業者は、令第 13 条第 3 項第 15 号 ( つり上げ荷重が 0.5 トン以上 3 トン未満の移動式クレーン ) の移

動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第 55 条第 3 項の荷重試験及び同条第

4 項の安定度試験を行わなければならない。

第 2 節使用及び就業

第 63 条 ( 検査証の備付け )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン

検査証を備え付けておかなければならない。

第 64 条 ( 使用の制限 )
事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準 ( 移動式クレーンの構造に係る部分

に限る。) に適合するものでなければ使用してはならない。

第 64 条の 2( 設計の基準とされた負荷条件 )
事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、

折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

第 65 条 ( 巻過防止装置の調整 )
事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又

は当該つり具の巻き上げ用シ - ブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある

物 (傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25メートル以上 (直働式の巻過防止装置にあっては、0.05
メートル以上 ) となるように調整しておかなければならない。

第 66 条 ( 安全弁の調整 )
事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止

するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当す

る圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第 62 条の規定により荷重試験

又は安定度試験を行う場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用する

ように調整するときは、この限りではない。
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第 66 条の 2( 作業の方法等の決定等 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険

を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする

荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

① 移動式クレーンによる作業の方法

② 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

③ 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

（2） 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に

周知させなければならない。

第 66 条の 3( 外れ止め装置の使用 )
事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

第 68 条 ( 就業制限 )
事業者は、令第 20条第 7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、

当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が 1 トン以上 5 トン未満の移動式クレーン ( 以
下「小型移動式クレーン」という。) の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修

了した者を当該業務に就かせることができる。

第 69 条 ( 過負荷の制限 )
事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第 70 条 ( 傾斜角の制限 )
事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角 ( つり上

げ荷重が 3 トン未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角 ) の範囲

をこえて使用してはならない。

第 70 条の 2( 定格荷重の表示等 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者

が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければな

らない。

第 70 条の 3( 使用の禁止 )
事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等

により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行っ

てはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強

度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第 71 条 ( 運転の合図 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を

定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、移動式クレーン

の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

（2） 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

（3） 第 1 項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第 72 条 ( 搭乗の制限 )
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
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第 73 条 ( 搭乗の制限 )
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な

場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せること

ができる。

（2） 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行

わなければならない。

① とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

② 労働者に安全帯等を使用させること。

③ とう乗設備ととう乗者との総重量の 1.3 倍に相当する重量に 500 キログラムを加えた値が、

当該移動式クレーンの定格重量をこえないこと。

④ とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

（3） 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら

ない。

第 74 条 ( 立入禁止 )
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触するこ

とにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第 74 条の 2
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、

つり上げられている荷 ( 第 6 号の場合に合っては、つり具を含む。) の下に労働者を立ち入らせてはな

らない。

① ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

② つりクランプ 1 個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

③ ワイヤロープ等を用いて 1 箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき ( 当該荷に設けら

れた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
④ 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れら

れる等により固定されていないとき。

⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げら

れているとき。

⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第 74 条の 3( 強風時の作業中止 )
事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業を中止しなければならない。

第 74 条の 4( 強風時における転倒の防止 )
事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれのあると

きは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の

危険を防止するための措置を講じなければならない。

第 75 条 ( 運転位置からの離脱の禁止 )
事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。

（2） 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。

関係法令 M A E D A Mini-Crawler Crane

11-6 MC305C-5



第 75 条の 2( ジブの組立て等の作業 )
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければな

らない。

① 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。

② 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示すること。

③ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業に労働者を従事させないこと。

（2） (2) 事業者は、前項第 1 号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

① 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

② 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③ 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第 3 節定期自主検査等

第 76 条 ( 定期自主検査 )
事業者は、移動式クレーンを設置した後、1 年以内ごとに 1 回、定期に、当該移動式クレーンについて

自主検査を行わなければならない。ただし、1 年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用し

ない期間においては、この限りでない。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査

を行わなければならない。

（3） 事業者は、前 2 項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主

検査を行う日前 2 月以内に第 81 条第 1 項の規定に基づく荷重試験を行った移動式クレーン又は当

該自主検査を行う日後 2 月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンに

ついては、この限りではない。

（4） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、

走行等の作動を定格速度により行うものとする。

第 77 条 ( 定期自主検査 )
事業者は、移動式クレーンについては、1 月以内ごとに 1 回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、1 月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間にお

いては、この限りでない。

① 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチ

の異常の有無。

② ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無。

③ フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無。

④ 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号

に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第 78 条 ( 作業開始前の点検 )
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、

過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行

わなければならない。

第 79 条 ( 自主検査の記録 )
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを 3 年間保存しなければならない。
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第 80 条 ( 補修 )
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補

修しなければならない。

第 4 節　性能検査

第 81 条 ( 性能検査 )
移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を

行うほか、荷重試験を行うものとする。

（2） 第 76 条第 4 項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第 82 条 ( 性能検査の申請等 )
移動式クレーンに係る性能検査 ( 法第 53 条の 3) において準用する法第 53 条の 2 第 1 項の規定により

労働基準監督署長が行うものに限る。) を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書 ( 様式

第 11 号 ) を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第 5 節　変更、休止、廃止等

第 85 条 ( 変更届 )
事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、

法第 88 条第 1 項の規定により、移動式クレーン変更届 ( 様式第 12 号 ) に移動式クレーン検査証及び

変更しようとする部分 ( 第 5 号に掲げるものを除く。) の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。

① ジブその他の構造部分

② 原動機

③ ブレーキ

④ つり上げ機構

⑤ ワイヤロープ又はつりチェーン

⑥ フック、グラブバケット等のつり具

⑦ 台車

第 86 条 ( 変更検査 )
前条第 1 項第 1 号又は第 7 号に該当する部分に変更を加えた者は、法第 38 条第 3 項の規定により、当

該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労

働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りではない。

（2） 第 55 条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による検査 ( 以下この節において「変更検査」

という。) について準用する。

（3） 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書 ( 様式第 13 号 ) を所轄労働基準

監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第 1 項又

は第 3 項の届出をしていないときは、同条第 1 項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面

を添付するものとする。
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第 8 章　玉掛け

第 1 節　玉掛用具

第 213 条 ( 玉掛け用ワイヤロープの安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数につい

ては、6 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 213 条の 2( 玉掛け用つりチェーンの安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数につい

ては、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用しては

ならない。

① 次のいずれにも該当するつりチェーン 4
イ 切断荷重の 2 分の 1 の荷重で引っ張った場合において、その伸びが 0.5 パーセント (%) 以下

のものであること。

ロ その引張り強さの値が 400 ニュートン毎平方ミリメートル (400N/mm2) 以上であり、かつ、

その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張り強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

以上となるものであること。

上欄 下欄

引張り強さ ( 単位 ニュートン毎平方ミリメートル (N/mm2)) 伸び ( 単位 パーセント )

400 以上 630 未満 20

630 以上 1000 未満 17

1000 以上 15

② 前号に該当しないつりチェーン 5
（2） 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 214 条 ( 玉掛け用フック等の安全係数 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるフック又はシャックルの安全係

数については、5 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャック

ルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

関係法令M A E D A Mini-Crawler Crane

11-9MC305C-5



第 215 条 ( 不適格なワイヤロープの使用禁止 )
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの

玉掛用具として使用してはならない。

① ワイヤロープ 1 よりの間において素線 ( フィラ線を除く。以下本号において同じ。) の数の 10
パーセント以上の素線が切断しているもの

② 直径の減少が公称径の 7 パーセントをこえるもの

③ キンクしたもの

④ 著しい形くずれ又は腐食があるもの

第 216 条 ( 不適格なつりチェーンの使用禁止 )
事業者は、次のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用

具として使用してはならない。

① 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの 5 パーセントをこえるもの。

② リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直

径 10 パーセントをこえるもの。

③ き裂があるもの。

第 217 条 ( 不適格なフック、シャックル等の使用禁止 )
事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレー

ン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

第 218 条 ( 不適格な繊維ロープ等の使用禁止 )
事業者は、次の号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又は

デリックの玉掛用具として使用してはならない。

① ストランドが切断しているもの。

② 著しい損傷又は腐食があるもの。

第 219 条 ( リングの具備等 )
事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャッ

クル、リング又はアイを備えているものでなければ、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛

用具として使用してはならない。

（2） 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法に

よるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべての

ストランドを 3 回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残され

た素線をさらに 2 回以上 ( すべてのストランドを 4 回以上編み込んだ場合には 1 回以上 ) 編み込む

ものとする。

第 219 条の 2( 使用範囲に制限 )
事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイ

スト ( 以下この項において「玉掛用具」という。) を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具

について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

（2） 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて

玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用し

なければならない。
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第 220 条 ( 作業開始前の点検 )
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、

繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具 ( 以下この条において「ワイヤロー

プ等」という。) を用いて玉掛けの作業を行うときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ

等の異常の有無について点検を行わなければならない。

（2） 事業者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなら

ない。

第 2 節　就業制限

第 221 条 ( 就業制限 )
事業者は、令第 20 条第 16 号に掲げる業務 ( 制限荷重が 1 トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)
については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

① 玉掛技能講習を修了した者

② 職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律 64 号。以下「能開法」という。) 第 27 条第 1 項の準則

訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進施行規則 ( 昭和 44 年労働省令第 24 号。

以下「能開法規則」という。)別表第 4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練 (通信の方法によっ

て行うものを除く。) を修了した者。

③ その他厚生労働大臣が定める者。

第 10 章　床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛技能講習

第 245 条 ( 小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目 )
小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。

（4） 学科講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンに関する知識

② 原動機及び電気に関する知識

③ 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

④ 関係法令

（3） 実技講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンの運転

② 小型移動式クレーンの運転のための合図

関係法令M A E D A Mini-Crawler Crane
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11.2  クレーン運転合図

呼び寄せ

• 片手を高く上げてください。必要ならば、笛の長吹きを併用してください。

巻き上げ

• 片手を上方に上げて輪を描くか、または腕をほぼ水平に上げ、手のひらを上に向けて上方に振って

ください。

巻き下げ

• 腕をほぼ水平に上げ、手のひらを下に向けて下方に振ってください。

クレーン運転合図 M A E D A Mini-Crawler Crane
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走行・旋回

• 腕を見やすい位置に伸ばし、手のひらを動かす方向に向けて数回動かしてください。

微動

• 小指または示指を使って巻き上げ、巻き下げ、水平移動に応じて、それぞれの合図を付けてください。

位置の指示

• なるべく近くの場所へ行き、指で示してください。

転倒

• 両手を水平に延ばして転倒の方向に回してください。

クレーン運転合図M A E D A Mini-Crawler Crane
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ブーム上げ

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より上方に突き上げてください。

ブーム下げ

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より下方に突き下げてください。

ブームの伸長

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より斜め上方に突き上げてください。

ブームの縮小

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より斜め下方に突き下げてください。

クレーン運転合図 M A E D A Mini-Crawler Crane
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停止

• 手を高く上げ、手のひらを正面に向けてください。  
または手を高く上げ、手のひらを正面に向けて指を握ってください。

急停止

• 両手をひろげて高く上げ、激しく左右に大きく振ってください。

作業終了

• 挙手の礼、または両手を頭の上に交差させてください。
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11.3  単位換算表

［1］ 力

N kgf
1 1.01972 × 10-1

9.80665 1

［2］ 圧力

Pa kPa MPa kgf/cm2

1 1 × 10-3 1 × 10-6 1.01972 × 10-5

1 × 103 1 1 × 10-3 1.01972 × 10-2

1 × 106 1 × 103 1 1.01972 × 10
9.80665 × 104 9.80665 × 10 9.80665 × 10-2 1

［3］ トルク・モーメント

N・cm N・m kgf・cm kgf・m
1 1 × 10-2 1.01972 × 10-1 1.01972 × 10-3

1 × 102 1 1.01972 × 10 1.01972 × 10-1

9.80665 9.80665 × 10-2 1 1 × 10-2

9.80665 × 102 9.80665 1 × 102 1

［4］ 動力

W kW PS
1 1 × 10-3 1.35962 × 10-3

1 × 103 1 1.35962
0.735499 × 103 0.735499 1
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